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はじめに 

 

本報告書は、中小企業庁の委託事業として、株式会社 NTT データ経営研究所が実施し

た「平成 29 年度 中小企業・小規模事業者決済情報管理支援事業」の活動成果をまとめ

たものである。 

本事業の背景には、我が国の企業社会において、圧倒的多数を占める中小企業、小規模

事業者をめぐる経営環境の厳しさがある。 

少子高齢化の進展にともなう人手不足問題や事業承継難など、中小企業・小規模事業者

の存在そのものが失われていく危機的状況といっても過言ではない。 

人手不足問題については、構造的な問題であり、業務の効率化や働き方改革をもって対

応してくことが求められる。さらに、事業承継難に関しては、2025 年を迎えるころには、

後継者不在による大廃業の時代を迎えるとの警鐘が鳴らされ、その対策が喫緊の課題と

なっている。 

2018 年の税制改正により、贈与税、相続税の負担ゼロで事業承継を可能とすることで、

事業承継の促進をはかっていることからも、その問題の重要度を伺うことができる。 さ

らにここで考えなければならないことは、事業承継の税制が改正されたことだけで事業

承継が劇的に進展していくわけではないということである。事業承継がイコール負債の

継承であれば、引き受け手を探すのは困難なことである。 

これら我が国の抱える問題を克服していくためには、中小企業・小規模事業者の維持、

成長発展による経済活性化がなければならない。そして、中小企業・小規模事業者が、経

営力を磨き、生産性向上を実現し、稼ぐ力をもって成長発展していくには、IT 活用をい

っそう進めていく必要がある。 

こうしたなか、「中小企業・小規模事業者決済情報管理支援事業」では、受発注業務と

決済を効率的におこなうための EDI 導入を可能とする環境の整備を目指しての実証事業

を展開した。そして最大の特徴は、商流にとどまらず、金融機関と中小企業・小規模事業

者を結ぶ金融 EDI の可能性を検証し、情報連携による双方のメリットにつなげていく試

みである。 

また、中小企業・小規模事業者にとって生産性向上のボトルネックとなっている電話や

ファックスによる受発注と、それにともなう紙ベースでの業務において、EDI が効率化

に向けた課題解決の道を開く手段であることを実証するものである。 

本事業では、４つのプロジェクトによって実証・検証をおこない、いずれのプロジェク

トにおいても金融 EDI 導入の効果を確認することができた。また、克服しなければなら

ない課題を明らかにしたという点でも、今後の EDI 普及にとって大きな意味をもつ事業

であったことは間違いない。 

この事業の成果が広く普及することで、中小企業・小規模事業者の生産性向上を実現し、

成長発展していくことが、我が国経済の持続的発展を可能にするものであると確信して

いる。 

最後に、決済・商流情報連携基盤整備委員会、部会の委員をお引き受けいただいた関係

企業・組織・団体の皆様から献身的な活動と助言をいただき、本事業を進めることができ
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ました。皆様には心より御礼申し上げます。 

 

平成 31 年 3 月 

決済・商流情報連携（金融 EDI 連携）基盤整備委員会 委員長 

明治大学 教授 岡田 浩一 
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Ⅰ．事業概要と成果  
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第1章 事業の背景と目的 

1.1. 社会的背景 

1.1.1. 中小企業の人手不足問題と生産性 

我が国では、少子高齢化が急速に進んだ結果、生産年齢人口（15～64 歳人口）が 1995

年の 8,716 万人をピークに減少の一途を辿っている。2017 年の時点では、既に 7,596

万人となっており、これは総人口に占める割合の 60％程度となっている。さらに、2040

年には 5,978 万人と総人口に占める割合の 54%と予測されており生産年齢人口の減少

は社会問題となっている。（図 1）。 

 

  
図 1生産年齢人口（15～64歳人口）の推移1 

 

中小企業にとっての人手不足は、経営上の問題として挙げられ、その課題意識が年々

増加している状況であり、喫緊の対応が求められている（図 2）。 

 

 

 

                                                   
1 出所：総務省「情報通信白書平成 30 年版」第 1 部 特集 人口減少時代の ICT による持続的成長 はじめに 

再編加工 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/pdf/30honpen.pdf  
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図 2 中小企業における経営上の問題に占める人手不足の割合2 

 

また、生産年齢人口の減少により労働生産性の低下が見込まれる中、大企業と比較し

て、中小企業の生産性はいずれの業種においても低く（図 3）、業種によっては倍近い

差になるなど、労働生産性向上の余地はあるものの、対応できていない状況にある。 

  
図 3 企業規模別、時間当たりの労働生産性の水準3 

                                                   
2 出所：日本政策金融公庫「全国中小企業動向調査」（中小企業編）経営上の問題点 再編加工

https://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html 
3 出所：中小企業庁「2018 年版 中小企業白書」を再編加工 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H30/h30/index.html 

※ 2015 年度における労働時間 1 時間当たりの付加価値額を示している。 

※ 付加価値額＝営業利益＋（給与総額＋福利厚生費）＋動産・不動産賃借料＋租税公課＋減価償却費 
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1.1.2. 中小企業の現状と課題 

生産年齢人口が急激に減少する中、中小企業の生産性向上が必要不可欠であること

は明白であるが、多くの中小企業では、商取引や決済事務において昔からの商慣習に基

づきアナログな手段による業務が依然として行われており、ICT を利活用しないこと

による非効率が生まれている。 

(1) 受発注業務の現状と課題 

中小企業は電子メールや一般オフィスシステムといった基本的な ICT ツールの

利活用であっても半数を超える程度の利用状況にあり、FAX をはじめとした紙取引

から脱却できていない中小企業が多く存在する。 

手作業による伝票を主とした受発注により書き間違いやメモによる情報の伝達に

よる間違いが発生し（図 4）、また送信のミスなど人手による人為的なミスが発生し

やすく、その対処に係る負荷や、ICT を活用していないことによって生産性が低い状

況にある。 

 

図 4中小製造業の伝票を主とした受発注業務の例4 

 

  

                                                   
4 出所：経済産業省 産業・金融・IT 融合に関する研究会（FinTech 研究会）（第 4 回） 

配布資料 資料 3 「商流・金流情報における現状と課題について」 

    http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/fintech/pdf/004_03_00.pdf 
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(2) 決済事務の現状と課題 

決済事務の現状についても受発注業務と同様に、人手による業務が多く見られる

状況にある。「決済事務の事務量等に関する実態調査」調査報告書によると、振込を

行う場合に用いている手段・件数で最も多い手段は、「窓口・ATM」となっており（図

5）、特に年齢層が高くなるにつれてアナログな手段が多く見られる傾向にある。 

 

図 5 中小企業が振込を行う場合に用いている手段・件数5 

 

また、取引した結果、売掛金等の入金を消込する業務には、月５時間以上かかって

いる割合が半数以上であり、業務の効率化が必要である（図 6）。 

                                                   
5 出所：中小企業庁 2017 年 3 月「決済事務の事務量等に関する実態調査 調査報告書」再編加工 

     http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000685.pdf 
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図 6 中小企業が入金消込業務にかかる月間の平均時間6 

 

このような状況の中、売掛金と入金額が合わず違算が発生した場合には、伝票の山

の中から違算の原因を探す必要があり、また、振込元である発注企業等の取引先への

照会を行うなどしており、生産性を下げる要因となっている。（図 7） 

 

図 7伝票の山となった中小企業の事務所7 

                                                   
6 出所：中小企業庁 2017 年 3 月「決済事務の事務量等に関する実態調査 調査報告書」再編加工 

     http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000685.pdf 
7 出所：経済産業省 産業・金融・IT 融合に関する研究会（FinTech 研究会）（第 4 回） 

配布資料 資料 3 「商流・金流情報における現状と課題について」 

    http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/fintech/pdf/004_03_00.pdf 
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1.1.3. 課題解決に向けた動向 

(1) 中小企業共通 EDI標準の策定 

このような深刻な人手不足、生産年齢人口の減少に対応していくため、国としても

同様の課題意識を持つことから、中小企業庁では、中小企業・小規模事業者等の生産

性の向上を図ることを目的として、平成 28 年度補正予算にて「経営力向上・IT 基盤

整備支援事業(次世代企業間データ連携調査事業)」（以下、「平成 28 年度実証事業」

という）を実施し企業間データ連携及び各社社内システムとのデータ連携の仕組み

の構築・利用、IoT 活用、金融連携等の実証を行った。 

当該事業を通じて、IT の利用に不慣れな中小企業でも使えるように簡単・便利・

低コストを目指した企業間データ交換の仕組みである中小企業共通 EDI（以下、「共

通 EDI」または「中小企業共通 EDI」という）を元に実証を行い、その結果を踏ま

えて中小企業共通 EDI 標準仕様を策定した。 

これらの実証により、共通 EDI を使用した商流情報連携等が中小企業の受発注業

務の効率化につながることが明らかになった。（第５章に詳述） 

(2) 全銀 EDIシステムの稼働 

企業による生産性向上に関する施策のひとつとして、決済事務合理化に向けて

XML 電文への移行（拡張 EDI 交換）の実現に向けた取組みを進めることが、政府方

針として示され、一般社団法人 全国銀行協会（以下、「全銀協」という）および一般

社団法人 全国銀行資金決済ネットワーク（以下、「全銀ネット」という）により全銀

EDI システム（以下、「ZEDI」という）の構築を決定し、企業の決済事務の効率化、

生産性の向上に向けて、企業間の銀行送金電文に取引明細情報や、請求書情報、担当

者連絡先等の情報（以下、「金融 EDI 情報」という。）を電子的に交換可能とする新

たなプラットフォームを構築し、2018 年 12 月より稼働を開始した。（第７章に詳述） 

 

1.2. 事業の目的 

本事業では、中小企業において年々深刻さを増す人手不足問題に対するひとつの解

決策として、中小企業が利活用できる企業内ならびに企業間の商流情報と決済情報を

データ連携可能な仕組みに着目し、それらを活用して中小企業の決済事務の合理化に

おける生産性の向上を狙う。 

 

1.3. 課題解決の方向性 

1.3.1. 決済・商流情報連携基盤の基本的な考え方 

平成 28 年度実証事業における実証の成果や ZEDI の稼動の背景を踏まえ、中小企

業の商取引における受発注から決済（消込等含む）までの一連の業務情報全体をデー
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タ連携させる仕組み（以下、「決済・商流情報連携基盤」という。）を検討し、売掛金

等の効率的な消し込みその他取引データの活用による中小企業の生産性向上の効果

を確認する。 

 

1.3.2. 決済・商流情報連携基盤の目指す姿 

決済・商流情報連携基盤は、注文情報（発注）から決済情報（支払・入金）までの

商流 EDI を連携し、ZEDI と連携することにより業務が効率化し、生産性を向上す

ることができる仕組みを目指す。 

 

 

図 8 決済・商流情報連携基盤の実現イメージ 

 

その他、連携した商流情報は、売掛金の消し込みのためだけでなくその他生産性に

資する目的で利活用していくことが必要であり、第四次産業革命に向けたビジネス

データ連携基盤を実現することが、中小企業の生産性を向上させる姿のひとつであ

ろう。 

 

1.3.3. 本事業における実現の方法 

決済・商流情報連携基盤を活用し中小企業の生産性向上を実現するためには、発注

企業、受注企業間での商流 EDI により情報を連携し、連携したデータを活用するこ

とが必要である。 

商流EDIについては、前述のとおり平成28 年度実証事業により中小企業共通EDI

標準仕様が策定され、受発注業務について標準化された。 

他方で、多くの企業で商流 EDI として既に利用されている既存 EDI の中には業

界独自の標準フォーマットや個社が制定したフォーマットが存在しており、これら

既存 EDI と接続するためには会社間での個別調整が必要な状況であり、これらの既
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に多く利用されている既存 EDI を含めて相互連携可能な仕組みが必要である。 

加えて、決済を行う際は、各 EDI サービスプロバイダーが ZEDI との接続に向け

たシステム対応を行う必要が生じる。その際、EDI サービスプロバイダーが各々で

相互接続や ZEDI 接続を行うと非効率となることが想定されるため、これらを中継

する EDI 交換プラットフォームが必要と考えられる。 

  

本事業においては、決済・商流情報連携基盤を提供する EDI・アプリケーションサ

ービスプロバイダー（以下、「ESP」または「プロバイダー」という）を中心とした

モデルプロジェクトを公募し、売掛金等の効率的な消し込みを行うためのアプリケ

ーションを開発し、当該アプリケーションを利用した中小企業の生産性向上にかか

る実証を行った。 

また、モデルプロジェクトの円滑かつ効果的な開発・実証を行うため、各モデルプ

ロジェクトが用意する決済・商流情報連携基盤と ZEDI との円滑な接続・連携を実

現し、また、各決済・商流情報連携基盤間の情報連携を支援する実証用共同利用シス

テムを構築した。 

 

図 9 実証における決済・商流情報連携基盤と共同利用システムの実現イメージ 
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第2章 事業概要 

2.1. 事業内容 

2.1.1. 事業内容 

 本事業では、業務の効率化及び業務情報の利活用を可能にする情報基盤の整備に

資するものとするため、次の（1）及び（2）を実施した。 

(1) 決済・商流情報連携基盤整備のための委員会事務局 

① 検討事項 

 決済・商流情報連携基盤整備のための委員会では次の検討を行った。 

i. 決済・商流情報連携基盤の仕様（通信手順、決済・商流情報連携基盤で取

り扱うデータ項目のリスト、共通メッセージテンプレート、共通コード表、

システム仕様書）その他中小企業及び支援者が運用・支援する際のシステ

ム活用ガイドブック等必要なものを策定 

ii. 決済・商流情報連携基盤を実装するにあたり必要となるツール（登録、更

新、検索が可能なメッセージ辞書登録データベース管理ツール、メッセー

ジ設計支援ツール、XML メッセージ生成ツール等必要なもの。）を作成

し、システムツール仕様その他システムツール活用ガイドブック等必要

なものを策定 

iii. 決済・商流情報連携基盤を提供する者が相互連携するために具備すべき

要件を検討し、要件を満たしていることを審査する際の要領を策定（その

際、複数の決済・商流情報連携基盤を経由することによって利用者に過度

の費用負担が生じる等により普及が進まないという事態を生じさせない

よう、中小企業の利用に配慮する。） 

iv. 本事業で実施する決済・商流情報連携調査実証の仕様を策定及び実施状

況を管理 

v. より効率的な決済・商流情報連携基盤とするため、決済・商流情報連携調

査実証において複数のプロジェクト間で共同利用する実証試験用共同利

用システムの仕様を策定及び構築、運用状況を管理 

vi. 中小企業への決済・商流データ連携の重要性の周知及び決済・商流情報連

携基盤を中小企業が活用する際の支援人材の育成・支援人材の紹介を実

施する体制の立ち上げに関する調査等 

vii. 中小企業経営に関する各種指針（中小企業等経営強化法による事業分野

別指針、下請中小企業振興法・下請代金支払遅延等防止法に基づく下請適

正取引等の推進のためのガイドラインなどを想定）への決済・商流情報の

一貫したデータ連携による生産性向上手法の反映方策の検討 

viii. 本事業の成果を事業終了後に全国の中小企業に普及させるために本事業

の参加者その他民間団体等が取組むべき行動計画を策定 
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ix. 委員会での検討に必要な調査を文献並びに有識者ヒアリング又はアンケ

ートにより実施 

x. その他、本事業の目的達成のために必要な検討 

 

② メンバー 

本事業終了後も決済・商流情報連携基盤を活用した新たなサービスモデルが自立的

に持続・発展し、広く決済・商流情報連携基盤を普及させていくことを念頭に置いたメ

ンバーとし、担当職員と協議の上、決定した。また、委員会の下に技術的、専門的な検

討を行う会議体を設置した。 

 

③ 開催頻度 

 委員会の下に設置する会議体を含めて事業期間中に合計 10 回以上開催した。 

(2) システム連携調査実証 

委員会で作成したシステム仕様書等に基づき構築した決済・商流情報連携基盤

を活用して新たなサービスモデルが創出されることを確認するため、次のⅰから

ⅲのすべての要件を満たし、業界・地域の異なる 4 以上のモデルプロジェクトを

立ち上げ、委員会で策定した決済・商流情報連携調査実証の仕様に基づき実行した。 

i. サービスモデルの提示 

本事業終了後に決済・商流情報連携基盤を提供する者が自立的にサービス

を拡大することを前提とし、決済・商流情報連携基盤を利活用して取組む新た

なサービスについて、下記ⅱ及びⅲの実証を踏まえ、提供するサービスの概要、

利活用する情報、情報を利活用する仕組み、事業化に向けた課題を整理する。 

ii. ZEDI 及び協力企業のシステムとの連携実証 

決済・商流情報連携基盤を提供する者が ZEDI を利用する金融機関及びユ

ーザーである中小企業２社以上と協力し、ZEDI 及び企業が社内で使用するシ

ステムとの連携を行う。その際、協力企業によるユーザーテストを実施し、ユ

ーザーの意見をフィードバックする。 

iii. 決済・商流情報連携基盤同士の連携実証 

決済・商流情報連携基盤を提供する者同士が協力し、お互いの決済・商流情

報連携基盤との連携を行う。 

モデルプロジェクトの立ち上げに当たっては、受託事業者が決済・商流情報

連携調査実証の仕様の案を作成し、当該案をもって公募し、担当職員及び外部

有識者で構成される審査員の審査によって選定する。 

モデルプロジェクトの実行に当たっては、各プロジェクトについてプロジ

ェクト管理者を置き、プロジェクト計画書を策定するなどして進捗を管理し、

またすべてのプロジェクトの全体管理者を置き、決済・商流情報連携基盤整備

委員会においてプロジェクト全体の進捗を報告する。 
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2.2. 実施体制 

2.2.1. 実施体制と役割 

本事業は、中小企業庁の委託事業であり、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営

研究所が受託者として全体事務局を務めた。 

また、事務局は、本事業に関連した検討を行うために、「決済・商流情報連携（金

融 EDI 連携）基盤整備委員会」（以下、「整備委員会」、または「委員会」という。）

を立ち上げた。 

委員会の下には、技術的、専門的な検討を行う会議体を設置できることから、事務

局は、整備委員会配下に実証・技術調査部会、モデルプロジェクト審査会、普及調査

部会の２部会、１審査会を設計した。 

また、地域・業種の異なる決済・商流情報連携基盤の調査実証を行うために、委員

会にて決定した要件に基づき 4 のモデルプロジェクトを採択し、実証・技術調査部

会の配下に置き、本事業の実施体制とした（図 10）。 

 

 

 

図 10 事業の実施体制 

(1) 整備委員会 

整備委員会は、決済・商流情報連携基盤を用いて売掛金等の効率的な消し込みを

行うためのサービスを提供するプロバイダーの要件等、事業全体の調査検討のた

めに設置された。メンバーは、大学教授、中小企業支援団体、ベンダー団体、業界

EDI 団体、EDI の有識者、金融関係者など、事業価値の最大化を目指し、多様な

11 名の委員により構成し、主に次の内容を実施した。 

 決済・商流情報連携基盤の仕様策定に関する検討 

 決済・商流情報連携基盤の実装にあたり必要なツール整備に関する検討 

 モデルプロジェクトの公募要領策定に関する検討 
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 モデルプロジェクトにおいて、商取引における商流情報と金流情報をデー

タ連携し決済事務の効率化を行うこと等による中小企業の生産性向上の検

証に関する検討 

 委員会での検討に必要な調査に関する検討 

 その他、本事業の目的達成、ならびに本事業終了後の普及策について必要な

検討 

(2) 実証・技術調査部会 

実証・技術調査部会は、決済・商流情報連携基盤の仕様検討をはじめとした技術

的な知見が必要なテーマに対する専門検討・技術支援および、採択したモデルプロ

ジェクトの進捗管理、生産性向上関する効果確認のために設置された。メンバーは、

国連 CEFACT の有識者、EDI の有識者、中小企業支援団体、ベンダー団体、、金

融関係者など、技術観点、モデルプロジェクトの進捗管理・効果確認等が可能な 7

名により構成し、主に次の内容を実施した。 

 調査実証の仕様策定 

 実証試験用共同利用システムの仕様策定 

 モデルプロジェクト支援ツール開発の検討 

 モデルプロジェクトの進捗管理 

 モデルプロジェクトの技術的な支援 

 モデルプロジェクトの実証検証の結果確認、生産性向上に関する効果確認 

 実証・技術調査部会の活動成果を実証・技術調査部会活動報告書として整備

委員会へ提出 

(3) モデルプロジェクト審査会 

モデルプロジェクト審査会は、モデルプロジェクトを公正に審査するために設

置された。大学教授、EDI の有識者、ベンダー団体、金融関係者など、公正公平か

つ効果的に審査を実施できる 4 名により構成し、主に次の内容を実施した。 

 モデルプロジェクトの申請に対し、整備委員会にて定めた審査基準を元に

書面審査、ヒアリング審査を実施 

 審査結果に基づき、モデルプロジェクトを選定し、整備委員会へ報告 

(4) 普及調査部会 

普及部会は、事業終了後における決済・商流情報連携基盤の普及計画案作成のた

めに設置された。メンバーは、中小企業支援団体、ベンダー団体、EDI の有識者 4

名により構成し、また事業終了後の普及に向けて主体的な各モデルプロジェクト

の代表者をオブザーバーに加え、主に次の内容を実施した。 

 決済・商流情報連携基盤の普及に関する計画を策定 

 活動成果を整備委員会へ適宜報告 



16 

 

 本事業における普及検討の結果をまとめ、普及計画書（案）として整備委員

会へ提出 

(5) モデルプロジェクト 

モデルプロジェクトは、本事業におけるシステム連携調査実証を実施するため

に、実証・技術調査部会の配下に設置された。モデルプロジェクトは、本事業内で

の募集・選定（「第 14 章 プロジェクトの募集」参照）を経て、多様な業種・地域

からなる 4 プロジェクトより構成され、主に次の内容を実施した。 

 ZEDI 及び協力企業との連携実証 

 決済・商流情報連携基盤同士の連携実証 

 サービスモデルの検討・提示 

尚、それぞれのモデルプロジェクト名は、調査実証の内容を反映した名称とした

（表 1）。ただし、呼称としては長文であることから、必要に応じ通称を用いるも

のとした。本報告書においても同様に、必要に応じて各モデルプロジェクトを示す

通称を用いるものとする。 

 

表 1  モデルプロジェクト一覧 

# 
モデルプロジェクト名称 

モデルプロジェクト 

幹事法人 

モデルプロジェクト

通称 

1 北海道の地域企業間における電

子決済の実証検証 

株式会社イークラフトマン 北海道モデル PJ 

2 豊田・静岡連携プロジェクト 株式会社グローバルワイズ 豊田・静岡モデル PJ 

3 クラウド ERP＋EDI+ZEDI 連

携プロジェクト 

株式会社スマイルワークス ERP モデル PJ 

4 大垣惣菜 EDI プロジェクト 株式会社ミライコミュニケー

ションネットワーク 

岐阜モデル PJ 
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2.2.2. 委員名簿 

整備委員会およびその他会議体の名簿は、巻末に記載する。 

2.2.3. モデルプロジェクト管理 

モデルプロジェクト管理として「進捗」および「課題」に関して管理を行った。 

月次状況報告では「実績報告サマリ」「進捗サマリ」「WBS（Work Breakdown 

Structure）」「課題管理表」を用い、概要および詳細について状況を把握し、進捗遅

れや課題については別途報告を求めることでプロジェクトリスクを早期に把握でき

るようプロジェクト管理を実施した。 

 
図 11 モデルプロジェクトに対する支援・管理方法 

 

2.3. スケジュールと調査の進め方 

本事業は、2018 年 3 月 26 日より、2019 年 3 月 29 日までの期間で実施された。 

調査は、大きく次の 4 つの手順にて実施をした。 

(1) プロジェクトの募集 

整備委員会にて、決済・商流情報連携基盤を使用したシステム連携調査実証の仕

様、および審査要領を策定し、モデルプロジェクト審査会にて審査を実施し、モデ

ルプロジェクトの選定を行った。 

(2) 共同利用システムの構築と運用 

整備委員会にて、共同利用システムの仕様を策定し、構築した。モデルプロジェ

クトの実証にあたり、ZEDI との接続やシミュレーション機能の提供、モデルプロ
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ジェクト間の相互接続などの運用を行った。 

(3) プロジェクトの実施と結果 

実証・技術調査部会によるプロジェクト支援の下、各モデルプロジェクトは調査

実証を実施した。 

(4) 普及計画案の策定 

本事業終了後においても、中小企業共通 EDI の仕組みや決済・商流情報連携基

盤の仕組みが広く自走的に普及するために、普及に向けたユーザーやベンダー、支

援組織等からの課題意識の抽出や、課題を解決するためのアプローチ方法、ロード

マップ、支援組織や支援機能のあり方について討議を行い、普及計画案として策定

した。 

また、これら調査に対する検討を適宜行うため、全 4 回の整備委員会のほか、配下の

専門部会を含め、期間中計 13 回に及ぶ会議を実施した（図 12）。 

 

 
 

図 12 本事業の全体スケジュール  
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第3章 本事業の成果 

本事業では、「アプリケーションの創出」、「共同利用システムの効果確認」、「普及に関

する行動計画の策定」の大きく３点の成果を得た。 

3.1. アプリケーションの創出 

本事業の成果として、決済・商流情報連携基盤を利用するためのアプリケーションを

創出した。当該アプリケーションは、中小企業にとって使いやすいユーザーインターフ

ェースを有し、IT の利用に不慣れな中小企業でも「設定や調整に係る負荷をかけるこ

となく利用可能」というコンセプトのもと、商流情報の企業間連携が可能かつ、売掛金

等の消し込みを行うことで決済業務を効率化するための機能を有したアプリケーショ

ンを使用してその効果を確認した。 

効果の確認においては、決済業務に係る業務時間の変化を中心に計測し、業務時間削

減率を算出することで定量的な生産性向上効果を計測した。さらに、商流情報の連携に

よる効果も合わせて確認することで、商流から決済までの一貫したデータ連携を実現

した場合の生産性向上効果を確認した。 

また、実証参加企業に対するアンケート調査を行い、定性的な効果や課題について整

理し、確認した。 

3.1.1. アプリケーションの特徴 

本事業では、公募により４つのモデルプロジェクトを選定し、中小企業の生産性を

より向上させるために売掛金等の消し込みを行うことで決済業務を効率化するため

のアプリケーションを創出した。（表 2） 

当該アプリケーションは、本事業の開始前よりプロジェクト幹事法人により開発・

商用利用をされており、これらのアプリケーションに対して売掛金等の消し込みを

行う機能、その他機能を付加した。 

 

表 2  アプリケーションの一覧 

# 
プロジェクト幹事法人 

アプリケーション 

の名称 

EDI の類型 実証した業種 

1 株式会社イークラフトマ

ン 

イーセールスサポート 中小企業 

共通 EDI 

流通（卸・小売） 

2 株式会社グローバルワイ

ズ 

Eco-Change 

 
 

中小企業 

共通 EDI 

造園業 

株式会社グローバルワイ

ズ 

（豊田商工会議所） 

 

GREEN-EDI 
 

中小企業 

共通 EDI 

製造業 

3 株式会社スマイルワーク

ス 

クリアワークス 
 

中小企業 

共通 EDI 

サービス業 

4 株式会社ミライコミュニ

ケーションネットワーク 

デリカスイト EDI 個別 EDI 流通（卸・小売） 
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3.1.2. 生産性向上効果 

モデルプロジェクトに参画した受発注企業により、創出したアプリケーションを

使用して実証を行い、生産性向上効果を確認した。確認した結果を踏まえ、本事業の

成果として、生産性向上効果を計測、集計した結果を示す。 

定量的な効果として、決済・商流情報連携基盤の導入による業務時間の変化を計測

し、業務時間削減率を算出することで、生産性向上効果を計った。また、実証検証に

参加した受発注企業に対しアンケートを行い、定性的に効果・課題を集計することで、

定量的な結果の実感としての裏付けや、定量的に現れにくい効果や課題についても

整理を行った。 

なお、本事業に参加した受発注企業は 13 社（受注企業４社、発注企業６社、受発

注企業３社）であることからマクロ統計としての情報分析を行うには数が不十分で

あると考え、本報告書ではマクロ統計を前提とした考察は行っていない。 

 

モデルプロジェクトの実証検証の結果から、決済・商流情報連携基盤による決済業

務および受発注等の商流業務の生産性向上効果について定量的に評価する。ここで

は、生産性向上効果の指標として、実証検証対象業務の業務時間削減率を扱うことと

する。 

業務時間削減率については以下の①から④の手順に基づき算出し、根拠となる業

務時間については、各モデルプロジェクトが目視しストップウォッチ等を使用して

計測した値を用いている。 

①モデルプロジェクトに参加した各企業について、現行業務の平均業務時間と対

応する決済・商流情報連携基盤導入後業務の平均業務時間を測定し、これらの平

均業務時間の差（企業別平均業務削減時間）を求めた。なお、同一企業が発注側・

受注側双方の業務を実施した場合には、発注側業務と受注側業務それぞれについ

て企業別平均業務削減時間を求めた。 

②各企業について、平均業務削減時間と現行業務の平均業務時間から、企業別業務

時間削減率を求めた。なお、同一企業が発注側・受注側双方の業務を実施した場

合には、発注側業務と受注側業務それぞれについて企業別業務削減率を求めた。 

③モデルプロジェクトごとに、発注企業、受注企業それぞれについて企業別業務削

減率の平均をとり、プロジェクト別業務時間削減率（発注企業／受注企業）を算

出した。 

④全モデルプロジェクトのプロジェクト別業務時間削減率の平均をとり、本実証

検証における生産性向上効果指標である業務時間削減率（発注企業／受注企業）

を算出した。 

業務時間削減率の算出に当たっては、各企業の現行業務と決済・商流情報連携基盤

導入後業務の業務プロセスの対応づけを行い、業務プロセス別に業務時間削減率を算

出した。 

同じ業務に分類される業務プロセスであっても、業種や企業により対象とする業

務の所要時間には大きな差異が生じる。そのため、各企業の業務時間の単純な合計値・

平均値から業務時間削減率を算出すると、もともとの業務の所要時間が長い企業の測
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定結果に計算結果が強く影響されることになる。このような影響を避けるため、ここ

では各企業別の業務時間削減率をまず計算したうえで、算出した各企業の業務時間削

減率を平均する方法で、プロジェクト別および全体の平均業務削減率を計算した。 

(1) 業務時間削減効果の概要 

前項に示した手順で算出した業務時間削減効果は、本事業に参加した全ての発注

企業の平均で商流業務：51.1%、決済業務：58.2%、業務全体：55.6%の結果となっ

た。また、受注企業では商流業務：34.8%、決済業務：55.4%、業務全体：37.5%の結

果となった。このように、全体として業務時間が大きく削減されるという結果が得ら

れたことから、本事業にて実証検証を行った決済・商流情報連携基盤の仕組みは、中

小企業の受発注業務および決済業務に関して十分な生産性向上効果が期待できるも

のと考えられる。 

モデルプロジェクト単位で集計した「決済業務における発注企業・受注企業別の業

務時間削減効果」を示す。（表 3） 

表 3 決済業務における発注企業・受注企業別の業務時間削減効果 

モデルプロジェクト通称 発注企業 受注企業 

北海道モデル PJ 72.7% 33.0% 

豊田・静岡モデル PJ 46.7% 76.7% 

ERP モデル PJ 28.8% 70.5% 

岐阜モデル PJ 84.6% 41.6% 

全体平均 58.2% 55.4% 

 

業務時間削減率にばらつきはあるものの、全てのモデルプロジェクトにおいて業

務時間は削減される結果となった。 

発注企業、受注企業別に業務時間削減率を比較すると、豊田・静岡モデルプロジェ

クトおよびERPモデルプロジェクトでは受注企業の方が発注企業よりも高い削減率

となったが、北海道モデルプロジェクトおよび岐阜モデルプロジェクトでは発注企

業の方が受注企業よりも高い削減率となった。本事業では「受注企業による売掛金等

の効率的な消し込みによる生産性向上」を決済・商流情報連携基盤の主要な導入効果

として想定していたが、発注企業の決済業務において受注企業よりも高い生産性向

上効果が得られたプロジェクトがあったことは大変興味深い結果だといえる。この

点に関する考察は後述する。 
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次にモデルプロジェクト単位で集計した「商流業務における発注企業・受注企業別

の業務時間削減効果」を示す。（表 4） 

表 4 商流業務における発注企業・受注企業別の業務時間削減効果 

モデルプロジェクト通称 発注企業 受注企業 

北海道モデル PJ 50.2% 7.1% 

豊田・静岡モデル PJ 42.8% 7.2% 

ERP モデル PJ 77.7% 88.0% 

岐阜モデル PJ 33.7% 36.9% 

全体平均 51.1% 34.8% 

 

商流業務における業務削減率は、決済業務と同様に業務時間削減率にばらつきは

あるものの、全てのモデルプロジェクトにおいて業務時間は削減される結果となっ

た。発注企業、受注企業別に商流業務時間の削減率を比較すると、モデルプロジェク

トによって発注側と受注側の生産性向上効果のバランスが大きく異なる結果となっ

た。全体平均では発注企業の方が業務時間削減率は高い結果となった。 

この結果は、商流情報に中小企業共通 EDI を活用して実証検証を実施した平成 28

年度事業での実証検証結果に比べ受注企業における削減率は低下したものの（平成

28 年度事業では発注企業：51.1%、受注企業：47.3%）、全体としては大きな業務時

間削減率となっていることから、決済・商流情報連携基盤が決済業務のみならず商流

業務においても生産性向上効果を持つことが確認されたといえる。 

最後に、商流・決済両業務を合計した業務全体における業務時間削減率の算出結果

を以下に示す。業務全体を通して見ると、生産性向上効果は発注企業の方が高いもの

の、受注企業においても十分な効果があるという結果が得られた。（表 5） 

表 5 業務全体における発注企業・受注企業別の業務時間削減効果 

モデルプロジェクト通称 発注企業 受注企業 

北海道モデル PJ 65.2% 16.8% 

豊田・静岡モデル PJ 43.2% 9.1% 

ERP モデル PJ 61.0% 85.7% 

岐阜モデル PJ 53.2% 38.5% 

全体平均 55.6% 37.5% 

 

  



23 

 

(2) 業務時間削減の要因と効率化の特徴 

決済・商流情報連携基盤の導入・利用による業務時間削減について、タスク（例： 

FAX 送信、システム入力、文書印刷、文書ファイリング、通帳記帳、売掛金消し込み、

入金明細問合せ、など）の粒度で分析を行い、効率化の要因を次の２パターンに分類

した。 

① 決済・商流情報連携基盤の利用により、これまでよりも手間が削減されるパ

ターン 

決済・商流情報連携基盤の代表的な効果として、既存業務でのデータ手入

力・手作業業務が自動化されることがある。例えば、これまでは Excel で管

理していた情報を社内システムに手入力していたが、決済・商流情報連携基

盤を導入することにより手入力ではなくデータ連携するためのオペレーショ

ンで済む場合などがあげられる。 

他には、既存業務では請求・支払を行う際に明細情報との突合作業が発生

し、これを目視で確認しながら業務を行っていたが、決済・商流情報連携基

盤では受発注情報等がデータ化されているため自動連携されることにより効

率的に業務を行えることなどがあげられる。 

② 決済・商流情報連携基盤の導入・利用に伴う業務の見直しにより、タスクそ

のものが不要になるパターン 

決済・商流情報連携基盤の導入の際、特に既存業務を紙媒体で行っていた

場合は、受発注業務の業務フローに大きな見直しが入る。その際、例えば既

存の業務にあった注文書や請求書等の印刷、ファイリングなどのタスクが、

業務フローの見直しにより実施する必要がなくなる。 

他方、決済・商流情報連携基盤の導入・利用により、むしろ業務時間が増加したタ

スクがあり、次の 2 パターンに分類した。 

① 決済・商流情報連携基盤の導入により、これまで実施していなかったタスク

が増えたパターン 

決済・商流情報連携基盤の導入・利用に伴い業務を見直した結果、既存の

業務では存在しなかった CSV データの作成、取り込みなどのタスクが発生

することがあり、この業務時間は純増となる。 

また本事業では、ZEDI への接続チャネルは一括ファイル伝送（以下、「FB」

という。）にて実証検証を実施したが、金融機関によっては振込の際に、電話

（自動ガイダンス）による振込意思確認のフローが増加するなど Web 画面以

外の操作が発生し、この業務時間が純増となることもあった。 

② 決済・商流情報連携基盤の導入により、これまで実施していたタスクの作業

時間が増えたパターン 

決済・商流情報連携基盤を利用することで、既存業務と変更があることか

ら、同様のタスクにおいてむしろ時間がかかる場合がある。例えば、紙媒体

で作成や受領していたタスクを決済・商流情報連携基盤でやり取りする場合
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にデータ入力や確認作業が増えた場合や、既存のシステムに対する従業員の

慣れが強い場合などは、新たな決済・商流情報連携基盤の利用により、業務

時間が増加する場合があった。なお、実証期間では検証できなかったが、従

業員の習熟と共にこのような時間が削減される可能性がある。 

 

(3) 決済業務における業務時間削減に関する考察 

これまでの内容により、決済・商流情報連携基盤が発注企業・受注企業双方にお

いて商流業務、決済業務いずれにおいても一定程度の生産性向上が見込めること

が判明したが、ここでは特に決済業務における生産性向上について考察したい。 

決済業務をタスクレベルで確認すると、特に効果が大きかったのは発注企業に

おける振込金額の確認（請求書や検収書との突合）、受注企業における入金金額の

確認（入金対象情報との突合）である。この点は本事業における問題提起が正しか

ったことの証左であると考える。 

一方で、前述のとおりではあるが、本事業における主な目的として「売掛金等の

効率的な消し込みによる生産性の向上」を掲げていた。これは受注企業が享受でき

る恩恵である。しかしながら本事業での実証検証においては発注企業：68.3%、受

注企業：54.2%の結果から分かるように発注企業の方がより高い削減効果を享受し

ている（発注企業より受注企業の方が高い削減効果であったのは豊田・静岡モデル

PJ のみである）。 

決済・商流情報連携基盤は発注企業・受注企業双方にメリットがあると考えられ

るが、結論から述べると、発注企業の方が受注企業と比較してより効果が高かった

要因は本事業に参加した企業特性によるところが大きいと考えられる。以下に個

別モデルプロジェクトの企業特性を記載する。 

・ 北海道モデル PJ では発注企業：72.7%、受注企業：33.0%の削減率となっ

ているが、現行業務における IT 活用は発注企業が Excel、受注企業が市販

パッケージであった。そのため、決済・商流情報連携基盤導入による決済業

務の生産性向上効果が発注企業の方が高かった。（企業レベルでの IT 導入状

況による要因） 

・ 岐阜モデル PJ では発注企業：84.6%、受注企業：41.6%の削減率となって

いるが、現状業務における振込時の金額確認を請求書で目視にて実施してい

たが（全業務の 28.8%）、決済・商流情報連携基盤ではこのタスクが不要に

なったため削減率が高くなった。（業務プロセスレベルでの IT 活用状況よる

要因） 

総括すると、ZEDI を活用した決済業務（売掛金等の効率的な消し込み）は、決

済・商流情報連携基盤導入前の企業および業務プロセスレベルでの IT 導入状況、

さらには IT化計画を含めた既存システムとの連携方式により得られる効果に差は

あるが、決済業務における共通的な課題である目視による振込および入金確認が

効率化されることにより、発注企業・受注企業双方にメリットがある仕組みである

といえよう。 

また、このメリットを最大限享受するためには決済業務の元となる商流情報が

電子化され、決済業務にデータ連携されていることが重要である。受発注企業双方



25 

 

が商流から決済までの一連業務を EDI 化する決済・商流情報連携基盤はこの点か

らも ZEDI 活用のメリットを享受するためには非常に有用な仕組みであるといえ

よう。 

 

3.1.3. その他効果と課題 

本項では受発注企業へのアンケート結果およびプロバイダー事業者の報告書から

抽出した効果及び課題について整理する。 

(1) 定性的な効果 

アンケートにより定性的な効果として以下のような効果があったことが確認さ

れた。 

(ア) 社員の労働環境改善 

効果として「社員の労働環境改善」が挙げられた。多くの企業の商習慣におい

ては、決済業務は月末や月初に稼働が集中する。また、決済業務はその業務の特

性上、処理すべき情報量が多く、かつ緻密な作業が必要とされる。 

決済・商流情報連携基盤の導入はこのような人手の作業を強力に支援する効

果があると考えている。 

受発注企業およびプロバイダー事業者から挙がってきた具体的なコメントを

以下に記載する。 

 受発注および決済時に複数の伝票の紛失等に注意を払い、さらに手動に

よる計算や書類の整理整頓を行う必要がある。特に締日や支払日前後に

おいては膨大な情報の精査や入力を手動で行い、業務が集中し長時間労

働につながることもある。従業員の精神的負荷が高まると人材不足につ

ながる恐れもあり、小規模な事業者であればあるほど事業継続上の問題

にもなりかねない。決済・商流情報連携基盤を導入することにより労働環

境を改善し、長期的な人材の確保に役立つものと思われる 

 日々の検収通知データを送ることで業務の平準化を図ることができる。 

 従来は、入出金の業務は特定の者しか行えなかったが、決済・商流情報連

携基盤にて支払/決済が行えるようになると、権限設定のみで誰でも対応

できるようになるため、社内の業務が円滑に進むようになると期待でき

る 

(イ) 手戻り作業、経費の削減 

効果として「手戻り作業、経費等の削減」が挙げられた。手戻り作業には大き

く２つの観点があり、「自身のミス」と「他者のミス」である。特に、他者が作

業した結果を受けて自身が作業する場合（請求情報を受けて振込処理を行おう

としたが、請求金額が誤っていた、等）、他者および自身に手戻りが発生するこ

とで生産性低下は大きくなると考えられる。 
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また経費等の削減とは、これまで紙媒体でやり取りしていた企業では各種情

報が電子化（メッセージ連携）されることで紙が不要になり、それに伴う紙代や

トナー代、郵便代などの経費削減が可能になる。 

受発注企業およびプロバイダー事業者から挙がってきた具体的なコメントを

以下に記載する。 

 従来は FAX で送受信していたので、FAX が届いた後に気が付かないこと

も多かったが、EDI を利用すると、データ受信の際は直接担当者にメー

ルが届くので、商取引のスピードが格段にあがった 

 これまで、相手企業のミスによる入金額の違算が発生することがあった

が、商流と決済が連携することで、入力の転記ミスがなくなり入金額の違

算の発生を抑えられ、業務時間削減につながると期待できる 

 手作業による人的ミスの低減や、ペーパーレス化に伴い経費の削減が期

待される 

 出荷通知データを活用することで検収時の違算を低減することが期待で

きる。 

(ウ) SCCC（サプライチェーン・キャッシュコンバージョンサイクル）の改善への

期待 

効果として「SCCC 改善への期待」が挙げられた。 

SCCC を改善させるためには、参加しているサプライチェーン全体での調整

が必要になる。また、これは企業の資金繰りに直結する取組みでもあるため、IT

化によりその仕組みが構築されたとしても、すぐに改善されるものではないと

考えている。 

このような事情があることに加え、本実証検証では、SCCC 指標を測定する十

分な実証期間が得られなかったため、定量的な改善効果については検証するこ

とができなかった。しかしながら、豊田・静岡モデルプロジェクトでの豊田商工

会議所モデルにおいては、納品単位での請求・支払が可能になったことで、受取

債権回転期間の短縮による SCCC の改善効果が期待できるようになるなど一定

の効果はあったと考えている。 

受発注企業およびプロバイダー事業者から挙がってきた具体的なコメントを

以下に記載する。 

 慣れ親しんだ商取引タイミングを一部の受注企業が叫んでも急には変わ

らないだろうが、決済・商流情報連携基盤による ZEDI によって、月末一

括支払いの習慣を変革できる可能性もある。これは商流（販売）と決済（経

理）が同一のシステムでシームレスに結ばれるからである 
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(2) 課題 

モデルプロジェクトに対するアンケートにより以下のような課題・懸念等が確

認された。課題を（ア）～（ケ）に分類した。 

（ア）本事業および EDI の認知度向上 

（イ）コストの低減 

（ウ）取引先での導入 

（エ）導入人材の創出 

（オ）電子決済等代行業（電代業）の登録および金融機関との契約締結 

（カ）ZEDI 利用に係る決済業務 

（キ）共同システムへの要望 

（ク）既存 EDI の対応 

（ケ）中小企業共通 EDI への要望 

 

(ア) 本事業および EDIの認知度向上 

 EDI（企業間電子商取引）の認知と推進 

 発注企業側の ZEDI を活用する際のメリットがない、または薄い、と判断さ

れてしまう可能性（自動消し込みは受注企業のメリット） 

 製造業では手形による決済が未だに主流であり、ZEDI のメリットが企業に

見えてきていない。現状は業務が増えるイメージが先行してしまっている 

(イ) コスト低減 

 IT 導入補助金等の施策の継続的な実施 

 FB は初期費用で２万円、月額も２万円程度が必要となり、大手企業から見

ると大した金額ではないが中小企業・小規模事業者はとしては相当の負担

である 

 今回の実証検証で作成されたシステムは FB に対応したものとなり、一般的

に普及が進み利用料金も安価であるインターネットバンキング（以下、「IB」

という）への対応にもシステム改変の費用がかかる 

 業務システム改革（ERP）と EDI 導入支援体制の確立 

(ウ) 取引先での導入 

 相手企業が導入しないと実現しない。取引の多い企業が個人や小規模事業

者が多いため、導入のハードルが高いと思われる。 



28 

 

 SCCC の改善には、サプライチェーン全体での一斉の取組みが不可欠 

(エ) 導入人材の創出 

 今後流通 BMS 等と接続する際には別途マッピング（データ連携項目の調整

など）が必要 

 IT 人材による導入支援が必要 

(オ) 電子決済等代行業（電代業）の登録および金融機関との契約締結 

 金融庁、銀行毎に、公益財団法人金融情報システムセンター（FISC）の API

接続チェックリスト8を元にした確認を受ける必要がある 

 銀行毎にチェックリストを提出し確認を受ける必要がある。契約締結後は

銀行毎に定期監査が実施 

 金融庁の求める組織体系を含む会社の体制やシステムのセキュリティレベ

ルが、商流で実装されるものよりはるかに高い 

 電気通信・IT 事業者にとってより参入しやすく、且つセキュリティも一定

以上を担保できるような仕組みづくりが求められる 

 要求レベルが想定できないため、新規参入の判断が難しい 

(カ) ZEDI利用に係る決済業務 

 振込依頼伝送時の銀行への FAX 承認手続が煩雑 

 金融機関によって振込指示の時間と振込日の指定可能日がまちまちでタイ

ムラグが発生する 

(キ) 共同システムへの要望 

 IB 方式の連携基盤サービスの提供 

 大量処理の状態でのレスポンス低下やシステムダウンの防止 

 マスター情報をどこで保持するか。誰がメンテナンスを行うか 

 セキュリティレベルはその可用性が確保される限り高めるべきであると考

えるが、対策を講じるための費用が高額になることが予想される 

 アプリケーションとしてどの程度まで制限を設けるか 

(ク) 既存 EDIの対応 

 中堅企業以上の独自開発システムの対応 

                                                   
8 公益財団法人金融情報システムセンター 「API 接続チェックリスト＜2018 年 10 月版＞」 

https://www.fisc.or.jp/isolate/?id=992&c=topics&sid=428 
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 既存 EDI 及び既存業務ソフトとの連携の推進 

 

(ケ) 中小企業共通 EDIへの要望 

 中小企業共通 EDI メッセージを用いたとしても、各システムで必須、任意

の項目にばらつきがある場合があり、また年々進化を続けるメッセージに

対応するベンダーの負担も軽視できない 

 現状の中小企業共通 EDI 仕様のプロセスおよびメッセージでは前受金の考

慮が無いため消込処理が行えない 

 商品コードの国際コードを格納するフィールドが存在しない 

 受発注取引の累積が必ずしも振込金額とはならないケース（消費税の計算

方法や丸め、もしくは相互の取引の結果相殺した金額を支払う、もしくは相

手先によっては取引額による値引き交渉が入る等のケース） 

 中小企業共通 EDI プロバイダー同士が協調してメッセージガイドラインの

策定などを行うことでユーザー企業が容易に導入できる支援を行うことが

必要 
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3.2. 共同利用システムの効果確認 

創出したアプリケーションのプロバイダーが、個別開発を行う負荷軽減および商用

化を見据えた場合の全体最適化の視点から、異なるフォーマットを取り扱うプロバイ

ダー企業同士を中継可能な EDI 交換プラットフォームの実現ならびに決済を行う際の

ZEDI との接続機能を実現する共同利用システムを開発・提供し、有効性を確認した。 

3.2.1. 共同利用システムの効果 

共同利用システムでは、プロバイダー同士の異なるフォーマットの相互連携を実

現する「共通メッセージ変換機能」、ZEDI との接続機能を提供する「FB クラウド

（ZEDI 接続機能）」、を開発・提供しそれぞれの効果を確認した。 

(1) 共通メッセージ変換機能 

共通 EDI プロバイダーや既存 EDI（業界 EDI、個別 EDI 等）プロバイダー同士

が異なるフォーマットでも相互に連携可能であることを確認するため、共通メッセ

ージ変換機能を構築・運用し、モデルプロジェクトの中で、異なるフォーマットの利

用するプロバイダー同士が相互に連携可能であることを確認した。 

確認にあたり、共通 EDI 同士が相互に連携可能であること、中小企業共通 EDI と

その他の EDI が連携可能であることを観点として以下の組み合わせで確認を行った。

（表 6）（表 7） 

表 6 中小企業共通 EDIプロバイダー同士の連携 

受発注 企業 

モデルプロ

ジェクト通

称 

EDI 種別 業種 企業規模 地域 

発注 
小島プレス工

業(株) 

豊田・静岡 

モデル PJ 

中小企業

共通 EDI 
製造業 中小企業 

愛知県 

名古屋市 

受注 
(株)イーシー

センター 

ERP 

モデル PJ 

中小企業

共通 EDI 

サ ー ビ

ス業 
中小企業 

東京都 

墨田区 

 

表 7 中小企業共通 EDIプロバイダーと個別 EDIプロバイダーとの連携 

受発注 企業 

モデルプロ

ジェクト通

称 

EDI 種別 業種 企業規模 地域 

発注 
(株)デリカス

イト 

岐阜 

モデル PJ 
個別 EDI 流通業 中小企業 

岐阜県 

大垣市 

受注 (有)浅野農場 
北海道 

モデル PJ 

中小企業

共通 EDI 
流通業 中小企業 

北海道 

当別町 
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なお、プロバイダー同士の連携確認にあたっては、システムでの疎通を意識するこ

とだけでなく、実ビジネスにおいても有効と想定される同業種の組み合わせを意識

し連携可能であることを確認した。 

１プロバイダーのみで実証した場合と比較して、プロバイダー同士の連携実証に

おいても業務が変わることなく連携が行えたことから、１プロバイダーのみで実証

した場合と同様の生産性向上が期待できる結果となった。これらの結果から、「既存

EDI との連携」についても実現の可能性が実証されたといえる。 

 

(2) FBクラウド（ZEDI接続機能） 

決済を行う際に、各プロバイダーが ZEDI との接続に向けたシステム対応を行

う必要があるが、プロバイダーが各々で ZEDI 接続を行うと非効率となることが想

定されるため、これらを中継する ZEDI 接続機能を開発・運用し、プロバイダーと

ZEDI との円滑な接続を実現した。 

これにより本来必要となる ZEDI の仕様確認、ZEDI と接続するための各種調整や

テスト等の工数を抑えることが出来るとの声があった。 

  

3.2.2. その他効果及び課題 

実証の結果を踏まえ、モデルプロジェクトのプロバイダーに対して、前述した各種

機能の提供以外での本事業における共同利用システムの効果および今後同様の共通

的なシステムが商用化される際に考えられる課題について確認しプロバイダーの声

をまとめた。 

(1) 効果 

(ア) 調整作業コストの軽減 

本事業はモデルプロジェクトの開発・検証期間が非常に短期間であったことか

ら共同利用システムの効果として「調整作業コストが軽減された」という声が挙げ

られた。 

具体的には、大きく以下の２つに分類される。 

 モデルプロジェクト間実証検証における調整作業コストの軽減 

本事業ではモデルプロジェクト間での実証検証も実施したが、個別 EDI

と中小企業共通 EDI における実証検証では、メッセージ内の項目の意味づ

け（注文番号や注文金額といった項目が指すものの意味）が必要であった。

本来であればこの調整は各モデルプロジェクトが実施する内容であるが、

今回は共同利用システムがこの役割を担うことでモデルプロジェクトにお

ける調整コストが軽減された。  

 ZEDI 接続するための調整作業コストの軽減 
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通常、EDI プロバイダーが ZEDI 接続機能を実装するためには、①全銀

ネットに対する API 仕様開示の手続、②API に沿ったシステム実装・試験、

③クライアント証明書の取得、などのステップが必要になる。本事業ではこ

れらステップを共同利用システムの提供側が実施することで、各モデルプ

ロジェクトの EDI プロバイダーは ZEDI 接続するための調整作業コストが

軽減された。 

 

(イ) 実装コストの軽減 

本事業では予め幾つかの前提事項を置くことで効率的な開発および実証検証が

出来るように共同利用システム側で準備を行った。これら前提事項を置いたこと

に対して「実装コストが軽減された」という声が挙げられた。具体的な内容は以下

のとおり。 

 ESP 間連携プロトコルにより、中小規模プロバイダーが一つのプロトコル

で相互に連携可能となったことについて最も評価できた。SOAP ベースの

プロトコルであるため、Java や PHP などの多くの処理系によって容易に

実装可能であり、WSDL により事前にインターフェース仕様が明確に定義

されるため、仕様の認識における齟齬は低減された。 

 商流情報のやり取りに関して、共同利用システムが即座にメッセージの転

送を行うため、容易に連携することができた。プロバイダー固有のパラメー

タも少なく、エラーコードの事前周知もあり、非常にシンプルで連携しやす

いように考慮されていた。 

 

(2) 課題 

本事業に参画したプロバイダーや共同利用システムの運用を通じていくつかの

声が挙げられた。本事業終了後に共同利用システムのような EDI プロバイダーを

繋ぐ共通的なシステム（ゲートウェイセンター）の商用化検討に際しては、これら

の声も踏まえて検討を行う必要がある。 

(ア) 利用料金の設定 

利用料金の設定に関していくつか課題（懸念事項）が挙げられた。具体的には以

下のとおりである。 

 中小企業共通 EDI メッセージと個別 EDI メッセージのフォーマット変換

機能については、個別対応に必要な開発コストが懸念される 

 様々なメッセージ仕様を変換し、将来多くの連携基盤との接続でもスルー

プットを保持する為の設備投資は安くないと思われる。それが使用料金に

影響する可能性が有る。 

 

(イ) ZEDI接続機能を自ら実装する EDIプロバイダー 
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自社で全銀 XML メッセージ（ISO 20022 準拠）を実装しているプロバイダーに

おいては、新たに共同利用システム決済メッセージへの対応を行う必要があり、決

済関係で 2 つのメッセージ仕様に対応することになる。この場合、維持コストの

増加が懸念される。このようなプロバイダーに対しては、ZEDI 接続機能（FB ク

ラウド）は使わずに、メッセージ変換機能のみ使えるようにするなど検討が必要で

ある。 

 

(ウ) Webサービスへの対応 

本事業においては、通信プロトコルが SOAP かつ XML でメッセージを送受信

する仕様としていたが、今後インターネット上での連携に SOAP が使われること

が減少する可能性があり、他の通信仕様も併せて検討が必要である。 

中小企業共通 EDI メッセージにおいてマッピング行った国連 CEFACT におい

て OpenAPI 対応を目標に掲げられている。また Fintech における OpenAPI ベー

スでの検討や実装提供が進んでいることを考慮すると、OpenAPI ベースでの連携

API 提供も検討が必要であると思われる。OpenAPI の提供が進めば、多くの Web

サービスを提供する EDI プロバイダーが容易に接続を試みることができるように

なり、EDI 連携を試みるプロバイダーの増加と、EDI と連動した新サービスの開

発等も活発に行われるであろう。 

 

(エ) 決済・商流情報連携基盤同士の連携実証における課題 

 プロバイダー連携ネットワーク展開に適した構成 

２組のプロバイダー間で接続（相互接続モデル）していけば連携したネットワー

クを展開することが出来る。しかし、プロバイダーの数が増えてくると相互接続の

ネットワークの接続数はプロバイダー数の２乗に比例し困難な複雑さになる。各

プロバイダーも接続されるプロバイダーのアカウントを管理しているので、各プ

ロバイダーの管理負担も増加し問題となる。 

そこで、ネットワークの複雑度を低減させるハブアンドスポークモデルのネッ

トワーク構成とするために中継プロキシの導入が考えられ、今後検討が必要であ

る。 

 

 ドメイン管理と利用企業のアドレス管理 

プロバイダー連携ネットワークに参加するプロバイダーの数が増えると、接続

可能な企業の数が急速に増加する。その場合、取引する企業のアドレスに似たアド

レスも増えるため、正確なアドレスを確認できる住所録や電話帳の様なサービス

が必要となる。これらの対応のひとつとして、複数の中継プロバイダーがドメイン

管理と企業のアドレス管理を行うことが効率的である。 

 

 既存 EDI メッセージのマッピング開発 
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既存 EDI メッセージを変換するには新たなマッピングを開発することが必要で

あり、これらを実現する方法等の具体的な検討が必要である。  
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3.3. 普及に関する行動計画 

本事業の成果として、今後普及を推進していくための行動の指針となる行動計画（普

及計画）を策定した。決済・商流情報連携基盤を構成する要素として商流 EDI 情報の

連携活用が必要不可欠であることから、商流 EDI の普及推進に関する計画との連携を

検討し、商流 EDI 連携を行ううえで有力な商流 EDI である中小企業共通 EDI の普及

計画と連携した行動計画を策定することとした。 

なお、事業終了後の普及計画については、中小企業共通 EDI の普及推進団体である

つなぐ IT コンソーシアムが普及推進の一部を担うことを想定している。 

普及計画は、今後の普及推進の一助となるよう、事業終了後の普及に向けた調査を行

いまとめたものである。 

3.3.1. 普及のための行動 

決済・商流情報連携基盤の普及を考えるうえで、サービスの導入を検討する「導入

ユーザー」、サービスを提供する「サービス提供ベンダー（プロバイダー）」、ユーザ

ーの導入検討や導入を支援する「導入の支援者」等の各ステークホルダーをそれぞれ

増加させていくことが必要不可欠である。 

それぞれのステークホルダーを増加させるための施策が異なるため、それぞれの

ステークホルダー別に行動を整理した。 

(1) ユーザー増加に関する行動 

項番 普及に向けて求められる行動 

（ア） 導入事例の創出と発信 

（イ） 対応製品・サービスの登録制度 

（ウ） 中小企業経営に関する指針への反映 

（エ） 影響力の大きい関係者との連携協議 

（オ） メディア戦略 

（カ） 導入・利用コスト低減の取組み 

（キ） サプライチェーン全体での普及協力 

 

(ア) 導入事例の創出と発信 

中小企業にとって関心が高いと想定される、ユーザー企業による導入の事例（業

種、会社規模、生産性の向上効果、削減コストなど）を創出し、多くの中小企業に

発信し周知する。 

多くの中小企業に対し効果的な周知をしていくためには、実証結果を踏まえた

決済・商流情報連携基盤の活用によるユーザー企業の生産性向上事例について、金

融機関、業界団体、中小企業等の関係者が集まるセミナーや講演、研修等の場を活
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用して定期的に発信していくことが有効であり、具体的な場として、政府及び政府

関係機関、商工団体、金融関係団体等の実施するセミナーや研修会、機関誌等を活

用する。これら事例の発信・周知の取組みは、つなぐ IT コンソーシアム等の普及

推進組織により平成 31 年度から定期的に実施していく。 

また、中小機構が平成 31 年度から開始する IT プラットフォーム事業に、商流・

金流 EDI 連携の事例を格納し、広く関連機関への共有を図る。 

(イ) 対応製品・サービスの登録制度 

全銀ネットでは、全銀 EDI システム（ZEDI）対応の製品・サービスの登録・公

開を開始している。 

また、中小企業共通 EDI については、同仕様の管理団体である特定非営利活動

法人 IT コーディネータ協会（以下、「IT コーディネータ協会」という）が、平成

31 年度の前期中に中小企業共通 EDI の対応製品・サービスの認定・登録制度を開

始する予定としている。 

上述の点を踏まえて、IT コーディネータ協会が、全銀ネットの支援を得て、中

小企業共通 EDI 対応製品・サービスと ZEDI の連携により売掛金等の消込が可能

な製品・サービスの登録・公開制度を平成 31 年度の前期中に運営開始する。 

製品・サービスの公開を行うことで導入を検討するユーザーが登録された製品・

サービスを検索可能とし、安心して購入・利用することができる仕組みを作る。 

また、登録製品・サービスの公開については、IT ベンダー・ツールの情報開示

を目的として中小企業の IT 活用を支援する IT ベンダー等を中小企業支援機関と

して認定する「情報処理支援機関（スマート SME サポーター）制度」との連携も

今後検討する。 

 

(ウ) 中小企業経営に関する指針への反映 

中小企業の経営に影響力の強い指針である中小企業等経営強化法における事業

分野別指針、下請中小企業振興法・下請代金支払遅延等防止法に基づく下請ガイド

ライン等に対して、中小企業共通 EDI や ZEDI の利用を促進する趣旨の反映を中

小企業庁及び金融庁から各関係業界所管省庁に対して平成 31年度以降継続して働

きかける。 

 

(エ) 影響力の大きい関係者との連携協議 

サプライチェーンに結び付き（影響力）の強い企業に対して働きかけをする。具

体的には、中小企業と多くの取引がある大企業（発注・支払いをする企業）の商流

EDI を ZEDI と連携することで、取引先である中小企業（受注・支払いを受ける

企業）が利用する動機につながりやすく、取引先数が多いことが想定されるため、

普及推進組織であるつなぐ IT コンソーシアムや、中小企業共通 EDI の仕様維持

管理団体である IT コーディネータ協会が、大企業との連携の協議を平成 31 年度

以降継続して進める。 
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具体的な連携枠組みとして、つなぐ IT コンソーシアム等の普及推進組織により、

サプライチェーン全体の最適化を実現するために、関連の大企業や中小企業団体

等の協力を得て、望ましい取引を行う企業の認定制度、表彰制度などを行うなどの

施策を実施し、連携協議を進める。 

 

(オ) メディア戦略 

決済・商流情報連携に対応可能な製品・サービスを、導入を意思決定する担当者

や中小企業経営者等に広報するために、親しみやすい愛称、マスコットキャラクタ

ー等を定め、生産性の向上事例をプロモーションし認知度を向上する。 

つなぐ IT コンソーシアムが、関連機関等の協力を得てマスメディアを活用した

プロモーションや、対応製品・サービスベンダーによる無償キャンペーンなどのイ

ンパクトのある施策を速やかに実行する。 

 

(カ) 導入・利用コスト低減の取組み 

中小企業が導入するモチベーションとして、利便性が高いことに加えて、費用が

少ない・かからないなど、導入コストに関する要因が大きいと想定される。 

政府における中小企業生産性革命推進事業（平成 31 年度二次補正予算による、

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業、小規模事業者持続的発展支援事

業、サービス等生産性向上 IT 導入支援事業）、ものづくり・商業・サービス高度連

携促進事業（平成 31 年度政府当初予算案）をはじめとした補助金等の関連施策に

よる導入支援のみならず、対応製品・ベンダーによる製品・サービス提供費用の低

減努力を継続して行う。 

 

(キ) サプライチェーン全体での普及協力（SCCCの推進など） 

実証の結果から決済・商流情報連携基盤の活用が、決済事務の効率化、支払の早

期化につながることがわかってきた。また、実証に参加したモデルプロジェクトか

らは、サプライチェーン全体の資金の循環や資金効率の改善に一定の効果が見込

めるなどの声が多くあり、今後の動向が期待されている（→3.1.3 を参照）。 

これら決済・商流情報連携基盤の活用によって、特に下請の多重化構造が多い業

界においては、取引先企業の資金繰りにも配慮し、サプライチェーン全体の資⾦循

環速度を上げていくことが、生産性の向上につながり、ひいては中小企業のみなら

ず産業界全体の生産性革命につながっていくことが期待される。 

このため、つなぐ IT コンソーシアムにおいて、関係者全体で、前述の「(エ)影

響力の大きい関係者との連携協議」などと併せて、SCCC の推進など、サプライチ

ェーン全体での生産性向上に向けた普及協力を推進する。 
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(2) ベンダー増加に関する行動 

項番 普及に向けて求められる行動 

（ア） 電子決済等代行業に係る事務手続等の負担軽減 

（イ） ZEDI 利用に係る周辺業務・環境の改善 

（ウ） ゲートウェイセンターの商用化 

（エ） 既存 EDI ベンダーへの周知 

 

(ア) 電子決済等代行業に係る事務手続等の負担軽減 

決済・商流情報を連携した金融 EDI サービスを新規に提供するにあたっては、

企業からの委託をうけて、金融機関の口座より入出金明細等の情報を取得する必

要があり、これらの業務の特性上、銀行法における電子決済等代行業に該当するこ

とから、財務局・金融庁への登録申請および、接続先金融機関との契約締結が必要

である。 

電子決済等代行業への登録及び金融機関との契約の際には、セキュリティ対策

の状況等を確認されるが、個々の金融機関に対応することはプロバイダーの負担

となるので、各金融機関における確認手続の標準化により負担軽減につながる可

能性がある。 

本事業における共同利用システム等の代表プロバイダーが個別プロバイダーと

金融機関の間に入って電子決済等代行業を行い、金融機関との間で包括的に契約

を行うなど、新規に参入するプロバイダーの手続の負担を軽減することによりプ

ロバイダーの増加ひいては、利用者の増加につながっていくことが期待される。 

これらの取組みのため、平成 31 年度から関係者による検討を開始する。 

 

(イ) ZEDI利用に係る周辺業務・環境の改善 

 一括ファイル伝送（FB）の利用に係る業務の改善 

ZEDI の利用にかかわらず、一括ファイル伝送（FB）による振込を行う場合、振

込処理実行に関する確認を各金融機関とユーザーの間で行う業務が発生する。確

認の方法は金融機関により異なるが、多く利用される手段として FAX や電話ガイ

ダンス等のアナログ手法を用いた意思確認を行うことになる。ZEDI 利用について

もこの確認が必要になるケースがあり、ユーザーによる振込処理後に当該確認が

必要になるケースがあり、煩雑さを感じるユーザーもおり、業務のデジタル化によ

る効率向上の支障となりかねない。一方で、当該確認は、データの改ざん、なりす

まし等のリスクに対する事前防止・事後チェックに大きな効果をもたらしている

ことから、このセキュリティレベルを維持しつつ、利便性に配慮した取組みが期待

される。 

 インターネットバンキングの利用に係る API の標準仕様化 
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多くの金融機関では、プロバイダー等の電子決済等代行業者に向けてインター

ネットバンキング用の接続 API を提供しているが、API の仕様は各金融機関によ

って固有仕様となっており、プロバイダーがサービス提供等により金融機関と接

続する場合には、各金融機関それぞれの固有仕様、固有契約による手続が発生する。

これら固有の仕様を統一仕様とすることができれば、Fintech 事業者参入の障壁が

下がり、オープンイノベーションの推進につながっていくであろう。（なお、API

仕様の標準化については、「オープン API のあり方に関する検討会報告書」（2017

年 7 月）を参照） 

 サービス利用の手数料 

商流・決済情報の連携により、取引毎に支払いを行うことが容易に可能となるが、

都度発生する手数料が、中小企業にとって過重な負担になり得るとの指摘がある。

一方で、商流・決済情報の連携は、中小企業にとって、相応の利益実感が期待でき

ることから、費用対効果が得られると言える。また、今後、ZEDI の利用者が着実

に増加していくことで、１件当たりのコスト低減につながることも期待される。 

これらの点について、関係者において、改善可能性を検討する。 

(ウ) ゲートウェイセンターの商用化 

本事業において実証を行った共同利用システムは、ZEDI への接続インターフェ

ースの提供やシミュレーションに係るテスト機能、中小企業共通 EDI と個別 EDI

の変換機能の提供・接続を実現した。特に変換機能においては、フォーマットの異

なるプロバイダー同士が接続可能であることが実証され、同一の技術により各業

界 EDI、標準 EDI 同士が技術的に相互接続できる見通しが立った。 

さらに、「（ア）電子決済等代行業に係る事務手続等の負担軽減」による検討が実

現され、手続等の負担軽減が図られることになれば、共同利用システム等のプロバ

イダーが手続等の代行を取りまとめて行うことも考えられる。 

これら全体最適化の視点から有効性が確認されたことを踏まえ、決済・商流情報

連携基盤を提供するプロバイダー同士の接続や ZEDI との接続を代理するための

ゲートウェイ機能（ゲートウェイセンター）を商用化するための検討を行う。 

本事業で開発・運用したシステムを商用化するためには、モデルプロジェクトか

ら提起された課題をはじめ、サービス提供機能の検討、採算の取れるビジネスプラ

ン、情報セキュリティ等の非機能要件の定義などの検討が必要であり、本事業にお

いて共同利用システムを構築・運用した事業者である株式会社 NTT データをはじ

めとした関連ベンダーにより継続して検討する。 

 

(エ) 既存 EDIベンダーへの周知 

4.3 に後述するように既存の EDI ベンダーのうち多くが個々にサービスを提供し

ている状況であり、産業構造の変化を踏まえた全体最適の実現のための相互接続性

が意識されていない可能性が高い。 

これらの既存の EDI ベンダーに対して、つなぐ IT コンソーシアムをはじめ関連

機関が継続して中小企業共通 EDI や ZEDI を周知することで、相互接続性を確保し
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た対応製品の増加を速やかに促す。 

 

(3) 支援者増加に関する行動 

項番 普及に向けて求められる行動 

（ア） 支援人材の育成 

（イ） 紹介窓口の増加と関連団体への働きかけ 

 

(ア) 支援人材の育成 

中小企業共通 EDI をはじめとした商流 EDI の導入や ZEDI との連携導入に向

けては、電子的な発注情報や金融 EDI に格納すべき情報項目等の企業内、企業間

のデータ連携項目のすり合わせや、導入効果を上げるための業務の見直しなど業

務改善のための支援が必要であり、これらの支援にはコンサルティング業務のノ

ウハウや専門的な知見が伴う。 

これら商流 EDI や金融 EDI の導入に関する専門知識および実務経験を有した

専門的な人材（以下、「支援人材」という）を育成するために、IT コーディネータ

協会において、平成 31 年度前期から、本事業で作成した導入を支援する人材の育

成カリキュラムや育成のためのガイドブックをもとに、支援人材育成のための研

修を行い、支援人材の認定を行う。 

研修により専門人材を育成していくためには多くの時間を要するため、IT コー

ディネータ等の既存の IoT 等の関連スキルの専門家や地域の経営指導を行う専門

家など、地域のネットワークを持つ専門家へ積極的にアプローチしていく。 

また、支援人材だけでなく、導入を検討する企業や相談者である中小企業経営者

等に対して決済・商流情報連携基盤や ZEDI の利活用について紹介し啓蒙するア

ドバイザーを育成する。 

(イ) 紹介窓口の増加と関連団体への働きかけ 

育成した支援人材を紹介する仕組みとして、IT コーディネータ協会において、

平成 31 年度前期から、研修を経て認定した支援人材をウェブサイト等で公開す

る仕組みを提供する。 

加えて、育成した支援人材を紹介するための紹介窓口として、中小企業に身近

な専門家等の人材に協力してもらうため金融機関や中小企業支援団体等に対し

て、つなぐ IT コンソーシアムなどの関連団体から継続して協力を仰ぎ働きかけ

をしていく。 
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3.3.2. 普及に向けたロードマップ案 

本事業終了後、以下の外部環境の変化等を踏まえ決済・商流情報連携基盤の前提と

なる商流 EDI の普及計画と連携し普及推進を行う。 

中小企業共通 EDI 対応製品を中心とした商流 EDI 対応製品に、商流情報を活用し

た売掛金消し込み機能を付加し、決済・商流情報連携に対応可能な製品・サービスの

提供を促進する。（図 13）。 

・ 軽減税率制度の導入：2019年 10月予定 

・ インボイス方式対応経過措置期限：2023年 9月末予定 

・ ISDNサービス終了：2024年初頭予定 

 
 

図 13 普及ロードマップ案 
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中小企業共通 EDI との連携、外部環境のタイミングとの兼ね合いや、普及の為の

行動計画案を想定し、ISDN サービス終了までを 3 つのフェーズに分け、それぞれの

普及の進め方を次のように想定した。 

(1) フェーズ 1 準備期 （2018-2019年度） 

フェーズ 1 は、2018 年度から 2019 年度までの 2 年間、本事業の 4 のモデルプ

ロジェクトは、製品・サービスを提供するための準備期間とする。また、それぞれ

のモデルプロジェクトで策定した普及・行動計画の準備を促進する準備期である。 

 

(2) フェーズ 2 普及啓発期 （2020-2022年度） 

フェーズ 2 は、2020 年度から 2022 年度までの 3 年間、フェーズ 1 にて整えた

環境をもとに、各モデルプロジェクトは商用化・サービス提供を開始する。サービ

スの提供によりモデルプロジェクトで着々と事例を増やしていく。他方で、これら

モデルプロジェクトの事例をもとに中小企業共通EDIをはじめとした商流EDIに

対して、売掛金の消し込み機能を付加することで、決済・商流情報を連携するプロ

バイダーの数を増加させる。 

また、実績をもとに大企業や業界標準 EDI との連携協議をはじめ、具体的な行

動計画の実行を開始する普及啓発期である。 

 

(3) フェーズ 3 普及拡大期 （2023-2024年度） 

フェーズ 3 は、2023 年度から ISDN サービスが終了を予定している 2024 年度

までの 1-2 年間、決済・商流情報連携基盤の認知が中小企業を中心に社会的に進ん

だことを前提として、実態的な普及を加速度的に実現し、ISDN サービス終了まで

にそのニーズを取り込みきることを目指す普及拡大期である。 
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3.3.3. 普及に向けて求められる体制 

本事業終了後、中小企業に対して決済・商流情報連携の仕組みを普及・浸透させ

ていくためには、導入を支援する人材が必要であり、人材の育成や人材を紹介する

窓口が必要である。 

(1) 導入を支援する人材の育成 

ユーザー企業に対し、経営視点に立ち、決済・商流情報連携基盤の専門的知見を

生かして、導入効果を最大化し生産性向上に資する提案・導入支援を行う役割を担

う導入支援者を育成し、ユーザーが導入しやすい体制を構築する。 

 

(2) 導入支援者紹介の仕組み 

中小企業者（相談者）が、決済・商流情報連携基盤の導入を検討する流れとして、

周知や紹介を行う「周知・紹介者」、中小企業者に身近な一次相談の窓口として「相

談窓口」、導入に関するアドバイスや導入決定までのサポート、導入決定後の導入

支援を行う「導入支援者」などが考えられる。（図 14） 

「周知・紹介者」 

決済・商流情報連携基盤の必要性・有効性を講演等により広く啓発・訴求し、普

及を推進する役割を担う。 

 

「相談窓口」 

中小企業者に身近な専門家である認定支援機関、商流 EDI と ZEDI の連携活用

をアドバイス可能な ZEDI アドバイザー等において、ユーザー企業に対する決済・

商流情報連携基盤の問合せ・相談の窓口を担い、導入に可能性がある相談案件につ

いては、導入支援者に繋ぐ。 

 

「導入支援者」 

ユーザー企業に対して、経営視点に立ち、業務プロセスの見直しや、複数の取引

先企業・ベンダーとの調整を図り、決済・商流情報連携基盤の有効な活用方法を提

案し導入を促すとともに、導入を支援することで普及を推進する。 
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図 14 導入支援者（コーディネータ）紹介の仕組み 
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Ⅱ．商流 EDI の概要 
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第4章 商流 EDIの概況 

4.1. 商流 EDIの概要 

4.1.1. EDIの定義 

EDI とは「Electronic Data Interchange」の略であり「電子データ交換」と訳され、

当時の通商産業省の「電子計算機相互運用環境整備委員会」（１９８９年度）において、

「異なる企業間で、商取引のためのデータを、通信回線を介して標準的な規約（可能な

限り広く合意された各種規約）を用いて、コンピュータ（端末を含む）間で交換するこ

と。」と定義されている。 

また、平成 19 年度経済産業省「我が国の IT 利活用に関する調査研究事業（電子タ

グ・電子商取引を活用した情報共有のあり方に関する調査研究）」において策定された

EDI フレームワーク（図 15）によると、企業間の情報交換（EDI）は、企業間で合意

した業務連携において、合意された業務情報を、合意された情報表現様式にて、合意さ

れた運用手順に従い、合意された電文搬送方式の上で行なわれることとされている。 

 

 

図 15 EDIフレームワーク 

 

また、それぞれの内容については以下の要素毎に整理している。 

業務連携：企業間で合意した事業目的を遂行する手順（プロセス）と、企業間で交換

する業務文書を規定する。 

業務情報：業務連携側面で定義された業務文書につき、当該文書を構成する全ての情

報項目を定義する。 

情報表現：業務情報側面で定義された情報項目を、コンピュータで処理可能な構文規

則によって記述表記する。 

電文搬送：物理的なネットワーク上で、企業間で合意した電文搬送サービス を選定

し、サービスを規定する緒元を設定する。 

運用手順：電文搬送が、業務連携で定義された情報交換の順序とタイミングに従い、

企業間で取り決めた信頼性とセキュリティレベルに従って運用されるため

の緒元を規定する。 
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つまり EDI は、これら企業間における業務プロセス（業務連携）との関係において

EDI メッセージおよび EDI メッセージを構成する情報項目（業務情報）が定義され、

その EDI メッセージは特定の構文規則によりコンピュータで読み取れる形式（情報表

現）に変換され、また、EDI メッセージを送受信するプロトコル等の通信方式（電文搬

送）の定義だけでなく、EDI 運用上の取り決め（運用手順）を決めることで実現してい

るため、それぞれの要素についての取り決めやシステムでの対応等が必要になる。 

また、電文搬送には、どのような通信回線（例えば電話回線、専用線、インターネッ

トなど）や、どのような通信プロトコル（手順）（例えば JCA、JX、ebMS など）を用

いるかなど、相手方に電文を伝えるための諸々の取り決めが含まれる。2024 年に予定

されている ISDN サービスの終了が EDI 利用企業に大きな影響を与えるのは、物理的

なネットワークとして ISDN を採用していた企業が、他のインターネット等に切り替

えなければならないためである。 

 

4.1.2. EDI化のメリット 

企業間取引において、取引先から紙などのアナログな形で情報を受けた場合、それを

自社のシステムに取り込むためにデジタルに変換する必要がある。そのためにデータ

の入力作業が必要になり、それが企業の大きな負担になっている。また、業務の遅延や

入力ミスによる新たな問題を生み出し、更に負担を大きくしている。 

つまり、社内では IT 化（デジタル化）を進めているにもかかわらず、デジタル化さ

れているデータを一旦紙に印刷（アナログ化）して相手側に送り、受領した側でそれを

IT システムに手入力（再度デジタル化）するといった、非常に非効率的な行為を行っ

ていることになる。これは、社会全体でみると莫大な損失と言える。 

これを解決するのが EDI であり、一般的な EDI 化前の課題・問題の例と EDI 化後

の改善点・メリットには以下のようなものが挙げられる。 

 

■EDI 化前の課題・問題点（例） 

 業務アプリ等へのデータ入力の手間や書類の管理などの業務に手間と時

間がかかる 

 入力ミス、書類の紛失等のトラブルの発生頻度が高い 

 取引先毎に手続が異なり、受発注業務が煩雑となりやすい 

 業務の標準化が進まず、属人化しやすいため、担当者不在による業務停

止リスクが高い 

  

 ■EDI 化後の改善点・メリット（例） 

 EDIの電子データを業務アプリケーションに取り込むため、手作業によ

るデータ入力の負荷が大幅に削減される 
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 取引先とデータが共有できるため、書類作成、問合せ対応、チェック業

務等時間が大幅に削減される 

 人手による作業が大幅に削減されるため、ミスが減って業務品質、業務

スピードが向上する 

 業務の標準化が促進され、業務の属人性が改善される 

 ペーパーレス化が進み保管コストが削減される 

 サプライチェーン（取引先グループ）としての取引データが蓄積され、

戦略的活用が可能となる 

 

4.2. 業界別 EDIの動向 

4.2.1. 業種別 EDIの ITツールの利活用状況 

企業間の取引プロセスは、業種・業界によって異なり、EDI の導入状況にも差がある

と考えられる。IT ツール毎の利活用状況を業種別に分類・集計したものである。（導入

数ではなく、IT ツール毎に「十分に活用している」と回答された割合であり、企業規

模は考慮されていない。） 

 

   

図 16 業種別の ITツール毎の利活用状況9 

 

図 16 より業種ごとに利活用の状況に大きな差があることが分かる。このような差が

出る原因のひとつとして、業種毎の業態の違い（BtoB と BtoC の違い）が考えられる。

例えば、基本的に EDI は BtoB を前提にしているが、消費者を主な顧客（BtoC）とし

                                                   
9出所：公益財団法人 全国中小企業取引振興協会 

2016 年 7 月「規模別・業種別の中小企業の経営課題に関する調査（要旨）」を再編加工 

http://www.zenkyo.or.jp/doc/houkoku_h27.pdf  
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ている小売業や飲食業等は、受注に EDI を利用することは少なく、仕入れのための発

注に限定される。これに加え、特に小規模な企業ほど発注に自ら EDI を使用するケー

スは少なく、大手の発注者からの要請により受注側として利用しているケースが多い。 

4.2.2. 業種別 EDIの動向 

業種別 EDI の動向は、業種毎の取引の複雑さや、業界毎の EDI 標準化の状況にも関

連すると考えられる。平成 29 年度 「我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整

備 （電子商取引に関する市場調査）報告書」によれば、主な業界毎の EDI 標準および

管理・運営団体として図 17 のとおりまとめられている。 

 

 

図 17 BtoB-EC市場における標準 EDI化の動き（各産業界の主要な標準 EDIの纏め）10 

 

  

                                                   
10出所：平成 30 年 4 月経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 

平成 29 年度 我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備 （電子商取引に関する市場調査）報告書 

http://www.meti.go.jp/press/2018/04/20180425001/20180425001-2.pdf 
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4.3. EDIの取引規模と主要プロバイダー 

4.3.1. EDIの取引規模 

株式会社アイ・ティ・アール（以下 ITR）が 2017 年 12 月に発行した市場調査レポ

ート「ITR Market View システム連携／統合ミドルウェア市場 2017」11によると、EDI

エンジンに関する市場規模は、年間約 27 億円（2016 年度）、クラウド型で提供されて

いる EDI サービス市場は、約 118 億円（2016 年度）であり、EDI サービス市場につ

いては、現状、比較的低価格に導入できることから、流通業を中心に大企業から中小企

業まで幅広い層で導入が進んでいる。 

また、同報告書によると EDI サービス市場では、PSTN12マイグレーションをトリガ

ーとしたリプレースや新規導入が進むと考察されており、同市場の年平均成長率（2016

～2021 年度）は 9.8%と大きな伸びを予測している。 

これらのことから、PSTN マイグレーションをはじめとした主要な外部環境の変化

を機にユーザーが増加することが見込まれ、今後も増加していく可能性が高いと考え

られる。 

 

4.3.2. ベンダー別市場シェアとプロバイダーの動向 

ITR が発行した市場調査レポート「ITR Market View システム連携／統合ミドルウ

ェア市場 2017」によると、EDI サービス市場における業種別市場規模（2016 年度）で

は、製造業の市場全体に占める割合が 39.6%、流通業の市場全体に占める割合が 44.3%

となっており、製造業と流通業の 2 つの業種を合わせたシェアが全体の 8 割以上であ

り、製造業と流通業の EDI サービスにおけるシェアが大きいことがわかる。 

また、EDI サービス市場の主要ベンダーは、EDI の業界を牽引してきた大手企業が

多く見られた。他方で、ベンダー別市場シェア：製造業（2016 年度）、ベンダー別市場

シェア：流通業（2016 年度）、を見ると、それぞれの業種において、調査対象とした主

要ベンダー以外の「その他（ベンダー）」の割合が非常に高く、製造業、流通業共に 56.5％

とその他（ベンダー）がそれぞれの業種の過半数を占めている状態にあった。 

これらのことから、製造業、流通業においては、主要ベンダー以外のその他（ベンダ

ー）が乱立しサービス提供している可能性があると考えられる。 

 

  

                                                   
11 出所 株式会社アイ・ティ・アール 2017 年 12 月「ITR Market View システム連携／統合ミドルウェア市場

2017」https://www.itr.co.jp/report/marketview/M17002000.html 
12 PSTN:Public Switced Telephone Networks. 公衆交換電話網。2024 年までに廃止される予定。 
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第5章 中小企業共通 EDIの概要と平成 30年度の動き 

5.1. 中小企業共通 EDIの概要 

5.1.1. 中小企業共通 EDI策定の経緯 

2008 年度（平成 20 年度）に経済産業省により設置された「ビジネスインフラ研究

会」の最終報告書（2009 年 6 月）において、アクションプランとして 

「新しい情報連携を推進するためには多端末問題や多画面問題に悩まされてきた中

小企業やサプライヤーを中心に、ビジネスインフラの構築を進めていく必要がある。そ

こで３年間に１万社が参加するビジネスインフラを構築するという目標の実現に向け

てビジネスインフラの構築のための取組みを進める。」と記された。 

これを受け、経済産業省により、2009 年度（平成 21 年度）に「企業・業種・国境の

壁を越えて電子データで情報の交換・ 共有ができるビジネスインフラを実現する」、

「電子データの交換にかかる負担を大幅に削減できる仕組みを構築し、系列・業種横断

型の大企業・中小企業の競争力強化につなげる」ことを目的としたビジネスインフラ事

業（ビジネスインフラの実現に向けた実証）が開始された。 

ビジネスインフラ事業では、中小企業間の FAX 取引を EDI に置換えるための中小

企業固有取引 EDI 仕様については、別途取り纏めるべきと結論付けられた。このため、

中小企業者が共通で使用できる汎用的な共通基盤の仕様が ITコーディネータ協会によ

り継続して検討が進められ、国連 CEFACT 日本委員会の下部組織である一般社団法人

サプライチェーン情報基盤研究会（以下、「SIPS」という。）と連携して SIPS 業界横断

EDI 仕様 v1.1 を拡張し、国連 CEFACT 共通辞書(CCL)を活用した中小企業向け EDI

メッセージ仕様である「中小企業共通 EDI メッセージ仕様」が策定され、実用化が進

められた。このような経緯を受け、2016 年度（平成 28 年度）中小企業庁事業「次世代

企業間データ連携調査事業」が実施され、「中小企業共通 EDI メッセージ仕様」を実装

した 12 のプロジェクトによる中小企業の生産性向上に関する実証検証が実施され、こ

の結果を反映して「中小企業共通 EDI 標準」（初版）が策定された。 

 

5.1.2. 中小企業共通 EDIの概要 

中小企業共通 EDI は、IT の利用に不慣れな中小企業でも使えるように簡単・便利・

低コストを目指した企業間データ交換の仕組みであり、中小企業共通 EDI 標準仕様に

準拠した仕組みである。 

中小企業共通 EDI に対応した製品・サービスを活用することで以下の課題・問題の

解決と EDI 化のメリットを得ることが可能である。 

 

■EDI 化前の課題・問題点（例） 

 業務アプリ等へのデータ入力や書類の管理などの業務に手間と時間がかかる 

 入力ミス、書類の紛失等のトラブルの発生頻度が高い 
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 取引先や他部門からの問合せ対応のための業務負荷が高い 

 取引先毎に手続が異なり、受発注業務が煩雑になりやすい 

 業務の標準化が進まず、属人化しやすいため、担当者不在による業務停止リスク

が高い 

  

■EDI 化後の改善点・メリット（例） 

 EDI から業務アプリにデータを直接取り込むため、データ入力の負荷が大幅に

削減される 

 人手作業が大幅に削減されるため、ミスが減って業務品質（正確性）が向上する 

 業務の自動化が進み、業務スピードの向上と情報のリアルタイムな活用が可能

になる 

 取引先とデータが共有できるため、問合せ対応やチェック等の時間が大幅に削

減される 

 ペーパーレス化が進み印刷代・用紙代・保管コストが削減される 

 サプライチェーン（取引先グループ）として取引データが蓄積され、戦略的活用

が可能となる 

 業務の標準化が促進され、属人化による問題が改善される 

 

更に、EDI データを業務アプリケーション（例えば中小企業向け ERP など）で有効

活用することにより、様々なメリットを得ることができる。以下は一例である。 

 

 発注企業において、注文情報と入荷情報の消込、検収情報と請求情報の消込等の

自動処理が可能となる 

 受注企業において、在庫情報との連携、過去の受注情報検索への活用等により顧

客への迅速な対応が可能となる。また、請求情報と支払通知情報の消込等の自動

処理が可能となる 
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5.1.3. 中小企業共通 EDIの主な特徴 

(1) （特徴１）中小企業に最適化された共通 EDIメッセージ仕様 

EDI の国際標準である国連 CEFACT に準拠し、企業間で交換する取引データの項

目・フォーマットを中小企業に最適化した「共通 EDI 標準フォーマット」を提供。こ

れにより EDI 化に必要な企業間の調整にかかる負荷と期間を最小化することに加え、

業務アプリケーションに必要な改修を最小限に抑え、EDI の導入の手間・コストを大

幅に削減可能である。 

(2) （特徴２）クラウドで提供される共通 EDIプロバイダーサービス 

企業間で取引情報をインターネット経由で交換するための仕組み・サービスである

「中小企業共通 EDI プロバイダー」の仕様を策定。中小企業共通 EDI プロバイダーサ

ービスはクラウドで提供され、企業は EDI サーバーを保持することなく、EDI 化が可

能であり、導入の手間・コストを大幅に削減可能である。 

また、共通 EDI プロバイダーが提供する機能として、業務アプリケーションが CSV

ファイルにより EDI データを交換するためのフォーマット変換機能・通信機能を備え

たエージェント型連携共通 I/F を仕様化しており、これにより業務アプリケーションが

EDI に対応するために必要な改修を最小限に抑え、EDI の導入コストの削減が可能で

ある。 

(3) （特徴３）相互連携可能な共通 EDI対応業務アプリケーション 

異なる IT ベンダー製の業務アプリケーション（クラウドサービスを含む）間でも取

引データの交換を保証するための相互連携性仕様を策定。。この仕様に準拠した業務ア

プリケーション（中小企業共通 EDI 対応アプリケーション）を導入すれば、短期間で

EDI 化が可能となり、導入の手間・コスト、現場の負担を大幅に軽減することが可能で

ある。 

更に、中小企業共通 EDI 対応業務アプリケーションには、EDI の特徴である「企業

間の連携」を生かした、付加価値が高い機能が用意されている場合もあり、EDI 導入の

価値を一層高めることが可能となる。 

 

図 18 中小企業共通 EDIの特徴 
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5.2. 中小企業共通 EDIを活用した生産性向上 

5.2.1. 生産性向上効果 

2016 年度（平成 28 年度）中小企業庁事業「次世代企業間データ連携調査事業」（以

下、「平成 28 年度実証事業」という）において、中小企業共通 EDI を活用したモデル

プロジェクトのデータ連携調査実証の結果から、中小企業共通 EDI 対応したアプリケ

ーションを使用して業務を行った際の業務時間削減効果は、全モデルプロジェクト（67

社 ）の平均で 53.3%となり、業務時間がほぼ半減する結果となった。（図 19） 

詳細は、平成 28 年度経営力向上・ＩＴ基盤整備支援事業（次世代企業間データ連携

調査事業）調査報告書を参照のこと。13 

また、全てのモデルプロジェクトにおいて、各全体の業務時間が削減方向にあったこ

とから、中小企業共通 EDI に対応した仕組みは、一般的に生産性向上効果が認められ

たと言える。 

 

図 19 中小企業共通 EDI対応システムによる業務時間削減結果 

5.2.2. 定性効果 

平成 28 年度実証事業では、定性的な効果・課題を把握するために、各モデルプロジ

ェクトに対しアンケート（ユーザー企業 42 社）を実施し、以下の効果・課題を把握し

ている。 

① 効果 

ユーザー企業から最も多く挙げられた効果は、業務効率の向上であり、ベンダー企業

からは、システム導入時の負荷低減が最も多く挙げる結果であった。 

                                                   
13 出所：中小企業庁 平成 28 年度経営力向上・ＩＴ基盤整備支援事業（次世代企業間データ連携調査事業）調査報告

書 https://www.itc.or.jp/datarenkei/dlfiles/20180405datarenkei_houkoku.pdf 
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表 8 中小企業共通 EDI使用におけるアンケートの結果 

 

 その他効果 

- EDI 導入によって社内のペーパーレス化が進み、情報管理が容易になる 

- EDI 導入によって取引先との情報共有が進み、円滑な取引につながる 

- 受発注データを蓄積し、今後、経営情報として活用することが期待できる 

 

5.3. 平成 30年度の活動実績 

5.3.1. 対応プロバイダーの動向 

(ア) 製品・サービス提供準備 

平成 28 年度実証事業に参加した対応プロバイダーの一部は、実証による成果を踏

まえ、製品・サービス化を目指し、開発等の準備を行われた。 

つなぐ IT コンソーシアムの公表によれば、平成 31 年 1 月末時点での対象製品・

サービスは以下のとおり。 

サービス名 企業名 

EcoChange （株）グローバルワイズ 

EXtelligence EDIFAS （株）エクス 

なお、中小企業共通 EDI の仕様管理団体である IT コーディネータ協会が、製品・

サービスの相互接続性を確保するために、製品・サービスの認定制度の立ち上げの準

備を行っており、早期の制度開始が期待される。 

 

(イ) セールス・プロモーション活動 
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平成 28 年度実証事業に参加した対応プロバイダーの一部は、既に製品・サービス

提供を開始しており、サービス提供各社による販売促進活動が行われた。 

 

(ウ) セミナー等による周知・啓蒙活動 

日本経済新聞、他 11 の新聞社が集まり経済産業省の事業としてプラス IT フェア

2018 実行委員会が平成 30 年 6 月から 8 月にかけて開催した「プラス IT フェア」

で、平成 28 年度実証事業に参加した対応プロバイダーにより、中小企業共通 EDI を

活用した生産性向上事例に関する周知・啓蒙活動が行われた。 

 

5.3.2. 普及推進関連団体の動向 

(ア) 関連団体への周知 

平成 28 年度実証事業の事務局を担当した特定非営利活動法人 IT コーディネータ

協会により、複数の業界団体、中小企業支援団体、士業関連団体等に対して、平成 28

年度実証事業における成果の説明、協力依頼等が行われた。 

平成 28 年度実証事業における成果の説明、協力依頼等を行った主な団体・法人は

以下のとおり。 

  ・一般財団法人 建設業振興基金（CI-NET） 

  ・一般社団法人 コンピュータソフトウェア協会（CSAJ） 

  ・一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA） 

  ・日本商工会議所 

  ・全国商工会連合会 

  ・全国中小企業団体中央会 

  ・東京税理士会情報システム部 

 

(イ) 普及推進のためのベンダー団体の活動 

平成 28 年度実証事業に参加した対応プロバイダーが中心となり、中小企業共通

EDI の普及推進団体である「つなぐ IT コンソーシアム」が設立された。また、全銀

ネットの協力を得て、つなぐ IT コンソーシアムによる専門委員会である「金融 EDI

連携委員会」が立ち上げられ、中小企業共通 EDI と ZEDI との連携をテーマとして

検討を行っている。 

 

(ウ) 仕様維持管理のための検討 
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平成 28 年度実証事業で策定された中小企業共通 EDI 標準仕様について、外部環

境の変化に伴う仕様の変更・拡張に関する検討がされた。 

具体的には、2019 年 10 月に予定している軽減税率に対応するための項目追加に

ついて、仕様の変更・拡張に関する検討がなされ、意見公募に向けた準備が進められ

ている。 

 

5.4. 中小企業共通 EDIの普及状況 

5.4.1. 中小企業共通 EDIの対応プロバイダー 

平成 28 年度実証事業における 12 モデルプロジェクトに参画した対応プロバイダー

に加え、つなぐ IT コンソーシアムの趣旨に賛同し、プロバイダーとして参入する意向

の企業が徐々に現れてきている。 

 

5.4.2. 中小企業共通 EDI企業者数 

平成 28 年度実証事業終了時点では、12 モデルプロジェクトに参画した対応プロバ

イダーにより、合計 591 者が利用していたが、2019 年 2 月 1 日現在では、979 者にま

で増加した。 
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第6章 中小企業共通 EDIの今後の予定 

6.1. 中小企業共通 EDIの今後の主要イベント 

6.1.1. 中小企業共通 EDI標準仕様の改訂（2019年 6月） 

IT コーディネータ協会により、2019 年 10 月に予定されている軽減税率や、2023 年

10 月に予定されている適格請求書等保存方式（インボイス制度）に対応するため、中

小企業共通 EDI 標準仕様書の改訂が予定されている。 

 

6.1.2. ZEDIアドバイザー制度の検討（2019年 4月） 

つなぐ IT コンソーシアム内の委員会である金融 EDI 連携委員会で検討している

ZEDI アドバイザー制度を具体化する。 

 

6.1.3. EDI導入人材育成研修と新たな人材育成制度の検討（2019年 6月） 

IT コーディネータ協会により導入支援人材を育成するための研修を企画し、また人

材育成制度を設置する。 

 

6.1.4. 中小企業共通 EDI対応製品認定の開始（2019年 6月） 

IT コーディネータ協会により中小企業共通 EDI 対応製品認定を開始する。 

 

6.2. 今後の展望 

6.2.1. 中小企業共通 EDI対応プロバイダーの増加 

つなぐ IT コンソーシアムや IT コーディネータ協会による普及推進活動により、新

規に中小企業共通 EDI 対応プロバイダーを希望するベンダー企業からの問合せが増え

てきており、また、共通 EDI 導入に関する問合せが増えている。 

これらの状況を踏まえ、中小企業共通 EDI 対応プロバイダーの増加を加速し、普及

促進を図っていく。 

 

6.2.2. 付加価値の向上 

本事業で実証を行っている商流 EDI と ZEDI をつなぐサービスの提供等、さらなる

付加価値向上、生産性向上に寄与するサービスを提供していく。  
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Ⅲ．全銀 EDI システムの概要 
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第7章 全銀 EDIシステムの概要 

7.1. 全銀 EDIシステム（ZEDI）の概要 

7.1.1. 背景 

 2015 年６月に閣議決定された「日本再興戦略・改訂 2015」では、「未来への投資・

生産性革命」が新三本の矢のひとつとして掲げられ、政府は 2020 年度までの３年間を

「生産性革命集中投資期間」と位置付け、生産性の向上に向けて、企業による設備や人

材への投資を促し、税制や予算、規制改革を大胆に実施していくことを表明した。 

また、2016 年６月に閣議決定された「日本再興戦略 2016」では、「活力ある金融・

資本市場の実現」として、決済事務合理化に向けた XML 電文への移行（拡張 EDI 交

換）の実現に向けた取組みを進めることが、政府方針として示され、「未来投資戦略 2017」 

「未来投資戦略 2018」においても同様の方針としている。 

全銀協および全銀ネットは、この政府方針にもとづき全銀 EDI システム14（愛称：

ZEDI（ゼディ））の構築を決定し、2018 年 12 月 25 日に稼動を開始した。 

 

7.1.2. 全銀 EDIシステムの概要 

現状、中小企業において売掛金の消込業務に多くの時間と手間、そしてコストがかか

っている。支払金の受取企業（＝受注企業）は、複数の取引が合算されて振り込まれる

入金額と該当する売掛金明細が合わなかった場合、請求書の控えをチェックしたり、自

社の営業担当者に確認するなどして差額の原因を探るなどの負担が発生する。それで

も原因が特定できなければ、取引先に問い合わせて確認することになるため、支払企業

（＝発注企業）も確認作業などの対応に追われることになる。 

ZEDI は、総合振込と呼ばれる複数の振込をまとめて行うサービスを使って取引先に

振込を行う際に、その振込データに支払通知番号や請求書番号等の商取引の明細に関

する情報（商流情報）を一緒に添付することを可能にするシステムである。これまでは、

総合振込の際に送信できる「EDI 情報」（支払企業から受取企業に伝達するメッセージ）

は、固定長形式で 20 桁までという制限があったが、ZEDI の稼動により総合振込のデ

ータ形式が固定長形式から XML 形式に変わったことにより送信可能な電文の長さが

拡充された。 

これにより、受取企業は、振込内容の明細を確認することができるため、売掛金の消

込業務を効率化できるほか、支払企業も入金照合に関する受取企業からの問合せ対応

の負担を削減できる。 

 

 

 

なお、2018 年 12 月の ZEDI 稼動時に 91 行の銀行と、信用金庫業態（信金中央金庫と

                                                   
14 全銀 EDI システム https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/efforts/smooth/xml/ 
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229 の信用金庫）の合計 321 金融機関が参加しており、以降も、準備が整い次第参加する

金融機関があるため、参加金融機関は今後も拡大していく予定である。 

本調査報告書の作成時点において、XML 電文への移行対象となるサービス/チャネルは、

下表のとおりである。 

区分 サービス チャネル 

支払企業 総合振込※１ 一括ファイル伝送（FB） 

インターネットバンキング（IB） 

VALUX15（FB） 
受取企業 振込入金通知 

入出金取引明細※１ 

※1 給与振込・賞与振込等は対象外（従来どおり） 

 

  

                                                   
15 VALUX:NTT データが提供するインターネット接続によるバンキングサービス。 
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7.2. 全銀 EDIシステムの利活用方策 

7.2.1. 拡充された EDI情報の活用方法 

前述のとおり、総合振込の際に送信できる「EDI 情報」が、固定長形式から XML 形

式に変わったことにより EDI 情報として送受信可能な電文が大きく拡充された。これ

により ZEDI を利用することにより、支払企業から受取企業に振込を行う際に、さまざ

まな EDI 情報（支払通知番号・請求書番号など）が添付可能となり、次のような効果

が期待される。 

(1) 業務効率化・生産性向上 

ZEDI を利用することにより、売掛金の消込が効率化し、経理業務の負担軽減の

ほか、営業担当や支払企業への照会も不要になり、生産性が向上する。（図 20） 

 

図 20 金融 EDIの活用効果16 

 

振込の際に受発注や請求等に関する商流情報を設定するには、商流情報もデータ化

することがより効果的である。中小企業共通 EDI 等の商流情報の授受もシステム（IT）

化し、取引の上流から下流までをシームレスにデータ連携することが業務の効率化に

は望ましいと言える。そうすることにより、受発注から、出荷・検品、請求、決済、そ

して消込業務までの一連のプロセスをデジタルでストレートスルーに処理することが

可能となり、支払企業、受取企業双方にとって、より高い効率化効果を実現することが

できる。（図 21） 

 

                                                   
16 出所 全国銀行協会 「経理関連業務の効率化に向けた金融 EDI の活用について」より抜粋 
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/efforts/smooth/xml/zedi_seminar_201809.pdf 
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図 21 商流情報と ZEDI連携による効率化実現イメージ 
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7.2.2. 全銀 EDIシステムへの主な接続例 

ZEDI への主な接続方法の例として、以下のような接続方法がある。（図 22） 

 

図 22 主な接続方法（例） 

例１：HOST 接続 

基幹 HOST より通信 PKG（パッケージソフトウェア）を利用して JX 手順17にて

ZEDI に接続する 

 

例２：FB ソフト連携接続 

EB ソフト18または ERP や会計ソフトの FB 機能を利用して XML ファイルの作成・

読込を行い、ソフトに組み込まれた通信機能（JX 手順）にて ZEDI に接続する 

 

例３：インターネットバンキング（IB） 

各種ソフトにて XML ファイルの作成・読込を行い、取引先金融機関のインターネッ

トバンキングを利用して ZEDI に接続する。 

 

  

                                                   
17 JX 手順：流通業界向けで電話回線や専用線等による接続に使われていた通信制御手順である J 手順の一部機能を、

インターネット上で利用できるように、通信プロトコルの国際標準である SOAP を使用したもの。 
18 EB ソフト:EB（Electoronic Banking.金融機関がコンピュータや通信技術を活用して金融商品やサービスを提供す

ること。FB や IB を包括する名称。）に用いる専用ソフトウェア。 
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7.2.3. 振込電文簡易作成のための機能 

ZEDI から XML ファイルを作成するツール等の準備が難しい企業向けに、WEB ブ

ラウザ上の画面入力により、総合振込において使用する XML ファイルを簡単に作成可

能な機能である S-ZEDI が全銀協により提供されている。専用ソフトの購入や会計シ

ステムの改修といった対応なしに、総合振込ファイル（pain.001）を作成することがで

き、XML ファイル作成にかかるコストを軽減する。（図 23）（図 24） 

 

 

図 23 S-ZEDIの利用イメージ（振込の実施（インターネットバンキング））19 

 

 

図 24 S-ZEDI利用による振込電文の作成イメージ20 

 

  

                                                   
19 出所 全国銀行協会 振込電文（XML ファイル）簡易作成機能 S-ZEDI 

https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/efforts/smooth/xml/s-zedi_leaf.pdf 
20 出所 全国銀行協会 振込電文（XML ファイル）簡易作成機能 S-ZEDI 

https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/efforts/smooth/xml/s-zedi_leaf.pdf 
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なお、S-ZEDI では、以下の１８項目を金融 EDI 情報として登録することが可能と

なる。（表 9） 

 

表 9 S-ZEDIで利用可能なデータ項目21 

項番 項目名 

1 業界区分 

2 データ区分 

3 支払通知番号 

4 支払通知発行日 

5 請求書番号 

6 支払人企業法人コード 

7 受取人企業法人コード 

8 請求先企業名 

9 請求先企業法人コード 

10 支払金額（明細） 

11 金額相殺理由 

12 相殺金額 

13 税額１ 

14 税率１ 

15 税額２ 

16 税率２ 

17 税額（合計） 

18 備考 

 

 

  

                                                   
21 出所 全国銀行協会 振込電文（XML ファイル）簡易作成機能 S-ZEDI を参考に NTT データ経営研究所が作成 

https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/efforts/smooth/xml/s-zedi_leaf.pdf 
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第8章 ZEDIの今後の予定 

8.1. 全銀 EDIシステムの今後の予定 

8.1.1. 全銀 EDIシステムによるイノベーションの推進 

ZEDI は、将来的には金融機関による新たな決済サービスの提供、イノベーションの

推進をサポートすることが期待されており、例えば、受発注動向の集計による新たなビ

ジネスの将来予測や業界動向の分析、受発注データを用いた与信判断等の小口融資・売

掛債権担保融資等への活用、ビジネスマッチングへのデータ活用など、新たなイノベー

ションの推進が期待される。 

 

8.1.2. 全銀 EDIシステムの普及推進 

ZEDI の普及推進にあたり、金融 EDI 情報連携の相互運用性を確保するための制度

策定や、全銀ネットホームページ上での ZEDI 対応製品の紹介、ZEDI 連携を検討する

標準推進団体との連携など、様々な角度から普及推進の取組みが実施されている。 

(1) 金融 EDI情報標準登録制度 

ZEDI の利用企業が売掛金の消込などの経理業務の効率化等の効果を十分に得るた

めには、支払企業および受取企業間での EDI 情報の相互運用性の確保が必要となる。

すなわち、支払企業と受取企業間で授受する金融 EDI 情報の項目等についてあらかじ

め取り決めておくことが重要である。 

金融 EDI 情報標準登録制度は、全銀ネットにより運用されており、業界団体や事業

者から金融 EDI 情報標準の登録申請を受け付け、登録された金融 EDI 情報の標準を公

表するものである。 

これにより、ZEDI を利用する企業・ソフトウェアベンダーは、総合振込電文中の金

融 EDI 情報項目を確認できるようになる。 

 

(2) ZEDI対応製品の紹介 

全銀ネットにより、ZEDI に対応した製品・サービスが公開されており、今後順次拡

充していく予定である。 

 

(3) 関係団体との連携 

中小企業共通 EDI の普及推進団体である、つなぐ IT コンソーシアムにより商流 EDI

（中小企業共通 EDI）と金融 EDI の連携を検討する委員会である、金融 EDI 連携委員

会が立ち上げられた。 
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Ⅳ．電子決済等代行業とは 
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第9章 改正銀行法による電子決済等代行業に関する制度概要 

9.1. 電子決済等代行業に係る背景 

9.1.1. 背景 

FinTech が世界的な規模で加速し、わが国においても Fintech に係る様々なサービ

スが身近になりつつある中、決済関連分野において金融機関と顧客との間に立ち、顧客

からの委託を受けて IT を活用した決済指図の伝達や金融機関における口座情報の取

得・顧客への提供を業として行う Fintech 企業が登場・拡大している。 

これらの Fintech 企業は、顧客との接点を確保しつつ金融機関とも接続すること等

で多様なサービス展開の可能性を有している一方、銀行と顧客との間で顧客からの委

託を受けて決済関連分野に関して仲介を行う者に対する制度的な枠組みは存在しなか

った。 

このような状況の中、利用者保護を確保しながら Fintech 企業と金融機関のオープ

ン・イノベーション（連携・協働による革新）を促進する必要があり、電子決済等代行

業に係る制度的な枠組みが整備された。 

注）本章への記載内容は、電子決済等代行業に関して執筆時点の認識を記載したもの

であり、内容を保証するものではない。電子決済等代行業に関する詳細は、金融庁ホー

ムページおよび銀行法等を参照のこと。 

 

9.2. 制度の概要 

9.2.1. 電子決済等代行業制度の概要 

電子決済等代行業とは、銀行法において、次に掲げる行為（第一号に規定する預金者

による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利

用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を

除く。）のいずれかを行う営業を指すとされている。 

 

（銀行法 第二条第１７項 一部抜粋） 

一 銀行に預金の口座を開設している預金者の委託（二以上の段階にわたる委託を

含む。）を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移

動させる為替取引を行うことの当該銀行に対する指図（当該指図の内容のみを含む。）

の伝達（当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限

る。）を受け、これを当該銀行に対して伝達すること。 

二 銀行に預金又は定期積金等の口座を開設している預金者等の委託（二以上の段

階にわたる委託を含む。）を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該銀

行から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者等に提供すること（他の者を介

する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。）。 
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これらの内容は、金融庁パンフレット「電子決済等代行業に関する新しい制度がはじ

まりました」22によると以下のように紹介されている。 

・複数の振込先への銀行振込の依頼をワンクリックで行うことができるサービス 

・預金者の銀行口座から他の銀行口座への振込等の指図を預金者の代わりに銀行に

対して伝達することができるサービス 

電子決済等代行業者、金融機関それぞれに求められる事項の概要は以下のとおり。 

 

(1) 電子決済等代行業者の実施事項 

(ア) 登録制の導入23 

財務局の登録を受けた事業者のみが、国内で電子決済等代行業を行うことがで

きる。 

当該サービスが電子決済等代行業に該当する場合、まずは、登録申請書のドラフ

トを提出し、申請書の記載内容に過不足がないか、当該者の体制等が「銀行法第 52 

条の 61 の５（登録の拒否）」の要件に該当しないかについて、財務局または金融

庁により事前審査を行った上で、正式な申請を受けることとしている。 

 

(イ) 利用者への適切な情報提供 

利用者に対して、次の情報を提供することが義務付けられている。 

 利用者に損害が生じた場合の賠償責任に関する事項 

 苦情・相談窓口 

 サービスの利用料 等 

 

(ウ) 金融機関との契約締結義務 

電子決済等代行業者は、サービスを提供する前に、銀行との間で次の事項を含む

契約を締結することが義務付けられている。 

 利用者に損害が生じた場合の銀行と電子決済等代行業者との間における

賠償責任の分担に関する事項 

 利用者に関する情報の適正な取扱いや安全管理のために行う措置に関す

                                                   
22 出所 金融庁 パンフレット「電子決済等代行業に関する新しい制度がはじまりました」 

https://www.fsa.go.jp/common/about/pamphlet/dendaigyo_start.pdf 
23 金融庁 電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等 を参考に作成

https://www.fsa.go.jp/common/shinsei/dendai/01.pdf 
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る事項 等 

 

(2) 金融機関の実施事項 

(ア) オープン APIの導入に努めること 

改正銀行法の施行日から２年以内の政令で定める日までに、オープン API の導

入に向けた体制整備に努めることが求められている。 

 

(イ) オープン APIへの取組み等に関する方針の策定・公表 

「銀行法等の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 49 号）」附則第十条第一項

の規定により、各金融機関は、オープン API への取組み等に関する方針の策定、

公表をする必要がある。 

金融庁では、「金融機関における電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方

針の策定状況について」24を取りまとめ公表している。 

 

9.2.2. ZEDI利用における電子決済等代行業登録の必要性 

銀行法に基づき、銀行に預金の口座を開設している預金者の委託を受けて、電子情報

処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うこ

との当該銀行に対する指図の伝達を受け、これを当該銀行に対して伝達することにつ

いて、ZEDI を介して行う場合においては、原則として電子決済等代行業に該当する。

なお、電子決済等代行業への該当性については、個別事例ごとに実態に即して判断され

るべきものであるため財務局への相談によることになる。 

 

 

  

                                                   
24 金融庁「金融機関における電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針の策定状況について」

https://www.fsa.go.jp/status/renkeihoushin/index.html 
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第10章 電子決済等代行業における手続 

本章では、本事業において採択したモデルプロジェクトが実施した手続を参考にして、

電子決済等代行業に係る手続に必要な手順や手続について記載する。 

注）本章への記載内容は、電子決済等代行業に関して執筆時点の認識を記載したもの

であり、内容を保証するものではない。電子決済等代行業に関する詳細は、金融庁ホー

ムページおよび銀行法等を参照のこと。 

10.1. 電子決済等代行業における手続の概要 

10.1.1. 電子決済等代行業における手続の概要 

本事業における、モデルプロジェクトが実施した電子決済等代行業における手続は、

「①財務局への事前相談」、「②登録申請のドラフト版提出」、「③登録申請」の手順で行

った。 

① 財務局への事前相談 

モデルプロジェクトの幹事法人より、申請者の主たる営業所等の所在地を管

轄する財務（支）局又は財務事務所に対して事前相談を実施した。 

本事業の幹事法人は、それぞれ北海道財務局、関東財務局、東海財務局に事前

相談を行った。 

幹事法人から財務局への連絡後、所定の様式にて登録申請者の概要等を提出

し、申請概要やサービスの概要等について財務局へ説明し、電子決済等代行業

に該当するサービスであるか否かの判断を仰いだ。 

その結果、本事業における決済・商流情報連携基盤を提供するプロバイダーは、

電子決済等代行業に該当した。 

 

② 登録申請のドラフト版提出 

電子決済等代行業に係る登録申請書およびシステムリスク等に関するチェッ

クリスト一式を財務局より受領し、幹事法人によりドラフト版を作成した。 

作成したドラフト版を提出後、財務局による内容の確認を受け、電子メール等

による質疑応答、ドラフト版の修正等の対応を行った。 

複数回の質疑応答、修正等の後、ドラフト版が承認された。 

 

③ 登録申請 

ドラフト版承認後に、登録申請書を財務局に提出し、電子決済等代行業者とし

て登録された。 
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10.1.2. 金融機関との電子決済等代行業における契約の概要 

電子決済等代行業に該当するサービスを提供するにあたり、サービス提供事業者は、

接続先金融機関と電子決済等代行業に係る契約を締結する必要がある。 

本事業では、サービス提供事業者に該当するモデルプロジェクトの幹事法人と実証

に参加する金融機関の間で契約を締結する必要があり、実証参加金融機関への協力を

仰ぎ、契約締結を行った。 

契約内容は、実証に参加する金融機関によりそれぞれ検討された。 

なお、全銀協では、「銀行法に基づく API 利用契約の条文例（初版）」および「銀行

分野のオープン API に係る電文仕様標準について（第 2 版）」25を公開しており、電子

決済等代行業者が金融機関と契約を行う際の参考になる。 

 

  

                                                   
25 全国銀行協会「銀行法に基づく API 利用契約の条文例（初版）」および「銀行分野のオープン API に係る電文仕様

標準について（第 2 版）」 

https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/council/openapi/ 
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Ⅴ．商流と金流の EDI 連携事業への参入の

手引き 
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第11章 プロバイダー・アプリケーション事業の参入を考える事業者様へ 

11.1. プロバイダーが対応すべき事項の概要 

プロバイダー事業（EDI プロバイダー・アプリケーションの提供を含む）を行うため

には、業務アプリケーション機能は当然のことながら、データ交換を行う商流 EDI 機

能、ZEDI との接続機能、売掛金等の消し込みを行う機能など様々な機能の提供が必要

となる。 

また、顧客からの委託を受けて、ZEDI との接続を行う場合においては、原則として

電子決済等代行業の登録申請が必要になり、財務局または金融庁への相談が必要とな

る。 

11.1.1. プロバイダーに求められる機能の概要 

「図 25 プロバイダーに求められる機能の例」に、プロバイダーとしてサービスを

提供するうえで、必要と考えられる主な機能を例示する。これらは、全ての機能の実

装が求められるわけではなく、これらの一部の機能のみを提供する事業者もある。 

 

図 25 プロバイダーに求められる機能の例 

 

(1) 業務アプリケーション機能 

販売管理、仕入管理、購買管理等の企業における受発注等の業務に対応した商流情報

を取り扱う業務アプリケーション機能で、業務担当者のデータ入力の負荷を軽減する

ために、社内でのデータ連携を可能とする。ユーザーに提供する画面は、IT の利用に
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不慣れな中小企業者に向けて、直観的で操作しやすいインターフェースを提供可能で

あることが望ましい。 

平成 28 年度実証事業により策定された中小企業共通 EDI 標準仕様では、業務アプ

リケーションに必要な 13 項目が定められている。 

 

(2) 商流 EDI機能 

企業間でデータ連携するための通信プロトコルやビジネスメッセージを定め、企業

間で電子的に受発注を行うために必要な機能。 

商流 EDI の一つである平成 28 年度実証事業により策定された中小企業共通 EDI 標

準では、プロバイダーが実装すべき情報項目が定められており、実装のためのガイドラ

インが提供されている。 

 

(3) 総合振込機能 

ZEDI と連携可能な形式で「総合振込情報（Pain.001 等）」を生成する機能。 

詳細は、全銀協により「XML 形式適用業務およびレコード・フォーマット」26が公

開されている。 

 

(4) ZEDIとの接続機能 

ZEDI と接続するための通信制御・認証等を実現し、送受信やエラー通知を行う機能。

市販の通信パッケージ・FB ソフトウェアの購入、または自社開発により準備する必要

がある。 

ZEDI 接続についての詳細は、企業の利用者に向けて「全銀 EDI システム（ZEDI）

接続のためのガイダンス 一括ファイル伝送（FB）編」で紹介されており、また、API

接続に係る仕様等の開示を希望するクラウドサービス事業者等に「一括ファイル伝送

に係る API 仕様書」等を開示している。 

 

(5) 入出金明細取得機能 

「入出金取引明細（Camt.052)」、「振込入金通知（Camt.054）」を ZEDI より取得し、

アプリケーションに取り込むための機能 

 

                                                   
26 出所：全国銀行協会 平成 29 年 8 月 XML 形式適用業務およびレコード・フォーマット 

https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news290829.pdf 
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(6) 売掛金消込機能 

ZEDI より取得した EDI 情報を取り込み、売掛金の一覧と突合し、自動で消し込む

等の消し込み業務を効率化するための機能。 

ユーザーへの負荷に配慮し、ボタン一つで消込ができるなどの簡単な操作で消込、効

率化できることが望ましい。 

 

11.1.2. 法・制度への対応 

提供を予定している製品・サービスが、電子決済等代行業に該当するか否かの確認を

行う必要がある。電子決済等代行業に関する詳細は、「Ⅳ．電子決済等代行業とは」を

参照のこと。 

 

11.2. 参考となる情報 

11.2.1. 中小企業共通 EDI標準 

平成 28 年度「経営力向上・IT 基盤整備支援事業(次世代企業間データ連携調査事業)」

において、国際標準仕様を踏まえた「中小企業共通 EDI 標準」が策定された。 

【特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会 中小企業共通 EDI 標準】 

https://www.itc.or.jp/datarenkei/j_edi/firstedition.html 

 

また、普及を推進するつなぐ IT コンソーシアムにより事例が公開されている。 

【つなぐ IT コンソーシアム 中小企業共通 EDI 導入事例】 

https://tsunagu-it.com/cons/jirei/ 

 

11.2.2. 開発を支援するためのツール 

平成 28 年度「経営力向上・IT 基盤整備支援事業(次世代企業間データ連携調査事業)」

により、３つの中小企業共通 EDI 活用支援ツールが作成され提供されている。 

(1) 業界横断 EDI仕様活用ツール 

業界横断 EDI 仕様活用ツールは、「レジストリ管理システム」「メッセージ設計支援

ツール」の 2 種類のツールからなる。 

(ア) レジストリ管理システム 

レジストリ管理システムは、業界横断 EDI 仕様を構成する各種文書、メッセー
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ジ辞書、コード表および XML スキーマ情報の管理（登録／更新／削除／検索）、

および一般への公開をウェブサイト上にて実現する。 

サイトは、国連 CEFACT に準拠している国際性を踏まえ、日本語／英語の二言

語対応とした。 

中小企業共通 EDI 標準（初版）についても、この仕組みを用いて登録・公開が

行われている。 

【業界横断 EDI レジストリ管理システム】 

http://www.caos-a.co.jp/SIPS/itctools/topmenu.html 

 

(イ) メッセージ設計支援ツール 

メッセージ設計支援ツールは、国連 CEFACT 標準に準拠する XML スキーマ

並びにデータモデルの生成を行う機能を有する XML スキーマ作成の支援ツー

ルである。XML スキーマは、共通 EDI プロバイダー、およびクラウドサービス

に実装し、XML フォーマットの中小企業共通 EDI メッセージを生成するため

に利用する。一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会（SIPS）の次のサ

イトより提供されている。 

【業界横断 EDI レジストリ管理システム メッセージ設計支援ツール】 

http://www.caos-a.co.jp/SIPS/itctools/registryApplication.html 

 

(2) データ連携 ITツール 

データ連携 IT ツールは、中小企業共通 EDI 対応データ連携サービスプロバイ

ダーとしての機能を有し、平成 28 年度事業の調査実証においては、業務アプリケ

ーションと中小企業共通 EDI プロバイダーの接続テストのために用いた。 

また、既存の業界標準 EDI と連携するためのゲートウェイにおける通信プロト

コルとして、業界標準 EDI 等既存のデータ連携の仕組みにて用いられる頻度の高

い JX 手順、ebMS2.0、ebMS3.0 を利用できる仕様としており、データ連携システ

ム同士の連携実証に伴う、業界標準EDIとして流通BMSとの連携実証の際にも、

中小企業共通 EDI 対応データ連携サービスプロバイダーの立場として用いた。IT

コーディネータ協会の WEB サイトで情報を提供している。 

【特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会 データ連携 IT ツール】 

https://datarenkei.tsunagu-it.com/itcaedi/page/ja/index.html 

 

11.2.3. 電子決済等代行業 

電子決済等代行業の登録にあたり、金融庁のホームページで情報が公開されている。 
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【金融庁 電子決済等代行業を営むみなさまへ】 

https://www.fsa.go.jp/common/shinsei/dendai/index.html 

 

また、電子決済等代行業に係る金融機関との契約の条文例については、「銀行法に基

づく API 利用契約の条文例（初版）」が公開されている。 

全国銀行協会 オープン API のあり方に関する検討会「銀行法に基づく API 利用契

約の条文例（初版）」および「銀行分野のオープン API に係る電文仕様標準について（第

2 版）」 

https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/council/openapi/  
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Ⅵ．商流と金流の EDI 連携活用の手引き 



81 

 

第12章 EDI連携活用を検討中の中小企業の方へ 

本章では、商流と金流（決済）の EDI の連携活用を検討中の中小企業の方に向けて情

報提供することを目的としている。詳細な活用法等は、別添「システム活用ガイドブック

（ユーザー編）」を参照のこと。 

12.1. 中小企業の課題と解決策 

12.1.1. 中小企業の課題 

多くの中小企業では、未だに FAX 等のアナログな手段を用いた受発注が行われてお

り、また、手作業によるデータ入力が多く発生していることにより非効率な作業を行っ

ている。（図 26） 

 

図 26 中小企業における受発注業務の課題27 

 

また、決済事務においても同様、多くの中小企業では、銀行窓口や ATM に出向いて

代金等の支払いをしており、非効率な業務を行っている。 

 

12.1.2. EDI連携を活用した解決策 

このような課題を解決するために、平成２８年度の中小企業庁委託事業において、特

定の産業界に限定せず中小企業の取引に汎用的に利用可能な標準 EDI である中小企業

共通 EDI を使った実証が行われ、中小企業共通 EDI 標準が策定された。 

中小企業共通 EDI は、IT の利用に不慣れな中小企業でも使えるように簡単・便利・

低コストを目指した企業間データ交換の仕組みである。 

  

                                                   
27 中小企業庁 中小企業共通 EDI パンフレット 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/2018/180514pamfletEDI.pdf 
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12.2. 決済・商流情報連携基盤を活用した生産性の向上 

12.2.1. 商流 EDIを活用した生産性向上の効果 

2016 年度（平成 28 年度）中小企業庁事業「次世代企業間データ連携調査事業」28

（以下、「平成 28 年度実証事業」という）において、中小企業共通 EDI を活用した

モデルプロジェクトのデータ連携調査実証の結果から、中小企業共通 EDI 対応した

アプリケーションを使用して業務を行った際の業務時間削減効果は、全モデルプロ

ジェクト（67 社 ）の平均で 53.3%となり、業務時間がほぼ半減する結果となった。 

（図 27） 

また、全てのモデルプロジェクトにおいて、各全体の業務時間が削減方向にあった

ことから、中小企業共通 EDI に対応した仕組みは、一般的に生産性向上効果が認め

られたと言える。 

 

図 27 中小企業共通 EDI対応システムによる業務時間削減結果 

12.2.2. 商流 EDIと ZEDI連携による生産性向上の効果 

本事業における実証において、商流情報と ZEDI 連携による生産性向上の効果が測

定された。 

業務時間削減効果は、本事業に参加した全ての発注企業の平均で商流業務：51.1%、

決済業務：58.2%、業務全体：55.6%の結果となった。また、受注企業では商流業務：

34.8%、決済業務：55.4%、業務全体：37.5%の結果となった。このように、全体として

業務時間が大きく削減されるという結果が得られたことから、本事業にて実証検証を

行った決済・商流情報連携基盤の仕組みは、中小企業の受発注業務および決済業務に関

して十分な生産性向上効果を期待できるものと考えられる。 

                                                   
28出所：中小企業庁 平成 28 年度経営力向上・ＩＴ基盤整備支援事業（次世代企業間データ連携調査事業）調査報告書

https://www.itc.or.jp/datarenkei/dlfiles/20180405datarenkei_houkoku.pdf 
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12.3. 中小企業の生産性向上事例 

12.3.1. 商流 EDIを活用した生産性向上事例 

【事務用品小売業における生産性向上事例 】 

A 社は事務用品を注文する際に、紙の注文書に商品番号を記入し、FAX で注文する

方法を取っており、業務の非効率が生じていた。 

そこで、中小企業共通 EDI を導入することで、事務処理に係る時間が大幅に短縮化

し、また、手作業によるミスもなくなり、発注企業、受注企業共に業務が効率化した。 

● 導入効果 

 発注企業の 1 つの発注作業が 230 秒から 120 秒に（48％の削減） 

 受注企業も平均 310 秒の仕事が 210 秒に（32％の削減） 

その他の効果としては、発注企業で入力したデータがそのまま受注企業に渡される

ため、受注企業では、何度もデータを入力する手間が省け、同時に入力ミスが無くなっ

た。また、登録されたデータは、条件によって検索して、再利用などもでき新たな価値

を生み出すことになった。また、EDI 導入に際して、自社の業務フローを見直して、不

必要な作業（発注書類のファイリング等）を洗い出し、工程を簡略化することによる効

果もあった。（図 28） 

 

図 28 事務用品小売業における生産性向上事例 
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12.3.2. 商流 EDIと ZEDIを連携した生産性向上事例 

各モデルプロジェクトによる、商流 EDI と ZEDI を連携した生産性向上は以下のと

おり。 

 

図 29 北海道モデルプロジェクトにおける決済事務の効率化事例 
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図 30 豊田・静岡モデルプロジェクトにおける決済事務の効率化事例（豊田商工会議所モ

デル） 

 
図 31 豊田・静岡モデルプロジェクトにおける決済事務の効率化事例（静岡県 IoT研究会

モデル） 
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図 32 ERPモデルプロジェクトにおける決済事務の効率化事例 
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図 33 大垣惣菜モデルプロジェクトにおける決済事務の効率化事例 
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第13章 導入支援に関する事業を検討されている方へ 

本章では、導入支援に関する事業に係るサービス提供を検討中の方に向けて情報提供

することを目的としている。詳細な導入支援の内容は、別添「システム活用ガイドブック

（導入支援者編）」を参照のこと。 

13.1. 導入支援に求められるスキル 

13.1.1. 導入支援者の人物像 

決済・商流情報連携基盤を導入する支援者は、ユーザー企業に対し経営視点に立ち、

商流 EDI や ZEDI に関する専門的知見を生かして、導入効果を最大化し生産性向上に

資する提案・導入支援を行う役割を担うことを想定しており、IT 導入の上流工程に関

するスキルおよびコンサルタントスキル等のベーススキルを保持している人物像を想

定している。 

具体的には、ITSS における職種「コンサルタント」相当のスキルと想定でき、情報

処理技術者試験における IT ストラテジストや、経済産業省認定資格である IT コーデ

ィネータなどが挙げられ、経営や IT に関して知見を持つ人物が望ましい。 

 

13.1.2. 前提となる知識 

導入支援を行うにあたり、前提となる基礎知識は、「経営・IT コンサルティングに関

する知識」、「販売管理、購買管理、会計等の特に受発注や決済に係る基幹業務知識」、

「導入を検討する支援対象となる業務アプリケーションの知識」などが支援内容によ

り一定レベル必要である。 

また、EDI に関連する導入知識も同様に必要である。（表 10） 

表 10 導入支援者に必要な知識項目 

知識項目 
導入支援者におけ

る必要性 

導入支援者におけ

る対象範囲 

（関連業務知識） 

IT経営・コンサルティングに関する知識 

一定レベル必要 

（支援内容によ

る） 

対象外 

（前提知識） 

業務知識（販売管理・購買管理業務、会

計業務、生産・在庫等） 

一定レベル必要 

（支援内容によ

る） 

対象外 

（前提知識） 

支援対象業務のアプリケーション等に関

する知識 

一定レベル必要 

（支援内容によ

る） 

対象外 

（前提知識） 

（EDI関連知識） 

決済・商流情報連携基盤に関する知識 必須 対象 
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商流 EDIの概要と現状に関する知識 必須 対象 

個別の商流 EDIに関する知識 
支援対象の商流

EDIについて必須 

参考として中小企

業共通 EDIについ

て記載 

商流 EDIと ZEDIの連携に関する知識 必須 対象 

13.2. 導入支援者のためのカリキュラム 

13.2.1. 標準カリキュラム 

導入支援を行うための標準的なカリキュラムとして、システム活用ガイドブックを

活用した以下の「（1）事前学習」、「（2）集合研修」、「(3)事後学習」を想定している。 

(1) 事前学習（目安：0.5日） - 決済・商流情報連携基盤の概要を自己学習により

理解 

 決済・商流情報連携基盤の全体概要を自己学習し理解する。 

 

(2) 集合研修（目安：2.5日） - 決済・商流情報連携基盤の導入支援を行うために

必要なスキルを集合研修により習得 

（座学） 

 活用ガイドブック(後述)に基づく支援スキルの習得 

 Ⅰ．決済・商流情報連携基盤の全体概要（目安：0.2 日） 

 Ⅱ．商流 EDI（中小企業共通 EDI）の活用（目安：1.5 日） 

 Ⅲ．商流・金流 EDI（決済・商流情報連携基盤）の活用（目安：0.5 日） 

 ユーザー向け啓発ツールの活用方法習得（目安：0.3 日） 

（演習・実習） 

    ヒアリング、メッセージのマッピング、支援ツールの活用等 

 

(3) 事後学習（目安：1導入案件以上、24時間以上） - 実際の支援現場での OJTに

より実践的なスキルを習得 

 現状分析・要件定義フェーズ 

 調達・導入フェーズ 
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13.3. 導入支援 

13.3.1. 導入支援フェーズと支援者の役割 

導入支援に必要なフェーズは、「図 34 導入支援者の主要な支援範囲」のとおりで

あり、中小企業共通 EDI の導入、ZEDI との連携においても同様のプロセスで導入

を行う。導入支援者は導入支援フェーズを中心にユーザーの支援を行う。 

 

図 34 導入支援者の主要な支援範囲 

 

(1) 導入検討フェーズ 

「導入検討」フェーズでは、支援機関等の相談員からの紹介やユーザー企業から

の直接の相談に対して、EDI 化による課題解決策の有効性の評価を支援する。企

業の経営者に対して EDI 化実施の判断を促す。 

 

(2) 要件定義フェーズ 

「要件定義」フェーズでは、EDI 化に際して必要な要件の定義を支援する。取引

先も含め支援することで、取引先グループの全体最適化を実現するために必要な

要件を定義する。 

 

(3) 調達・導入フェーズ 

「調達・導入」フェーズでは、要件定義に適合するシステム・サービスの調達と

開発・構築および検証・稼働におけるプロジェクトのマネジメントを支援する。費

用対効果が高いシステムの調達とスムーズな本稼働を実現する。 
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(4) 運用・評価・改善フェーズ 

「運用・評価・改善」フェーズでは、構築したシステムの運用管理、モニタリン

グおよび結果の評価分析、分析結果に基づく改善を支援する。これにより、EDI 化

の効果の最大化を図る。 
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Ⅶ．調査経緯 
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第14章 プロジェクトの募集 

14.1. プロジェクトの募集の目的 

本事業では、次に挙げる 3 点について確認を行うために、その実証検証を行うモデ

ルプロジェクトを募集・選定した。実証期間が短いことならびに ZEDI 稼動時期と本実

証の期間が並行していることなどから、モデルプロジェクトと ZEDI との円滑な接続

を支援するために共同利用システムを提供した。 

14.1.1. コンソーシアムにおける協力企業のシステムとの連携実証 

決済・商流情報連携基盤を提供するプロバイダーがユーザーである中小企業 2 社

以上と協力し、決済・商流情報連携基盤を活用して ZEDI または、事務局が提供する

ZEDI シミュレータと接続し業務を行った場合の業務時間を測定する。その際、協力

企業によるユーザーテストを実施し、決済・商流情報連携基盤を利用するユーザーの

生産性向上効果を実測し、アンケート等の手法も併せて実施しその他メリットや課

題を整理する。 

さらに、実証検証した結果を事例として広く紹介するための写真等を用いた紹介

資料を作成する。 

14.1.2. 決済・商流情報連携基盤同士の連携実証 

決済・商流情報連携基盤を提供するプロバイダー同士が協力し、事務局が提供する

共同利用システムを使用しお互いの決済・商流情報連携基盤との連携を行うことで、

連携実証の結果を踏まえた実現性の検証および課題等を整理する。 

14.1.3. サービスモデルの創出 

決済・商流情報連携基盤を提供するプロバイダーが、調査実証の結果を踏まえて、

事業終了後に取組むサービスの概要、利活用する情報、情報を利活用する仕組み、事

業化に向けた課題を整理する。 

14.2. モデルプロジェクトの公募とその要件 

システム連携調査実証を実施するモデルプロジェクトを選考するために、以下の要

件を主として、事業期間中にモデルプロジェクトの公募を実施した。 

14.2.1. コンソーシアムの構成 

(1) コンソーシアムの体制 

システム連携調査実証を実施するモデルプロジェクトは、以下の 3 者の参画を必

須としたコンソーシアムで構成するものとした。 

 中小企業を含む発注企業 

 中小企業を含む受注企業 

 EDI・アプリケーションサービスプロバイダー（決済商流情報連携基盤の提供
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プロバイダー） 

EDI・アプリケーションサービスプロバイダーは、実証に参加する中小企業等に

対し、受発注から決済（消込等含む）までのデータを連携する機能を提供しかつ、

取引先企業との電子データ交換機能を提供する事業者と定義した。ただし、これら

のの要件を１つの法人で提供することとした場合に、製品事業者の幅が大きく狭

まることを勘案し、複数法人で受発注から決済までの業務機能を提供する提供形

態も可とした。 

また、受注企業、発注企業の属性については、受注企業または、発注企業合わせ

て中小企業２社以上を含んでいることを要件とし、大企業の参加も可とした。 

なお、本実証を行うに際して、金融機関を含めた実証が必須であったが、金融機

関に対する本事業への問合せ負荷等に配慮し、金融機関を体制に含めた提案につ

いては応札段階で不要とした。 

 

(2) コンソーシアムの要件 

システム連携調査実証を実施するモデルプロジェクトは、EDI の類型別に採択数

を設定し、それぞれの要件を満たす計４モデルプロジェクト程度を採択することと

した。 

表 11 コンソーシアムの採択要件 

類型 概要 採択数 

①中小企業共通 EDI

型 

中小企業共通 EDI標準に準拠した仕様

で実証を実施するコンソーシアム形式

の提案 

2コンソーシア

ム（以上） 

②個別（標準）EDI

型 

類型①以外の仕様で実証を実施するコ

ンソーシアム形式の提案 

1コンソーシア

ム（以上） 

 

14.2.2. 連携調査実証の要件 

(1) ZEDIとの接続チャネル 

ZEDI に接続するためのチャネルは、一括ファイル伝送（FB チャネル）および、

インターネットバンキング（IB チャネル）があるが、インターネットバンキング

（IB)に関しては、サービス料金面等から中小企業には受け入れやすいチャネルで

はあるものの、Web ブラウザ画面より人手を介した送金・入金確認作業が必要と

なる。 

本事業の前提となる中小企業にデータ連携に係る手間が生じない仕組みとして

の「決済・商流情報連携基盤」の実証検証を考慮すると、基盤提供者であるプロバ

イダー提供システムによる接続および自動実行が適していると考えられることか

ら、現状の ZEDI 提供チャネルでは一括ファイル伝送（FB）を前提とした。 
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14.3. モデルプロジェクトの審査 

モデルプロジェクトの審査は、整備委員会にて定めた審査基準に基づき、書面審査、

ヒアリング審査の二段階審査により公平に行われた。 

評価の観点として、本事業の理解、実効性、使用性、連携性、自走性を重んじ、加点

項目として公募要領の中に明示した上で評価を行った。 

14.4. モデルプロジェクトの概要 

厳正なる審査の結果、多様性のある 4 のモデルプロジェクトを採択した。 

各モデルプロジェクトは、それぞれのコンソーシアム内で「幹事法人」を定め、それ

ぞれのモデルプロジェクトに対するマネジメントを行うと共に、本事業の終了後に決

済・商流情報連携基盤の提供事業者として普及に取組むものとした。 

 

14.5. 業界横断仕様活用ツールの改訂 

本事業にて調査実証を行うモデルプロジェクトのメッセージ設計を支援し、また事

業終了後の普及に資する「業界横断 EDI 仕様活用ツール」の改訂を行った。 

「業界横断 EDI 仕様活用ツール」は、平成２８年度経営力向上・ＩＴ基盤整備支援

事業（次世代企業間データ連携調査事業）の「データ連携システム仕様フレームワーク

策定」にて整備されたツールであり、本事業では、このツールをバージョンアップする

形で整備を行った。 

本ツールでは、メッセージ設計を支援するために国連 CEFACT 共通辞書（データ項

目リスト）を実装している。これら国連 CEFACT 共通辞書の改訂に伴い、最新版の共

通辞書（CCL18A 版）の内容を日本語に翻訳し、ツールに反映した。 

また、ツールや仕様管理を行うための仕組みである、業界横断 EDI レジストリ管理

システムに登録した。 
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第15章 プロジェクトの実施と結果 

15.1. 協力企業のシステムとの連携実証 

各モデルプロジェクトでは、決済・商流情報連携基盤の提供者である商流 EDI プロ

バイダー（中小企業共通 EDI プロバイダー３者、個別 EDI プロバイダー１者）が、中

小企業２者以上を含むユーザー企業および、ZEDI と接続する金融機関と協力し、商流

から決済までのデータを連携し、売掛金等を消し込みすることで生産性の向上を検証

するための調査実証を行った。 

表 12 モデルプロジェクトの一覧 

# 

モデルプロ

ジェクト 

通称 

プロジェクト幹

事法人 
発注企業 受注企業 

実証に参加し

た金融機関 

1 

北海道モデ

ル PJ 

株式会社イーク

ラフトマン 

株式会社辻野商店 

株式会社田西会館 

有限会社浅野農

場 

北洋銀行 

2 
豊田・静岡

モデル PJ 

株式会社グロー

バルワイズ 

小島プレス工業株

式会社 

株式会社眞栄 三菱 UFJ銀行 

静岡銀行 

  

    矢崎総業株式会社

（ものづくりセン

ター） 

伊豆技研工業株式

会社 

伊豆技研工業株

式会社 

株式会社ケイエ

スワイ 

三菱 UFJ銀行 

静岡銀行 

3 

ERP モデル

PJ 

株式会社スマイ

ルワークス 

株式会社柳田織物 

株式会社イーシー

センター 

株式会社イーシ

ーセンター 

株式会社柳田織

物 

みずほ銀行 

4 

岐阜モデル

PJ 

株式会社ミライ

コミュニケーシ

ョンネットワー

ク 

株式会社デリカス

イト 

株式会社飼沼 

株式会社烏骨鶏

本舗 

大垣共立銀行 

 

 

調査実証では、それぞれのモデルプロジェクトにて、発注側企業と受注側企業のユー

ザー企業間で、商流から決済までのデータ連携を実現し、売掛金等を効率的に消し込む

ことができた。 

その際、決済・商流情報連携基盤導入前の業務手順およびそれぞれの手順の時間と、

決済・商流情報連携基盤導入後の業務手順およびそれぞれの手順の時間を記録し、その

差異から、生産性向上効果を推計した。 
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15.1.1. 実証対象業務範囲の決定 

各モデルプロジェクトの提案内容をもとに、本事業で実証検証を行う対象業務を

選定した。各モデルプロジェクトにおける実証検証対象業務プロセスをに記載する。

（表 13） 

表 13 実証対象業務プロセス 

実証対象 

業務範囲 

(業務プロセス） 

北海道 

モデル PJ 

豊田・静岡 

モデル PJ 

ERP 

モデル PJ 

岐阜 

モデル PJ 

見積 対象外 ○ ○ 対象外 

注文 ○ ○ ○ ○ 

出荷 ○ ○ ○ 対象外 

検収 ○ ○ ○ ○ 

請求 ○ ○ ○ ○ 

決済 ○ ○ ○ ○ 

 

15.1.2. メッセージ仕様の決定 

４モデルプロジェクトのメッセージ仕様は、見積から請求までの商流に関するメ

ッセージ仕様と、決済に関するメッセージ仕様として、それぞれ表 14 のとおりとし

た。 

なお、決済に関するメッセージ仕様は、事務局より参考として提示した決済メッセ

ージ仕様を使うこととした。 

表 14 モデルプロジェクトのメッセージ仕様 

モデルプロ

ジェクト 

通称 

商流 

（見積～請求） 

決済 

（決済） 

北海道 

モデル PJ 

中小企業共通 EDIメッセージ

仕様 

決済メッセージ仕様 

（事務局より参考提示） 

豊田・静岡

モデル PJ 

中小企業共通 EDIメッセージ

仕様 

決済メッセージ仕様 

（事務局より参考提示） 

ERP 

モデル PJ 

中小企業共通 EDIメッセージ

仕様 

決済メッセージ仕様 

（事務局より参考提示） 

岐阜 

モデル PJ 

個別 EDIメッセージ仕様 

（発注企業 個別企業の仕様） 

決済メッセージ仕様 

（事務局より参考提示） 
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15.1.3. 生産性向上効果の測定 

業務手順の変更、および各手順の業務時間の増減を分析し、「3.1.2. 生産性向上効

果」に示す成果を得た。 

また、定量的な効果に加え定性的な効果を把握するために実証参加企業に対して

アンケートを実施し効果を把握すると共に、事業終了後の普及展開に活用するため

これらの効果を含めた実証の事例を作成した。 

 

15.2. 決済・商流情報連携基盤同士の連携実証 

本事業では、決済・商流情報連携基盤を提供するプロバイダー同士が協力し、お互い

の決済・商流情報連携基盤との連携に関する 2 パターンの調査実証を行った。実証パ

ターンを検討するうえで、共通 EDI プロバイダーや既存 EDI（業界 EDI、個別 EDI

等）プロバイダー同士が異なるフォーマットでも相互に連携可能であることを確認す

るため、共通メッセージ変換機能を構築・運用し、モデルプロジェクトの中で、異なる

フォーマットの利用するプロバイダー同士が相互に連携可能であることを確認した。 

確認にあたり、共通 EDI 同士が相互に連携可能であること、共通 EDI とその他の

EDI が連携可能であることを観点として以下の組み合わせで確認を行った。 

表 15 中小企業共通 EDIプロバイダー同士の連携 

受発注 企業 
モデルプロジ

ェクト通称 
EDI 種別 業種 企業規模 地域 

発注 
小島プレス

工業(株) 

豊田・静岡 

モデル PJ 

中小企業

共通 
製造業 中小企業 

愛知県 

名古屋市 

受注 
(株)イーシ

ーセンター 

ERP 

モデル PJ 

中小企業

共通 

サ ー ビ

ス業 
中小企業 

東京都 

墨田区 

 

表 16 中小企業共通 EDIプロバイダーと個別 EDIプロバイダーとの連携 

受発注 企業 
モデルプロジ

ェクト通称 
EDI 種別 業種 企業規模 地域 

発注 
(株)デリカ

スイト 

岐阜 

モデル PJ 
個別 流通業 中小企業 

岐阜県 

大垣市 

受注 
(有)浅野農

場 

北海道 

モデル PJ 

中小企業

共通 
流通業 中小企業 

北海道 

当別町 

 

なお、プロバイダー同士の連携確認にあたっては、システムでの疎通を意識するこ

とだけでなく、実ビジネスにおいても有効と想定される同業種の組み合わせを意識

した。 
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15.3. サービスモデルの検討 

各モデルプロジェクトにより、サービスモデルの検討が行われ、事業終了後に決済・

商流情報連携基盤を提供する者が自立的にサービスを拡大することを前提として、決

済・商流情報連携基盤および共同利用システムを利活用して取組む新たなサービスに

ついて、以下の項目を含むサービスモデルを検討した。 

各モデルプロジェクトのサービスモデルの概要は、「第 18 章 モデルプロジェクト

詳細」に記載している。 

 提供するサービスの概要 

 利活用する情報 

 情報を利活用する仕組み 

 事業化に向けた課題 
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第16章 共同利用システムの構築と運用 

16.1. 共同利用システム構築の背景と求められる要件 

16.1.1. 共同利用システム提供の背景 

中小企業等における受発注に関しては平成 28 年度事業を通じ共通 EDI で標準化さ

れているが、既に業界独自の標準フォーマット（業界 EDI）や個社が制定したフォーマ

ット（個社 EDI）など多くの EDI フォーマットが使われている。 

すべての企業がシームレスな企業間取引を行うためには共通 EDI に対応していない

EDI・アプリケーションサービスプロバイダー（以下、「ESP」または「プロバイダー」

という。）や個社 EDI を扱う企業を跨いで相互接続を実現する必要がある。 

相互接続に向けて各プロバイダー間で互いに接続の調整を試みた場合、その組み合

わせの数だけ調整が必要となり多大な稼働・システム対応を要することが想定され、ま

た ZEDI 接続に関しては、銀行界共通となる ZEDI 接続インターフェースに対してプ

ロバイダー各々がほぼ同じシステム対応を行うことになるため、この点も非効率が生

じると考えられる。 

 

図 35 非効率な EDIの現状 

 

これらの課題に対して、ハブアンドスポーク方式での接続を検討し、EDI 交換プラ

ットフォーム（実証用共同利用システム）が各プロバイダーに向けた共同利用型のサー

ビスとして、異なるフォーマットを取り扱うプロバイダー間における決済・商流情報の

相互連携を実現する機能と、決済情報を ZEDI・金融機関と連携する際の ZEDI との接

続機能を提供することで、より効率的にプロバイダー間の相互接続・ZEDI 接続が可能

であるとの仮説を立て、実証用に共同利用システムを構築することとした。 
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図 36 EDI交換プラットフォームイメージ 

16.1.2. 共同利用システムの要件 

「決済・商流情報連携基盤」は中小企業にデータ連携に係る手間が生じない仕組

みである必要があり、それらを実現するための手段としてプロバイダーが提供す

るシステムによる接続および自動実行が適していると考えられることから、現状

の ZEDI 提供チャネルの中で当該要件を実現可能な一括ファイル伝送（FB）に対

応することとし、以下の要件を整理した。 

(1) 共通メッセージ変換機能 

各プロバイダー間で互いに接続の調整を試みた場合、その組み合わせの数だけ

調整が必要となり多大な稼働・システム対応を要することが想定されることを踏

まえ、異なるフォーマットを取り扱うプロバイダーのメッセージを変換する機能

をプロバイダーに提供すること。 

(2) ZEDI接続機能 

銀行界共通となる ZEDI 接続インターフェースに対してプロバイダー各々がほ

ぼ同じシステム対応を行った場合の非効率さを鑑み、ZEDI・金融機関と連携する

際の ZEDI との接続機能をプロバイダーに提供すること。 

(3) ZEDIシミュレータ機能 

本実証事業では、ZEDI との連携は必須であるものの、短い事業期間内に ZEDI

相当の機能を時間や金融機関の制約なく柔軟に利用し、接続効果が検証できる仕

組みが必要であることから、ZEDI 相当の模擬応答を返すシミュレータの機能を提

供可能であること。 

 

16.2. 共同利用システムの構築 

ESP-B ESP-C

ESP-A
ESP-D

EDI交換
プラットフォーム

<共通EDI>

b社

c社 d社

e社

X社

a社 ZEDI

決済データ

f社

<業界EDI>

<共通EDI>

<共通EDI>

<個社EDI>

■EDI共通プラットフォームが存在する場合
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16.2.1. 共同利用システムの概要 

共同利用システムは、決済・商流情報連携基盤同士の情報連携支援機能（共通メッセ

ージ変換機能）と ZEDI 接続機能（FB クラウド機能）および ZEDI シミュレータ機能

で構成される。（図 37） 

 

 

  

図 37 共同利用システムの位置づけおよび構成イメージ 

 

16.2.2. 共通メッセージ変換機能 

共通メッセージ変換機能では、プロバイダーからの通信、および国際標準に準拠した

受渡フォーマットを介したプロバイダー間の異なるフォーマットの相互連携を実現す

る。 

共通メッセージ変換機能の概念図（図 38）ならびに機能概要（表 17）を以下に示す。 

企業 企業 企業

金融機関 金融機関 金融機関 金融機関 金融機関

全銀システム

共通メッセージ変換機能

ZEDI接続（FBクラウド機能）

ZEDI

企業
企業 企業

ESP ESP ESP ESP

決済・商流情報連携基盤

企業 企業

ZEDI
シミュレータ機能

共通EDI

共同利用システム

個別EDI

商流・⾦流連携
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図 38 共通メッセージ変換機能 概念図 

 

表 17 共通メッセージ変換の機能一覧 

 機能 機能概要 

1 プロバイダー通信

機能 

プロバイダーと共同利用システムの通信を実現する機能。 

回線：インターネット 

通信プロトコル：SOAPを用いたサーバー対サーバー接続通信 

2 プロバイダー認証

機能 

IPアドレスを用いてプロバイダーを認証する機能。 

 

3 プロバイダー中継

機能 

異なる 2つのプロバイダーを中継し、HUBとなる相互連携機

能。 

4 フォーマット変換

機能 

プロバイダー固有のフォーマットと受渡フォーマットを相互

に変換する機能。 

5 マッピング設定機

能 

プロバイダー固有のフォーマットと受渡フォーマットとのマ

ッピングテーブルを設定する機能。 

6 プロバイダー向け

アドレス管理機能 

共同利用システムにてプロバイダーを一意に特定できるアド

レスを管理し、プロバイダーの受信サーバーの IPアドレス

等に変換する機能。 

なお、決済に用いるメッセージの参考として、国際標準準拠の決済用受渡フォーマッ

トに国際標準である国連 CEFACTおよび ISO20022のタグを付加した決済フォーマットの

メッセージを提示した。 

 

16.2.3. ZEDI接続（FBクラウド）機能 

FB クラウド機能では、各プロバイダーと ZEDI が接続するために共同利用可能な決

済ファイルの生成・読込や通信モジュールを提供する。FB クラウド機能の概念図（図

39）ならびに機能概要（表 18）を以下に示す。 
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図 39 FBクラウド機能 概念図 

 

 

表 18 FBクラウドの機能一覧 

 機能 機能概要 

1 ZEDI接続機能 ZEDIと共同利用システム間の通信を実現する機能。ZEDIと XML

データ（Pain.001および Camt.052）の送受信やエラー通知を行

う。 

2 ZEDI証明書管

理機能 

ZEDIにアクセスする際に用いる証明書を管理する機能。 

3 総合振込機能 受渡フォーマット形式の総合振込情報を ZEDIの総合振込情報

（Pain.001等）に変換する機能。 

4 入出金明細照会

機能 

ZEDIの入出金明細照会情報（Camt.052等）を受渡フォーマット

形式の入出金明細照会情報に変換する機能。 

 

16.2.4. ZEDIシミュレータ機能 

ZEDI シミュレータ機能は、ZEDI および金融機関ホストシステムに代わり、模擬応

答を行うシステムを提供する。ZEDI シミュレータ機能の概念図（図 40）ならびに機

能概要（表 19）を以下に示す。 

 

図 40 ZEDIシミュレータ概念図 

金融機関

金融機関

金融機関

共通
メッセージ
変換

企業

FBクラウド

ZEDI

ZEDI
シミュレータ

総合振込データ生成

2.ZEDI証明書
管理機能

ﾌｫｰﾏｯﾄ
変換

3.総合振込
機能 ＜JX手順＞

1.ZEDI
接続機能

ﾌｫｰﾏｯﾄ
変換

4.入出金明細
照会機能

ESP

総合振込依頼

入出金明細照会依頼

ZEDI模擬応答機能

電文送受信機能
簡易チェック機能

電文蓄積機能（銀行ホストシミュレータ）

共通
メッセージ
変換

企業

FBクラウド

ESP

総合振込依頼

入出金明細照会依頼

ﾌｫｰﾏｯﾄ
変換

ZEDI
接続

○○銀行
ホスト

ＸＸ銀行
ホスト

資⾦移動

Pain.001

EDI

Camt.052

EDI
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表 19 ZEDIシミュレータ機能一覧 

 機能 機能概要 

1 電文受信機能 FBクラウドが ZEDIシミュレータ向けに送信した依頼電文(総合

振込依頼(BAH＋Pain001)または入出金取引明細依頼(BAH) )を受

信する。 

2 簡易チェック機

能 

1で受領した電文が、ZEDIの接続条件に適合しているかどうか

のバリデーションチェック等を行う。 

 

3 電文蓄積機能 

（銀行ホストシ

ミュレータ） 

①総合振込依頼時 

プロバイダーからの総合振込依頼時に受信した振込情報を蓄積

する。 

②入出金取引明細依頼時 

総合振込依頼で蓄積したデータを元に入出金取引明細情報を口

座単位に返却する。 

 

4 電文送信機能 ZEDIシミュレータが FBクラウドに向けて、結果電文(総合振込

結果(Pain002)または入出金取引明細結果(Camt052))やエラー

(SOAPFault)を返却する。 

 

 

16.3. 共同利用システムの運用 

16.3.1. ESP間連携接続に向けたマッピングの事前確認 

共同利用システム側では、プロバイダー間連携接続を行うためのマッピング設定を

行う必要があるため、各モデルプロジェクトで利用する商流フォーマットおよび決済

フォーマットを調査し、プロバイダー間の連携接続および ZEDI 接続に必要なマッピ

ングを整理した。 

商流フォーマットについては、ミライコミュニケーションネットワークが独自のフ

ォーマットを利用しており、他のモデルプロジェクトでは全て中小企業共通 EDI を利

用していた。プロバイダー間連携のシナリオでは、ミライコミュニケーションが発注企

業側であったため、ミライコミュニケーションネットワークの独自フォーマットと中

小企業共通 EDI 間での必要なマッピング対応を実施した。決済フォーマットについて

は、全モデルプロジェクトで事務局が提示した国際標準準拠の共同利用システム決済

メッセージを利用していたため、全モデルプロジェクト共通で ZEDI フォーマットへ

のマッピング対応を実施した。 

マッピングの妥当性については、各モデルプロジェクトから各項目の用途をヒアリ

ングして事務局にて案を作成し、モデルプロジェクト間ですり合わせを行うというプ

ロセスを踏むことで確認を行った。（表 20） 
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表 20 フォーマット別のマッピング対応 

# 区分 
フォーマッ

ト 
マッピング 

1 商流 注文 独自フォーマット⇒中小企業共通 EDI 

2   注文回答 中小企業共通 EDI⇒独自フォーマット 

3   検収 独自フォーマット⇒中小企業共通 EDI 

4   請求 中小企業共通 EDI⇒独自フォーマット 

5   支払通知 独自フォーマット⇒中小企業共通 EDI 

6 
決済 総合振込(送

金依頼) 

共同利用システム決済メッセージ⇒ZEDIフォーマット 

7 
  総合振込(送

金結果) 

ZEDIフォーマット⇒共同利用システム決済メッセージ 

8 
  入出金明細

照会 

ZEDIフォーマット⇒共同利用システム決済メッセージ 

 

 

16.3.2. ESP間連携接続に向けたマッピングの事前確認 

共同利用システムとプロバイダーとの接続に向けては、限られた時間での接続性確

認・品質担保の観点から、事前疎通確認期間を設定しプロバイダーとの事前疎通を実施

した。（表 21） 

表 21 事前疎通の確認ステップ 

Step 概要 確認内容 

Step0 
システム間連携ファイル

のインターフェース確認 

各プロバイダーと共同利用システムで、システム間

連携を行うファイルをオフラインで共有し、各々の

システムで正常に処理出来ることを確認する。 

Step1 
コマンドによるネットワ

ーク疎通 

SSL 接続確認のコマンドを使用し、各プロバイダ

ーの AP⇔共同利用システムの SSL 通信が出来るこ

とを確認する。 

Step2 
アプリケーションによる

ネットワーク疎通(認証) 

各プロバイダーの AP⇔共同利用システムの SSL 通

信を行い、サーバー/クライアント証明書の認証が

通り、接続出来ることを確認する。 

Step3 
業務疎通（IF 定義確

認） 

各プロバイダーの AP から SOAP 電文を送信し、

SOAP の設定値(フォーマット識別子、連携アドレ

ス等)の妥当性を確認する。 
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16.3.3. 共同利用システムの運用実績 

平成 30 年 11 月 19 日より、共同利用システムをモデルプロジェクト向けに提供し

た。共同利用システムの運用に係る主要なイベントは以下のとおり。（表 22） 

表 22 共同利用システムの運用に係る主要イベント 

# 日付 イベント 内容・補足 

1 11月 19日 
共同利用システム提供開

始 

共同利用システムをプロバイダーに開放し、

調査実証環境を提供（ZEDIシミュレータ） 

2 12月 7日 
メッセージ変換マッピン

グのリリース作業 

ミライコミュニケーションネットワークか

らのマッピング対象項目追加依頼への仕様

変更対応（注文、注文回答、検収、請求、支

払通知の５フォーマット） 

3 1月 10日 
メッセージ変換マッピン

グのリリース作業 

プロバイダー間連携（跨ぎ）に向けた事前検

証で発覚した認識相違に伴う仕様変更対応

（注文回答フォーマット） 

4 1月 18日 
ZEDI クライアント証明

書の取得 

全銀ネットより払出いただいた ZEDI クライ

アント証明書の取得情報をもとに、共同利用

システムより商用 ZEDI センターに接続しク

ライアント証明書を取得。 

5 
1 月 18 日

～21日 

ZEDI シミュレータから

商用 ZEDIへの切替作業 

共同利用システムの接続先を ZEDI シミュレ

ータから商用 ZEDI センターへ変更。以降は

商用 ZEDIでの調査実証環境を提供 

 

共同利用システムを運用した結果、全てのモデルプロジェクトによって、共同利用シ

ステムを介して実証を行うことに成功した。 

 

16.4. 共同利用システムの評価と考察 

16.4.1. 接続プロトコル（ネットワーク・認証含む） 

接続プロトコル（ネットワーク・認証含む）に関して、共同利用システムの接続プロ

トコルを共同利用システムが規定し、共同利用システムの接続インターフェースに合

わせて各モデルプロジェクトが実装する形態をとった。各モデルプロジェクトの負担

を考慮し、広く一般的に受入れやすい接続プロトコルを採用し、プロトコルは SOAP

を用いたサーバー対サーバー接続通信、ネットワークはインターネット、認証に関して

は IP アドレスおよび共同利用システムが払い出す電子証明書を用いた認証と規定した。 

なお、本実証では相互接続の観点から、接続先プロバイダーを特定・識別し、共同利

用システムを中継し相手先プロバイダーに通知する必要がある。このため、共同利用シ
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ステムにて独自のプロトコルを採用した。この点の背景・評価の詳細は『実証・技術調

査部会活動報告書』を参照されたいが、本プロトコルの採用により相互接続が可能な旨

を検証できた。 

 

16.4.2. フォーマット変換 

フォーマット変換とは、XML 形式から CSV 形式への変換といったファイルフォー

マット変換や文字コード変換などの形式変換を指す。 

共通 EDI を採用しているプロバイダー間の相互接続に関しては、フォーマットが標

準化できていることからフォーマット変換の検討は不要であり、共同利用システムと

しての大きな付加は生じなかった。この点から、共通 EDI による標準化の有効性が確

認できたと言えよう。次に、個別 EDI を採用しているプロバイダーと共通 EDI を採用

しているプロバイダー間の相互接続に関しては、市販のフォーマット変換ソフトウェ

アを活用し変換を行った。一定の工数はかかるものの、当初の予算内およびスケジュー

ル内に完了し、変換ソフトウェアの有効性も確認できた。 

 

16.4.3. データ項目の意味づけ変換 

データ項目の意味づけ変換に関して、図 41 に示すとおり、「Ⅰ.メッセージ全体の意

味づけ（注文メッセージや請求メッセージなどそのメッセージが示す全体の定義）」、

「Ⅱ.メッセージ内の項目の意味づけ（注文番号や注文金額といった項目が指すものの

意味）」「Ⅲ.メッセージ内の項目の利用有無（エンドユーザが実際に利用する項目と利

用しない項目）」「Ⅳ.各項目に設定される値そのものの意味づけ（商品コードや取引先

番号など）」に分解できる。本実証において共同利用システムは「Ⅰ.メッセージ全体の

意味づけ」「Ⅱ.メッセージ内の項目の意味づけ」に関して意味変換およびマッピングを

行った。一方、「Ⅲ.メッセージ内の項目の利用有無」「Ⅳ.各項目に設定される値そのも

のの意味づけ」に関しては各エンドユーザ企業の意向によりまちまちとなることから、

これらの変換対応は各プロバイダー側で考慮・実装する事項として前提を置いていた

ため、共同利用システムとしては対象外とした。 

 

図 41 データ項目の意味づけ変換の分類とシステムの役割分担 

 

本報告書では共同利用システムが担う「Ⅰ.メッセージ全体の意味づけ」「Ⅱ.メッセー

ジ内の項目の意味づけ」を中心に評価を行う。今回の相互変換では、共通 EDI 取扱い

プロバイダー同士の接続と、個別 EDI 取扱いプロバイダーと共通 EDI 取扱いプロバイ

Ⅰ．メッセージ全体の意味づけ

Ⅱ．メッセージ内の項目の意味づけ

Ⅲ．メッセージ内の項目の利用有無

Ⅳ．各項目に設定される値そのものの意味づけ

共同利用システムが
担う意味づけ変換

各ESPが
担う意味づけ変換

＜役割分担＞
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ダー間の２パターンの接続実証を行っている。まず、共通 EDI 取扱いプロバイダー同

士の接続に関しては、共通 EDI という標準化された EDI であったことにより、「Ⅰ.メ

ッセージ全体の意味づけ」「Ⅱ.メッセージ内の項目の意味づけ」に関して、フォーマッ

ト変換同様に個別の調整が不要であり、共同利用システムとしても非常に容易に連携

することができた。この点も共通 EDI 標準仕様として共通 EDI を策定することの意義

を確認できたと言える。 

一方、「Ⅲ.メッセージ内の項目の利用有無」「Ⅳ.各項目に設定される値そのものの意

味づけ」に関してはプロバイダー間での調整事項であり、個別の対応が必要なことから

プロバイダー側で稼働を要したことが想定される。次に、個別 EDI 取扱いプロバイダ

ーと共通 EDI 取扱いプロバイダー間に関しても、「Ⅰ.メッセージ全体の意味づけ」「Ⅱ.

メッセージ内の項目の意味づけ」に関し共同利用システムを通じて相互連携を実現す

ることができた。 

ただし、人手による意味理解によるマッピングをおこなったことから、稼働が非常に

かかり、費用対効果の観点でも今後検証や対策が必要であると想定される。また、例え

ば、発注依頼メッセージおよび発注回答メッセージのやりとりにおいて、発注側は発注

メッセージに発注金額を記述するが、受注側は発注回答メッセージには受注金額とし

て設定するなど個社企業の特性による意味づけの認識齟齬など、双方のメッセージの

項目の意味理解に関しても単純な作業でないことがわかった。本実証において明らか

になった課題として新たに認識できたことは実証の成果とも評価できる。 

 

16.4.4. 共通メッセージ変換機能 

「接続プロトコル（NW・認証含む）」・「フォーマット変換」・「データ項目の意味づ

け変換」の観点での評価を述べたが、まとめると共同利用システムを介した相互接続は

技術的にも実現可能であることが実証でき、一定の成果があったと言える。共同利用シ

ステムを介することで、プロバイダーの組み合わせの数だけ発生するであろうプロバ

イダー間の調整稼動を削減することができたことも当初の想定のとおりであった。と

はいえ、共同利用システム側でのマッピング作業に多大の工数がかかるので、その工数

の削減することは継続的に検討が必要となるだろう。 

また、本実証でプロバイダーが担った「メッセージ項目の利用有無」や「各項目に設

定される値そのものの意味づけ」変換まで軽減できる仕組みが提供できれば、よりプロ

バイダー側の負担を軽くすることができ、プロバイダー間の相互連携が進むと考えら

れる。 

 

16.4.5. ZEDI接続（FBクラウド）機能 

ZEDI との接続 I/F に関しては、全銀ネットが ZEDI の API 仕様を策定しており、本

仕様は所定の手続を元に全銀ネットより開示されるものとなっている。一定の制約は

あるものの仕様開示の障壁は高くないと言える。 

ZEDI への接続機能を提供する IT ベンダーは ZEDI の API に沿ってシステムを実装

し、試験を行ったうえで商品化を行う流れとなる。システムの実装にあたって、接続手

順は JX 手順と言われるわが国においてはスタンダードな接続手順であるものの、
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ZEDI との接続管理など一定の開発が必要となる。また ZEDI は、クライアント証明書

により接続先の特定を行うことから、ZEDI センターが発行するクライアント証明書を

取得し管理する機能等も必要となる。これらの機能を小規模の IT ベンダーやプロバイ

ダーが自ら構築するのはハードルとなる可能性がある。 

このため、本実証では ZEDI 接続機能を共同利用システム側に構築し、各プロバイダ

ーが共同で利用可能な機能として提供することで、各プロバイダーのシステム開発負

担を削減する取組みを実施した。 

また、本実証の事業スケジュールおよび ZEDI の構築スケジュールを鑑みると、モデ

ルプロジェクトの公募選定から約 3 ヶ月で ZEDI との接続試験を完了する必要があり、

各モデルプロジェクトがエンドユーザ企業との接続や消込アプリケーションの開発を

進めながら、ZEDI との連携機能を実装することは困難であったと想定される。その点、

今回の実証では ZEDI との接続および EDI プロバイダー間の相互連携部分を共同利用

システムが担い、企業との接続や金流商流連携機能、消込アプリケーションの開発を

EDI プロバイダーが担うという役割分担ができ、スケジュール内の実証検証が実施で

きたと言える。モデルプロジェクトからの声にもあるとおり、実証事業を遂行する観点

からも共同利用システムの ZEDI 接続機能は必要不可欠だったと考える。 

 

今後の展開に関しては、本実証に参画した EDI プロバイダーの利用ニーズの確認も

必要であるが、一部では中小企業では金融機関にかかる手数料等の観点から IB チャネ

ルでの利用が適しているとの声も上がっている。共同利用システムとして中小企業に

向けた プロバイダーとの連携を想定する上で、今回の実証で前提とした FB チャネル

を想定した ZEDI 接続機能がビジネス的に機能するかは検証が必要となるだろう。 

加えて、ZEDI の稼動にあわせて、ZEDI との接続機能を担う通信パッケージソフト

の市販も一部ベンダーより始まっている。このため、プロバイダーは今後 ZEDI との接

続を検討するにあたり、「ZEDI との接続機能を自ら実装する」「通信パッケージを組み

込む」「共同利用システムのようなクラウド機能を利用する」という選択肢が考えられ

る。クラウド提供に関しては、一般的には価格・利便性・接続容易性などで有利となる

が市場の動向をみながら必要有無を検討する必要がある。 

今回の実証を進める中で、金融庁など関係当局により、ZEDI に接続し資金決済およ

び入金確認を代行するプロバイダーに関しては電子決済等代行業（以下、「電代業」と

いう。）に該当するとの整理がなされた。電代業では継続的な業法対応やセキュリティ

の確保を求められることから、電代業免許を取得し維持していくことはプロバイダー

側のコスト増にもつながることが判明している。このハードルを共同利用システム側

で ZEDI との接続に必要な ID やパスワード情報を保持するなどし、共同利用システム

が電代業に該当をする仕組みを構築し、各プロバイダーの対応負荷を削減する取組み

もビジネスの可能性としてはあるかもしれない。 

 

16.4.6. ZEDIシミュレータ機能 

本実証では、共同利用システムにて ZEDI 模擬応答機能を提供することで、各モデル

プロジェクトの検証に有効活用いただいており、プロジェクト期間内に全てのモデル

プロジェクトで実証が成功していることから、当初想定のとおりの期待効果を得るこ
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とができたと評価する。 

ZEDI 模擬応答機能は、プロバイダーが ZEDI（商用環境）に接続する前に、事前に

自プロバイダーのシステムやファイルフォーマットの正当性を確認する上でも役立っ

たと言える。一部のプロバイダーよりは、ZEDI との接続を実装する上での試験環境と

して切り出してサービス提供してほしいとの声も挙がっている。本実証で提供した

ZEDI 模擬応答機能は、実証検証を行うことを第一の目的として開発したため、商用

ZEDI との仕様差分も一定数あったが、今後に向けては、ZEDI に近しい応答を行う機

能をプロバイダー向けの試験環境提供サービスとして展開することも考えられる。 

 

16.4.7. 共同利用システム運用 

本実証においては、共同利用システムに対して、通信パラメータやメッセージ変換の

妥当性などの確認依頼が多く寄せられた。異なるプロバイダー間での相互接続・相互連

携に向けた検証において、これらの確認の重要性は我々も予め認識しており、十分に重

きを置いて対応してきたことが、結果的に各プロバイダーの稼動軽減にも寄与し、当初

計画のスケジュールのとおり実証を完了することができた。 

今後に向けては、一定のテスト手順やテストシナリオ等のテストパターンを設けた

試験環境も提供し、ZEDI シミュレータとセットで提供していくことでさらにプロバイ

ダー側の稼動削減に寄与できる可能性があるなど、プロバイダーに対する運用面のサ

ポート拡充も検討する必要があると考える。 

 

また、本実証においては、モデルプロジェクトが４つと限られており事前調整を含め

て、十分に双方で意思疎通しながら実証検証を行えた。共同利用システムの中継基盤に

接続を希望するプロバイダー（特に個別フォーマットを採用するプロバイダー）が増え

る場合はより効率的な運用も求められる。 

商流独自フォーマットと中小企業共通 EDI で項目マッチングしないものが多くあり、

当初の想定よりもマッピング対応に苦慮した。開発担当者がプロバイダーより提示さ

れたフォーマット・項目を読み込み、プロバイダーと会話しながらマッチングを行った

が多大な稼動を要した。また、マッピング対象項目の追加に伴う仕様変更や、プロバイ

ダー間連携に向けた事前検証で発覚した認識相違に伴う仕様変更対応などが発生し手

戻りも生じた。これらはプロバイダー間連携を実現する上で、十分に起こりえることで

あるが、費用対効果の観点からはより効率的なマッピングの検討が必要と考える。例え

ば、マッピングの設定運用を、セマンテック・オントロジー技術（システムによる高度

な意味づけ）を用い、一定の自動化に挑戦していくことも共同利用システムの提供コス

ト削減の観点で必要であろう。 
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第17章 普及計画案の策定 

17.1. 普及計画案策定の目的 

本事業の成果である決済・商流情報連携の仕組みの普及に当たっては、関係者間でそ

の仕様や効果に関する共通の理解と、早期の実績の積み上げに向けた協力関係が必要

である。 

事業終了後に決済・商流情報連携基盤が普及するために必要な「事業終了後の行動計

画」を取りまとめ基本的な方向性を示すことで、事業終了後に各事業者、関係者によっ

て自走が可能となるよう関係者間の認識を合わせることを目的とする。 

 

17.2. 本事業における検討・実施内容 

本事業の成果を早期に波及させるために、中小企業への決済・商流データ連携の重要

性の周知及び決済・商流情報連携基盤を中小企業が活用する際の支援人材の育成・支援

人材の紹介を実施する体制の立ち上げに関する調査等を実施するとともに、中小企業

経営に関する各種指針への一貫したデータ連携による生産性向上手法の反映案を検討

した。 

さらにそれらの検討状況を踏まえて、本事業の成果を事業終了後に全国の中小企業

に普及させるために本事業の参加者その他民間団体等が取組むべき行動計画を取りま

とめた。具体的には、以下の 7 の項目について、調査・検討を実施した。 

17.2.1. 普及に向けた全国説明会の実施とアンケートの実施 

全国 10 箇所にて、決済・商流情報連携基盤に関する取組みを広く周知するため

にプラス IT フェア 2018 実行委員会（日本経済新聞社ほか新聞社 10 社）が主催

し、経済産業省が後援している中小企業の IT 導入に関するフェアである「プラス

IT フェア」でセミナーを実施した。 

セミナーの実施にあたり、決済・商流情報連携基盤の普及のためには、商流側の

EDI 普及が先行する有効な手立てとなり得ることから、中小企業共通 EDI の普及

推進を行う「つなぐ IT コンソーシアム」と連携し、既に市場にある仕組みとして、

事例を交えた紹介を実施した。 

なお、セミナーは、全国 10 箇所のイベントホール（東京、大阪、名古屋、福岡、

高松、広島、仙台、札幌、金沢、那覇）で実施した。 

 

セミナーの様子（東京会場） 
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なお、セミナーの様子は東京会場の説明会動画を「つなぐ IT コンソーシア

ム」Web サイトにて一般公開している。29 

 

また、セミナーの開催と併せてアンケート調査を実施し、「受発注業務に関する

課題、商流 EDI に対する意識調査」、「入金・支払い業務に関する課題、ZEDI に

対する意識調査」、「導入支援の意識調査、その他感想など」の内容を確認し 100 部

の回答を得ることができ、分析の結果、以下の傾向であることがわかった。 

 

(1) 企業規模別の分析結果 

 比較的規模の大きな中小企業では中小企業共通 EDI への期待感が強く、比

較的規模の小さい中小企業では ZEDI への期待感が強い 

 比較的規模の大きな中小企業では取引先を含めた仕組みの実現へのフォロ

ーが有効であり、比較的規模の小さい中小企業ではパッケージ側からの対

応が有効 

(2) 業種別の分析結果 

 「製造業」では受発注業務において、電話・FAX が残存し、業務のスピー

ドアップが課題となっていることから、中小企業共有 EDI への期待感が強

く、「その他サービス」では入金・支払い業務の人手不足の課題から、ZEDI

への期待感が強い 

 「製造業」では取引先を含めた仕組みの実現へのフォローが有効であり、

「その他サービス」ではパッケージ側からの対応が有効 

(3) 導入支援調査、行動計画策定調査に向けた理解 

 中小企業の中でも、企業規模／業種により課題や期待が異なるため、ターゲ

ットに合ったアプローチにて普及を図ることが有効 

 比較的規模の大きい製造業に対しては、取引先が比較的固定されることか

ら、取引先を含めた商流 EDI からのアプローチが有効であり、小規模なそ

の他サービス業などの中小企業に対しては、パッケージアプリケーション

の ZEDI 対応など、アプリケーション実装からのアプローチが有効だと想

定 

 一方、「大規模≒製造業」「小規模≒その他サービス」であったことから、規

模／業種における切り分けには深堀の余地があり、今後仮説検証を進める

ことが必要 

 

  

                                                   
29 つなぐ IT コンソーシアム 

https://tsunagu-it.com/cons/info/fair2018/ 
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17.2.2. 支援人材の定義と育成計画の策定 

早期に普及をしていくためには、決済・商流情報連携基盤の導入を支援する人材

が必要であることから、導入を支援する人材の人材像と育成のための計画を検討

した。 

導入支援人材は、導入を支援するのは当然のことながら、中小企業の現状業務を

踏まえた的確なアドバイスや、中小企業の経営に寄与する効果を見据える必要が

あることから、「ユーザー企業に対し、経営視点に立ち、決済・商流情報連携基盤

の専門的知見を生かして、導入効果を最大化し生産性向上に資する提案・導入支援

を行う役割」が必要と定義した。 

これらの役割を担うことができる育成対象者は、IT 導入の上流工程に関するス

キル、およびコンサルタントスキル相当のスキルをベーススキルが必要であると

考えられるため、IT スキル標準（ITSS）30における職種「コンサルタント」相当

のスキルが必要と結論付けた。 

 

また、導入支援者を育成するために、導入支援者の育成カリキュラムを作成した。 

導入支援者の育成カリキュラムの内容は、「（1）事前学習」、「（2）集合研修」、「(3)

事後学習」のフェーズに分け、それぞれ必要と考えられる内容を定義した。詳細は、

「13.2.1.標準カリキュラム」に記載しているため参照のこと。 

 

17.2.3. 支援人材紹介の仕組み調査 

支援人材の育成は非常に重要であるが、育成した支援人材を、導入検討している

ユーザーに紹介する仕組みが必要であるため、導入を検討する中小企業者（相談者）

が、決済・商流情報連携基盤の導入を検討する流れを踏まえ、紹介の仕組みの検討

を行った。 

紹介の仕組みの詳細は、「3.3.3. 普及に向けて求められる体制」に記載してい

るため参照のこと。 

 

17.2.4. 支援人材育成のためのガイドブック作成 

「ユーザーや紹介者等の啓発を目的としたガイドブック」、「導入支援者が実務

においてリファレンスとして活用可能なガイドブック」の２種類のシステム活用

ガイドブックを作成した。（図 42） 

 

                                                   
30 独立行政法人情報処理推進機構 IT スキル標準とは？https://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/itss1.html 
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図 42 システム活用ガイドブックの対象者と位置付け 
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17.2.5. 中小企業経営に関する各種指針への反映方策検討 

本事業では中小企業経営に関する各種指針に対する反映方策を検討し、中小企業

に対して効果的に普及していくと考えられる反映内容の案を策定した。 

(1) 各種指針への反映が求められる背景 

本事業で得られた成果を早期に波及させるためには、決済・商流データ連携の重

要性を広く周知していく必要がある。これらを効果的に周知する手段の一つとし

て、中小企業経営に関する各種指針に対して決済・商流情報の一貫したデータ連携

による生産性向上手法について反映をすることが出来れば、これら指針に従い経

営を行う中小企業の経営者や、これら指針に従い中小企業と適切な取引に努める

大企業に対して効果的に周知することが可能である。 

また、中小企業が中小企業経営に関する各種指針を遵守することで、国が実施す

る経営力強化等に関する施策とも関連し、補助金等の助成が受けやすくなる等、普

及に向けた相乗効果も期待できる。 

これらの背景から、本事業では中小企業経営に関する各種指針に対する反映方

策を検討し、中小企業に対して効果的に普及していくと考えられる反映内容の案

を策定した。 

 

(2) 検討の概要・経緯 

中小企業経営に関する各種指針の選定にあたり、中小企業の経営革新や経営基

盤の強化といった、中小企業経営に関係が深く、中小企業に対して影響の深い２つ

の指針であり、サプライチェーン全体に対して効果的に普及促進が期待できる、中

小企業等経営強化法における事業分野別指針、下請中小企業振興法・下請代金支払

遅延等防止法に基づく下請適正取引等の推進のためのガイドライン（以下、「下請

ガイドライン」という）を選定した。 

選定した指針の現状調査および、普及調査部会委員からの意見聴取ならびに有

識者へのヒアリング結果から、効果的に反映が可能と考えられる以下の内容を方

針として検討を行った。 

 各指針全体に対して方策を効率的に反映させるためには、業種別の指針等

の下位指針ではなく、可能な限り基本方針等の上位指針に対して反映する

方がより効率的に反映可能であり、上位指針に対する反映方策の検討を併

せて行うこと 

 選定した指針には、望ましい取引事例として EDI を使用した事務量軽減等

について言及している指針もあり、これらに倣い効果的に周知が可能であ

る事例を記載すること 

 

これらの検討と並行し、選定した指針である下請ガイドラインに関連する基準

として、下請中小企業振興法に基づく振興基準が平成 30 年 12 月 28 日に改正され

た。振興基準では、「情報化への積極的対応」として電子受発注（EDI）に関して

言及されており、積極対応が推奨されているため、関連する各下請ガイドラインの
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改定の際には、中小企業の事務量軽減等につながる「中小企業共通 EDI」及び「全

銀 EDI システム（ZEDI）」の活用が有効ではないかと考えられ、これらを踏まえ

た具体的な反映内容案等を検討した。 

 

(3) 各種指針への反映内容（案） 

選定した指針に対して、以下の具体的な反映内容（案）を検討した。 

(ア) 下請ガイドラインへの反映内容（案） 

反映箇所：目指すべき取引方法 

「サプライチェーン全体の管理能力の向上、事務量軽減、事務の迅速化等のため、

親事業者と下請事業者が協力し、中小企業共通 EDI、全銀 EDI システム（ZEDI）

などの標準化、共通化された EDI 導入に取組むこと。」 

 

(イ) 中小企業経営等強化法 基本方針への反映内容（案） 

反映箇所：IT 等の活用の促進 

「国は、中小企業者等の経営力向上に向けた取組の促進に当たって、中小企業者

等による電子的な受発注等に係る標準的な EDI をはじめとする IT 等を活用した

生産性の向上に係る取組を促進するよう努めるものとする。」 
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17.3. 普及のための基本的なアプローチ 

全企業数３５８．９万者のうち、大企業を除く中小企業者３５７．８万者を主な導入

対象（ターゲットユーザー）とする。 

決済情報と商流情報を連携するためには、商流情報を企業内・企業間で連携するため

の仕組みの整備がされている必要があることから、３５７．８万者の中でも商流情報を

企業内・企業間で連携するための商流 EDI に係るサービスを既に導入している企業を

主な導入対象とする。商流 EDI としては、中小企業者にとって安価で使いやすい EDI

である共通 EDI に係るサービスを導入し、商流情報を利活用可能なことを前提とした。 

なお、商流 EDI のアプリケーションを導入していない対象者に対する普及推進は平

成 28 年度「次世代企業間データ連携調査事業」における普及計画で策定されている。 

17.3.1. 普及モデルの作成 

普及を検討するうえでは、普及を牽引するドライバー別に普及のアプローチの

検討をする必要がある。関係するステークホルダーを想定し、ユーザー企業系 / ベ

ンダー企業系に分類し、ユーザー企業系においては、さらに業界軸 / 地域軸で分

類した。 

なお、決済・商流情報連携基盤の導入には、商流 EDI を提供するサービスの活

用が前提となることから、平成 28 年度「次世代企業間データ連携調査事業」の普

及モデルを基本として、そこに対して決済・商流情報連携基盤の仕組み特有の関係

者等を考慮するものとする。重要なポイントとして、決済・商流情報連携基盤は、

ZEDI との連携を行うため、金融機関との契約が必要となることから、普及モデル

には金融機関が重要な関係者となる。 

【平成 28 年度事業 普及モデル】 

- 普及モデル１： サプライチェーン系モデル ［ユーザー企業系］ 

業界の取引先企業で普及を目指すモデル。 

 

- 普及モデル２： 中小ユーザー系モデル  ［ユーザー企業系］ 

地域の取引先企業で普及を目指すモデル 

 

- 普及モデル３： ベンダー系モデル  ［ベンダー企業系］ 

ベンダー製品の顧客（既存/新規）に対して普及を目指すモデル 

 

(1) サプライチェーン系モデル 

サプライチェーン系モデルでは、普及の基点となる企業から、サプライチェーン

（業界）軸で普及拡大を目指す。 

アプローチとして、中小企業共通 EDI や決済・商流情報連携基盤に関心を寄せ

ている業界に本事業の成果を PR し、業界内でユーザーによる事例の共有等のコミ

ュニティ形成を検討する。また、業界団体等と協力し、業界内で中小企業と多く取

引があり、紙での受発注等に悩まされている企業を抽出し、その取引先を含め業界

軸（サプライチェーン軸）で EDI 利用ならびに商流情報を連携・活用した売掛金
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消し込み機能を普及させる。 

 また、このアプローチを通して、将来的な大企業による中小企業共通 EDI な

らびに商流情報を連携・活用した売掛金消し込み機能の利用について、業界 EDI

との連携協議を行う。 

 

(2) 中小ユーザー系モデル 

中小ユーザー系モデルでは、金融機関等の窓口を介し、地域のユーザー企業群を

基点として、地域軸で普及拡大を目指す。 

アプローチとして、地域の支援団体に本事業の成果を PR し、地域での普及プロ

ジェクト立ち上げを検討する。地域の支援団体と協力し、当該地域で取引が多く、

先進的な取組みに興味が強い企業を抽出し、その取引先を含め地域軸で EDI 利用

ならびに商流情報を連携・活用した売掛金消し込み機能を普及させる。 

 

(3) ベンダー系モデル 

ベンダー系モデルは、金融機関等の窓口を介し、ベンダー製品利用顧客を基点と

して、その取引先へ普及拡大を目指す。アプローチとしてベンダー系団体が主導し

てベンダーに本事業の成果を PR し、普及プロジェクト立ち上げを検討する。 

 ベンダーの持つパッケージアプリケーションに、商流情報を連携・活用した売

掛金消し込み機能を標準実装することで、ベンダーの既存/新規顧客に対しては、

バージョンアップ等のイベントを通して、商流情報を連携した売掛金消し込み機

能が利用できる状況へ移行することを目指す。 

 

17.3.2. 普及のための行動計画策定 

普及のために必要な行動案ならびに行動のために必要なロードマップ案を作成

し行動計画として取りまとめた。 

ロードマップの案は、、「3.3.2. 普及に向けたロードマップ案」に記載しているた

め参照のこと。 
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Ⅷ．各モデルプロジェクトの実証概要 
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第18章 モデルプロジェクト詳細 

本事業において採択した４のモデルプロジェクトについて、その調査実証の概要、およ

び普及計画をそれぞれ示す。普及計画は、本事業終了後に、それぞれのモデルプロジェク

トが自走的に普及を図る計画として作成している。 

18.1. 北海道の地域企業間における電子決済の実証検証 

本モデルプロジェクトは、北海道において都市部である札幌市・ニセコ等を除き、と

りわけＩＴ活用が進んでいない地方の中小企業・小規模事業者を対象として、決済・商

流情報の連携によって業務が効率化することを実証した。 

実証においては、食品製造・流通業向けクラウド型 EDI パッケージに対して、商流

から決済に至る一連の業務でデータを連携し、売掛金の効率的な消込を行った。 

18.1.1. コンソーシアムの概要 

本モデルプロジェクトの幹事法人は、北海道の食品流通業向け EDI サービスおよ

び受発注クラウドサービスの提供事業者である株式会社イークラフトマンであり、

株式会社イークラフトマンが、決済・商流情報連携基盤を提供した。 

発注企業としては法要・宴会コーディネート、仕出し等を行う株式会社田西会館、

コメ麦豆集荷、農業資材販売、食品小売等を行う株式会社辻野商店の中小企業２者が

参画し、受注企業として SPF 豚の生産、豚肉製造販売、農業、飲食業等を行う有限

会社浅野農場が参画した。 

また、金融機関として、仕向金融機関、被仕向金融機関共に株式会社北洋銀行が参

画して実証を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 43 北海道モデル PJ 体制図 
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18.1.2. 調査連携実証の概要 

(1) 実証参加企業の現状と課題 

受注企業、発注企業の３社共に、販売管理等の情報システムは、安価な仕入・販

売管理パッケージ（市販製品）を活用しており、大半のデジタル情報管理は表計算

ソフトで行っている。その為、受発注等のやり取りには FAX を使用するなど紙媒

体での情報管理が中心となり情報の再利用や検索に労力を要していた。 

また、決済事務について、支払や入金確認は、取引銀行のインターネットバンキ

ングサービスを使用しているが、仕入・販売管理パッケージとのデータ連携が無い

為、支払処理の手入力による負担や入力ミス、入金処理の目視と手入力による販売

管理パッケージへの入金消込みに時間と労力を要していた。 

 

図 44 北海道モデル PJ 現状業務イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 45 北海道モデル PJ FAXを使用した現状業務 

  

【辻野商店から浅野農場への注文書】 

【辻野商店から浅野農場への注文 FAX】 

店頭在庫を確認し、不足分を書面に

手書き、その紙をのまま注文書とし

て FAX しています。 
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(2) 課題解決の方向性 

このような現状のもと、手作業が中心で取引情報が社内部署間も取引企業間も分断

された現況を、決済・商流情報連携基盤を活用することにより、注文から決済まで

の情報がデジタル化され適切にデータ連携が実現することで、入金消込等事務処理

の生産性を向上する。 

 

図 46 北海道モデル PJ 決済・商流情報連携基盤を活用した課題解決イメージ 
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(3) 実証の概要 

課題解決の方向性を踏まえ、事務局から提供する共同利用システムおよび ZEDI

と連携することで、図 X に挙げる A、B の２つの実証を行い、生産性向上効果を

測定した。 

データ連携検討対象 A：共同利用システムと ZEDI を介した受発注企業間にお

ける販売管理システムと販売管理パッケージ間の連携

実証 

データ連携検討対象 B：他の決済・商流情報連携基盤との連携実証 

 

 

図 47 実証の概要図 

 

(ア) データ連携検討対象 A（共同利用システムと ZEDI を介した受発注企業間に

おける販売管理システムと販売管理パッケージ間の連携実証） 

受発注企業のシステムについて、発注企業側ではイークラフトマンの提供す

る仕入・販売管理システムを使用し、受注企業側では、既存の販売管理パッケー

ジ（市販製品）が存在しており、これをそのまま活用する形でデータ連携実証を

行った。 

多くの中小企業では、安価な市販の販売管理パッケージを使用しており、これ

を活用したまま業務が実行可能となるよう、受注企業側にもイークラフトマン

が提供する仕入・販売管理クラウドを使用し、CSV 形式のファイルを受け渡す

方法でデータ連携した。 

イークラフトマンの提供する決済・商流情報連携基盤のメッセージ仕様は、商
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流 EDI メッセージについては中小企業共通 EDI メッセージを使用した。共同利

用システムとの間は、事務局が提供する決済メッセージ仕様でデータの受け渡

しを行った。 

受注企業、発注企業が使用する仕入・販売管理システムに対して、決済データ

を連携する機能を付加することで、売掛金等の効率的な消込の実証を行った。 

 

 

 

(イ) データ連携検討対象 B（決済・商流情報連携基盤同士の連携） 

他の決済・商流情報連携基盤の実証として、個別 EDI で実証を行う大垣惣菜 EDI

プロジェクトとの連携実証を行った。連携相手である総菜等の取り扱う株式会社デ

リカスイトから有限会社浅野農場に対して食品の発注を行う形で連携実証を実施し

た。 
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18.1.3. 実証結果 

(1) 生産性向上効果 

出荷作業など商流 EDI に係る業務の手作業時間が変わらないため、一連業務の

時間の業務時間削減率は発注側で 65.2％、受注側で 16.8%となり、決済プロセス

のみでは発注側で 72.7％、受注側で 33.0%の向上効果が実証された。（表 23） 

実業務においては、入金企業数、商品アイテム数が増加すればさらに大きな効果

が期待できる結果となった。 

表 23 北海道モデル PJ生産性向上効果 

プロセス 発注 受注 

現 状

（秒） 

改善後 

（秒） 

削減率 現 状 

（秒） 

改善後 

（秒） 

削減率 

注文 143.9 74.3 48.4% 232.7 173.3 25.5% 

出荷 - - - 395.0 395.0 0.0% 

検収 61.5 27.9 54.6% - - - 

請求 - - - 64.2 74.5 -16.1% 

決済 406.0 110.7 72.7% 411.3 275.6 33.0% 

合計 611.4 212.9 65.2% 1103.2 918.4 16.8% 

 

 

(2) その他効果及び課題 

(ア) その他効果 

その他効果として、他の決済・商流情報連携基盤との実証結果より、異なる決済・

商流情報連携基盤間で問題なく決済までの企業間取引ができたことが、地方の中

小企業・小規模事業者にとって、取引先の拡大の機会につながる可能性があり、経

営面でも有益性が実証できたという声が挙げられた。 

さらに、以下２つの点が挙げられた。一つは、社員の労働環境の改善につながる

こと、もう一つは、SCCC（サプライチェーン・キャッシュ・コンバージョン・サ

イクル）の改善につながることがその他効果として期待できるとの声があった。 

（社員の労働環境の改善） 

売掛金消込を担当する社員が、月末月初の短期間に膨大な入金情報を人力で処

理することによる長時間労働が発生する可能性があり、担当者の負荷軽減につな

がる。これらにより、非効率な作業・疲弊等を無くし、作業ミスの改善などにもつ

ながっていくことが期待できる。 

（SCCC の改善） 

現在日本企業の大半の決済（支払）は、一定期間の売掛をいっぺんに支払う形式

であり、発注側は都度注文を入れ、受注側で納品の都度、納品の情報を保持し、支

払い期日が近づくと合算の請求書を送る方式である。決済・商流情報連携基盤によ

る ZEDI との連携により、商流から決済までの業務がシームレスにつながり、検収
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都度支払い等の業務改善効果が期待できる。 

 

(イ) 課題 

課題として、情報システムのマスター更新等に係る課題をはじめ、以下の点が

挙げられた。 

・ 仕入・販売管理システムを使用している企業の場合、情報連携 基盤内の各

種マスタ（取引先、商品、口座など）との整合性を取る必要がある。通常は

管理システムのマスターが元となる為、確実に整合性が取れる、仕組みと運

用整備の支援も必要。 

・ 画面構成や操作方法は極力簡素化したが、パソコン操作に不慣れな中高年

に向けた、さらに操作が簡単な端末と入力方法の検討は必要。 

・ 金融機関側の ZEDI とのシステム連携実績がまだ少ないため、運用も含め

た入出金明細処理に時間を要した。 

 

18.1.4. サービスモデル 

(1) 普及サービスの特徴・仕組み 

サービス展開（サービスモデル）は大きく３ステップとする。 

●第１ステップ（２０１９年～）：現行連携基盤で「商流 EDI」をまず普及させ

る 

【図―２０ 第１ステップのサービスモデル システム構成案】 

  

 

 

●第２のステップ（２０２１年～）：他の決済機能で「金融ＥＤＩ」を浸透させ
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る 

【図―２１ 第２テップのサービスモデル システム構成案】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●第３のステップ（２０２２年～）：「営業」系のサービスを付加する 

 

【図―２２ 第３ステップのサービスモデル システム構成案】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ターゲットユーザー 



129 

 

サービスを提供する顧客企業（ターゲットユーザー）を、ステップ別にまとめた。

（表 24） 

表 24 北海道モデル PJ ターゲットユーザー 

サービス 地域 企業規模 ＩＴリテラシ

ー 

北海道 近郊 大手 中堅 中小・小規

模 

高 低 

第１ステッ

プ 

◎ -- - △ ◎ 〇 ◎ 

第２ステッ

プ 

◎ 〇 △ ◎ ◎ ◎ ◎ 

第３ステッ

プ 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ 

記号：◎→メイン、〇→サブ、△→パッシブ 

メインターゲットは全ステップを通して「中小企業・小規模事業者」であり、当

該企業群が、イークラフトマンと共にＩＴリテラシーを高めてサービスの経営効

果を出すことを目標とした。 

(3) 利活用する情報 

提供サービス毎にデータを連携する情報を以下のとおりとした。（表 25） 

表 25 北海道モデル PJ 利活用する情報 

分野 プロセス 第１ステップ 第２ステップ 第３ステップ 

商流 注文 ◎ ◎ ◎ 

注文回答 ◎ ◎ ◎ 

出荷案内 ◎ ◎ ◎ 

検収 ◎ ◎ ◎ 

請求 ◎ 〇 〇 

支払通知 ◎ 〇 〇 

決済 決済 〇 ◎ ◎ 

融資（ＳＣＣＣ対応） - - ◎ 

営業 企業紹介 - - ◎ 

事業戦略 - - ◎ 

記号：◎→メイン、〇→サブ 

決済の「融資」は、検収即時決済の場合のキャッシュ低下リスクを補う為に、発

注側企業へ支払い分を融資するサービス。金融機関と連携し取組む。 

(4) 情報を利活用する仕組み 

各ステップでのサービス提供概要は下記と想定している。 

●第１ステップ（２０１９年～）として「商流 EDI」を普及させる。ZEDI によ

る取引明細レベルの自動消込の前提は、商流取引情報のデジタル化である。大手企

業では当たり前の商流 EDI は、中小企業・小規模事業者においては数パーセント

の普及率である。当プロジェクトで使用した決済・商流情報連携基盤の決済機能以

外を使用して頂く方法が考えられる。またファームバンキング契約している企業
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へは、今回の構成でサービスが展開可能となる。 

 

●第２のステップ（２０２１年～）は、他の決済機能で使用可能なサービスを展

開すること。 

中小企業・小規模事業者において IT 利活用に踏み切れない理由のひとつがコス

トである。今回の実証検証のファームバンキング接続形式は、中小企業・小規模事

業者での利用率は低い。一括大量処理が可能である反面、月額費用が２万円以上と

なり負担が大きいためだろう。従って、使用料金が月額数千円程度のインターネッ

トバンキングで利用可能な ZEDI 接続サービスを提供する必要がある。 

 

●第３のステップ（２０２２年～）では、省力化だけでなく利用する企業にとっ

てビジネスチャンス創出につながるサービスを付加する。 

SCCC を進める鍵となる「検収即時決済」を浸透させるため、発注企業側への有

機サービスを展開する。これは、日頃の取引状態が連携基盤で把握できることによ

り与信が可能となる為である、資金に関しては金融機関との連携で賄う。 

「商流」と「決済」に加えて提供する機能に「営業」を加える。「営業」とは営

業支援サービスである。連携基盤を経由する取引情報をＡＩ等の活用で解析し、全

く接点のない企業同士のビジネス連携を提案する、また事業の進展に悩む企業へ

新事業の提案を行うサービスである。その為にも、決済取引を含む企業機密情報を

強度なセキュリティで金融機関や他の連携基盤等と共有する為に、ブロックチェ

ーンを活用する。 

 

(5) サービスの効果 

サービスを活用するユーザーに対する効果をステップ別に整理した。（表 26） 

表 26 北海道モデル PJ サービスの効果 
対象者 第１ステップ 第２ステップ 第３ステップ 

発注企業 ・発注～支払業務の労

働生産性向上。 

 

 

 

 

・発注～支払業務の生

産性向上。 

 

・発注～支払業務の生産

性向上。 

・新たな資金調達チャネ

ルの増加 

・事業拡大の機会 

受注企業 ・受注～入金消込業務

の労働生産性向上。 

 

 

 

 

・受注～入金消込業務

の生産性向上。 

 

・受注～入金消込業務の

生産性向上 

・キャッシュフローの安

定化。 

・事業拡大の機会 

金融機関 ・ＩＴリテラシーの向

上。 

・存在感の向上。 

 

・ＦＢの減少による 

労働生産性の向上。 

 

・新規事業の展開。 

・融資の拡大。 

・老朽化システムへの経

費削減（ISDN 廃止）。 

 



131 

 

(6) 普及推進体制・連携チャネル 

イークラフトマンの社内で普及推進体制を構築し、連携チャネルを活用しつつ

普及を促進する。 

 

図 48 北海道モデル PJ普及推進体制 

 

 

表 27 北海道モデル PJ連携チャネルの役割（案） 
部署等 主な役割 

導入支援者 ・当社人員を補う、データ連携サービスの企業側メリットを理解しＩＴ

の基本を身に付けている人材（ＩＴコーディネータ等） 

・当該サービスの普及に対して、普及委員会と共に戦略立案を行う 

・企業への導入支援を行う  等 

金融機関 ・当社営業と連携し、当該サービスを取引企業へ紹介する 

・当社（電子決済代行業者）との契約を結び、・当該サービスの提供基盤

を作る 

・決済業務面からの企業ニーズを収集し、普及委員会と協議する 

・新融資サービスに関する具体案を、普及委員会と協議する  等 

商工団体 ・当該サービスのＰＲの場を提供する 

・当該サービスを会員企業に紹介する 

・当該サービスでの成功事例企業の情報を収集する  等 

行 政 ・当該サービスのＰＲの場を提供する 

・パブリシティーとして、当該サービスをマスメディアに紹介する 

・企業のＩＴ導入に対する支援制度を拡充する 

・データ連携の社会的なメリットと課題を収集する  等 
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図 49 北海道モデル PJ連携チャネル 
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18.1.5. 普及展開計画 

イークラフトマンでは、2024 年度までに、累計導入者 700 者を目指して普及活動

を行う。 

 

図 50 北海道モデル PJ 普及ロードマップ 

(1) 普及に向けた施策・アクションプラン 

(ア) サービス立ち上げまでのアクションプラン 

課題と当該事業終了後早期に普及実活動を検討しているが、活動に必要な準備

に取り掛かる。 

2019 年 4 月から開始し、準備期間は概ね 6 ヶ月とする。 

・活動予算の確保 

・組織改編と人員調達 

・普及委員会規定類の策定 

・普及チャネル団体組織との連携調整  等 

 

(イ) 普及拡大までのアクションプラン 

2019 年 10 月からの 6 ヵ年の中で予定している、長期的なアクションプランは

下記となる。 

2019 年： 

・当該事業結果のＰＲ活動 

・協力金融機関のＦＢ使用企業へのアプローチ 

・商流ＥＤＩの営業強化                 等 
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2020 年： 

・導入支援人材創出体制の推進 

・協力金融機関の増加対応と取引企業へ訴求強化 

・ IB 方式のシステム開発に着手             等 

2021 年： 

・地域行政との連携し導入企業への支援制度の策定 

・地域の他金融機関との連携をさらに強化 

・ IB 方式のサービス開始 

・AI やブロックチェーンを活用した付加価値サービスの開発開始   等 

2022 年： 

・支援人材と支援制度の拡充。 

・AI やブロックチェーンを活用した付加価値サービスの追加 

・ISDN からの切り替え需要創出施策               等 

2023 年： 

・ISDN からの切り替え施策実施。 

・付加価値サービスの普及強化                  等 

       

2024 年： 

・ISDN からの切り替え強化対応                等 

(2) 普及に向けた課題・解決案 

(ア) 普及に向けた課題 

普及のメインターゲットは中小企業・小規模事業者であり、中小企業・小規模事

業者に対して普及を加速させるためには、いくつかの課題が考えられる。 

① コストの課題 

本事業における実証検証では FB を利用したシステムとなっているが、FB 方式

は大手企業が中心で、中小企業・小規模事業者は銀行提供の IB を使用している。

FB は初期費用で 2 万円、月額も 2 万円程度が必要となる。大手企業から見ると大

した金額ではないが中小企業・小規模事業者はとしては相当の負担である。 

これに対応しイークラフトマンでは、2021 年を目途に IB 方式の決済・商流情

報連携基盤サービス提供を検討している。 

② ＩＴリテラシーの課題 
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本事業における決済・商流情報連携基盤の開発にあたり、イークラフトマンでは

企業担当者のＩＴに対する苦手意識を減らす為、出来る限り容易な操作で処理が

進めるようにユーザーインターフェースを工夫した。 

大半の中小企業・小規模事業者にはＩＴの専門部門は無く、パソコンに詳しい社

員が１，２名在籍する程度であるため、当該システムを導入する投資対効果の判断

も社内人材では困難であり、導入工程でも、その後の使用工程でも不安を持ちなが

らとなる。普及の加速化には、このＩＴ人材の支援が必須だと考える。 

これに対しイークラフトマンでは、ＩＴコーディネータの資格所有者が数名お

り、ＩＴコーディネータ協会とも親交が深い。ＩＴコーディネータのように、企業

側経営者に寄り添い、相談を受け客観的な助言を行う、企業側に立った人材が必要

である。本プロジェクトに協力頂いたさっぽろ市産業振興財団やＩＴコーディネ

ータ協会と連携し、途切れることなく取組みを継続していく予定である。 

 

(イ) 課題解決策・提言 

前述のように①コスト面と②ＩＴリテラシー面の課題と当社で取組む解決施策は実

行していくが、関連チャネルでの協力体制も重要である。 

① コスト面に関して 

 金融機関による、ZEDI利用 FB接続の料金減額の検討 

 ＩＢ接続に向けた、金融機関本部及びシステム部門の積極的な協力 

 行政機関による IT導入に対する費用支援制度の拡充 

②ITリテラシー面に関して 

 導入支援人材育成に対する、IT系組織団体による取組みの推進 

 商工団体による、継続した IT利活用に関連したセミナー等の開催 

 市販の業務管理ソフトの ZEDI接続版の促進 

 企業への IT支援専門家派遣制度の是正（より使用しやすい運用へ） 

などが考えられる。 
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18.2. 豊田・静岡連携プロジェクト 

本モデルプロジェクトでは、愛知県豊田市の小島プレス工業株式会社、静岡県牧之原

市の矢崎総業株式会社（ものづくりセンター）大企業２社が発注企業となり、中小企業

との取引を行う実証を行った。 

18.2.1. コンソーシアムの概要 

本モデルプロジェクトの幹事法人は、名古屋に主要拠点を置くクラウド型受発注

アプリケーションサービスの提供事業者である株式会社グローバルワイズであり、

株式会社グローバルワイズが決済・商流情報連携基盤を提供した。 

本モデルプロジェクトでは、「豊田商工会議所モデル」と「静岡県 IoT 活用研究会

モデル」の２つのテーマで実証を行った。 

「豊田商工会議所モデル」には、発注企業として小島プレス工業株式会社、受注企

業として造園業等を営む株式会社眞栄の２者が参画した。「静岡県 IoT 活用研究会モ

デル」には、発注企業として矢崎総業株式会社（ものづくりセンター）、受発注企業

として伊豆技研工業株式会社、受注企業として株式会社ケイエスワイが参画した。 

また、それぞれのモデルにて、仕向金融機関、被仕向金融機関共に三菱 UFJ 銀行、

静岡銀行のサービスを使い実証を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 51 豊田・静岡モデル PJ 体制図 
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18.2.2. 調査連携実証の概要 

(1) 実証参加企業の現状と課題 

本モデルプロジェクトの「豊田商工会議所モデル」、「静岡県 IoT 活用研究会モデ

ル」それぞれにおいて、現状業務に以下の課題感を持っていた。 

・ 豊田商工会議所モデル 

中小・小規模事業者にとって、検収の『月ズレ』発生による支払・入金の遅れは資

金繰りを圧迫させる非常にクリティカルな課題となっている。月締めでの請求確定

では、違算が発生した場合の精算が翌月以降に遅れることもあり得る。（図 X） 

 

・ 静岡県 IoT 活用研究会モデル 

①参加企業においては、既に業務アプリケーションを導入済みで運用も定着して

おり、新たに EDI を対応させるとなると業務アプリケーションの改変が大変困難と

いう現状がある。 

②請求情報を再利用した振込情報（支払明細）の作成機能や売掛金明細の自動消込

機能を各社が個別に実装することは非常に非効率である。 

③月締めでの請求確定では、違算が発生した場合の金額の相殺処理は翌月以降に

なってしまう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 52 豊田・静岡モデル PJ 現状の課題 
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(2) 課題解決の方向性 

課題解決の方向性として、それぞれの課題に対して、以下の解決の方向性を定めた。 

・ 豊田商工会議所モデル 

「納品単位での検収」により、納品単位での請求・支払処理を可能とする。これに

より決済の早期化につながり、中小企業・小規模事業者の資金繰り改善に寄与できる

仕組みを実現する。 

 

・ 静岡県 IoT 活用研究会モデル 

①各社の業務アプリケーションは、CSV ファイルによる外部システムとの入出力

機能を備えている。共通 EDI のマッピング機能により各社固有のフォーマットに変

換することで差異を吸収できる。企業間データ連携時のデータ授受において、各社の

業務アプリケーションは一度だけ共通 EDI フォーマットに変換するだけでよい。 

②商流情報を再利用した振込依頼および支払通知明細の作成機能や売掛金の消込

機能は、各社個別に実装するのではなく、共通サービスとして切り出すことが可能で

ある。本モデルプロジェクトは、決済・商流連携基盤上にそれらの機能を実装しサー

ビス化することにより、各社の業務アプリケーションから利用できる仕組みを提供

する。 

③本モデルプロジェクトの参加企業だけでなく多くの日本の企業では、月末一括

にて金額確定が行われているが、現場における日々の検収において売上・仕入金額が

確定しており、経理部門は月次でそれらの金額を積算しているだけである。本モデル

プロジェクトでは、EDI により注文・注文回答、および検収通知データを活用するこ

とにより、日々の単価・金額チェックにおける間違いが起きにくくし、結果的に月締

めでの違算の発生を抑える仕組みを提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 53 豊田・静岡モデル PJ 課題解決の方向性 
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(3) 実証の概要 

本モデルプロジェクトでは、それぞれのモデル共に商流情報は中小企業共通 EDI、

決済情報は、事務局から提供している決済メッセージ仕様を使用して実証を行った。 

豊田商工会議所モデルでは、「GREEN-EDI」を用いた受発注企業間の取引を行い、

静岡県 IoT 活用研究会モデルでは、「個別業務アプリケーション」＋「EcoChange」

を用いて受発注企業間の取引を行った。共同利用システムとの連携は、いずれのモデ

ルも「EcoChange」を介して決済情報を連携し実証を行った。 

 
図 54 豊田・静岡モデル PJ 実証の概要 

 

(ア) 協力企業のシステムとの連携実証 

豊田商工会議所モデルにおいては、GREEN-EDI を用いて注文〜請求までの商流

プロセスを実施し、金流は EcoChange を通じ共同利用システム、ZEDI を利用した

決済プロセスを検証した。 

静岡県 IoT 活用研究会モデルにおいては、受発注企業の既存アプリケーションと

EcoChange を CSV データで連携し、注文~請求までの商流プロセスおよび支払・入

金消込の決済プロセスを検証した。 
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(イ) 決済・商流情報連携基盤同士の連携実証 

決済・商流情報連携基盤同士の連携実証は、豊田・静岡プロジェクトの発注企業で

ある小島プレス工業株式会社がERPプロジェクトの受注企業である株式会社イーシ

ーセンターに対して、経営コンサルティング等の役務提供の業務を発注する業務シ

ナリオを想定して行った。（図 55）（図 56） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 55 豊田・静岡モデル PJ 決済・商流情報連携基盤同士の連携実証概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 56 決済・商流情報連携基盤同士のデータ連携全体図 
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18.2.3. 実証結果 

(1) 生産性向上効果 

豊田商工会議所モデルにおいては、全体的に大幅な業務時間削減効果が見て取

れた。特に、支払通知プロセス、決済プロセス共に 80％を超える効果となってい

る。（表 28） 

静岡県 IoT 活用研究会モデルにおいては、出荷／検収以降での生産性向上効果

が得られた。注文プロセスでの僅かなマイナス効果は、基幹業務アプリとの連携が

不十分であることが要因であり、この部分が改善されれば、出荷・検収以降のプロ

セスと同様に 30％程度の改善効果が期待できる。決済プロセスにおいては、豊田

商工会議所モデルと同様に大幅な業務改善効果が得られることが確認できた。（表

29） 

 

表 28 豊田・静岡モデル PJ生産性向上効果（豊田商工会議所モデル） 

プロセス 現状（秒） 改善後（秒） 改善時間（秒） 削減率 

注文 2010 810 1200 59.7% 

注文回答 1640 510 1130 68.9% 

出荷案内 1410 660 750 53.1% 

請求 690 240 450 65.2% 

支払通知 870 150 720 82.7% 

決済 750 150 600 80.0% 

 

表 29 豊田・静岡モデル PJ生産性向上効果（静岡県 IoT活用研究会モデル） 

プロセス 現状（秒） 改善後（秒） 改 善 時 間

（秒） 

削減率 

見積 ※31 22,716 26,985 ▲4,269 ▲18.8% 

注文 58,395 59,495 ▲1,100 ▲1.8% 

出荷/検収 1,751 1,122 629 35.9% 

請求 2,690 1,713 977 36.3% 

決済 980 450 530 54.1% 

 

  

                                                   
31 本実証検証では受発注から出荷／検収、請求、決済までを対象とした業務改善効果を検証する目的で

あるが、見積プロセスについては参考値として記載している。 
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(2) その他効果及び課題 

(ア) その他効果 

その他効果として、それぞれのモデルによる実証で以下の声が挙げられた。 

・ 豊田商工会議所モデル 

手作業による人的ミスの低減や、ペーパーレス化に伴い経費の削減が期待され

る。 

 

・ 静岡県 IoT 活用研究会モデル 

出荷通知データを活用することで検収時の違算を低減することが期待できる。

また、日々の検収通知データを送ることで業務の平準化を図ることができる。 

(イ) 課題 

SCCC に関する課題をはじめとして、それぞれのモデルにおいて以下の課題

が挙げられた。 

・ 豊田商工会議所モデル 

① SCCC の改善効果について 

本実証検証では、SCCC 指標を測定する十分な実証期間が得られなかったため、

定量的な改善効果については検証することができなかった。 

しかし、本実証検証で開発した GREEN-EDI の改修機能により、納品単位での

請求・支払が可能となったことで、受取債権回転期間の短縮による SCCC の改善

効果が期待できると考える。 

SCCC の改善には、サプライチェーン全体での一斉の取組みが不可欠である。こ

れまでの人手による決済手段では限界があり、商流の EDI データを利活用した決

済連携の仕組みを統一的に導入することで SCCC 短縮に取組む必要がある。 

②  前受金の扱いについて 

株式会社眞栄と下請け先の工事業者との取引において、作業完了前の先払い（前

受金で処理）が行われることが多い。現状の中小企業共通 EDI 仕様のプロセスお

よびメッセージでは前受金の考慮が無いため消込処理が行えない課題がある。 

なお、今回の実証検証を行った小島プレス工業株式会社と株式会社眞栄との間

の取引においては、先払い処理は発生していない。 

 

・ 静岡県 IoT 活用研究会モデル 

① SCCC の改善効果について 

豊田モデルと同様に十分な実証期間が得られなかったため、定量的な改善効果
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については検証することができなかった。 

当該モデルプロジェクトにおける参加企業では、注文／注文回答時および検収

時に単価チェックが行われているため、もともと請求と入金における違算は発生

しづらい。製造業においては検収プロセスをしっかり行うことで月末の締め処理

の負担が少なくなっていることが考えられる。これにより請求・支払の業務改善効

果は豊田モデルよりも小さめになっており、EDI 導入のみによる SCCC の改善効

果は得にくいと考える。 

本実証検証の前提は現金決済であるが、その場合の当該企業間の取引における

対象は 10 万円以下の都度発注となる。通常の場合で矢崎総業と伊豆技研、また伊

豆技研とケイエスワイの間においての月の決済金額は 10 万円を超える。当該企業

間取引において 10 万円を超える場合は、手形あるいはファクタリングによる決済

となり、管理の手間を低減するニーズから請求と支払は月次締め処理により一括

で行うことになる。受取債権回転期間および買入債務回転期間を短縮させるには、

都度仕入・現金決済による都度支払を推進して行く必要があると考える。 

② 振込依頼時の承認手続について 

振込依頼伝送時の銀行への FAX 承認手続が煩雑であった。中小企業・小規模事

業者の決済承認者は経営層の立場の方が多く、頻繁に自社を離れることが多い。ス

マートフォンの決済承認アプリなどで外出先から場所を問わず承認できる仕組み

が望まれる。 

 

18.2.4. サービスモデル 

豊田商工会議所モデルのサービスモデルについては、事例・成果説明会を契機とし

て周知・普及を促進する。具体的には、豊田商工会議所会員（会員：6,000 社）に対

し、今回の実証事業の成果説明会を実施し更に、他商工会議所（岡崎商工会議所、名

古屋商工会議所等）に対しても同様の説明会を実施する。その後、豊田商工会議所会

員企業及び他商工会議所会員企業に対し順次導入を行う。また、金融に関しては地元

の金融機関と連携して ZEDI へも展開する。 

静岡県 IoT 活用研究会モデルについては、中小企業が抱える困りごとを EDI 化に

付与する形で、解決手段となり得るサービスを追加し、それを利用することで間接的

に EDI を使っていただき利用促進を狙う。 
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図 57 豊田商工会議所モデルのサービスモデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 58 静岡県 IoT活用研究会モデルのサービスモデル 
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(1) 普及サービスの特徴・仕組み 

豊田商工会議所モデルのサービスの特徴としては、商工会議所モデルとして豊

田商工会議所会員企業のみではなく、他の商工会議所でも利用が可能とする特徴

を持つ。将来的には、各地域の特性にあったモデルが多数出てくることも考えられ

る。 

静岡県 IoT 活用研究会モデルのサービスの特徴としては、各市町村の商工会議

所・商工会を起点とする中小企業のクラスタ化を行い、中小企業の困りごとに対し

て、解決手段となり得るサービスの付加を、PDCA のサイクルを回すことにより

拡充していく点である。 

(2) ターゲットユーザー 

豊田商工会議所モデルの基本ターゲットユーザーは、商工会議所会員企業を想

定している。また、最近は商工会議所離れが進行しており、商工会議所会員企業に

入会すると商工会議所モデルが安価に利用可能とする。 

静岡県 IoT 活用研究会モデルのターゲットユーザーは、以下の業種、規模、地域

とする。 

業種：業種は問わず商工会議所・商工会に加入している企業 

規模：従業員数 20 人以上、やりとり帳票数 200 枚／月以上の中小企業 

地域：静岡県内（将来的には日本全国） 

(3) 利活用する情報 

豊田商工会議所モデルの利活用する情報は、受発注情報・金融ＥＤＩ情報・IoT

情報となる。 

静岡県 IoT 活用研究会モデルの利活用する情報は以下を想定している。 

表 30 豊田・静岡モデル PJ 利活用する情報（静岡 IoT活用研究会モデル） 

発行日 依頼者情報（部署、氏名） 品名 

会社名 支払方法 品番 

担当者 振込先 個数 

TEL 回答納期 単価 

FAX 納入場所 小計金額 

郵便番号 見積期限 合計金額 

住所  備考（業者側） 

※上記以外の情報については、基本EDIに付加するコンテンツ（金融EDI等）

により異なる。 

 

(4) 情報を利活用する仕組み 

豊田商工会議所モデルの情報を利活用する仕組みは以下のとおりである。 

 商工会議所間においても連携が可能となる（商工会議所会員企業間の受発

注情報）。 
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 受発注情報は金融 EDI と連携することにより、金融機関の融資も可能とな

る（商工会議所会員企業と金融機関とで受発注情報を利活用）。 

 EDI 情報と IoT との連携も可能となる（受発注情報と生産情報との連携）。 

 

静岡県 IoT 活用研究会モデルの情報を利活用する仕組みは以下のとおりである。 

クラスタのコアとなる組織（ex.静岡県産業振興財団、商工会議所、商工会等）

が用意する Web サイトより選択・ダウンロードをしていただく。導入に必要なフ

ォローは Web 上で完結するように必要コンテンツ等を準備することを検討してい

る。 

その他の問合せは、クラスタコア組織が窓口となりサービス開発ベンダーや販

売パートナーへと問い合わせることとなる（Emailでの問い合わせが基本となる）。 

 

(5) サービスの効果 

豊田商工会議所モデルのサービスの効果は以下の点を挙げている 

・ 受発注の電子化により、工数低減 70％減が可能となる 

・ 現場の設備まで行かなくても設備の状況が把握できる 

・ 金融 EDI 連携により、消込作業が不要となる 

 

静岡県 IoT 活用研究会モデルの効果は、業務の効率化として、受発注業務にお

ける電話・FAX・Email のやり取りからの脱却、納期・費用の見積もり作業工数の

削減が見込まれる。さらに金融 EDI サービスの導入により支払・入金消込等の決

済業務の効率化が期待される。 

また、基本 EDI に付加するコンテンツは、導入企業数の増加と共に増えていく

ことが予想されるため、充実したサービスの利用が可能となる 

 

(6) 普及推進体制・連携チャネル 

豊田商工会議所モデルは、豊田商工会議所モデルの普及に向けたロードマップ

を下記に示す。初年度は豊田商工会議所会員（約 6,000）を対象とするが、その後

は隣接した岡崎商工会議所・名古屋商工会議所・瀬戸商工会議所等へ展開する。そ

の後、日本商工会議所を通して全国へ展開する。 

静岡県 IoT 活用研究会モデルの普及推進体制は、静岡県 IoT 活用研究会を中心

とした以下を想定（図）している。金融機関については、今後提案を進めていく予

定。 
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図 59 普及推進体制（静岡県 IoT活用研究会モデル） 
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18.2.5. 普及展開計画 

 豊田商工会議所モデルは、初年度は豊田商工会議所会員（約 6,000）を対象と

するが、その後は隣接した岡崎商工会議所・名古屋商工会議所・瀬戸商工会議所等

へ展開する。その後、日本商工会議所を通して全国へ展開する。 

 

図 60 豊田商工会議所モデルロードマップ 

 

静岡県 IoT 活用研究会モデルでは、静岡県経済産業部商工業局経営支援課、公

営財団法人静岡県産業振興財団が運用している「静岡県 IoT 活用研究会」と連携

し、EDI 活用に関する分科会を興すなどして、議論を継続的に行い、理解を含めて

いただくことで、EDI の利用を促進する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 61 静岡県 IoT活用研究会モデルロードマップ 
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(1) 普及に向けた施策・アクションプラン 

豊田商工会議所モデルでは、アクションプランとして以下を実施する予定であ

る。 

(ア) サービス立ち上げまでのアクションプラン 

・ 豊田商工会議所会員企業への実証実験の成果説明会の実施。 

・ 近隣商工会議所での説明会の実施 

・ 運用会社の決定と保守体制の確立 

(イ) 普及拡大までのアクションプラン 

・ 2019 年：運用会社によるサービス開始 

・ 2020 年：近隣商工会議所への展開（岡崎・名古屋等） 

・ 2021 年：日本商工会議所と連携して全国への展開スタート 

 

静岡県 IoT 活用研究会では、アクションプランとして以下を実施する予定である。 

(ア) サービス立ち上げまでのアクションプラン 

・ EcoChange アカウントの試用版を無償配布。EDI 理解の促進 

・ 地域の金融機関への提案活動 

・ 個人事業主向けにも金融 EDI のメリットを享受できる仕掛けづくり構築 

(イ) 普及拡大までのアクションプラン 

・ 2019 年：商工会議所 A、B と連携して仕組みを構築 

・ 2020 年：サービスコンテンツ、クラスタ及び協力商工会議所の拡充 

 

(2) 普及に向けた課題・解決案 

豊田商工会議所モデルにおける普及に向けた課題・解決案として以下が挙げら

れた。 

(ア) 普及に向けた課題 

中小企業の業務効率化は、「商工会議所モデル共通 EDI」のみの導入では成果

は少なく、平行して会計等のサブシステムの導入が必要。 
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また、普及が拡大しなければ利用者が増加せず結局使われない仕組みになっ

てしまうので、普及するための IT 導入補助金等の施策の継続的な実施が望まれ

る。 

(イ) 課題解決策・提言 

商工会議所・IT コーディネータ協会認定のサブシステム（財務システム・生

産管理システム等）の提供が必要。 

 

 

静岡県 IoT 活用研究会モデルにおける普及に向けた課題・解決案として以下

が挙げられた。 

(ア) 普及に向けた課題 

・ 一主幹企業が中心となって動いた場合、その責任者が人事異動などの諸事情

により、活動を離れざるを得ない状況が発生した時には、活動が成り立たなく

なる可能性があるため、継続して進めていくには無理があると考える 

・ 困りごとベースで取組むテーマを抽出するとどうしても EDI 導入による事務

の効率化は後回しになってしまうことが多かった。そのため EDI 導入・普及

が先に進まないという現状がある 

・ 特に製造業では手形による決済が未だに主流であり、ZEDI のメリットが企業

に見えてきていない。現状は業務が増えるイメージが先行してしまっている 

(イ) 課題解決策・提言 

・ 普及のキーとなるのは県や市であるため、活動は財団や商工会議所といった

地方公共団体が中心となり、管理企業はサポートの立場になることにより、活

動が自走する環境が整うことが期待できる 

・ 金融 EDI にテーマを絞って参加企業への呼びかけを行っていく。企業だけで

はなく個人事業主にまで範囲を広げて参加を募っていきたい 

・ 経理業務の効率化、SCCC の改善効果だけではなく、金融 EDI と連携するサ

ービスによる付加価値の部分で利益を訴求していく活動を始めていく 
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18.3. クラウド ERP＋EDI+ZEDI連携プロジェクト 

本モデルプロジェクトでは、中小企業向けクラウド型 ERP サービスを用いた生産性

向上効果の実証を行い、さらに売掛金の消し込みによる決済業務の効率化だけでなく

中小企業の経営管理に重要な資金繰り等の業務に対しても業務効率化を行うプロジェ

クトである。 

18.3.1. コンソーシアムの概要 

本モデルプロジェクトの幹事法人は、東京に拠点を置くクラウド型 ERP サービス

の提供事業者である株式会社スマイルワークスであり、株式会社スマイルワークス

が決済・商流情報連携基盤を提供した。 

本モデルプロジェクトでは、発注企業として紳士服 企画・製造・卸売業を行う株

式会社柳田織物、受注企業としてコンサルティング業務等を行う株式会社イーシー

センターの中小企業２者が参画した。 

また、仕向銀行、被仕向銀行共にみずほ銀行が参画して実証を行った。 

 

図 62 ERPモデル PJ 体制図 

18.3.2. 調査連携実証の概要 

(1) 実証参加企業の現状と課題 

本モデルプロジェクトが利用予定のクラウド型 ERP サービスでは、中小企業共通

EDI メッセージ辞書に基づき、商流情報の連携を行うことができる。また、請求電文

を送受信し、請求電文に基づいてインターネットバンキング（以下、「IB」という）

経由で総合振込依頼、IB 経由で入出金明細取得を行える。その際に IB から取得した

明細（入出金予定日及び金額及び口座情報）に基づいて支払消込および入金消込を行

うことができる。 
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さらに、他社プロバイダーとの EDI 接続検証を実施した経験があり、その際には

インターフェースのすり合わせを実施した。 

使用するシステムの現状に対して、以下の２点の課題があった。 

#課題 1. 

入金消込および支払消込において、月末締に纏めての入出金を行った場合に、まと

める前の明細それぞれに対して確実な消込処理を行うことができない。これは決済

向けのメッセージの規格が定まっておらず、かつ決済向けのメッセージを伝送する

仕組みが整えられていないことも原因である。 

#課題 2. 

異なる EDI プロバイダー間における商流情報の連携が容易にできない。連携を行

う場合、EDI プロバイダーとの差分を吸収する変換器や伝送／連携方式の仕様など

を EDI プロバイダー毎に設計・開発・テストし、差異を吸収する必要がある。 

 

(2) 課題解決の方向性 

これらの課題に対する解決策として、決済・商流情報連携基盤を導入することによ

り、現状の課題が解決できる見込みである。 

#解決策 1. 

決済向けに支払通知メッセージを規格化し、決済・商流情報連携基盤が ZEDI と連

携した総合振込依頼及び入出金明細の取得を行うことで、ZEDI を介して EDI 情報

の連携が行えるようになる。EDI 情報により明細各々に対して確実な入金消込を行

うことができるようになる。 

#解決策 2. 

決済・商流情報連携基盤が商流 EDI 連携インターフェースの提供、および支払通

知メッセージの ZEDI 経由での送受信を提供することにより、異なる EDI プロバイ

ダーとの商流 EDI と決済の EDI 情報の連携が行えるようになる。異なる EDI プロ

バイダーが共通のメッセージをやり取りすることを通して、商流から決済までの自

動的なデータ連携を実現できる。 

 

(3) 実証の概要 

スマイルワークスのクラウド ERP は、Web アプリケーションとして提供されてお

り、ERP(販売管理、会計管理、給与管理、相互連動)機能をブラウザ経由で操作する。 

ERP アプリケーションは、EDI 機能を提供する EDI プロバイダーと連携してお

り、EDI プロバイダーは JSON 形式の中小企業共通 EDI メッセージを送受信する機

能を提供する。 

今回 EDI プロバイダーを改修し、XML 形式の中小企業共通 EDI メッセージを共

同利用システムに仲介してもらい、他のプロバイダーとメッセージを送受信する。 
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図 63 ERPモデル PJ システム構成図 
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18.3.3. 実証結果 

(1) 生産性向上効果 

ERP モデルプロジェクトでは、全プロセスにおいて、決済・商流情報連携基盤

を利用することにより業務時間が削減し生産性が向上した。発注側は 61.0%の削

減率、受注側は 85.7%の削減率となり、特に受注側は入金確認と入金消込が自動化

されたこともあり、非常に高い削減率を示した。（表 31） 

表 31 ERPモデル PJ 生産性向上効果 

 

 

(2) その他効果及び課題 

(ア) その他効果 

#発注企業の定性効果 

ヒアリングの結果、現行業務において電話、FAX、メール、郵送などの様々な方

法でデータを送受しており、各業務はシステム化されているが、システムへの手入

力およびシステムから印刷しての送受信が多い。それらが同一の業務アプリ上で

作業できるようなり、EDI による送受信できるようになれば業務削減効果は非常

に大きいことが期待できる。 

・ 各業務システムから印刷された伝票を毎月まとめてファイリングしており、

その月内で収まらず翌月に作業を持ち越してしまっている。EDI を利用す

ることで、ファイリングの手間や保存スペースを削減できるようになるこ

とも期待できる 

・ 同一の業務アプリによる EDI が導入できれば、上記のような業務時間削減

が期待でき、空いた時間を他の業務に充てることができるようになるので、

生産性向上に期待できる 

・ 販売の情報を別のツールに転記して資金繰り表を作成していたが、EDI と

連携した会計連動を使用して資金繰り表の自動更新が実現できると、大幅

な業務効率化につながると期待できる 

 

現状 改善後 削減率 現状 改善後 削減率

注文 150 76 49.3% 645 45 93.0%

出荷 - - - 300 45 85.0%

検収 660 105 84.1% - - -

請求 - - - 435 75 82.8%

決済 420 299 28.8% 210 62 70.5%

合計 1,230 480 61.0% 1,590 227 85.7%

プロセス
発注 受注
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#受注企業 

実証検証に参加した中小企業 2 者に対してヒアリングを実施し、以下の声を確

認した。 

 ヒアリングの結果、FAX で送受信することが多い。現行業務においては FAX

が届いた後に気が付かないことも多かったが、EDI を利用するとデータ受

信の際に直接担当者にメールが届くので、商取引のスピードが格段に上が

ることが期待できる 

・ 相手企業のミスによる入金額の違算が発生することがあったが、商流と決

済が連携した業務アプリを利用することで、入力の転記ミスがなくなり入

金額の違算の発生を抑えられ、業務時間削減につながると期待できる 

・ 従来は、入出金の業務は特定の者しか行えなかったが、スマイルワークス

ERP にて支払/決済が行えるようになると、権限設定のみで誰でも対応でき

るようになるため、社内の業務が円滑に進むようになると期待できる 

・ また発注企業と同様に、月次の会計処理（月次残高試算表の作成など）の自

動化に加えて、ZEDI 連携と販売管理システムからの入金予定・支払予定を

自動反映して資金繰り表を自動更新することで資金ショートする可能性が

ある場合にアラートを上げることができるようになる。中小企業経営にお

いて、会計処理の自動化に加えて資金繰り管理の自動化が実現できる効果

は非常に大きいものと考えられる 

(イ) 課題 

実証検証に参加した中小企業 2 者へ、実際の業務へ導入する上での課題に関し

てヒアリングを行い、対策の検討を行った。 

#発注企業 

 EDI は相手企業が導入しないと実現しない。取引の多い企業が個人や小規

模事業者が多いため、導入のハードルが高いと思われる。導入支援などが必

要に思われる 

 電話（自動ガイダンス）による振込意思確認のフローにおいて、FAX によ

るデータ受信後、自動ガイダンスによる振込承認作業をしなくてはいけな

い。振込日の前日の指定時刻までに担当者が操作する必要性がある点も、現

在利用している IB と比較すると不便に感じる。まだ慣れていないこともあ

るが、自動ガイダンスのゆっくりした案内と、入力項目を間違えたときのや

り直しなども時間を取られる要因である 

 中小企業において導入コストが高額な FB 契約を行う需要は殆どなく、IB

契約での利用が大部分である 

 

#受注企業 

 商流と決済が連携した EDI の導入に関して、取引先に対して EDI と決済の

仕組みに関して説明が必要である。EDI を提供するベンダーからの説明は
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もちろんのこと、ZEDI などの決済の仕組みをセットで、ベンダーから仕組

みやメリットの解説などがあれば、顧客側へ導入を進めやすい 

 今回 FB 契約を金融機関の支社の窓口担当者と進めたものの、ZEDI の契約

自体が初めてということもあり、今回は手続にも時間がとられた 

 

#解決案 

・既存契約の IB をサポートした商流と決済が連携したクラウド ERP の提供 

クラウド ERP 自体もしくは共同利用システムなどが IB をサポートすることは

可能であると思われる。但し各銀行によって IB 毎の API の仕様差があるものと

推察され、それをどう解消していくのか検討する必要がある。部分的な対応策とし

て、今回決済連携に使用した支払通知メッセージを金融機関経由ではない経路で

送受信する案がある。支払通知メッセージの使用方法に関して規格化し、クラウド

ERP の EDI において送受信するか、共同利用システム経由で送受信することは技

術的に可能であると思われる。 

 

・導入コストを下げるための仕組みの提供 

クラウド ERP の無料版の FreeWorks を取引先に発行し、EDI 取引を試しても

らいやすい環境を整える。具体的には FreeWorks は取引先を招待することで取引

先へ無料アカウントが発行され、招待元と取引先の EDI 設定を行った上でアカウ

ント発行するため、EDI 取引を即座に試すことができる。可能な限り導入コスト

を下げた上で、EDI の仕組みやメリット、導入企業の運用方法などの解説も併せ

て行っていく。但し、この無料版 FreeWorks の導入に当たっては個社別に導入支

援などが必要になると思われるため、この体制を整えられるかどうかが課題とな

る。 

18.3.4. サービスモデル 

サービスモデルとして以下（図 64）を想定している。 
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図 64 ERPモデル PJ サービスモデル 

(1) 普及サービスの特徴・仕組み 

・ 社内業務システム（販売・仕入管理や財務会計など）と統合して EDI 機能

も提供 

・ 発注企業でも受注企業でも、Web 上から PC ないしはスマートデバイスか

ら操作可能 

・ 金融機関連携機能（MoneyLook・AnserBizSol など）も提供（別途銀行契

約が必要） 

・ 取引先に対しては無償版「FreeWorks」の招待が可能 

(2) ターゲットユーザー 

基本的に B2B（企業間）取引を行っている一般的な市場、特に流通業・サービ

ス業などを中心に全国に展開予定。主に 10 名～1,000 名程度の中堅・中小企業を

中心にプロモーションを行ってゆく予定。 

同時に、既存 EDI プロバイダーと連携して大手発注企業のサプライヤー向けの

展開も推進していきたい。 

(3) 利活用する情報 

基本的に、クラウド ERP として以下の情報を取り扱う。 

 ・見積情報 

 ・受注・発注情報 
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 ・納品・検収情報 

  ・売上・仕入情報 

 ・債権・債務情報 

 ・入金・支払情報 

  ・給与・役員報酬 

 ・経費情報 

 ・資金繰り情報 

 ・固定資産情報 

 ・財務会計情報、など 

また、上記前提として基本的には「従業員情報」「得意先情報」「仕入先情報」「商

品情報」などもマスター情報として取り扱う。 

 

(4) 情報を利活用する仕組み 

情報を利活用する仕組みとして、以下の内容を想定している。 

 社内業務システム（販売・仕入管理や財務会計など）と統合して EDI 機能

も提供 

 発注企業でも受注企業でも、Web 上から PC ないしはスマートデバイスか

ら操作可能 

 金融機関連携機能（MoneyLook・AnserBizSol など）も提供（別途銀行契

約が必要） 

 取引先に対しては EDI 設定済みの無償版「FreeWorks」の招待が可能 

 

(5) サービスの効果 

・ クラウド ERP＋EDI＋金融機関連携を活用することで大幅な業務効率改善

が図れる 

・ 取引実態をいつでもどこでもリアルタイムに把握することが可能になる 

・ 月々の会計処理がほぼ自動化でき、部門別収支や案件別収益管理が可能に

なる 

・ EDI と銀行連携により資金繰り管理が自動化されリアルタイムに資金管理

が可能になる 

(6) 普及推進体制・連携チャネル 
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スマイルワークス内における普及推進体制を以下のとおり定義した。 

代表取締役社長 

 クラウドサービス事業部：セールス＆プロモーション企画・実行 

 事業開発部：クラウド運用保守及び金融機関との連携対応 

 経営企画部(管理チーム) ：電代業などセキュリティ管理業務 

 経営企画部(サポートチーム)：ユーザー企業の導入支援・サポート業務 

 

なお、連携チャネルとしては、以下の団体等との連携・協力を希望している。 

・日本商工会議所・各地商工会議所 

・全国団体中央会など各種業界団体 

・IT コーディネータ協会（ITCA） 

・情報サービス産業協会（JISA） 

・日本情報経済社会推進協会（JIPDEC） 

・既存 EDI プロバイダー各社 

・各銀行 

・税理士、など 
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18.3.5. 普及展開計画 

普及展開の見通しとして、2024 年度までに 210 者への導入を目指す。 

 

図 65 ERPモデル PJ 普及に向けたロードマップ 

 

(1) 普及に向けた施策・アクションプラン 

(ア) サービス立ち上げまでのアクションプラン 

＜2019 年 10 月からサービス開始＞ 

2019 年 2 月末  ：実証事業終了（報告書提出） 

2019 年 3 月～5 月 ：商用化に向けた仕様検討・設計見直し及び各銀行との電代業

契約 

2019 年 4 月～6 月 ：クラウド ERP＋EDI の導入支援研修プログラムを開始（予

定） 

2019 年 6 月～8 月 ：消費税改定（複数税率＆インボイス等）対応及び API 接続

テスト 

2019 年 10 月～   ：EDI 機能搭載クラウド ERP リリース 
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(イ) 普及拡大までのアクションプラン 

2019 年 7 月～10 月 ：新消費税対策＆クラウド ERP＋EDI セミナー開催（予定） 

2019 年 10 月～  ：契約完了した各銀行との連携サービスを順次リリース 

2019 年 10 月～  ：IT 導入補助金などのプロモーション実施 

2020 年 4 月～  ：電子インボイスの実装開始 

2020 年 10 月～  ：電子インボイス対応版リリース 

2021 年 4 月～  ：既存 EDI 連携についての検討開始 

2021 年 10 月～  ：既存 EDI 連携の実証開始 

2022 年 4 月～  ：既存 EDI 連携サービス開始 

2022 年 10 月～  ：既存 EDI プロバイダーとの提携 

2023 年 4 月～  ：既存 EDI 連携サービスプロモーション 

2023 年 10 月～  ：インボイス対応義務化 

2024 年 4 月～  ：ダイアルアップ廃止 

2024 年 10 月～  ：Unified Business Platform 化 

 

(2) 普及に向けた課題・解決案 

(ア) 普及に向けた課題 

・ EDI（企業間電子商取引）の認知と推進 

・ 業務システム改革（ERP）と EDI 導入支援体制の確立 

・ 既存 EDI 及び既存業務ソフトとの連携の推進 

・ 電代業登録と維持コスト 

 

電代業登録と維持コストに関して、詳細を述べる。 

共同利用システをサポートしており、利用するためには銀行毎に電代業の契約を

締結する必要がある。 

電代業登録及び契約に際しては、金融庁、銀行毎に、FISC の API 接続チェックリ

ストを元にした確認を受ける必要がある。 

現在はみずほ銀行とのみ電代業契約を締結しているが、他行とも並行して契約締

結を進めている。銀行毎にチェックリストを提出し確認を受ける必要がある。契約締

結後は銀行毎に定期監査が実施され、チェックリストの確認時の指摘事項をサービ

スのロードマップへ適時盛り込む必要がある。 
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(イ) 課題解決策・提言 

B2C の EC は一般的に利用されるようになっている一方で、B2B（企業間）での

電子商取引は業界ごとないしは特定企業グループごとに独自に利用されており、未

だ一般的な企業取引ではほぼ普及していないのが実態であると同時に EDI（電子商

取引）自体の存在もしらない中小企業が大多数となっている。まずは、汎用的な企業

間電子商取引（EDI）のメリットを認知・啓蒙することが大変重要である一方で、中

小企業の社内業務自体が紙と手作業で連携されている実態も同時に改善しなければ

ならない。折しも新消費税対応及びインボイス対応により、業務システムの改修や入

れ替えが行われる最大の機会に中小企業の社内業務プロセスの改革と同時に、取引

業務の電子化を推進できることが望ましいと考えられる。 

しかしながら、業務プロセス改革とそれを支える業務システム（ERP）、更には企

業間電子商取引（EDI）及び金融機関連携など、中小企業が自ら導入するにはハード

ルが高いのが実態。 

中小企業が自らの力で変わることができるのは理想ではあるものの現実的ではな

い。実態に即して効果的に普及・促進するためには「クラウド ERP＋EDI＋金融機

関連携ソリューション」の導入と効果的活用方法を中小企業と並走して支援できる

体制が不可欠であり、中小企業の生産性向上には必須と考えられる。 

また一方で、既存 EDI を利用している企業も多くいることも事実だ。但し既存 EDI

は各々独自に展開されたものであり Interoperability（相互互換性）がない。これで

は”普及”はしない。 

そんな既存 EDI 業界にも 2024 年前半の「固定電話回線廃止／ダイアルアップ廃

止」により大きな転機が訪れる。奇しくも 2023 年 10 月にはインボイス対応による

電子フォーマットの変更もまた必要になるため、基本的には 2023 年の上期中には既

存 EDI を新しい EDI インフラが必要となる。また既存 EDI をけん引してきた大企

業（支払企業）の課題の一つは、サプライチェーンの末端（つまり中小企業）まで EDI

が行きわたっていないこと（下請法や汎用的なメリットがない課題）が上げられる。

これを解決するためにも既存 EDI が汎用的クラウド EDI に置き換わるか連携する

必要があると考えられる。 

商流 EDI は決済までデータ連携し、一貫して機能提供されることが業務効率向上

の観点からは望ましい。しかし決済を行うためには電代業登録および各銀行との契

約締結が必須であり、契約締結が電代業登録事業者及び各銀行の負担となっている。

例を挙げると電代業登録事業者 2019 年 2 月時点で 30 事業者登録されているが、大

手銀行が 30 事業者と電代業登録を行う場合、API 接続チェックリストの提出、内容

確認、契約内容精査、契約締結まで 1 か月間をかけるとして、その手続を 30 事業者

分行う必要がある。API 接続チェックリストの提出と内容確認は、電代業登録事業者

及び各銀行において相応の負担が発生するし、銀行の規模によっては確認の負担が

大きいことが予想される。問題発生時の責任分解点に関しては契約書に盛り込み、

API 接続チェックリストの提出と内容確認、定期更新確認等は、銀行毎ではなく共通

の手続により簡略化することが普及の観点からは望ましい。  
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18.4. 大垣惣菜 EDIプロジェクト 

本モデルプロジェクトでは、岐阜県大垣市に拠点を置く中小企業の個別 EDI を拡張

し、タブレット端末等を用いた商流 EDI から、売掛金の消し込みによる決済業務の効

率化、標準的な EDI である中小企業共通 EDI との連携実証を試みるプロジェクトであ

る。 

18.4.1. コンソーシアムの概要 

本モデルプロジェクトの幹事法人は、岐阜県大垣市に拠点を置く、データセンター

事業やプロバイダーの提供事業者である株式会社ミライコミュニケーションネット

ワークであり、株式会社ミライコミュニケーションネットワークが決済・商流情報連

携基盤を提供した。 

本モデルプロジェクトでは、発注企業として HMR、料理品小売業（惣菜、寿司、

米飯等の調理・小売販売）を行う株式会社デリカスイト、受注企業としてコンテナ・

業務用パレット・パック等の卸売り。洗剤・雑貨の卸売業を営む株式会社飼沼、烏骨

鶏を主原料としたお菓子及び食品の販売を行う株式会社烏骨鶏本舗の中小企業３者

が参画した。 

また、仕向銀行、被仕向銀行共に大垣共立銀行を使用して実証を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 66 岐阜モデル PJ 体制図 
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18.4.2. 調査連携実証の概要 

 

(1) 実証参加企業の現状と課題 

発注企業であるデリカスイトは、複数の店舗を管理するため、10 年ほど前に基幹

システムを構築し本部での集中管理を可能としていた。その一環として社内の業務

フローに沿った EDI（デリカスイト EDI）を開発した。 

大半の取引先は規模が小さく、PC を使った受発注への対応が困難で、稼動してい

るデリカスイト EDI システムを活用する企業が少ない。相手先でデリカスイト EDI

を使用するためには相手先の PC に専用ソフトウェアをインストールする必要があ

るなど、導入推進の際の煩雑さも原因の一つであった。そのため普及が進まず、FAX

での受発注が中心となっている。FAX によってなされた受発注は手入力にて処理さ

れる。 

また、受発注データは社内システムの販売管理・会計システムとのデータ連携がな

されておらず、「入金確認後の消込のために請求書を目視確認する必要がある」、「社

内システムの販売管理数字を入力する」などの手作業が大量に発生している状況で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 67 岐阜モデル PJ 現状と課題 
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(2) 課題解決の方向性 

デリカスイト EDI の機能そのままに、導入が手軽で使いやすい Web-EDI システ

ムを準備し活用することで多くの取引先への普及を図ることで取引のデータ化が進

み、FAX 等の手作業が発生する業務を効率化させたい。 

その際、これまで本社へ集中していた受発注について、店舗から直接取引先への発

注を行うことで本社の負担軽減になるものと考えた。店舗ではこれまでと異なる業

務となるため、手軽に行えるタブレットによる発注を採用。また、店舗からの発注に

より納品先も店舗へ届けられることとなり、配送も最適化されると考えた。 

受注企業は受注したデータを確認し Web-EDI システム上で納期回答を行うこと

ができ事務作業の効率化につながる。さらにデータ化された受発注データをもとに、

締め処理を実施、受注企業側での請求処理を自動化し、発注企業からの支払いを迅速

化することができる。また、入金売掛消込についても自動化することにより、資金運

用と事務管理業務の大幅な生産性向上を図るとともに、将来的には受注企業におい

て販売管理・会計システムとのデータ連携も実施していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 68 岐阜モデル PJ 解決の方向性 
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(3) 実証の概要 

実証の概要は以下のとおり。 

①実データでの実証検証のため、既存システムとの整合を重視し、同一の受発注デ

ータで同一の締処理結果となるか。 

②受発注データをもとに ZEDI に送信する XML データが正確に生成されるか。 

③受注企業にて発注企業から振込された金額が入金され、ZEDI から受け取ったデ

ータが正しく、入金消込ができるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 69 岐阜モデル PJ 実証の概要 
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18.4.3. 実証結果 

(1) 生産性向上効果 

決済・商流情報連携基盤（EDI）の導入により、金流（振込・入金消込）におい

ては、業務時間削減率が全体で約 71％減となった。（表 32）（表 33） 

所要時間合計平均は、現行の方法で約 29 分かかったものが、決済・商流情報連

携基盤の導入によって約 8 分に短縮された。 

表 32 岐阜モデル PJ 生産性向上効果 

プロセス 現状（秒） 改善後（秒） 改 善 時 間

（秒） 

削減率 

注文 1,653 1,084 569 34.4% 

注文回答 646 366 280 43.3% 

検収 316 222 94 29.7% 

請求 415 303 112 27% 

決済 1,762 504 1,258 71.4% 

合計 4,792 2,479 -2,318 48.3％ 

 

プロ

セス 

発注 受注 

現状 改善後 削減率 現状 改善後 削減率 

注文 1,653 1,084 34.4% 646 366 43.3% 

検収 316 222 29.7% － － － 

請求 － － － 415 303 27.0% 

決済 1,221 188 84.6% 541 316 41.6% 

合計 3,190 1,494 53.2% 1,602 985 38.5% 

 

 

(2) その他効果及び課題 

(ア) その他効果 

定性的効果は 2 点あると考える。 

1 点目は、導入時の現場からの協力が得られ易い点である。 

タブレットによる発注については、先進的なイメージがあるためか、現場からは

「いつから導入してもらえるのか？」「全ての取引先への発注がタブレットででき

るのか？」と質問されるなど現場担当者から導入に前向きで早期に導入を求めら

れる声が聞かれ、好評であったと感じる。IT 化や業務方法の変更に対して導入時

に反発があると予想をしていたが、好意的に現場に受け入れられる手法であるこ

とがわかった。現場から望まれる手法であると、導入側が積極的に推進しやすく、

改善がより進むものと考えられる。 

2 点目は、従業員の精神的負荷の軽減と労働環境の改善である。 
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受発注および決済時に複数の伝票の紛失等に注意を払い、さらに手動による計

算や書類の整理整頓を行う必要がある。特に締日や支払日前後においては膨大な

情報の精査や入力を手動で行い、業務が集中し長時間労働につながることもある。

従業員の精神的負荷が高まると人材不足につながる恐れもあり、小規模な事業者

であればあるほど事業継続上の問題にもなりかねない。決済・商流情報連携基盤を

導入することにより労働環境を改善し、長期的な人材の確保に役立つものと思わ

れる。 

(イ) 課題 

課題として、2 点あると考える。 

1 点目は導入および継続利用にかかる費用である。 

商用 ZEDI を使用するための金融機関へ支払う FB 利用料が、初期費用 5 万円、

月額費用 2 万円～、と中小企業にとっては非常に高額と感じる金額である。対し

て IB は月額 3 千円程度と現実的な費用である。実証検証にて利用契約をした FB

のままでは対費用効果の面で継続は難しい。また、タブレットでの操作を全店舗に

展開するためにはタブレットの購入や、使用する店舗への Wifi 環境の構築が必要

となり、これも中小企業にとっては導入をためらう事情となりうる。   

2 点目は現場の運用の変更が必要な点である。 

特に決済段階では、受発注取引の累積が必ずしも振込金額とはならないケース

がままある。これは消費税の計算方法や丸め、もしくは相互の取引の結果相殺した

金額を支払う、もしくは相手先によっては取引額による値引き交渉が入る等のケ

ースもあることがわかった。 

入金消込においては、振込金額は一致したが、個別商習慣に関する課題が残って

おり、EDI として商流明細と振込金額の差異をどの様に吸収するか検討が必要で

ある。（支払通知メッセージの相殺コードを検討など） 

上記問題があるため、既存の商習慣を取り払わない限り、入金消込処理までを自

動化することは簡単ではないと考える。 
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18.4.4. サービスモデル 

複数の販売店舗を展開する企業において店舗の主体的管理のもと、フレキシブル

に受発注可能でありながら、請求・振込といった本部で行うべき作業について一括管

理、処理を行うことが可能となる。このモデルは今回の食品小売業にとどまらず、他

の業種へも展開することができるものと考える。 

  １）2019 年～2021 年の想定モデル 

   以下のとおり、デリカスイト社の取引先メインで、主に商流 EDI 部分につ

いて普及を図る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 70 岐阜モデル PJ サービスモデル概要（2019年～2021年） 

 

２）2022 年～2023 年の想定モデル 

 以下のように、流通 BMS と何等か連携が取れる仕組みとし、普及を図る。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 71 岐阜モデル PJ サービスモデル概要（2022年～2023年） 
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３）2023 年以降の想定モデル 

以下のように、金融機関の API と接続し、決済機能を有した EDI として普及を図

る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 72 岐阜モデル PJ サービスモデル概要（2023年～） 

 

(1) 普及サービスの特徴・仕組み 

想定するユーザーは、第一に本実証検証にも参加したデリカスイト社を中心に

考えている。 

まずはデリカスイト社の関西地域における取引先をメインに普及を図りたい。

関西地域での実績および事例を参考にしつつ、本社のある中部地域の取引先への

普及を図っていく。当初は資金的、人員的に導入がしやすい企業が多いと考えられ

る中規模事業者をメインに利用を推進していき、その後小規模事業者へのアプロ

ーチを行いたい。 

また、流通 BMS との連携時期に合わせ大企業との連携が可能となることにより

利用者の増加も期待したい。 

(2) ターゲットユーザー 

普及ターゲットとするユーザーは以下のとおり。 

表 33 岐阜モデル PJ ターゲットユーザー 

対象企業 
2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

デリカスイト取

引先 

関西地

域 

20 者 80 者 100 者 100 者 100 者 100 者 

中部地

域 

－ 20 者 80 者 120 者 160 者 350 者 

デリカスイト取 中部地 － － 20 者 30 者 40 者 50 者 
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引先以外 域 

企業規模 
小規模 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ 

中規模 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ 

◎：メイン ○：パッシブ 

 

(3) 利活用する情報 

2019 年から 2022 年は、「商流 EDI」をメインとして普及を行う。商流プロセス

である、注文、注文回答、納品検収、請求のデータついて利活用を行う。2023 年

から IB 版 ZEDI への対応を行うため、決済情報を含めて利活用する。 

 

(4) 情報を利活用する仕組み 

2019 年～2022 年では、「商流」部分について普及させる。 

 弊社提供サービス「惣菜 EX アプリ」のメッセージでの交換を前提としてい 

 発注ユーザーはタブレット等のスマートデバイスから発注、検収作業を行

う 

 受注ユーザーは PC にて注文回答、請求内容の作成を行う 

2023 年からは IB 版 ZEDI に対応し、「金流」部分も含めたサービスを普及させ

たい。 

 弊社提供サービス「惣菜 EX」より月次処理にて集計された金額を送受信す

る 

 発注ユーザーは、「惣菜 EX」より振込を実行する 

 受注ユーザーは「惣菜 EX」より入出金明細を取得し、自社の販売管理シス

テム等へインポートして売掛金消込を行う 

 

(5) サービスの効果 

本実証検証の結果にて、FAX 等の書類による業務より商流においては 35%の作

業時間短縮、金流においては実に 71%の作業時間短縮を確認することができた。 

EDI を使い受発注および決済をデータ化することにより、従業員の労働時間の

短縮につながることは明らかである。従業員の満足度が向上し長期的な人材の確

保がしやすくなる。現場の従業員の満足度が向上すれば企業としての評価、評判も

良くなり将来の人材の確保に役立つものと思われる。 
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(6) 普及推進体制・連携チャネル 

サービスの普及を見据え、社内での推進体制を以下のとおり構築する。 

 

図 73 岐阜モデル PJ 普及推進体制 

 

表 34 岐阜モデル PJ 主な役割 

部署等 主な役割 

取締役会 ・本事業に関する包括的な指示を行う。 

・本事業の継続（終了）を判断する。 

営業部 ・本サービスに関する営業活動を行う。 

・本サービスに対する問い合わせに対応する。 

・本サービスに関する情報管理を行う。 

・本サービスに係る委託先の管理を行う。 

技術部 ・本サービスのシステムリスク管理を行う。 

・本サービスのシステム管理を行う。 

管理部 ・社員に対するコンプライアンスの指導を行う。 

・本サービスの収支状況を管理する。 

・本サービスに対する労務状況を管理する。 

・本サービス関係各所との契約の管理を行う。 

内部監査部 各部門への監査を実施する。 

ISO 委員会 ・セキュリティに関する管理、社員教育、訓練を行う。 

・インシデント管理・問題管理によるサービスの維持改善を

提案する。 

 

なお、連携チャネルは以下を想定している。 

弊社は岐阜県大垣市の IT 集積地ソフトピアジャパンエリア内に位置している。

ソフトピアジャパンは岐阜県が建設し、その運営にも携わっており、ソフトピアジ

ャパン主催の研修やイベント等も多い。本実証検証にて参加企業として協力いた

だいたデリカスイト社もソフトピアジャパンエリア内の企業である。このような

背景の元に以下のような連携のもと普及を進める。 

○デリカスイト社との連携 

 前述しているが、デリカスイト社の取引先をメインに普及を進める 
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○IoT コンソーシアムとの連携 

 ソフトピアジャパンでは岐阜県内企業間の協業の促進、交流等を目的とした

いくつかのコンソーシアムがある。 

IoT コンソーシアムはその 1 つで、デリカスイト社および弊社と弊社の協力企業

であるグローバルワイズ社が入会している。 

今後は IoT コンソーシアム内で分科会として EDI の普及部会を発足させ、周辺

企業への PR に役立てたい。 
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18.4.5. 普及展開計画 

 普及展開計画として、2024 年度までに 500 者への普及を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 74 岐阜モデル PJ 普及に向けたロードマップ 

(1) 普及に向けた施策・アクションプラン 

(ア) サービス立ち上げまでのアクションプラン 

2019 年 12 月からサービス開始（対象：デリカスイト社の取引先） 

 ・2019 年 4 月：業務フローの洗い出しを行い、システム要件を再構築 

         デリカスイト社による取引先企業向け説明会開催を計画 

 ・2019 年 6 月：システム開発着手 

 ・2019 年 8 月：システムテストおよび デリカスイト社による社内テスト 

 ・2019 年 10 月：デリカスイト社による取引先企業向け説明会 

 ・2019 年 12 月：サービスリリース 

 

(イ) 普及拡大までのアクションプラン 

・2019 年：デリカスイト社の取引先向けに商流 EDI サービスを開始 

・2021 年：IoT コンソーシアム参加企業等の中部地域の企業へサービスの PR

を行う 

・2022 年：流通 BMS との連携可能機能を追加 

・2023 年：IB 版 ZEDI と接続したサービスリリース 

(2) 普及に向けた課題・解決案 
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(ア) 普及に向けた課題 

普及に向けた課題としては主に 3 点あると考える。 

１）コスト面 

・ユーザーが負担するコスト 

システムの導入にあたり、各企業が最も懸念する事項が対費用効果の面であ

ろうと思われる。 

今回、実証検証において利用企業が負担すべき費用として、金融機関の FB 利

用料があったが 

当モデルプロジェクトの連携先金融機関の場合、初期費用 5 万円、月額費用 2

万円～、と中小企業にとっては非常に高額と感じる料金設定であると思われる。 

当社が 2019 年～2022 年には金流 EDI のサービス提供を含めず、商流 EDI の

みのサービスに絞る形で計画している理由もここにあり、ユーザーが利用して

もよいと思える金額のサービスにて提供できる体制を当社として準備する必要

があると感じている。 

 

・プロバイダー事業者が負担するコスト 

ZEDI との連携のためのシステムを構築するにあたり、人的リソースの確保や

信頼できる委託先等が必要となる。今回の実証検証で作成されたシステムは FB

に対応したものとなり、一般的に普及が進み利用料金も安価である IB への対応

にもシステム改変の費用がかかる。 

「惣菜 EX」としてサービスを提供するのだが、やはりこのサービスにおいて

も高額な設定は難しくサービス運用費用となることが予想される。その場合、IB

対応システムの構築が自社では難しいこともあると考えられる。 

また、金融機関との連携において、特に配慮すべきはセキュリティ面であろう

と思われる。セキュリティレベルはその可用性が確保される限り高めるべきで

あると考えるが、対策を講じるための費用が高額になることが予想される。 

 

２）電代業登録・金融機関との連携 

本実証検証において、法令に基づき当社は「電子決済等代行業」の登録を行っ

た。金融 EDI を実装するための最低条件であるが、この制度が比較的新しい制

度であるためか、登録に非常に戸惑った。 

 

電子決済等代行業の登録にあたり、金融庁の求める組織体系を含む会社の体

制やシステムのセキュリティレベルが、商流で実装されるものよりはるかに高

いレベルであるべきと認識し、当社はそれに見合うと思われる定款の変更、社内

規程の追加および改訂、組織変更、セキュリティ対策等を実施した。組織変更や

予定外のセキュリティ対策費用が必要となった場合、会社としては人事の調整
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や、予算立てを経ての登録となり二の足を踏んでしまうケースがあると思われ

る。 

このようなケースで、新規事業者の参入が進みづらくなることは懸念すべき

事項である。 

 

また、金融 EDI を利用できるサービスを提供するためには「電子決済等代行

業」の登録後に金融機関と契約を締結する必要がある。金融機関との締結につい

ても当モデルプロジェクトでは時間がかかってしまったところとなる。制度の

はしりであったためと思われるが、金融機関においても審査や手続に戸惑い、契

約締結までに時間を要してしまった。 

 

当社は 20 年にわたり電気通信事業の分野を担ってきた。EDI のサービス開発

を進める事業者は電気通信・IT の分野で活躍している事業者であることが多い。

そのような事業者にとってより参入しやすく、且つセキュリティも一定以上を

担保できるような仕組みづくりが求められると、実際の登録および契約を通し

て痛感している。 

 

３）発注企業のメリット 

実証検証で行った「入金消込の自動化」は、受注企業のみのメリットである。

ZEDI へ送信する際の受発注データを基にした振込データは発注企業にて作成

されているが、そのデータが買掛金消込に必ずしも使用できるわけではない。そ

のため、本実証検証のようなモデルケースの場合、発注企業側の金融 EDI を活

用する際のメリットがない、または薄い、と判断されてしまう可能性が高い。 

(イ) 課題解決策・提言 

課題解決に向け、以下 3 点について提言する。 

１）導入時補助 

ユーザーが負担するコストについては、金融機関へ支払う ZEDI 利用料金が

より安価になることを望む。 

プロバイダー事業者の観点からは、金融機関の利用料が安価な IB 対応のため

の改修や、金融機関へ接続する際のセキュリティ対策について、国等からの補助

があることが望ましい。 

      

２）新規参入時の要件の明確化 

多数の事業者がより参入しやすいよう、要件が明確に公表されることが望ま

しいと考える。参入要件を明確にすることによって、その事業を自身が行うべき

かどうかが事前にわかり、参入を希望する事業者はスムーズに登録・契約ができ

るよう下準備を行う等、計画しやすくなると思われる。 
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３）発注企業の買掛消込機能 

本実証検証のスコープには含まれなかった発注企業での「買掛消込の自動化」

も合わせて実装可能となることで、受注側・発注側の両企業に、メリットが生ま

れ、より普及が進むものと思われる。  
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委員名簿と会議概要 

決済・商流情報連携（金融 EDI 連携）基盤整備委員会 

 

【委員】 

岡田 浩一 明治大学 教授 ＜委員長＞ 

岩瀬 守 独立行政法人中小企業基盤整備機構 経営支援部経営支援企画課長 

青山 淳 全国商工会連合会 組織運営部長 

及川 勝 全国中小企業団体中央会 事務局次長 

神田 潤一 一般社団法人 Fintech 協会 理事 

小松 靖直 日本商工会議所 情報化推進部長 

坂本 真人 一般財団法人流通システム開発センター ソリューション第２部 部長 

菅又 久直 ビジネスインフラ研究所 所長 

松島 桂樹 一般社団法人クラウドサービス推進機構 理事長 

水谷 学 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ） 筆頭副会長 

福井 雄裕 一般社団法人全国銀行協会（株式会社みずほ銀行） 事務企画部参事役 

 

 

【オブザーバー】 

一般社団法人全国銀行協会 

日本銀行 金融機構局 金融高度化センター 

財務省 会計センター 

金融庁 企画市場局 総務課 信用制度参事官室 

中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課 

 

 

【事務局】 

株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 

株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ 

特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会 
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表 35 整備委員会 会議概要 

開催回数 日付 アジェンダ 主な成果・決議事項 

第 1回 2018年 

5月 11日 

１.開会 

（１）中小企業庁経営支援部長挨拶 

（２）委員紹介 

（３）委員長互選 

（４）委員長挨拶 

２．審議事項 

（１）事業の実施内容 

（２）部会の立ち上げ及び運営規則 

（３）モデルプロジェクト公募要領 

３．閉会 

 整備委員会に関する運営

規則の内容審議・承認 

 部会（実証・技術調査部

会、モデルプロジェクト

審査会、普及調査部会）

に関する運営規則の内容

審議・承認 

 モデルプロジェクト公募

要領の内容審議・承認 

第 2回 2018年 

7月 19日 

１．開会 

（１）中小企業庁挨拶 

（２）委員長挨拶 

２．事業進捗の報告 

（１）事業の全体スケジュール 

（２）部会等実施状況の報告 

３．審議事項 

（１）モデルプロジェクト採択報告 

４．閉会 

 4モデルプロジェクトの採

択に関して審議・承認 

 部会等実施状況の報告内

容について審議・承認 

第 3回 2018年 

11月 29日 

１．開会 

１． 中小企業庁挨拶  

２． 委員長挨拶 

２．事業進捗の報告 

１． 事業の全体スケジュール 

２． 部会等実施状況の報告 

１． 実証・技術調査部会報告 

２． 普及調査部会報告 

３．決済・商流情報連携基盤のデモンストレ

ーション 

１． 豊田・静岡プロジェクト 

２． 北海道プロジェクト 

４．討議 

１． 普及・実証を見据えた意見等 

 モデルプロジェクトの進

捗・課題の確認 

 決済・商流情報連携基盤

のデモンストレーション

実施 
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開催回数 日付 アジェンダ 主な成果・決議事項 

５．閉会 

 

第 4回 2019年 

3月 6日 

１．開会 

（１）中小企業庁挨拶 

（２）委員長挨拶 

２．事業全体概況 

３．部会活動報告 

（１）技術部会 

（２）実証プロジェクト部会 

４．調査報告書の審議 

５．閉会 

 事業進捗の報告内容

（部会報告等）につい

て承認 

 調査報告書の構成・内

容について承認 

※調査報告書に、意見

がある場合は、所定の

フォーマットにより事

務局まで提出 
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実証・技術調査部会 

 

【委員】 

菅又 久直 ビジネスインフラ研究所＜部会長＞ 

松島 桂樹 一般社団法人クラウドサービス推進機構 理事長 

水谷 学 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ） 筆頭副会長 

遠城 秀和 国連 CEFACT バリデーション領域コーディネータ ISO TC6 セキ

ュリティおよび意味情報データモデル 

川内 晟宏 特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会フェローIT コーディネータ 

小松 靖直 日本商工会議所 情報化推進部長 

神田 潤一 一般社団法人 Fintech 協会 理事 

 

 

【オブザーバー】 

毛利 明嗣 株式会社イークラフトマン（北海道モデル PJ） 

熊坂 和也 株式会社ビーム・オン（北海道モデル PJ） 

天野 英樹 株式会社グローバルワイズ（豊田・静岡モデル PJ） 

廣瀬 賢次郎 株式会社グローバルワイズ（豊田・静岡モデル PJ） 

川路 義隆 有限会社スクラッチソフト（豊田・静岡モデル PJ） 

坂本 恒之 株式会社スマイルワークス（ERP モデル PJ） 

上野 麻記子 株式会社ミライコミュニケーションネットワーク（岐阜モデル PJ） 

 

 

【事務局】 

株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 

株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ 

特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会 

 

 

表 36 実証・技術調査部会 会議概要 

開催回数 日付 アジェンダ 主な成果・決議事項 

第 1回 2018年 

5月 16日 

１．事業概要の説明 

２．部会活動計画に関する審議 

３．公募要領に関する審議 

４．ツール外注に関する審議 

 

 部会活動計画について審

議・承認 

 公募要領についての内容

審議・承認 

 ツール外注についての内

容審議・承認 

第 2回 2018年 

7月 26日 

※第 1回普及調査部会との合同開催 

○第１部 

１．審議事項 

○第２部 

２．モデルプロジェクトキックオフ 

 共同利用システム接続仕

様書の内容について審

議・承認 

 モデルプロジェクト概要

についての説明 
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開催回数 日付 アジェンダ 主な成果・決議事項 

第 3回 2018年 

11月 13日 

１． 開会 

1） 中小企業庁挨拶 

2） 部会長挨拶 

２． 事業概況 

1） 事業全体 

2） 個別状況 

３． 審議事項 

1） 事例のまとめ方 

４． 今後のスケジュール 

閉会 

 モデルプロジェクトより

進捗状況および実証検証

内容に関する報告 

 事例のまとめ方について

審議・承認 

第 4回 2019年 

2月 20日 

１．開会 

 １）中小企業庁挨拶 

 ２）部会長挨拶 

２．事業概況 

 １）全体概況 

 ２）モデルプロジェクト成果報告 

３．審議事項 

 １）実証・技術調査部会活動報告書 

  （共同利用システム構築運用報告書も兼

ねる） 

４．事務局からの連絡事項 

 １）委託事業完了時の事務手続 

５．閉会 

 モデルプロジェクトより

事業成果に関する報告 

 実証・技術調査部会活動

報告書の内容について審

議・承認 
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モデルプロジェクト審査会 

 

【委員】 

松島 桂樹 一般社団法人クラウドサービス推進機構 理事長＜審査会長＞ 

岡田 浩一 明治大学 教授 

神田 潤一 一般社団法人 Fintech 協会 理事 

菅又 久直 ビジネスインフラ研究所 所長 

 

【事務局】 

株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 

株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ 

特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会 

 

表 37 モデルプロジェクト審査会 会議概要 

開催回数 日付 アジェンダ 主な成果・決議事項 

第 1回 2018年 

6月 28日 

1.事業進捗の報告 

2.審査の概要説明 

3.モデルプロジェクト評価の審議 

4.ヒアリング対象選定の審議 

 モデルプロジェクト評価

およびヒアリング対象選

定に関する内容審議・承

認 

ヒアリン

グ審査 

1日目 

2018年 

7月 5日 

○ヒアリング審査 

1. 業務/システムフロー 

2. システム構成 

3. 連携実証 

4. 普及に向けた取組み 

5. その他 

 

 2プロジェクト（提案内

容）のヒアリングについ

ての内容審議 

ヒアリン

グ審査 

2日目 

2018年 

7月 6日 

○ヒアリング審査 

1. 業務/システムフロー 

2. メッセージ関係 

3. 普及に向けた取組み 

4. 連携実証 

5.その他 

 

 3プロジェクト（提案内

容）のヒアリングについ

ての内容審議 
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開催回数 日付 アジェンダ 主な成果・決議事項 

第 2回 2018年 

7月 12日 

1. 開会 

2. 審査状況の報告 

3. モデルプロジェクト採択審議 

4. 今後の予定 

5. 閉会 

 採択事業者は 4社、次点 1

社に決定ついての内容審

議・承認 

 

 

  



185 

 

 

普及調査部会 

【委員】 

松島 桂樹 一般社団法人クラウドサービス推進機構 理事長＜部会長＞ 

小松 靖直 日本商工会議所 情報化推進部長 
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表 38  普及調査部会 会議概要 

開催回数 日付 アジェンダ 主な成果・決議事項 

第 1回 2018年 

7月 26日 

※第 2回実証・技術調査部会との合同開催 

1.開会 

2.事業概要 

3.審議事項 

（1）活動計画 

（2）中小企業アンケート結果 

4.閉会 

 活動計画に関する内容審

議 

 各種指針への反映方策の

検討に関する内容審議 

第 2回 2018年 

11月 13日 

１．開会 

１．中小企業庁挨拶 

２．部会長挨拶 

２．事業概況 

３．審議事項 

１．支援人材の紹介の仕組みと支援人材育

成調査 

２．システム活用ガイドブックの作成 

３．各種指針への反映方策の検討 

 支援人材の紹介の仕組み

と支援人材育成調査に関

する内容審議・承認 

 システム活用ガイドブッ

クの作成に関する内容審

議・承認 

 各種指針への反映方策の

検討に関する内容審議・

承認 
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開催回数 日付 アジェンダ 主な成果・決議事項 

４．事業終了後の行動計画の策定 

４．閉会 

 

 事業終了後の行動計画の

策定に関する内容審議・

承認 

第 3回 2019年 

2月 20日 

１．開会 

１．中小企業庁挨拶 

２．部会長挨拶 

２．事業概況 

３．審議事項 

１．普及調査結果の報告と審議 

１．モデルプロジェクトの事例紹介・審議 

２．普及調査結果報告・審議 

４．閉会 

 

 普及調査結果の報告に関

する内容審議・承認 
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Ⅰ. はじめに 

１．ガイドブック作成の目的 

少子高齢化による人手不足が日本の産業全体の喫緊の課題となっているとこ

ろ、中小企業の生産性は大企業に比べて低く、特に中小企業への大きな影響が懸

念されています。 

人手不足への対応として業務の見直しや ITの活用が有効な手段であることは

明らかですが、複数の業務領域をカバーする IT ツールを導入し、業務領域間の

データ連携による生産性向上に取り組んでいる中小企業は少なく、企業間取引

における受発注等の商流分野においては、取引先毎に異なる様式・手法によるデ

ータ入力を求められるほか、旧態然としてファクシミリや電話などのアナログ

な手段に頼る企業が多い状況であり、主に次のような問題が生じています。 

 

 中小企業では FAX 等のアナログな手法で受発注情報をやりとりすること

が多く、各社の業務システムとのデータ連携がなされないため、取引の段

階ごとに情報の転記・システム入力が発生する等の非効率な業務が生じて

いる。 

 取引先主導で EDI の導入がなされることにより、取引先ごとに異なる様

式で異なるシステムでのデータ交換が求められる。このため取引情報の一

元的な処理ができず、これらのデータを社内業務システムに連携すること

は、多くの中小企業にとってさらに対応が困難な課題となる。 

 各社で受発注情報のシステム管理が十分になされていないことに加え、取

引決済時に詳細な決済明細情報を添付する仕組みがないため、特に受注側

企業では支払われた金額と受発注情報との突き合わせ・消込に多大な労力

を要している。 

 

このような問題を解決できれば、中小企業の生産性をより一層向上させるこ

とができます。 

本ガイドブックでは、中小企業庁の平成 28 年度「経営力向上・IT 基盤整 

備支援事業（次世代企業間データ連携支援事業）」と平成 29 年度「中小企業・小

規模事業者決済情報管理支援事業」の成果を基に、企業経営者の皆さんや中小企

業を支援する経営相談員の方々に向けて、企業の生産性向上策として、受発注業

務をどのように見直し EDI 化を進めるべきか、EDI でやり取りした情報をどの

ように利活用し生産性を向上できるか、ヒントとなる内容を紹介するものです。 

本ガイドブックで自社の生産性向上の第一歩を踏み出すきっかけになれば幸

いです。 
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２．ガイドブックの構成と使い方 

 決済・商流情報連携基盤導入支援ガイドブックは、2 部構成になっています。 

  

本編（ユーザー編）では、主に中小企業の経営者の方に、「決済・商流情報連 

携基盤」の活用により生産性が大きく向上することをご理解頂くことを目的と

しております。 

 

また、中小企業を支援する方々が企業の経営者に対して「決済・商流情報連携 

基盤」をご説明する際のマニュアルとして活用頂くことをはじめ、「決済・商 

流情報連携基盤」に関わる全ての方の参考として頂くことを想定した内容とな

っております。 

  

支援者編は、主に中小企業の「決済・商流情報連携基盤」の導入を支援する「商

流・金流 EDI コーディネータ」が必要な知識を習得することに加え、実際に導

入を支援する際のマニュアルとしてご活用頂くことを目的としております。 

また、企業の「決済・商流情報連携基盤」の導入を推進する方をはじめ、プロ 

ジェクトに関わる全ての方に参考として頂くことを想定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

本編 別冊 
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＊中小企業の受発注時の困りごと 

 

中小企業共通 EDI パンフレットより 
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＊中小企業共通 EDI※導入後（こんな風に変わります！） 

 

 中小企業共通 EDI パンフレットより 
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＊さらに「金融 EDI（ZEDI）」の効果は・・・ 

 

 

 

受発注を中小企業共通 EDIで行えば、金融 EDI(ZEDI)と連携して、売掛金の消

込が効率的に行えて、生産性が一気に向上します。 

生産性を向上させて「働き方改革を目指しましょう！」 

 

 

 

 

 

 

全銀 EDI システム（ZEDI）パンフレットより 
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＊EDI 比較表 

 中小企業共通 EDI と個別 EDI（サーバ to サーバ方式、Web－EDI）の比較を以下の表に

まとめました。中小企業共通 EDI は、今まで中小企業に EDI が広まらなかった原因を解決

するために、開発されました。 

 以下の比較表は、発注企業が EDI を導入する場合を想定しています。 

 中小企業共

通 EDI 

個別 EDI① 

（サーバ toサ

ーバ方式） 

個別 EDI② 

（Web-EDI） 

 

解 説 

 

 

 

 

企業間の

接続形態 

 

 

 

 

 

 

発注  受注 

N 対 M 

 

 

 

 

 

 

発注   受注 

１ 対 １ 

 

 

 

 

 

 

 

発注   受注 

１ 対 N 

 

個別 EDI①は発注企業と受注企業

を専用回線でつなぐ方式なので、

発注企業も取引先 1 社ごとに環境

を準備することになる。②の Web-

EDI 方式も発注企業が立ち上げた

サイトに受注企業がアクセスする

形で、受注企業は広がりがない。

中小企業共通 EDI は、発注企業も

受注企業も複数で実施できる。ま

た、受注企業が発注企業になるこ

ともできるのが特徴。 

 

 

 

 

初期投資 

 

〇 

 

× 

 

△ 

個別 EDI①、②は発注企業として、

自由度が高いので使いやすい EDI

が構築できるが、開発コストが高

額になる。Web-EDI は受注企業の

専用ソフトが不要になるので、受

注企業のコストは下がるが、発注

企業の固有EDIデータの変換機能

を付加するとその分は高くなる。 

 

 

 

維持管理

費用 

 

 

〇 

 

× 

 

△ 

個別 EDI①は自社でサーバを維持

管理する必要があり、コストがか

かる。中小企業共通 EDI と Web-

EDI は EDI プロバイダへの利用

料が毎月かかるが、中小企業共通

EDI プロバイダの費用の方が比較

的安い（月額数千円～） 
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 中小企業共

通 EDI 
個別 EDI① 

（サーバ toサ

ーバ方式） 

個別 EDI② 

（Web-

EDI） 

 

解 説 

 

 

データ仕

様 

 

〇 

 

× 

 

× 

個別 EDI は（サーバ to サーバ方

式）も Web-EDI も独自のデータ

仕様になるため、取引先に負担が

かかる。共通 EDI は標準仕様のた

め取引先の負担が軽減される。 

 

 

相互連携

性 

 

〇 

 

〇 

 

△ 

個別 EDI①では自社の基幹システ

ムにデータ連携させることは可能

だが、開発費用が高額になる。中

小企業共通 EDI は、この仕様に合

わせた業務アプリが増えてくれば

コストを掛けずに発注企業⇔受注

企業のデータ連携が可能となる。 

 

 

 

 

特 徴 

取引先が使用

している業務

アプリに関わ

らず、その業

務アプリが中

小 企 業 共 通

EDI に準拠し

たデータ仕様

であれば簡単

に連携ができ

る。 

自社で独自に開

発するので、自

社の基幹システ

ムと連動した

EDI ができる。

ただし、開発コ

ストや維持管理

費用が多額にな

る。また取引先

にも EDI のた

めの設備を準備

してもらう必要

があるので、多

くの中小企業で

は対応できな

い。 

インターネット

を使った EDI

サービスを利用

することでコス

トの低減や取引

先に対して専用

ソフトの導入な

どの手間がなく

なるが、取引先

の企業にとって

は「多画面問題」

が発生するた

め、参加する企

業が増えないと

いう問題があ

る。 

※中小企業共通EDIに準拠した業

務アプリが、現状では少ないため、

導入初期では取引先企業が少ない

が、対応アプリが増えてくれば、

手間なく取引先を増やすことが可

能になる。 
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Ⅱ．なぜ今、決済・商流情報連携（EDI）か？ 

１．中小企業の現状について 

現在、少子高齢化により、中小企業にとって「人手不足」が経営上の不安要

素となり、また年々その不安が高まってきています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1.生産年齢人口の推移１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2. 中小企業における経営上の今後の不安要素（上位 3 件）2 

 

1 出所：総務省「情報通信白書平成 28 年版」第 1 部 第 1 節 少子高齢化等我が国が抱える課題の解決と

ICT 再編加工

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc111110.html 

 
2 出所：日本政策金融公庫「2016 年の中小企業の景況見通し」再編加工 

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/c3_1511.pdf 
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 また、特に中小企業の労働生産性は、大企業と比較して、すべての業種で顕 

著に低くなっており、業種によっては大企業の生産性に対して半分以下のもの 

もあります。 

 

 

            図-3.企業規模別、業種別の労働生産性 3 

 

このような状況下で、中小企業が今後、生き残っていくためには、「業務プ 

ロセスの見直し」「人材活用面の工夫」「IT 利活用」「設備投資」「M&A を中 

心とする事業再編・統合」が必要という報告が 2018 年版「中小企業白書」で

述べられています。 

 企業において今まで当たり前に行っていた業務プロセスを、IT を導入して、 

人材活用という観点で見直し、ムダな作業を減らすことが生産性向上のポイン 

トになります。 

 

◎企業の「生産性向上」の第一歩は、紙・FAX（アナログ）からの脱却です。 

   

現在、多くの中小企業は、発注、受注とも紙もしくは FAX で行っている場合

が多いことが、中小企業庁の調査（平成 28 年度企業間データ連携調査事業）で

も確認されています。（図-4.EDI の普及状況） 
 

 

 

 

 

 
 

3 出所：中小企業庁「2016 年版 中小企業白書」を再編加工 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/h28/index.html 

 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/h28/index.html
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図-4.EDI の普及状況 

 

また、たとえコンピュータを利用して受注情報を受け取るにしても、発注企

業ごとに異なるシステムを使うことになり、結果的に受け取ったデータを紙に

印刷するので、FAX で受け取るのと変わりません。したがって、自社の販売

管理システム等（表計算ソフト含む）にデータを取り込むのは、印刷した紙を

見ながら手作業で行うことになります。 

 ◎この手入力作業は利益を生まない全く非効率な作業です。 

 

 毎日、何枚、場合によっては何十枚もの紙を手入力でコンピュータに取り込

む作業が、皆さんの貴重な時間を奪っていることになります。得てして、経営

者の方々は、社員がコンピュータに向かって何らかのデータを入力している様

子を見て、それが非生産的な作業とは思わず、むしろ重要な仕事と判断してし

まい、実はそこに改革すべき点があることを見逃しがちです。 

本ガイドブックでは、この紙データを手入力でなく、コンピュータに自動入

力するためにどのような準備をして、相手企業とどのように連携を図るか、ま

た、自社システムの一部改良を行い、業務の流れをどのように変えれば効率が

良くなるのか、ご理解いただくことを主眼として解説しております。 

 さらに、受発注の作業だけではなく、この後に続くデータの有効活用が、企

業の生産性向上において、如何に重要なことであるかをご理解いただき、1 日

も早く「紙・FAX からの脱却」に取り組んでいただきたいと考えています。 

 

4 出所：公益財団法人 全国中小企業取引振興協会 

2016 年 7 月「規模別・業種別の中小企業の経営課題に関する調査（要旨）」 

     http://www.zenkyo.or.jp/it/pdf/houkoku_h27.pdf                                               
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２．これから起こる環境変化 

 2018 年 12 月 25 日から銀行界のシステムインフラと

して「金融 EDI（ZEDI）」が立ち上がりました。このイン

フラは、国際化、さらには加速度的に広がる「FinTech※」

サービスに対応できる情報基盤で、以下のような機能や

効果があります。 

① 銀行の総合振込において、振込に関するさまざまな

情報（支払通知番号、請求書番号など）を受取企業

に送信することが可能となります。 

② 振込情報として請求書番号等の商取引に関する情報（商流情報）を添付す

ることが可能となり、売掛金の消込作業の効率化、経理事務負担の軽減が

期待されます。 

③ 将来的には EDI 情報の活用による新たなビジネス展開が期待されます。 

今回、この拡張された金融 EDI と商流 EDI を連携することにより、様々な 

メリットがあることをご理解いただきたいと思います。 

 

図-5.全銀 EDI システムパンフレット 5 

 

 次に、商流 EDI と金融 EDI の２つの EDI 情報が下図のように連携すること

により、今まで手間がかかっていた「買掛金消込作業」「売掛金消込作業」が自

動的に行われることが可能になります。 

 

 

5 出所：一般社団法人 全国銀行協会 

「周知用パンフレット」より 

    https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/efforts/smooth/xml/         
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          図-6.商流 EDI と金融 EDI の連携イメージ 

      （出所：平成 28 年度経営力向上・IT 基盤整備支援事業調査報告書より） 

 ※STP 化（Straight Through Processing の略：受発注から出荷・請求、決済までの一連

の作業を、標準化されたメッセージ・フォーマットで、システム間を自動的に連動させ、

人手を介さずにシームレスで行うこと 

 

 商流 EDI とは、「中小企業共通 EDI 標準仕様」では、企業間取引のうち「見

積、注文、出荷、検収、請求、支払通知」の 6 つのプロセスをその範囲としてい

ます。 

金融 EDI は、発注企業が受注企業からの請求書を基に支払いを行い、受注企

業がその入金を確認するプロセスを言います。 

 

 現状の金融 EDI（ZEDI）がない状態では、上図のような「送金指図＋EDI 情

報」のうち、EDI 情報は 20 桁に固定されて、支払いの内容について、どの請求

書に対する支払いかを特定できません。したがって、売掛金の自動突合ができず、

手間のかかる作業が残ってしまう状況です。 

１つの請求書に対して１回の支払いということであれば、その支払い対象に

対する明細はなくとも大きな問題はありませんが、現在の企業間取引において

は、月末締めの翌月末払いのような一括での支払いのパターンが多く、支払われ

た金額が複数の請求書の合計金額になります。この時、請求した金額と異なる支

払いがあった場合、受注企業側で何が原因かを特定するのに多くの手間がかか

ります。また、発注企業側も受注企業からの問い合わせに対応する手間が発生し
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ます。 

 これらの問題を解決するのが、今回の「決済・商流情報連携基盤」(図-6.参照)

です。商流情報がデジタルデータとして交換され、金融まで連携することで、発

注企業・受注企業に大きなメリットが生まれてきます。 

 また、今後の環境変化で言えば、2019 年 10 月からスタートする「軽減税率」

の仕組みがあり、2023 年からはインボイス制度※も始まる予定です。これらに

企業、特に中小企業が対応していくには、紙ベースでの運用では手間が増えて大

変難しい状況です。間近に迫る環境変化への対応として、まず、企業側で IT 化

を進めることが喫緊の課題ですが、その方向としても将来性のある技術・仕様で

進めていかなければ、結局は、行き止まりの袋小路にはまってしまいます。 

 そして、2024 年には ISDN サービス※が終了することが確定しています。今

まで、ISDN を使って行っていた大企業の EDI はここまでにシステムの置き換

えが必須になります。中小企業共通 EDI もこれらの環境変化に合わせて、大企

業との接続も考慮し、普及の施策を展開してまいります。（図-7.中小企業共通

EDI 普及計画ロードマップ参照） 

 

 

        図-7.中小企業共通 EDI 普及計画ロードマップ 

（出所：平成 28 年度経営力向上・IT 基盤整備支援事業調査報告書より） 
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３．ICT 環境もこう変わる 

①クラウドサービス※の台頭 

  従来の EDI は、発注企業も受注企業も専用のサーバを自社で管理し、受発

注データの交換を専用線で行う高価なシステム（図-8.参照：固定長 EDI）で

した。当時、多くの大企業が、こぞって採用・導入され、大企業の生産性向上

に大いに役立ったことは事実です。 

  その後、インターネット活用の浸透が進み、Web-EDI※が多数生まれ中堅企

業に普及して中小企業にも広がるかと思われました。しかし、Web-EDI で受

注する企業にとっては、それぞれの発注企業の立ち上げた「発注サイト」にア

クセスして受注データを取り込むという多画面（多システム）問題※が発生し

ました。発注企業も独自の EDI を受注企業に強制できないので、結果として、

多くの中小企業は EDI を拒否しまったという経緯があります。（図-8.EDI の

歴史参照） 

 

図-8.EDI の歴史 

 

  ただ、ここ数年クラウドサービス※が広がり、中小企業でも利用できる価格

帯で様々なアプリケーションが提供されるようになりました。このような流れ

の中で、受発注に関するクラウドサービスも提供され始め、企業が大きな投資

をせずに受発注を行える環境が揃ってきました。このようなクラウドサービス

の中には、他社の販売管理システムや会計システム等との間でデータ交換を行

えるクラウドサービスも現れて、データの再入力などの作業が無くなり「生産
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性向上」を強く打ち出した製品もあります。中小企業共通 EDI もクラウドサ

ービスとして開発されました。 

 

  下図（図-9.クラウドサービス利用状況）は、クラウドサービスの普及状況を

表したものです。導入コストも安く、月額使用料も低く抑えられたこのサービ

スは、自社にサーバを設置し、アプリケーションを開発もしくは購入する手間

も省け、さらに運用中のセキュリティ面でも安全性の高いシステムとなってい

ます。まさに、中小企業には打ってつけのサービスと言えます。 

  ただし、経営者にとって、自社の重要なデータを外部サーバに預けるところ

が唯一気がかりな点で、普及の足かせになっているようです。しかし、むしろ

自社でデータを保管しているより、外部のサーバに預けている方が災害などの

緊急事態に対して、一瞬にしてデータを喪失する等の危険が少ない BCP※対

策となることを理解すれば、中小企業に一気に広がる可能性があります。 

            図-9.クラウドサービスの利用状況６ 

 

  また、現在のクラウドサービスでは図-10.クラウドサービスの利用内訳 

のように、単にメールやデータ保管、スケジュール管理システムなどで多く活

用されていますが、今後は企業の基幹システム（購買、受注販売等）での利用

が伸びると考えられます。さらに、基幹システムを連携し、業務の効率化を図

る中小企業向けの簡易 ERP（Enterprise Resource Planning）※が市場に出て

きました。 

 

 

６出所：総務省情報通信白書平成 30 年版  

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd252140.

html） 
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  中小企業も従来の個別パッケージソフトや表計算ソフト等を単独で利用す

るのではなく、一度入力したデータを最後までつなげて、データの利活用がで

きる仕組みを利用して、大幅な生産性の向上を図ることができる環境が整い

つつあります。 

 

 

 

図-10.クラウドサービスの利用内訳 7 

 

7 出所：総務省情報通信白書平成 30 年版  

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd252140.html） 
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【トピックス１】DX と 2025 年の崖について 

 DX（デジタルトランスフォーメーション）※とは？ 

・IDC Japan 社による定義 

2016 年に IT 専門調査会社の IDC Japan は、IT プラットフォームの概念を

用いてデジタルトランスフォーメーションを定義している。  

第 1 プラットフォーム：メインフレーム/端末システム 

第 2 プラットフォーム：クライアント/サーバシステム 

第 3 プラットフォーム：クラウド・ビッグデータ/アナリティクス・ソーシャ 

ル技術・モビリティー 

IDC Japan はデジタルトランスフォーメーションを「企業が第 3 のプラット

フォーム技術を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデル、新し

い関係を通じて価値を創出し、競争上の優位性を確立すること」と定義している。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 しかし、一方、経済産業省「DX レポート」（デジタルトランスフォーメーシ

ョンに向けた研究会）によると、以下のように記載されています。 

（ http://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_servicedigital_transformation/

20180907_report.html より） 

 

今後 DX を本格的に展開していく上では、DX によりビジネスをどう変えるか

といった経営戦略の方向性を定めていくという課題もあるが、そもそも、既存シ

ステムが老朽化・複雑化・ブラックボックス化する中では、データを十分に活用

しきれず、新しいデジタル技術を導入したとしても、データの利活用・連携が限

定的であるため、その効果も限定的となってしまうという問題が指摘されてい

る。また、既存の IT システムがビジネス・プロセスに密結合していることが多

いため、既存システムの問題を解消しようとすると、ビジネス・プロセスそのも

のの刷新が必要となり、これに対する現場サイドの抵抗が大きいため、いかにこ

れを実行するかが課題となっているとの指摘もなされている。こうした中では、

既存の IT システムを巡る問題を解消しない限りは、新規ビジネスを生み出し、

かつ俊敏にビジネス・モデルを変革できない、すなわち、DX を本格的に展開す

ることは困難であると考えられる。 

また、既存システムの運用、保守に多くの資金や人材が割かれ、新たなデジタ

ル技術を活用する IT投資にリソースを振り向けることができないといった問題

も指摘されている。 

 これらの課題を克服できない場合、DX が実現できないのみでなく、2025 年

以降、最大 12 兆円／年の経済損失が生ずる可能性(2025 年の崖)があると述べて

いる。 

http://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_servicedigital_transformation/20180907_report.html
http://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_servicedigital_transformation/20180907_report.html
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４．企業間デジタルデータ連携という考え方 

 前節でご説明したように、企業間で取引データ交換をサポートするクラウド

サービスが提供され始めたことにより、中小企業の FAX 取引をデジタルデータ

取引に置き換える環境が整備されてきました。しかし、これまで提供されたデジ

タルデータ交換サービスは送信者と受信者が同じクラウドサービスを利用して

いることが前提です。異なるクラウドサービス間では取引データの交換ができ

ません。 

 またすでに多数の中小企業で利用されている業務アプリケーションはクラウ

ドサービスではなく、自社サーバで運用する一般的な形態のアプリケーション

（いわゆるオンプレミス・アプリケーション）です。これらのアプリケーション

は企業間デジタルデータ連携を想定していないため、何らかの連携用ツールを

使わないと、このままでは企業間デジタルデータ取引は実現できません。 

中小企業が業種の壁を越えて企業間デジタルデータ取引を実現するためには、

異なるベンダーが提供する業務アプリケーションやクラウドサービス間で自由

にデジタルデータ交換を実現する環境が必要です。 

中小企業共通 EDI はこのような課題を解決し、中小企業が利用できる価格で、

異なる ITベンダー製品間のデジタルデータ交換ができる環境を目指して標準化

され、実用化されました。その詳細は第Ⅲ編をご参照ください。 

 

ここ数年、製造業においては「第 4 次産業革命」という言葉が浸透し、IoT※、

ビックデータ、FinTech 等、企業間で様々なデータを連携することによるメリッ

トがクローズアップされてきました。自動的に必要なデータを収集し、RPA※や

AI※等を使って、有益なデータに処理し、それらをうまく使い廻していくことが、

生産性の向上につながるという事例が中小企業にも多く出始めています。 

 また、自社だけのデータではなく互いに協調する企業同士で「データ連携」を

行うことにより、何度も問い合わせを行うなどの煩わしさもなく、リアルタイム

で必要な情報を得る仕組みが確立し、実際に使われ始めています。 

 企業間商取引においても、企業間データ連携を基に FinTech を進めることに

より、例えば、現状の月末締めの翌月末払いのような商習慣を見直し、もっと迅

速に現金化を進めることができるようになります。とりわけ、多重下請け構造に

ある業界においては、取引先企業の資金繰りにも配慮して、サプライチェーン全

体の資金循環速度、すなわちサプライチェーン・キャッシュコンバージョンサイ

クル（SCCC）※の改善、短縮化を行うことができることが期待されます。 

 また、平成 28 年度中企庁事業「次世代企業間データ連携調査事業」において

は、PO（Purchase Order）ファイナンス→（トピックス 2 参照）の可能性について

検討がされました。これは、受発注のデータを第三者機関が確認できる仕組みに
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より、受注企業が生産活動のための資源調達を行う資金を融資する制度です。 

 

 このような「第 4 次産業革命」における「次世代の IT 活用」は多様なネット

ワークが相互に接続してデータを交換する世界となることが予想されています。

この中で現状のサプライチェーンを接続する企業間取引ネットワークは業界間

の接続もできず、中小企業は FAX 取引が続いており、このままの状態では「第

4 次産業革命」への移行は困難です。中小企業共通 EDI を中小企業間取引だけ

でなく、大企業と中小企業の取引にも活用していただき、わが国の「サプライチ

ェーン生産性向上」実現のための汎用的な産業基盤（プラットフォーム）として

活用していただくことを期待しています。 

 

 

【トピックス２】POファイナンス（POF）について 

  これまで中小企業においては、商取引における以下のような財務上の課題

が存在した。 

■資金繰りの問題 

・大口受注をした際に原材料、部品などの調達資金が増加し、手元現金で賄え

ないケースの資金繰り問題。 

・納品前の受注債権を担保とするスキームが存在しないことによる資金調達

の問題。 

一方で中小企業に融資を行う金融機関においても、受注段階での注文書

（Purchase Order）に基づく融資には以下の様なリスク管理の問題があるた

め、現実的に融資を拡大していくことが困難な状況にある。 

■融資リスク管理の問題 

・融資の対象となる受発注の実在性および帰属性の確認が困難 

・納品リスクへの対応が困難 

POF は、こうした中小企業における資金繰りの問題および金融機関におけ

る融資リスク管理の問題を解決出来る新たな金融サービスとなる。 

平成２８年度中小企業庁事業において、新たに中小企業共通 EDI と POF と

のデータ連携を実現し、EDI による確証性の高い注文情報に基づいた受発注

時点での電子記録債権の発生と、これを担保とした融資および融資金回収の仕

組みを検討し、実証検証において「データの連携」を行い、POF の可能性を

示すことができた。 
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Ⅲ．中小企業の企業間取引の生産性を上げよう 

 

・中小企業の企業間取引の現状を簡単に表現すると以下の図-11.のようになりま

す。 

 

図-11.「中小企業」の企業間取引の現状 

 

つまり、発注企業側（大企業、中小企業問わず）は、自社に購買システムがあ

っても発注先の IT 環境や受入れ体制によって、FAX や郵送から電子メール、

Web-EDI までいろいろな形式で発注情報を渡すことになり、受注企業側として

も同様に、様々なパターンでの取込みをしなければなりません。これにより、発

注情報がデジタル化されたものでも受注側では、結局、アナログの情報で受け取

ることになり、自社のシステムにはデータを手入力せざるを得ず、せっかくのデ

ジタルデータを活かすことができず、生産性を大きく損なうことになります。 

しかし、労働人口減少はここ数年で加速度的に中小企業の経営に深刻な影響

を及ぼし始めています。今までは、FAX で届いた注文情報を自社のシステムに

手入力する仕事も社内業務の初めの一歩として重要視され、残業をしてでも、行

うべきことと、当たり前のように認識されてきました。しかし、昨今は、人手不

で人材の確保も難しく、また、IT を導入すれば、正確かつ迅速に取引の自動処
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理ができることから、大企業だけでなく中小企業においても、このような単に

「間違いなくデータをコンピュータシステムに登録する」という「単純で生産性

の低い仕事」に時間を割くことは許されなくなってきています。 

 

さらに、中小企業の生産性を著しく低下させている「企業間取引」の課題とし

ては、「納品⇒検収」後の「支払い⇒入金確認」の決済業務においても発生して

います。 

下図(図-12.中小企業決済業務)にありますように、中小企業のまだ半数以上は、

振込を銀行の窓口もしくは ATM で行っています。最近では、インターネットバ

ンキングが増えてきましたが、まだ現金を扱っているケースが多く見られます。

また、一方、これを受け取った受注企業においても、どこの企業からのどの請求

分の入金であるのかを確認する「入金消込業務」にかかる月間の平均時間は、半

数以上の中小企業で、月に 5 時間以上 20 時間から 50 時間という企業が多いこ

とが実情です。 

これらの作業時間を占める理由の主な原因は、請求した金額と入金の金額が

合わずに、何が違うのか詳細情報を紙・FAX などを目視して、ひとつひとつ、

確認しているためです。発注企業側も受注企業からの問合せに応え、やり取りす

る手間も、ここには生じます。 

 

 

             図-12. 中小企業の決済業務 
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このように、仕事のスタートで発生する情報が「アナログ」か「デジタル」か、

また、「自社システムに自動で取り込める形式か、否か？」によって、この後の

業務効率が大きく異なってくることに、まず経営者が気づく必要があります。 

日々発生するこのような業務フローの違いが積み重なり、生産効率の悪化と

なることを認識・理解して、その改善に取り組むことが「生産性の向上」ひいて

は「人材不足」を補うことにつながっていくことになります。 

 

１．発注企業はこう考えましょう 

 発注企業が商取引の効率化（IT 化）を進める場合の課題としては大きく以下

の 3 点が挙げられます。 

① 自社で IT 化を進めても相手企業（受注側）が対応を拒み、紙・FAX での

取引を要望する。結果的に様々な発注方式（EDI、FAX、メール、郵送、

電話等）を行うため、手間が多く EDI 導入の費用対効果がよく見えない。 

② 従来の EDI システムは発注側が独自の仕様でカスタマイズをベンダー企

業に依頼するため、その費用が高額になり、開発期間も長くなる。 

③ 自社の基幹システム（購買システムや生産管理システム）と EDI の連携も

独自の方法で行うため、開発の費用がかかる。 

 

基本的に、システム化に際しては、多数の受注企業との調整作業があります。

しかし、受注企業側にも多くのメリットのある方法を提案して、相互の生産性 

が向上することをご理解していただくことが重要になります。つまり、各社が自

社の都合だけで受発注の方式を主張するのでなく、皆がなるべく負担の少ない

仕組みに変えて行くことを合意すれば、ともにメリットが生まれてきます。 

また、IT 投資も従来の独自仕様の EDI と異なり、クラウドサービス型の中小

企業共通 EDI は、ハードを買い揃える必要もなく、セキュリティなどを含む維

持管理費用も月額になり、費用負担は少なくなります。 

  

２．受注企業としては 

 受注企業が企業間取引の効率化を考える場合、課題となることをまとめると

以下のようになります。 

① 発注企業からの注文の方法が異なる（EDI、FAX、メール、郵送、電話等）

ため、それぞれの方法で対応する必要がある。（多画面問題も含む） 

② 自社のシステム（販売管理システム、表計算ソフト等）にデータを入力す

るために、全て一度印刷を行い、手入力を行っている。そのための手間が

かかり、ミスも起こる。 

③ 全てが電子データになっていないので、取引データの保管や検索などに時
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間をとられていて、入金消込などに多大な時間を要する。 

たとえ、ある発注企業から「EDI 化」を持ちかけられても、その 1 社のため 

だけに、IT 化を進めることはできません。すべての発注企業が同じ方式で発注

して、受注企業として、ほぼ 1 つのパターンでデータを扱えることが約束され

れば、受注企業としても積極的に取り組むことができます。つまり、サプライチ

ェーンを俯瞰し、取り組むことができれば、実現性が高まると言えるでしょう。 

 

３．生産性を向上させるための考え方 

 以上のように、発注企業も受注企業も企業間取引において、多くの課題を抱え

ています。現状では、これらを解決するはずの IT 化（EDI 導入）もシステムと

して一本化できないために、大幅な生産性向上につながっていないことが実情

です。しかし、たとえシステムが同じものでないとしても、データの互換性が保

証されれば、解決方法はあります。 

最近、「エコシステム※」という考え方が現れてきました。これは、業務アプ

リやサービスを提供するベンダー企業各社が、製品の連携やつながりによって

成り立つ全体の大きなシステムを形成する状態を「エコシステム」と表現してい

るようです。 

エコシステムを IT の技術面で見ると、各社の製品からのデータ出力と入力が

一定の標準化により連携して、全体の IT システムとして稼働する様子を指しま

す。つまり、従来の業務アプリ・サービスは利用している企業の中だけで閉じた

仕組みでしたが、これからは、このように企業間でデータの連携が図れる仕組み

になっていきます。対応するベンダー各社も「協調領域」と「競争領域」を上手

に区分けして、自社利益のためだけに、自社のプラットフォームにユーザーを縛

り付けるのでなく、他社の業務アプリやサービスとも連携する仕掛けを準備し

て、相互連携を図り、社会全体の生産性向上を実現する「エコシステム」を目指

すことが重要になってくると思われます。 
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Ⅳ．決済・商流情報連携の活用による解決策 

１．データ連携による生産性向上の事例 

 ここでは、実際に FAX での受発注を行っていた企業 A 社の事例をご紹介しま

す。自社の困りごとを共通 EDI の導入により、大幅に生産性の向上が図れた事

例です。 

 

【A 社の困りごと】 

 ・注文は全て表計算ソフトの注文書に記入して、印刷し、FAX で送っていた。

注文内容は表計算ソフトで管理しているので、社内でデータの共有になって

いない。 

・受注側も FAX を受信して業務アプリに注文内容を手入力していたが、手間 

がかかる上に入力ミスなどもある。 

 

【発注企業と受注企業のビフォー・アフター】 

図-13.導入事例 
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【導入効果】 

① 定量的な効果 

発注企業の 1 つの発注作業が 230 秒から 120 秒になり、48％の削減とな

りました。また受注企業にとっても平均 310 秒の仕事が 210 秒になり、32％

の削減効果がありました。 

② 定性的な効果 

発注企業で入力したデータがそのまま受注企業に渡されるため、何度もデ

ータを入力する手間が省け、同時に入力ミスが無くなりました。また、登録

されたデータは、条件によって検索して、再利用などもでき新たな価値を生

み出すことになりました。また、今回 EDI 導入に際して、自社の業務フロー

を見直して、不必要な作業（発注書類のファイリング等）を洗い出し、工程

を簡略化することによる効果もありました。 

 

２．金融 EDI（ZEDI）との連携、その効果 

 商取引が今までは紙ベースの作業であるため、データの再利用に関しては、あ

まり検討されないままでしたが、「納品」⇒「検収」にもこの詳細データを付け

ることにより、ZEDI との連携が図れるようになりました。 

 ZEDI の拡充された EDI 領域にこの取引の詳細情報を添付することにより、

従来、手間のかかっていた、売掛金消込の自動化が可能になります。平成 29 年

度「中小企業・小規模規模事業者決済情報管理支援事業」の実証結果によれば、

平均で 55.4%の業務時間削減効果があることが明らかになりました。これによ

り、いわゆる「違算問題※」の原因もすぐに特定され、素早いトラブルの回避が

可能になります。 

決済業務における発注企業・受注企業別の業務時間削減効果 

モデルプロジェクト名 発注企業 受注企業 

北海道モデル PJ 72.7% 33.0% 

豊田・静岡モデル PJ 46.7% 76.7% 

ERP モデル PJ 28.8% 70.5% 

岐阜モデル PJ 84.6% 41.6% 

全体平均 58.2% 55.4% 

 

 このように発注から納品、支払いまでがスムースに流れることになれば、サプ

ライチェーンでは、企業間の業務フローがすべて見える化されて、どこで滞留が

起こっているかも自ずと見えてきます。これにより、トラブルが起こりそうな業

務に関して、事前に手を打つことも可能になります。 
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 さらに、受発注データがデジタルデータとして蓄積されることにより、そのデ

ータを様々な角度で分析することができ、例えば、商品の売れ筋なども予想する

ことができます。このように受発注データをデジタル化することにより、単に生

産性の向上のみならず、様々な付加価値を生むビックデータにすることが可能

です。 

  

３．データの標準化（国連 CEFACT 標準）について 

 企業間データ連携において、きわめて重要な要素は、交換するデータの標準化

になります。しかし、すでに業界ごとに標準を策定している場合、これを１つに

統一するのは大変難しいことです。そこで、中小企業共通 EDI 標準は、国際取

引の世界的な簡素化をおこなうために、手続きおよび情報の流れの簡素化、統一

化を推進している国際標準である国連 CEFACT 標準→（【トピックス３】参照）に

準拠することとして、現在、策定されています。 

 

国連 CEFACT の我が国の窓口組織は、国連 CEFACT 日本委員会であり国連

CEFACT-EDI標準については同委員会の傘下にある一般社団法人サプライチェ

ーン情報基盤研究会(以下「SIPS」という)が管理しています。 

 SIPS は、国連 CEFACT 標準準拠の業界横断 EDI 仕様、およびここに含まれ

る EDI メッセージ仕様を一元的に登録管理しています。SIPS は EDI メッセー

ジ仕様を業種別のドメイン（領域）に分割し、ドメインごとの管理組織が策定し

登録申請した EDI メッセージ仕様を審査して登録しています。 

中小企業共通 EDI メッセージ仕様は、SIPS の中小企業共通 EDI ドメインに

所属し策定されています。 

 

一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会（SIPS） 

 http://www.caos-a.co.jp/SIPS/ 

 

IT ベンダーが提供する業務アプリケーションやクラウドサービスは、各ベン

ダーのポリシーで独自の仕様が決められており、このまま相互にデータ交換し

ても理解できません。中小企業共通 EDI はこの問題を解決するために、中小企

業共通 EDI プロバイダを経由してデータ交換する構成としています。ユーザー

は発注企業、受注企業のいずれも中小企業共通 EDI プロバイダを経由して相互

に接続します。 

発注企業固有の送信データは国連 CEFACT 準拠メッセージに変換され、中小

企業共通 EDI プロバイダへ送信されます。中小企業共通 EDI プロバイダは受注

企業が受け取れる仕様へ再変換して受注企業へ送信します。 

http://www.caos-a.co.jp/SIPS/
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このように発注企業、受注企業の固有のメッセージを国連 CEFACT メッセー

ジに対応付けする作業をマッピングといいます。中小企業共通 EDI はユーザー

が容易にマッピングをできるようにするためのマッピング機能を提供していま

す。 

これにより、他の業界標準も国連 CEFACT に準拠するようにマッピングを行

っていただければ、業界の垣根を越えてデータ交換の検討が可能になります。た

だ、他の業界標準はまだ、国連 CEFACT にマッピングされたものが少なく、今

後の各団体の対応が待たれるところです。 

 

４．データが繋がるということ 

中小企業共通 EDI 標準は、異なる IT ベンダー製の業務アプリ間で EDI によ

るデータ交換ができる相互連携性※を重要な要件と位置付けています。これを実

現するためには、業務アプリに対する情報項目※の実装に何らかの規定が必要に

なります。 

異なる IT ベンダー製の業務アプリ間の相互連携性の考えを図-14.に示します。 

 

図-14.情報項目の連携 

 

業務アプリは、業種ごとに異なる仕様で開発されており、実装されている情報

項目も多様です。図-14.に示しましたように、実装必須項目は全ての業務アプリ

で実装していただき、非実装の項目に関しては、授受できないことを確認する必

要があります。また、間で変換作業を担うプロバイダに関しては、全ての情報項

目を実装することが必須条件となります。 

業務アプリで利用できる情報項目がすべて同じであれば事前協議の必要はな

くなり、接続先の業務アプリを意識することなく EDI によるデータ交換が可能

になります。これは、中小企業共通 EDI の大きな特徴の１つです。 
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【トピックス３】国連 CEFACT（セファクト）とは 

 国連 CEFACT（貿易円滑化と電子ビジネスのための国連センター）は､国連地

域経済委員会の一つである国連欧州経済委員会（UNECE）の下部機関として位

置しています。国連欧州経済委員会は､貿易含む経済問題と社会問題等を担当す

る､上部機関である国連経済社会理事会（ECOSOC）の下にあり､各国の政府と

専門家レベルで緊密な連携を有しています (我が国は、アジア太平洋経済社会委

員会（UNESCAP）に属しているが、欧州経済委員会の域外メンバーとして正規

メンバーと同様の立場で参画している)。 

  国連 CEFACT には､国連加盟国､政府間機関､分野別･業界別の機関･組織･団

体等からの参加が可能で、勧告および国際標準の作成に関し、関係各機関・組織

等が積極的に貢献することを奨励かつ要請しています｡ 

 国連 CEFACT への民間団体の参加や､各認定ドメインへのボランタリー・ベ

ースでの技術専門家の参加は､国連 CEFACT のユニークな特徴であり､民間ビ

ジネス組織･団体と公共機関との間の新たな協調的関係を形成しています｡ 

 国連CEFACTの使命は､｢先進国､途上国､また移行経済圏における､ビジネス､

貿易､行政の各組織・機関の機能･能力改善を進めるため､製品や関連サービスの

やりとりを効果的に行えるようにし､世界の商取引の成長に貢献すること。｣と

され､また､その活動の目標を｢手続および情報の流れの簡素化、統一化を通じて､

国際取引の世界的な簡素化を行うこと｡｣としています｡ 

 1999 年には､国連 CEFACT の新ビジョンとして｢グローバルな商取引のため

の､簡素で透明かつ効果的なプロセス（Simple, transparent and effective 

proceses for global commerce）｣を公表し、活動の重点は、国際貿易および国内

取引に関わるビジネスプロセス、業務手続・手順、あるいは取引情報のフローを

極力、簡素で整流化されたものにして、国際貿易および国内取引の円滑化を実現

し、国際商業活動の持続的発展を図ることとしています。 

 

（一般財団法人 日本貿易関係手続簡易化協会 JASTPRO ホームページよ

り http://www.jastpro.org/un/index.html ） 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jastpro.org/un/index.html
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Ⅴ．決済・商流情報連携を活用するために企業がまず行うこと 

 企業間商取引は、発注企業か受注企業かで EDI を進める上で、大きく立場が

異なります。しかし、企業においては、発注者であると同時に受注者でもありま

す。特に中小企業共通 EDI においては、Web-EDI のように一方通行の仕組みで

はなく、発注者・受注者どちらでも１つのシステムで対応できることが特徴です。

当初は受注者として共通 EDI に参加して、これが便利と判断すれば、発注企業

として登録することで、同じ環境にいる他の企業に対して発注もできるように

なります。 

 ここでは「発注者の立場」で EDI 導入を実施する場合に、経営者、EDI 導入

推進者、業務担当者それぞれの立場で考え、行動することを整理します。 

 

1. 経営者の立場で行うこと 

今まで述べたように、経営者が、特に商取引における課題を解決するために共

通 EDI を導入することを決断した場合、全体を概観すると以下のような作業が

あります。これらの作業は経営者が行うのではありませんが、それぞれの STEP

で、業務担当者やシステム担当者から報告を受けて、次の STEP に進むかの判

断を行います。特に「事前調査段階」での経営者の取り組みが大切です。 

図-15.EDI 導入フロー 
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各 STEP で行う作業を簡単に示します。 

 

STEP1 自社の取引業務フローの確認 

・引き合い、見積から受注、仕入れ、生産、在庫管理、納品、請求

までの一連の業務フローを書き出す。この流れの中でボトルネッ

クになっている部分（課題）を確認する。 

STEP2 自社の IT 環境の確認 

・上記の業務に関連する導入済みのアプリケーション等の IT 環境

を確認する。 

・STEP1 及び STEP２を通じて、この時点で経営者がプロジェク

トの実施を決断する。（ただし、全ての取引プロセスの EDI 化を

一挙に進めるのではなく、最も EDI 導入効果の大きい取引プロ

セスから着手することが重要。） 

STEP3 取引の多い発注先企業の調査 

・発注数の多い企業を選び出し、現状の発注方法を確認する。お互

いに作業の手間が多くかかっている企業を知る。 

【発注先企業との調整作業】 

・選んだ企業に対して、現状の発注方法で困っていることなどを聞 

き出し、手間が減る仕組みを具体的に提案する。 

→以下のステップは注文情報の EDI が定着してから取り組む第 2

弾として計画する。 

・支払い、入金に関する詳細情報を ZEDI で渡す方法の確認 

・発注先の IT 環境なども考慮して、ともに売掛金消込作業の省力 

ができるアプリケーションの検討などデータ連携のメリットを

共同で検討し、サプライチェーン全体の競争力アップを図る。 

STEP4 EDI 導入計画策定（費用・スケジュール検討）  

⇒費用対効果、導入コスト・期間を詳細に検討 

STEP5 製品・サービスの選定 

⇒ZEDI 対応、その他データ連携の確認 

STEP6 EDI 導入（試用→実運用） 

STEP7 モニタリング（導入効果を検証する） 

STEP8 取引先の拡大 
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  これらの STEP は「システム活用ガイドブック（支援者編）」における「中 

小企業共通 EDI 導入におけるフェーズ」との関連は以下のようになります。 

 

 ・STEP1、STEP2 ⇒ 「導入検討フェーズ」 

 ・STEP3、STEP4 ⇒ 「要件定義フェーズ」 

 ・STEP5、STEP6 ⇒ 「調達・導入フェーズ」 

 ・STEP7、STEP8 ⇒ 「運用・評価・改善フェーズ」 

 

STEP2.の時点で経営者はプロジェクトを立ち上げるか否かの判断を行い、

社内にプロジェクトの立上げを周知し、トップダウンプロジェクトであるこ

とを宣言します。 

そして、上記の作業を実行できる「EDI 導入推進者」を任命します。社内 

 に適切な人材がいない場合には、社外のコンサルタントを支援者として依頼

することになります。 

 なお、中小企業共通 EDI 導入支援者は、現在まだ多くはありませんが、「つ

なぐ IT コンソーシアム」の問合せ窓口がありますので、こちらにご相談くだ

さい。今後、支援者を計画的に増やしていく予定です。 

 また、中小企業共通 EDI に対応したプロバイダやアプリケーション、サー

ビスも徐々に増えてきました。これらの情報も順次以下のホームページで公開

する予定です。 

つなぐ IT コンソーシアムのホームページは以下をご参照ください。 

https://tsunagu-it.com/cons/ 

 

2. EDI 導入推進者が行うこと 

経営者から指名された「EDI 導入推進者」は既述の STEP1～8 を具体化 

 することになります。以下の作業は社内に適任者がいない場合は、外部のコン

サルタントにとりまとめを依頼することになります。 

なお、この時点ではSTEP1及びSTEP2は終了していることになりますが、

導入推進者として、再度、確認・整理し、誰にでも理解できるように「見える

化」を行い、次の STEP にスムースに移行できるように準備することが重要

です。 

 

（STEP1．自社の現状把握） 

企業間取引は、取引のフェーズ毎に、自社及び相手先でも関係者が変わり、 

取引全般を理解している人も少ないため、フェーズ毎に主要な担当者から 

話を聞く必要があります。 

https://tsunagu-it.com/cons/
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 ・どこの作業で一番時間がかかっているか？ 

 ・手戻りやミスが発生する工程はどこにあるか？ 

  などを確認して、特にデータの流れを中心にとらえ、以下のような調査を行

う必要があります。 

・似たようなデータを何度も別のシステムに入力しているケースがないか？ 

・デジタル化されたデータを再び紙などのアナログデータにしていないか？ 

 等をポイントにヒアリングし、業務フローを書きだすことで課題の「見える 

化」を行います。 

業務フローのサンプルを図-16．業務フロー（例）に示します。形式は特にあ

りませんが、関係者で共有する時に図で示すと分かり易いでしょう。（RFP

※の資料にもなります。） 
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図-16.業務フロー（例） 

 

（STEP2.自社の IT 環境の確認） 

現状で、部門ごともしくは担当者ごとで使用している業務アプリ（表計算 

ソフト）があれば、それをすべて書き出して、それらの関連性を図解します。 

また、業務アプリを使用する担当者が共同で使用しているか、1 人の担当者

が個人的に使用しているかを確認します。 

 よくあるケースでは、与えられた業務アプリでは管理・整理できない情報

を、別途、表計算ソフト等で個人的に整理し、管理しているケースがありま

す。このような個人利用のアプリは、担当者が変わった時に引き継がれず、

また、引き継がれたとしても、引き継いだ社員にとってはブラックボックス

的な存在になってしまうため、新たな情報が付加された場合など、使えなく

なってしまうことが多くあります。 

 このような状況を避けるためにも、個人的に使用しているツールを見つけ

出し、汎用的なシステムに取り込む必要があるか判断が必要になります。 

 また、同じアプリを複数の担当者に使用してもらうように準備しても、担

当者の IT リテラシー（情報機器を扱うための基本的な能力）によっては、

十分使いこなせていない場合もあります。このようなケースでは、内部での

教育・研修が必要になりますが、中小企業では往々にして、教育が行き届か

ず、せっかくのシステムが一部しか使われない状況があります。この点につ

いても注意が必要になります。 
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（STEP3.取引先の調査及び調整作業について） 

企業間での商取引を IT 化する際に、特に難しいのは、取引先との調整で 

す。発注先が多数ある場合は、特に発注量の多い上位 3~4 社を対象に調査を

スタートさせることになります。この調整作業は、EDI 導入推進者だけでは

なく、経営者が率先して行動することが重要になります。 

 

平成 30 年 12 月 28 日に経済産業省から下請中小企業振興法に基づく新  

たな振興基準が発表されました。その「第３ 下請事業者の施設又は設備の

導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項」の「５）情報化への積極

的対応」の中で、以下の記述があります。 

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

（３）親事業者は、下請事業者に対し電子受発注等を行う場合には次の事項に配

慮するものとする。 

①電子受発注等を行うか否かの決定に当たっては、下請事業者の自主的判断

を十分尊重することとし、これに応じないことを理由として、不当に取引

の条件又は実施について不利な取扱いをしないこと。 

② 下請事業者に対し、正当な理由なく、自己の指定するコンピュータその

他の機器又はソフトウェア等の購入又は使用を求めないこと。 

③ 下請事業者に対する電子受発注等に係る指導等の際、併せてその経営、 

財務等の情報を把握すること等により、その経営の自主性を侵さないこ

と。 

④ 自己が負担すべき費用を下請事業者に負担させないこと。 

⑤ 下請事業者が不測の不利益を被ることがないよう、両事業者間の費用分

担、取引条件等について、事前に基本契約書又はこれに準ずる文書によ

り明確に定めておくこと。 

⑥ その他政府により定められている電子受発注等についての指針を遵守す

ること。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 つまり、自社と同じシステムの利用を強制できませんので、受注企業にと

ってもメリットが大きいことを訴え、一緒に取引の改革を進めることを提案

する形が望ましいと言えます。 

 ここでのポイントは相手先企業の受発注における困りごとを把握して、そ

の改善策を一緒に提案することです。これは相手先企業と良好な関係を築い

ていることが第一の条件ですが、社外のコーディネータに調査を依頼するケ

ースが多くなります。 

提案の内容としては、例えば、従来 FAX で届いていたものが、CSV ファ
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イル※で受注企業のパソコンに取り込める形にして、そのデータが大きな変

更をせずにそのまま自社の販売システムに取り込める形にできれば、大きな

負担にもならず、一挙に作業効率がアップすることなどが挙げられます。 

そのためにも相手先企業がどのようなシステムを使っているのか、どのよ

うな手順で販売管理を行っているか知る必要があります。 

 多くの中小企業の場合は、発注者・受注者が固定しているのではなく、互

いに横請けしているケースがありますので、発注側・受注側が同等であれば、

さらに説明がしやすいと思います。 

 

 具体的な調整作業の中で EDI 導入推進者が注意することは、交換する情

報項目の擦り合わせです。自社で必須の情報項目は必ずしも相手先企業にと

っての必須情報項目ではありません。この場合、どこまでの情報を交換する

のかを決めなければなりません。 

 互いに情報が欠落する場合、そのデータをどこで維持・保管しておくかな

どを決めておく必要があります。 

 特に注意するのは、ZEDI 連携において、取引の詳細情報をどのように受

け渡すかを決めておかないと自社にデータを取り込んだ時に、消込用アプ 

  リの機能が使えなくなります。現状では、ZEDI に追加された詳細データを

消込する業務アプリ（中小企業共通 EDI 対応製品）はまだ具体的にありま

せんので、ベンダー各社の業務アプリの仕様対応を待つことになります。 

   今後出てくる新しい業務アプリの情報は、適宜「つなぐ IT コンソーシア

ム」のホームページにアップしていく予定です。 

         https://tsunagu-it.com/cons/ 

  

（STEP4. EDI 導入計画策定）「費用・スケジュール検討」 

  上記の STEP を踏まえて、EDI 導入計画を作成します。どの範囲の相手先

企業と行うか、費用とスケジュール、課題などをまとめます。この段階までに

相手先企業との面談も含め、概ね 1～2 か月間はかかります。（相手先企業の

数や交換するデータの内容により、若干前後します。） 

  そして、実行に移すか否かを相手先企業の経営者も含めて判断していただ

くことになります。 

 

（STEP5. 製品・サービスの選定） 

  自社の業種（製造業、小売業、卸、・・）に適した共通 EDI プロバイダや業

務アプリ（クラウドシステム、オンプレミス）を「つなぐ IT コンソーシアム」

のホームページなどからいくつか選定し、導入計画でまとめた RFP を提示し

https://tsunagu-it.com/cons/
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て、該当するベンダー企業からの提案を受け付け、最適な提案を選定します。

この流れは、一般の IT 化と同様です。ただし、受注企業(発注先企業)が既に

導入しているアプリがあれば、そのアプリが共通 EDI に対応しているか確認

することになります。これが、共通 EDI 導入における特徴です。 

  異なるベンダー企業のアプリ同士のデータ連携がポイントであることは、

本ガイドブックで伝えたいことの 1 つになります。 

 

 （STEP6. EDI 導入）「試用→実運用」 

  ここでは、対象となる相手先企業数社と実際に連携する情報項目の擦り合

わせや使用するプロバイダとの情報連携方法を確認し、それぞれの企業で使

用する業務アプリやサービスとの連携を確認する作業が中心になります。 

  ここでは、全てがデジタルデータの交換にならない場合も想定します。納品

書や請求書の印刷機能なども十分使用に耐えるか確認が必要です。特に、バー

コードや QR コード※を納品書に印刷する場合は注意が必要です。 

  

（STEP7. モニタリング）「導入効果を検証する」 

  導入の効果については、初めにヒアリングを行って、掴んだ「手間のかかる

工程」の実時間や手戻り、ミスの発生頻度など重要な要素を計画段階で確認し

て、目指すべき状態を KPI※として設定しておきます。 

  EDI 導入後にそれらの値が当初予定と比較してどのようになっているかを

確認して、目標に達していない場合には、その要因を確認することになります。 

  また、重要なのは、相手先企業の導入効果の確認です。こちらも当初に立て

た計画通りに「生産性向上効果」が見られたかを確認します。良い結果が出れ

ば、STEP9 の取引先拡大の大きな力になります。 

   

 （STEP8. 取引先の拡大） 

始めに EDI 取引を実行した相手先企業の生産性向上効果を見える化して、

また、当該企業の経営者からのコメントをいただいて、取引先を拡大するこ

とが、サプライチェーン全体の効率化につながります。 
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３．業務担当者が行うこと 

一方、業務担当者は「EDI 導入推進者」の要請を受けて、毎日の作業について

正確に伝えることが重要です。前述の STEP で言うと１～３に該当する部分に

なります。 

ヒアリングの際の確認事項をまとめると次のようになります。 

① 発注情報をどのように得ているか？ 

→基幹システム(仕入・在庫管理システム等)からデータを入手 

→紙で指示書が届く…等 

② そのデータから作成する注文書はどのように作成しているか？ 

→仕入・在庫管理システム等から作成 

→社内であらかじめ作成した書類に手で書き込む 

→表計算ソフトで発注書を作成・管理している…等 

③ 注文書を取引先にどのように送っているか？ 

→FAX で送信している 

→メールに添付して送っている 

→郵送している…など 

④ 送り先は何社あるのか？（送り先ごとに送り方は違うのか？） 

⑤ 月間の注文数はどれくらいあるのか？（取引数の多い順に整理） 

⑥ 注文請書は返ってくるのか？（また、その方法は？） 

⑦ 発注作業にかかる時間は月間でどれくらいになるのか？ 

    

 また、業務担当者として 

 現状の発注方法に関してムダと思える作業はあるのか？ 

 個人的に工夫していることは何か？例えば、自作の表計算ソフトなど

があるのか？ 

 本業務担当者は複数名いるのか？ 

 業務が滞るケースはないか？ 

 

などを EDI 導入推進者に正しく伝えることが重要です。 
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４．共通 EDI、ZEDI 導入のためのチェックリスト  

 中小企業共通 EDI やＺEDI を活用することで自社の生産性向上が図れる企業

か、否かの度合いを判断することができます。以下に基本的な質問を用意しまし

た。 

 

① IT 経営の成熟度の観点 

 ・自社 

   受発注業務の多数は紙・FAX で行っている ｙｅｓ    no 

PC を使える環境にある         ｙｅｓ    no 

   基幹業務アプリが導入されている    ｙｅｓ    no 

 ・主要相手先企業（２～３社の状況）     

   受発注業務の多数は紙・FAX で行っている ｙｅｓ    no 

全員が PC を使える環境にある        ｙｅｓ    no 

     基幹業務アプリが導入されている    ｙｅｓ    no 

  

② 受発注の月間数量 

・取引相手の数 

・バイヤーとして発注先企業数      社 

・サプライヤーとして顧客数       社 

・Web-EDI で    発注数        受注数      

・メールで何件  発注数        受注数      

・FAX で何件  発注数      受注数      

・郵送で何件  発注数      受注数      

 

③ 受発注業務に携わっている担当者の数と平均工数 

・受注作業        人     時間／月 

・発注作業        人   時間／月 

 

④ 売掛金、買掛金の消込作業の平均工数 

・売掛金消込作業     人      時間／月 

・買掛金消込作業     人   時間／月 

 

⑤ 受発注時のミス（誤発注）の発生頻度は？           回／月 

 

⑥ 請求・支払い時の違算問題の発生頻度は？        社／月 
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上記の質問の結果を基に、EDI 導入による生産性向上効果が読み取れます。 

 分類しますと以下のようなパターンになると思います。 

 

１． すぐに共通 EDI を導入すべき企業 

２． 相手先との調整を行う必要がある企業（取引先のメリットを共に考える） 

３． まず、自社の IT 化を進める必要がある企業 

４． 自社のメリット（生産性向上、高付加価値化）を確認 

５． EDI 化は不要な企業 

 

 これらの判断をするためにも、まずは、以下の情報提供サイトや各団体の相

談窓口にご連絡ください。 

 

 ・つなぐ IT コンソーシアム    

  https://tsunagu-it.com/cons/ 

 

 ・IT コーディネータ協会   

https://www.itc.or.jp/ 

 

 

また、必要に応じてミラサポ専門家派遣制度などの無料相談支援制度も活用

できます。 

以下のサイトでご確認ください。 

 

 ・中小企業基盤整備機構 よろず支援拠点 

      https://yorozu.smrj.go.jp/ 

 

 ・ミラサポ専門家派遣制度 

       https://www.mirasapo.jp 

   

 

 

 

 

 

 

https://tsunagu-it.com/cons/
https://www.itc.or.jp/
https://yorozu.smrj.go.jp/
https://www.mirasapo.jp/
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Ⅵ.ＦＡＱ 

 企業に中小企業共通 EDI、ZEDI を導入する際に、企業経営者や企業の EDI

導入推進者などから、よく質問を受けることを FAQ 形式で以下に取りまとめま

した。その回答例も付記します。 

質問内容は、分かり易く、企業が EDI を導入検討から、決定、実施・運用す

るまでをフェーズ毎に集めていますので、参考としてご活用ください。 

 

（１）導入検討フェーズの質問 

質問１：中小企業共通 EDI と ZEDI について興味がありますが、どこに相談し

たらよいでしょうか？ 

(答え)平成２８年度の中小企業庁事業に参加したベンダー企業が中心になって 

集まったコンソーシアム（つなぐ IT コンソーシアム）、並びに中小企業共 

通 EDI 標準の策定・管理を行っている IT コーディネータ協会があります。 

これらの団体の情報は、次のサイトをご覧ください。 

〇つなぐ IT コンソーシアム  URL：https://tsunagu-it.com/cons/ 

 〇IT コーディネータ協会   URL：https://www.itc.or.jp/ 

   

質問 2：従来の Web-EDI と中小企業共通 EDI の違いは何ですか？ 

(答え)一般的な Web-EDI は、発注企業が専用のサイトを立ち上げて、受注企業

がそのサイトにアクセスすることによって、受注情報（製品名、発注数、金

額、納期、納品場所等）を確認し、その中で納期回答などを行い、受注した

ものに関しての必要な情報をダウンロードすることになります。 

つまり、発注者 1 社に対して受注企業（複数社）が接続する形式（1 対 N）

で、受注企業は、取引先企業の数だけ個別のサイトにアクセスすることにな

ります（いわゆる多画面問題が生じます）。 

一方、共通 EDI は受注企業と発注企業が対等の立場になり、間に立つ共

通 EDI プロバイダがデータの送受信を行うため、１つの画面で複数の発注

企業と取引ができるようになります。また、受注企業、発注企業が異なるベ

ンダーの業務アプリを使ってもデータの連携が可能になります。つまり、メ

ールのようにやり取りができる特長があります。そして、中小企業共通 EDI

プロバイダと接続すれば、新しい取引先（顧客、仕入先）が共通 EDI ユー

ザーであれば、中小企業共通 EDI プロバイダへ接続登録を行うことにより

EDI 取引を開始することができます。 

 

質問 3：中小企業共通 EDI を導入するための費用はどれくらいになりますか？ 

(答え) 現在、中小企業共通 EDI に対応したサービスを提供している企業はま

https://tsunagu-it.com/cons/
https://www.itc.or.jp/
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だ少数ですが、既存のシステム（例えば、生産管理システム）に EDI を機

能として追加することを行っています。したがって、EDI 機能としては月

額 3,000 円前後の費用で使用できるようです。また、受注企業は無料で「受

注」ができ、「発注」業務を行うときに課金されるという方式の製品があり

ます。詳細は各社のＨＰをご覧ください。 

 

質問 4：現在の商取引をすぐに中小企業共通 EDI で行うのは難しいと思います 

FAX との併用などはかえって手間が増えるのではないでしょうか？ 

(答え)確かに受発注の業務だけを見ると手間が増えるように見えるかもしれま 

せん。しかし、部分的にもデータが自動的に取り込めるようになれば、手入 

力の分も減ることになり、トータルとしては作業効率が良くなるはずです。 

 

質問 5：中小企業共通 EDI 対応のプロバイダはどれくらいありますか？また、

業務アプリではどのようなものがありますか？ 

(答え)2018 年 12 月現在では 5 社程度です。業務アプリもまだそれほどの数はあ

りません。ただし、中小企業共通 EDI やＺEDI との連携についてベンダ

ー企業からの問合せも多くあります。ベンダー企業が EDI データを共有

化することで、中小企業の IT 化が進むことを理解していただければ、EDI

を「協調領域」ととらえて相互連携に参加していただけると思います。 

 

質問 6：EDI の情報は業種によって異なりますが、中小企業共通 EDI ではその

違いをどのように吸収しているのですか？ 

(答え) 業種拡張に必要な情報項目を用意しています。詳細は「中小企業共通 EDI

メッセージガイドライン」をご覧ください。以下の URL に掲載されていま

す。 

 https://www.itc.or.jp/datarenkei/j_edi/firstedition.html 

 

（２）導入実施フェーズ 

質問 7：中小企業共通 EDI を導入する場合、稼働開始までの期間はどれくらい

ですか？ 

(答え)連携する企業数や各企業の IT 環境にもよりますが、企業間連携が合意 

されれば STEP5 以降は、2～3 週間程度で実運用に入ることができまし 

た。 

 

質問 8：中小企業共通 EDI を導入したいと思いますが、どのプロバイダに申し

込めばいいかわかりません。また、当社の EDI 情報がすべて対応でき

https://www.itc.or.jp/datarenkei/j_edi/firstedition.html
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るか否か、相談できる人がいますか？ 

(答え)共通 EDI 導入支援者がご対応をいたします。2019 年度には、支援人材の

紹介窓口も情報公開サイトに立ち上げる予定です。ご期待ください。 

URL：https://tsunagu-it.com/cons/ 

 

（３）運用フェーズ 

質問 9：分散購買の支社では担当者は常にデスクにいるとは限らない。FAX は 

支社に帰ってから確認できる。EDI ではどうなるのか？ 

(答え）中小企業共通 EDI はモバイルでの運用も可能になり、出張先でもメー 

ルで連絡があるので EDI 情報をどこでも確認できます。 

 

質問 10：セキュリティポリシーの考え方で基幹システムは外部システムとは直

接つなげることができない。基幹システムへのデータチェックの意味

もあり、手入力をしている。どのような方策が考えられるか？ 

(答え)基幹システムとプロバイダを API※で直接つなげる方法もありますが、 

CSV によるデータ連携もある。一旦データを CSV 形式で取り込んでか 

ら、基幹システムにデータを確認しながら登録することも可能です。 

 

（４）金流 EDI 連携 

質問 11：今回の ZEDI を利用するにはどのようなことを注意する必要がありま

すか？ 

(答え)ZEDI には取引の明細情報を送ることができますが、取引先の企業とは送

付する情報項目やフォーマットを決めておく必要があります。中小企業

共通 EDI では、これが標準化されているので手間が省けます。また、自

社のアプリでの消込の対応も容易になります。 

 

（５）その他全般 

質問 12：FAX での取引がほとんどだが、最近の FAX は複合機になっている。

そして、このデータはクラウド上にアップされている。このデータを共通

EDI のフォーマットに変換して取り込めないか？ 

(答え)現在、IT コーディネータ協会として、複写機メーカーと検討を行っていま

す。すでに複合機に取り込んだデータを OCR※で読み取りデータ化する

ことができます。さらに、最近は AI によって、誤読率も低くなっており、

将来的には複合機がプロバイダの役目をすることも可能になると考えて

います。 

 

https://tsunagu-it.com/cons/
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Ⅶ.用語集 

 ガイドラインで用いた特に重要な用語、当ガイドライン独自の定義・解釈で用

いている用語、留意が必要な用語を集め、簡単な解説を加えました。 

表の並び順は、数英字、五十音順です。 

 

 用語 解説 

AI Artificial Intelligence(人工知能)の略 

人間の知的活動をコンピュータ上で実現する、様々な技術・ソフ

トウェア・コンピュータシステムのこと。近年、ディープラーニ

ング（Deep Learning）というアルゴリズムにより、飛躍的に性

能が高まり、あらゆる分野での適用が始まっている。 

API Application Programming Interface の略 

ここでは特に Web-API のこと。Web サイトが、ユーザーに対し

て機能を提供する時に使うインターフェース。共通 EDI プロバ

イダやクラウドサービス事業者がデータ連携をする時に使用す

る。 

BCP Business Continuity Plan（事業継続計画）の略 

企業等が重要な事業を中断させないように、また一時的に中断し

ても可能な限り短い時間で復旧させるための方針、体制、手順を

示した計画のこと。 

CSV ファイ

ル 

Comma Separated Value（コンマで区切られた値）の略 

単純なテキストデータのファイル。拡張子は「csv」で、表計算ソ

フトでも確認できる。 

DX Digital Transformation（デジタルトランスフォーメーション）

の略 

広い意味で「デジタルによる変革」を指す。デジタル技術によっ

て、ビジネスがより一層進化し、ビジネスの内容や成り立ちが変

化すること。 

EDI Electric Data Interchange（電子データ交換）の略 

通信回線・インターネット等のネットワークを通じて、企業間で

商取引に関する電子データを交換しあう仕組みのこと。 

ERP Enterprise Resource Planning の略 

企業の基幹情報（財務、会計、人事、生産、販売、在庫等）をリ

アルタイムに統合的に管理し、効率的な経営を目指す概念、もし

くは、これに基づく基幹業務システムのこと。最近では、クラウ

ドで提供されるサービスも出てきている。 
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FinTech 金融「ファイナンス（Finance）」と、技術「テクノロジー

（Technology）」を組み合わせた造語である。 

IT を駆使した革新的（innovative）な金融商品やサービスのこ

と。 

IoT Internet of Things の略 

モノのインターネットと訳される。様々なモノがインターネット

に接続されて情報交換することで相互に制御する仕組みのこと。 

ISDN Integrated Services Digital Network（サービス総合ディジタル

網）の略 

2024 年、固定電話網の IP 化に伴い、NTT 東西が提供している

ISDN サービス「INS ネットディジタル通信モード」が終了す

る。これにより、ISDN サービスを利用している EDI サービス

はシステムの変更を迫られている。 

IT 経営 経営環境の変化を洞察し、戦略に基づいた IT の利活用による経

営変革により、企業の健全で持続的な成長を導く経営手法のこ

と。 

（IT コーディネータ協会 プロセスガイドライン V3.1 より） 

IT 経営の成

熟度 

企業のＩＴ経営実現度合いを示す指標のこと。ＩＴ経営マインド、ＩＴ経

営ガバナンス、ＩＴサービス利活用、ＩＴ環境の４指標で評価する。 

（ＩＴコーディネータ協会 プロセスガイドライン V3.1 より） 

KGI Key Goal Indicator（重要目標達成指標）の略 

企業などの組織において、個人や部門が達成すべき最終的な成果

を定量的に表した指標のこと。売上高や利益額のように具体的かつ

定量的に定義できるものが使用される。 

KPI Key Performance Indicator（重要業績評価指標）の略 

KGI に至る過程を定量的、時間的に示す指標のこと。営業訪問回

数、業務のリードタイム等、現場の日々の活動に関する指標が適

している。 

OCR Optical Character Recognition/Reader（光学的文字認識）の略 

手書の文字や印字された文字をスキャナなどで読み込み、画像認

識技術によりコンピュータが利用できる文字コードに変換する

仕組みのこと。 

QR コード 1994 年にデンソーの開発部門（現在は分離しデンソーウェーブ）

が開発したマトリックス型二次元コードのこと。 

高速読み取りを重視していることから、その名称は Quick 

Response に由来する。バーコードは横方向にのみ意味があり、20
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桁程度が限度なのに対し、QR コードは縦横方向に情報を持つこ

とで、表現可能な情報量がその数十倍から数百倍と格段に多く、

数字以外にも、英字、漢字、カナ、ひらがな、記号、バイナリ、

制御コード等の表現が可能である。 

RFP Request For Proposal（提案依頼書）の略 

IT ベンダーなどの第三者に要求仕様を提示し、その仕様を満た

す提案を依頼するドキュメントのこと。 

RPA Robotic Process Automation （ロボティック・プロセス・オー

トメーション）の略 

主に定型作業のデスクワークをルールエンジン機能を備えたソ

フトウェア型のロボットが自動的に実施する仕組み。 

SCCC 「サプライチェーン・キャッシュ・コンバージョン・サイクル」

の略 

「回収も支払いも早く」により、サプライチェーン全体の資金効

率化実現を目指すために、金融庁が FinTech 政策指標として設

定した「サプライチェーン全体の資金循環速度」のこと。 

Web-EDI インターネットを利用した電子データ交換。従来の専用線を利用

した EDI より比較的安価で導入できるメリットがある。しかし、

発注者側が独自にサイトを立ち上げるため、標準化がされていな

い。受注者側はそれぞれのサイトにアクセスする必要があり（多

画面問題）、受注企業側に大きな負担となっている。 

違算問題 ここでは、商取引において、受注者からの請求金額と発注者側か

らの入金金額が異なることを言う。 

インボイス

制度 

消費税改正により、2023 年 10 月から始まる「適格請求書等保存

方式」のこと。従来の「帳簿方式」に代わり、インボイスに記載

される金額により正確に課税仕入を計算する方法。 

これまでは、取引先が発行した請求書等の保存で要件を満たして

いたが、適格請求書等保存方式が導入されると、適格請求書の発

行事業者として登録された事業者が発行する適格請求書（インボ

イス）を保存しておくことが要件となる。また、2019 年 10 月か

ら導入される「軽減税率制度」では、複数税率となるため取引明

細ごとに適用税率・税額がわからないと正確な仕入税額控除がで

きない。 

エコシステ

ム 

ビジネス生態系。経営・IT 分野の新語 

生物学の生態系になぞらえ、特定の業界または業界の枠を超え

て、複数の企業がパートナーシップを組み、企業同士が共存して
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いく仕組・収益構造のこと。 

クラウドサ

ービス 

従来は利用者が手元のコンピュータで利用していたデータやソ

フトウェアを、ネットワーク経由で、サービスとして利用者に提

供するもの。 

利用者から見て、インターネットの先にある自分が利用している

コンピュータの形態が実際にどうなっているのか見えづらいこ

とを、図で雲のかたまりのように表現したことから、「cloud＝雲」

という名称がついたと言われている。 

クラウドサービスは、主に以下の 3 つに分類される。共通 EDI

プロバイダーは、主に SaaS に該当する。 

① SaaS（サース、サーズ：Software as a Service） 

  インターネット経由での、電子メール、グループウェア、顧客

管理、財務会計などのソフトウェア機能の提供を行うサービス。

以前は、ASP（Application Service Provider）などと呼ばれてい

た。 

② PaaS（パース：Platform as a Service） 

  インターネット経由での、仮想化されたアプリケーションサー

バやデータベースなどアプリケーション実行用のプラットフォ

ーム機能の提供を行うサービス。 

③ IaaS（アイアース、イアース：Infrastructure as a Service） 

  インターネット経由で、デスクトップ仮想化や共有ディスクな

ど、ハードウェアやインフラ機能の提供を行うサービス。HaaS

（Hardware as a Service）と呼ばれることもある。 

（出典「総務省安心してインターネットを使うために・クラウド

サービスとは」より引用・抜粋・補記） 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basi

c/service/13.html 

情報項目 ここで言う「情報項目」は受発注時に企業間で交換するメッセー

ジのこと。例えば、「製品名」「数量」「単価」「納期」など。企業

によって呼び名が変わりますが、これらを国連ＣＥＦＡＣＴの辞

書によって、翻訳することにより、データ交換が可能になる。 

中小企業共通 EDI 標準(初版)においては、発注データの必須情報

項目として 13 項目を定義しました。 

相互連携性 中小企業共通 EDI 標準は、異なる IT ベンダー製の業務アプリ間

で EDI によるデータ交換ができる「相互連携性」を重要な要件

と位置付けており、これを実現するためには業務アプリに対する
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情報項目の実装に何らかの規定が必要である。 

中小企業共通 EDI 標準において、相互連携性について規定して

いる。詳細は仕様書を参照のこと。 

多画面（多シ

ステム）問題 

Web-EDI による受発注システムは、インターネット上にある発

注企業の独自のサイトに受注企業がアクセスする形になり、受注

企業は ID とパスワードにより、サイトにログインして、受注し

た情報を取り込むことになる。発注企業が少ない場合は、その手

間は目立たないが、このような発注方式が増えるとそれぞれのサ

イトにログインして、データを取り込む作業が受注企業にとっ

て、大きな手間になる。受注企業にとっては、従来通り FAX で

発注書が届く方が面倒がなくなるため、EDI 化が進まない大き

な原因となっている。 
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はじめに 
 

中小企業の生産性向上が今後の我が国経済にとって重要な政策課題となっています。生産性向上にIT活用

が有効なことについての認識は浸透してきていますが、中小企業のIT活用はまだ十分ではありません。特に企

業間取引については、FAXと紙の注文書や請求書が広く利用されており、この処理を人手で行っていることが中

小企業全体の生産性低下の大きな要因となっています。FAXの利用が継続している原因は、FAXに置き換えが

できる中小企業が利用しやすい企業間取引用のITツール（中小企業向けのEDI）がこれまで提供されていなか

ったからです。 

中小企業共通EDIは、このような中小企業取引の課題を解決するために開発され、実用サービスの提供が始

まりました。さらに一般社団法人全国銀行協会が提供を開始した全銀EDIシステム(ZEDI)とも連携して、商流か

ら金流までの企業間取引の一貫したビジネス情報をEDIでデジタル交換を可能にする決済・商流情報連携基盤

が実現しました。このような使いやすい商流・金融EDI連携の仕組みが実用化できるようになった最大の理由は、

IT環境の進歩によりクラウドサービスが安価に利用できるようになったからです。中小企業共通EDIはクラウドサ

ービスの上に構築された新時代のEDIです。 

しかしこの状況はまだ一般には知られておらず、本格的な普及はこれからの状況です。これまで中小企業の

EDIは、発注企業固有のWeb-EDIが導入されてきましたが、発注企業各社で仕様が多様であることにより多画

面問題が発生し、中小企業にとっては使いにくく、手間がかかるとの印象が定着してしまいました。これにより、

EDIに否定的な反応をする中小企業が多数という状況となっています。 

中小企業の支援を担当されている方々には、EDIに対するこの悪い印象を打ち消し、新しく誕生した中小企業

共通EDIはこれらの課題を解決し、中小企業にとっても導入しやすく、受注・発注のいずれにも使える便利な

EDIであることを広く周知していただくことを期待しています。  

中小企業共通EDIや全銀EDIシステム(ZEDI)は多くの企業が利用するほど大きな効果を発揮できますが、普

及の初期段階では利用者数も限られるため、大きな効果を十分に実感できるとは言えません。この壁を乗り越え

るためには早期の利用者の拡大が重要です。支援者の皆様がご支援されている企業の中から、先行して積極的

に取り組んでいただける企業を発掘していただき、この企業を起点として中小企業共通EDIと全銀EDIシステム

(ZEDI)の普及の輪を広げてゆく取り組みをお願いします。 

EDIは単独企業へのIT導入とは異なり、発注者と受注者、複数のITベンダーと複数の支援者が相互に連携し

ながら導入を進めてゆくプロジェクトとしての取り組みが必要であり、全体を取りまとめる導入支援者の活躍が重

要です。 

本ガイドブックには中小企業共通EDI導入と全銀EDIシステム（ZEDI)に際して留意すべき事項の要点が取り

まとめて示されています。さらに詳細については中小企業共通EDI標準のメッセージガイドラインと実装ガイドラ

インに示されていますので、これらの資料を活用して中小企業取引のデジタル化を促進し、中小企業の生産性

底上げと、更には我が国産業全体の「サプライチェーン・トータル生産性向上」に取り組んでいただくことを期待し

ています。 

 2019年3月 

特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 

つなぐIT推進委員会 共通EDI標準部会長 

フェローITコーディネータ 川内 晟宏 
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当ガイドブックをご活用頂くために 
 

■当ガイドブックの目的と構成 

 当ガイドブックは以下の２部で構成されます。 

１．ユーザー編 

主に中小企業の経営者の方に、「決済・商流情報連携基盤」の活用により生産性が大きく向上することを

ご理解頂くことを目的としております。そのために、中小企業を支援する方々が企業の経営者に対して「決

済・商流情報連携基盤」をご説明する際のマニュアルとして活用頂くことを想定しております。 

また、「決済・商流情報連携基盤」に関わる全ての方の参考として頂くことを想定した内容となっておりま

す。 

 

２．支援者編（本書） 

主に、中小企業の「決済・商流情報連携基盤」の導入を支援する「中小企業商流・金流EDIコーディネー

タ」（以下、「商流・金流EDIコーディネータ」または「EDIコーディネータ」という。）が必要な知識を習得する

ことに加え、実際に導入を支援する際のマニュアルとしてご活用頂くことを目的としております。 

また、企業の「決済・商流情報連携基盤」の導入を推進する方をはじめ、プロジェクトに関わる全ての方

に参考として頂くことを想定しております。 

 

■想定する読者 

当ガイドブックの読者は、決済・商流情報連携基盤に関わる以下の方々を想定しております。 

 

表． 当ガイドブックの想定する読者 

対象者 基盤活用における主な役割 ユーザー編 支援者編 

企業の経営者 導入検討・決定、コミットメント ◎ △ 

企業のIT経営推進者 

導入検討、経営者への報告、社内・社

外の関係者との調整、導入に関わる全

体のマネジメント 

◎ 

◎（推進者自身で導入を進

める場合） 

〇（EDIコーディネータの

支援を受ける場合） 

支援機関等の経営指導員・相談員 企業からの問合せ対応・ニーズ発掘 ◎ △ 

企業の経営等を支援する専門家 企業への助言 ◎ △ 

金融機関の担当者 
主にZEDIに関する企業からの問合せ対

応・提案・ソリューションの提供 
◎ △ 

ITベンダーの担当者 
企業からの問合せ対応・提案・ソリュ

ーションの提供・導入支援 
◎ △ 

商流・金流EDIコーディネータ 

企業からの相談対応・ニーズ発掘・助

言・提案・導入支援 

および企業内の推進者代行 
◎ ◎ 

  （凡例） ◎：必読  〇：推奨  △：必要に応じて 
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尚、本書（支援者編）については、商流・金流EDIコーディネータが企業に対して決済・商流情報連携基盤の

導入支援を行う視点で記載しております。 

また、本書（支援者編）の読者は、事前にユーザー編をご覧いただき、決済・商流情報連携基盤の概要をご

理解頂いていることを想定しております。 

 

■商流・金流EDIコーディネータの役割 

企業が決済・商流情報連携基盤を有効に活用し生産性の向上を実現するには、経営者のコミットメントと、必

要なスキルを持ったEDI導入推進者が必要になります。しかし、中小企業において、社内でそのような人材を

確保することは簡単ではありません。 

そのため、商流・金流EDIコーディネータが、 中小企業のEDI導入推進者を支援・代行・育成しながら、導

入プロジェクトを推進する、伴走型支援体制が代表的な導入体制として考えらます。 

EDIは複数の企業間において、異なるベンダーが開発した業務アプリケーション同士を連携する必要があ

るため、一般的な企業内システムの導入と比較して、より多くのステークホルダーとの調整が不可欠となります。

また、業界や企業間で取り決めた標準に則る必要があるため、その専門的な知識も必要になります。 

商流・金流EDIコーディネータは、IT経営に関するスキルに加え、これらのEDIの専門的なスキルを持ち、

企業が決済・商流情報連携基盤を有効に活用して生産性向上を図ることを支援する役割を担います。 

また、商流・金流EDIの導入には、業種毎に異なる業務知識が必要になることに加え、多数の企業に対して

の対応が必要になるため、複数の商流・金流EDIコーディネータが連携して支援するケースも想定されます。 

 

■商流・金流EDIコーディネータに必要な知識 

商流・金流EDIコーディネータに必要な知識および本書の対象範囲を以下に示します。 

 

表． EDIコーディネータに必要な知識と本書の対象範囲 

知識項目 
EDIコーディネータに

おける必要性 
本書の対象範囲 

（関連業務知識） 

IT経営・コンサルティングに関する知識 
一定レベル必要 

（支援内容による） 

対象外 

（前提知識） 

業務知識（販売管理・購買管理業務、会計業務、

生産管理・在庫管理等） 

一定レベル必要 

（支援内容による） 

対象外 

（前提知識） 

支援対象業務のアプリケーション等に関する知識 
一定レベル必要 

（支援内容による） 

対象外 

（前提知識） 

（EDI関連知識） 

決済・商流情報連携基盤に関する知識 必須 対象 

商流 EDIの概要と課題等に関する知識 必須 対象 

個別の商流EDIに関する知識 
支援対象の商流EDIに

ついて必須 

参考として中小企業共

通 EDIについて記載 

商流 EDIと金融 EDI（ZEDI)の連携に関する知識 必須 対象 
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本書の想定する読者である商流・金流EDIコーディネータは、自身の支援範囲の業務に対する前提知

識を持ち、事前に当ガイドブックのユーザー編の内容を理解していることを前提とします。 

実際の支援業務にあたっては、本書および本書をベースとした研修等により知識を習得することに加え、

実際に企業に対して支援経験を持つ商流・金流EDIコーディネータのもとでOJTにより実務を経験すること

を推奨します。 

 

■当ガイドブックの活用に際しての留意事項 

当ガイドブックは、決済・商流情報連携基盤による生産性向上の実現および支援のためのポイントを示すも

のであって、仕様やガイドライン等を定めるものでありません。 

決済・商流情報連携基盤の導入に際しては、複数企業の業務アプリケーションの相互連携性を確保する必

要があるため、特定の仕様やガイドライン等に準拠または参照する必要がある場合があります。これらについ

ては、適宜、引用による記載や参照先を示します。 

企業や企業間の取引ルールや業務プロセスは、業種・業界毎によっては勿論ですが、特定の企業間および

企業内においても様々です。また、企業のIT化の状況や導入の目的も異なるため、導入プロセスも多種多様

であり、一意に定めることはできません。当ガイドブックにおいては代表的なケースを想定して記述しているた

め、適用にあたっては、実際の支援企業等の状況に応じ、適用する内容の選定や読み替え等を行いご活用く

ださい。 

  





 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１部 決済・商流情報連携基盤の概要
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第１部 決済・商流情報連携基盤の概要 
 

決済・商流情報連携基盤は、中小企業庁の平成29年度補正予算「中小企業・小規模事者決済情報

管理支援事業」（以下「平成29年度実証事業」という。）において提唱された、商流EDIとZEDIを

連携させ中小企業の商取引における受発注から決済（消込等含む）までの一連の業務情報全体をデー

タ連携させる仕組みである。 

 

第１章 決済・商流情報連携基盤が必要となる背景 

   

決済・商流情報連携基盤の必要性を理解するために、その背景となる中小企業の現状を示す。 

１．社会的背景 

（１）人手不足問題 

我が国では、少子高齢化が急速に進んだ結果、生産年齢人口（15～64 歳人口）が 1995 年の 8,716

万人をピークに減少の一途を辿っている。2017年の時点では、既に7,596万人となっており、これは

総人口に占める割合の60％程度となっている。さらに、2040年には5,978万人と総人口に占める割合

の54%と予測されており生産年齢人口の減少は社会問題となっている。（図 1）。 

 

 

図 1．生産年齢人口（15～64歳人口）の推移1 

 

人手不足による倒産や廃業が発生するなど、中小企業にとっての人手不足は経営上の深刻な問題と

して挙げられ、その課題意識が年々増加している状況にある。（図 2）。 

                                                   
1 出所：総務省「情報通信白書平成30年版」第1部 特集 人口減少時代のICTによる持続的成長 はじめに 再編加工 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/pdf/n1000000.pdf 
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図 2．中小企業における経営上の問題に占める人手不足の割合2 

 

（２）中小企業の労働生産性の問題 

生産年齢人口が急激に減少する中、中小企業の生産性向上が必要不可欠であることは明白である

が、中小企業の労働生産性は大企業と比較していずれの業種においても低く（図 3）、業種によって

は倍近い差になるなど、中小企業の経営上の問題をより深刻化させている。 

 

図 3．企業規模別、時間当たりの労働生産性の水準3 

                                                   
2 出所：日本政策金融公庫「全国中小企業動向調査」（中小企業編）経営上の問題点 再編加工 

https://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html 
3 出所：中小企業庁「2018年版 中小企業白書」を再編加工 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H30/h30/index.html 

※ 2015年度における労働時間1時間当たりの付加価値額を示している。 

※ 付加価値額＝営業利益＋（給与総額＋福利厚生費）＋動産・不動産賃借料＋租税公課＋減価償却費 
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２．中小企業のバックオフィス業務の現状と課題 

中小企業の労働生産性が低い原因として、電子メールや一般的なオフィスシステムといった基本的

な IT ツールであっても十分に活用できている企業は半数を超える程度であり、多くの中小企業では

受発注業務や決済事務等における ITの利活用が進んでおらず、依然としてアナログな手段によりバッ

クオフィス業務が行われていることが挙げられる。 

（１）受発注業務の現状と課題 

中小企業における受発注は、紙の伝票をFAXにより送受信することによって行われることが多く、

手作業であるが故に非効率であり記入ミス、伝達ミス、送信ミスなどの人為的なミスが発生し易い。 

 

図 4．中小製造業の伝票を主とした受発注業務の例4 

 

また、社内はある程度の IT化（デジタル化）を進めていても、企業間取引においては、それを一

旦紙に印刷（アナログ化）して FAX で送信し、受領した側でそれを IT システムに手入力（再度デ

ジタル化）するといった、非常に非効率的な行為を行っている。これは、社会全体でみると莫大な損

失である。 

 
図 5．FAXによる受発注業務のイメージ 

                                                   
4 出所：経済産業省 産業・金融・IT融合に関する研究会（FinTech研究会）（第4回） 

配布資料 資料3 「商流・金流情報における現状と課題について」 

    http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/fintech/pdf/004_03_00.pdf 
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（２）中小企業の決済事務の現状 

決済事務の現状についても受発注業務と同様に、人手による業務が多く見られる状況にあり、振

込を行う場合に用いている手段・件数で最も多い手段は、「窓口・ATM」となっている。（図 6） 

 

 

図 6．中小企業が振込を行う場合に用いている手段・件数5 

 

また、売掛金等の入金消込業務には、月５時間以上かかっている割合が半数以上となっている。

（図 7） 

 

図 7．中小企業が入金消込業務にかかる月間の平均時間6 

                                                   
5 出所：中小企業庁 2017年3月「決済事務の事務量等に関する実態調査 調査報告書」再編加工 

     http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000685.pdf 
6 出所：中小企業庁 2017年3月「決済事務の事務量等に関する実態調査 調査報告書」再編加工 

     http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000685.pdf 
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このように業務時間が大きくなる要因として、売掛金と入金額が合わず違算（差異）が発生した場

合には、伝票の山の中から原因を探したり、振込元である発注企業等の取引先に照会を行うなど、ア

ナログな作業が中心である事が挙げられる。（図 8） 

 

 

図 8．伝票の山となった中小企業の事務所7 

 

３．課題解決に向けた国の動向 

このような深刻な人手不足、生産年齢人口の減少の中、中小企業の受発注業務・決済事務がアナログ

な手段で行なわれている現状において、国としても対策に向けた企業間のデータ連携（EDI）に関する

取り組みを実施している。 

（１）中小企業共通EDI標準の策定 

中小企業庁では、中小企業・小規模事業者等の生産性の向上を図ることを目的として、平成28年

度補正予算にて「経営力向上・IT基盤整備支援事業(次世代企業間データ連携調査事業)」（以下、「平

成 28 年度実証事業」という。）を実施し企業間データ連携及び各社社内システムとのデータ連携の

仕組みの構築・利用、IoT活用、金融連携等の実証を行った。 

当該事業を通じて、IT の利用に不慣れな中小企業でも使えるように簡単・便利・低コストを目指

した企業間データ交換の仕組みである中小企業共通EDIを元に実証を行い、その結果を踏まえて中

小企業共通EDI標準仕様を策定した。 

これらの実証により、中小企業共通EDIを使用した商流情報連携等が中小企業の受発注業務の効

率化につながることが明らかになった。 

（２）全銀EDIシステムの稼働 

決済事務合理化に向けてXML電文への移行（拡張EDI交換）の実現に向けた取組みを進めるこ

とが、政府方針として示され、全国銀行協会（以下、「全銀協」という。）および全国銀行資金決済ネ

                                                   
7 出所：経済産業省 産業・金融・IT融合に関する研究会（FinTech研究会）（第4回） 

配布資料 資料3 「商流・金流情報における現状と課題について」 

    http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/fintech/pdf/004_03_00.pdf 
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ットワーク（以下、「全銀ネット」という。）により全銀EDIシステム（以下、「ZEDI」という。）の

構築を決定し、企業の決済事務の効率化、生産性の向上に向けて、企業間の銀行送金電文に取引明細

情報や、請求書情報、担当者連絡先等の情報（以下、「金融EDI情報」という。）を電子的に交換可

能とする新たなプラットフォームを構築し、2018年12月より稼働を開始した。 

（３）課題解決のカギは「決済・商流情報連携基盤」 

前述のとおり、中小企業における商流のEDIに関する取り組みと、金流のEDIに関する取り組みが行われ

ているが、それぞれを別々に導入しても効果は限定的であり、これらの効果を最大化するためには、受発注

から決済までの過程を電子的に自動で行うSTP（Straight-Through Processing）化を実現することが有効で

ある。 

このことから、中小企業庁の平成29年度補正予算「中小企業・小規模事者決済情報管理支援事業」により

商流EDIと全銀EDIシステム（ZEDI）の連携によって、受発注から決済までの一連の業務をつなぐための金

融EDI（電子データ交換）連携の基盤である「決済・商流情報連携基盤」が整備されることとなった。 
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第２章 決済・商流情報連携基盤とは 

 

 決済・商流情報連携基盤は、中小企業庁の平成29年度補正予算「中小企業・小規模事者決済情報管理

支援事業」（以下「平成29年度実証事業」という。）において提唱された。本章では、決済・商流情報連

携基盤の概要について、平成29年度実証事業の実施内容の紹介を通して解説する。 

１．中小企業・小規模事者決済情報管理支援事業の目的 

 平成28年度実証事業やZEDIの稼動の背景を踏まえ、中小企業の商取引における受発注から決済ま

での一連の業務情報をデータ連携させる仕組みである「決済・商流情報連携基盤」を整備し、これを活

用することで中小企業の受発注業務のみならず、売掛金等の効率的な消し込みや、その他取引データの

活用による中小企業の決済事務の合理化による生産性向上の効果を確認する。 

２．決済・商流情報連携基盤の目指す姿 

 決済・商流情報連携基盤は、商流EDIと金融EDIの連携により、企業間における注文情報（発注）

から決済情報（支払・入金）をシームレスに連携し、受発注から決済までの業務の STP（Straight-

Through Processing）化を実現することで企業の生産性を向上する仕組みを目指す。 

 

 

図 9．決済・商流情報連携基盤の実現イメージ 

 

決済・商流情報連携基盤は、より多くの企業がそれを利用し連携することで効果が高めら

れる。そのためには、EDIサービスを提供する複数のサービスプロバイダー、各業界のEDI、

企業個別のEDIなどが相互に接続されデータ連携できることが求められる。 

 平成28年度実証事業においては、技術的観点、普及的観点から、各サービスプロバイダ

ーが互いに接続の調整を試みる非効率性が指摘され、共通利用できる「ゲートウェイセンタ

ー」（EDI交換プラットフォーム）の有効性が提言された。 
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図 10．ESP（EDIサービスプロバイダー）間連携の実現イメージ 

 

企業間で連携・蓄積された商流情報は、企業間の取引への利用のみに留まらず、生産性向上・付加

価値向上に資する目的で利活用していくことが求められ、これは「Society5.0」、「Connected 

Industries」の実現に資するものである。 

３．本事業における決済・商流情報連携基盤の実証方法の概要 

平成29年度実証事業においては、決済・商流情報連携基盤を提供するEDI・アプリケーションサー

ビスプロバイダー（以下、「ESP」または「プロバイダー」という。）を中心とした４つのモデルプロジ

ェクトを公募し、売掛金等の効率的な消し込みを行うためのアプリケーションを開発し、当該アプリケ

ーションを利用した中小企業の生産性向上に関する実証を行った。 

また、モデルプロジェクトの円滑かつ効果的な開発・実証を行うため、各モデルプロジェクトが用意

する決済・商流情報連携基盤と ZEDI との円滑な接続・連携を実現し、また、各情報連携基盤間の情

報連携を支援する実証用共同利用システムを構築し実証を行った。 

 

 

 
図 11．実証における決済・商流情報連携基盤と共同利用システムの実現イメージ 
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第３章 平成29年度実証事業の成果 

  

決済・商流情報連携基盤がもたらす効果および課題、今後の方向性を理解するために、平成29年度

実証事業の成果を紹介する。 

 

 本事業では、「アプリケーションの創出」、「共同利用システムの効果確認」、「普及に関する行動計

画の策定」の大きく３点の成果を得た。 

 

１．アプリケーションの創出 

本事業の成果として、決済・商流情報連携基盤を利用するためのアプリケーションを創出した。

当該アプリケーションは、中小企業にとって使いやすいユーザーインターフェースを有し、ITの利

用に不慣れな中小企業でも「設定や調整に係る負荷をかけることなく利用可能」というコンセプト

のもと、商流情報の企業間連携が可能かつ、売掛金等の消し込みを行うことで決済業務を効率化す

るためのアプリケーションを創出し、その効果を確認した。 

（１）創出されたアプリケーション 

当該アプリケーションは、本事業の開始前よりプロジェクト幹事法人により開発・商用利用をされ

ており、これらのアプリケーションに対して売掛金等の消し込みを行う機能、その他機能を付加し

た。 

表 1．アプリケーションの一覧 

# 
プロジェクト幹事法人 

アプリケーション 

の名称 

EDIの類型 実証した業種 

1 株式会社イークラフトマン イーセールスサポート 共通EDI 流通（卸・小売） 

2 株式会社グローバルワイズ Eco-Change 共通EDI 造園業 

 株式会社グローバルワイズ 

（豊田商工会議所） 

GREEN-EDI 

 

共通EDI 製造業 

3 株式会社スマイルワークス クリアワークス 共通EDI サービス業 

4 株式会社ミライコミュニケ

ーションネットワーク 

デリカスイトEDI 個別EDI 流通（卸・小売） 
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（２）生産性向上効果 

モデルプロジェクトの実証検証の結果から、決済・商流情報連携基盤による決済事務および受

発注等の商流業務の生産性向上効果の指標として、業務時間削減率を以下の手順に基づき算出し

た。 

 

・現行業務の平均時間 － 基盤導入後業務の平均時間 ＝ 業務の削減時間（受発注企業別） 

・業務の削減時間 ／ 現行業務の平均時間 ＝ 業務時間削減率（発注企業別） 

 

■決済事務における業務時間削減率 

 

表 2．決済業務における発注企業・受注企業別の業務時間削減効果 

モデルプロジェクト名 発注企業 受注企業 

北海道モデルPJ 72.7% 33.0% 

豊田・静岡モデルPJ 46.7% 76.7% 

ERPモデルPJ 28.8% 70.5% 

岐阜モデルPJ 84.6% 41.6% 

全体平均 58.2% 55.4% 

 

表 3．受発注業務における発注企業・受注企業別の業務時間削減効果 

モデルプロジェクト名 発注企業 受注企業 

北海道モデルPJ 50.2% 7.1% 

豊田・静岡モデルPJ 42.8% 7.2% 

ERPモデルPJ 77.7% 88.0% 

岐阜モデルPJ 33.7% 36.9% 

全体平均 51.1% 34.8% 

 

表 4．業務全体における発注企業・受注企業別の業務時間削減効果 

モデルプロジェクト名 発注企業 受注企業 

北海道モデルPJ 65.2% 16.8% 

豊田・静岡モデルPJ 43.2% 9.1% 

ERPモデルPJ 61.0% 85.7% 

岐阜モデルPJ 53.2% 38.5% 

全体平均 55.6% 37.5% 

 

業務時間削減効果は、本事業に参加した全ての発注企業の平均で商流業務：51.1%、決済業

務：58.2%、業務全体：55.6%の結果となった。また、受注企業では商流業務：34.8%、決済

業務：55.4%、業務全体：37.5%の結果となった。このように、全体として業務時間が大きく

削減されるという結果が得られたことから、本事業にて実証検証を行った決済・商流情報連携
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基盤の仕組みは、中小企業の受発注業務および決済業務に関して十分な生産性向上効果を期

待できるものと考えられる。 

２．共同利用システムの効果確認 

創出したアプリケーションのプロバイダーが、個別開発を行う負荷軽減および商用化を見据え

た場合の全体最適化の視点から、異なるフォーマットを取り扱うプロバイダー企業同士を中継可

能なEDI交換プラットフォームの実現ならびに決済を行う際のZEDIとの接続機能を実現する

共同利用システムを開発・提供し、有効性を確認した。 

共同利用システムでは、プロバイダー同士の異なるフォーマットの相互連携を実現する「共通

メッセージ変換機能」、ZEDIとの接続機能を提供する「FBクラウド」、を開発・提供しそれぞ

れの効果を確認した。 

（１）共通メッセージ変換 

共通EDIプロバイダーや既存EDI（業界EDI、個別EDI等）プロバイダー同士が異なるフォー

マットでも相互に連携可能であることを確認するため、共通メッセージ変換機能を構築・運用し、

モデルプロジェクトの中で、異なるフォーマットの利用するプロバイダー同士が相互に連携可能で

あることを確認した。 

確認にあたり、共通EDI同士が相互に連携可能であること、共通EDIとその他のEDIが連携可

能であることを観点として以下の組み合わせで確認を行った。 

 

表 5．中小企業共通EDIプロバイダー同士の連携 

受発注 企業 PJ EDI種別 業種 企業規模 地域 

発注 小島プレス工業(株) 豊田・静岡 
中小企業共

通EDI 
製造業 中小企業 

愛知県 

名古屋市 

受注 (株)イーシーセンター ERP 
中小企業共

通EDI 
サービス業 中小企業 

東京都 

墨田区 

 

表 6．中小企業共通EDIプロバイダーと個別EDIプロバイダーとの連携 

受発注 企業 PJ EDI種別 業種 企業規模 地域 

発注 (株)デリカスイト 岐阜 個別EDI 流通業 中小企業 岐阜県大垣市 

受注 (有)浅野農場 北海道 中小企業共通EDI 流通業 中小企業 北海道当別町 

 

なお、プロバイダー同士の連携確認にあたっては、システムでの疎通を意識することだけでな

く、実ビジネスにおいても有効と想定される同業種の組み合わせを意識し連携可能であることを

確認した。 

（２）FBクラウド 

決済を行う際に、各プロバイダーがZEDIとの接続に向けたシステム対応を行う必要がある

が、プロバイダーが各々でZEDI 接続を行うと非効率となることが想定されるため、これらを中

継するZEDI接続機能を開発・運用し、プロバイダーとZEDI との円滑な接続を実現した。 
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これにより本来必要となるZEDIの仕様確認、ZEDIと接続するための各種調整やテスト等の

工数を抑えることが出来るとの声があった。 

３．普及に関する行動計画 

本事業の成果として、今後普及を推進していくための行動の指針となる行動計画（普及計画）を策定

した。決済・商流情報連携基盤を構成する要素として商流EDI情報の連携活用が必要不可欠であるこ

とから、商流EDIの普及推進に関する計画との連携を検討し、商流EDI連携を行ううえで有力な商流

EDIである中小企業共通EDIの普及計画と連携した行動計画を策定することとした。 

普及計画は、今後の普及推進の一助となるよう、事業終了後の普及に向けた調査を行いまとめたもの

である。 

（１）普及に向けたロードマップ案 

本事業終了後、以下の外部環境の変化等を踏まえ決済・商流情報連携基盤の前提となる商流

EDI の普及計画と連携し普及推進を行う。中小企業共通 EDI 対応製品を中心とした商流 EDI

対応製品に、商流情報を活用した売掛金消し込み機能を付加し、決済・商流情報連携を行う基盤

としての提供を促進する。 

 

 軽減税率制度の導入：2019年10月予定 

 インボイス方式対応経過措置期限：2023年9月末予定 

 ISDNサービス終了：2024年初頭予定 

 
図 12．普及ロードマップ案 

 

中小企業共通EDIとの連携、外部環境のタイミングとの兼ね合いや、普及の為の行動計画案

を想定し、ISDN サービス終了までを 3 つのフェーズに分け、それぞれの普及の進め方を次の

ように想定した。 
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■フェーズ1 準備期 （2018-2019年度） 

フェーズ1は、2018年度から2019年度までの2年間、本事業の4のモデルプロジェクト

は、製品・サービスを提供するための準備期間とする。また、それぞれのモデルプロジェクト

で策定した普及・行動計画の準備を促進する準備期である。 

■フェーズ2 普及啓発期 （2020-2022年度） 

フェーズ2は、2020年度から2022年度までの3年間、フェーズ1にて整えた環境をもと

に、各モデルプロジェクトは商用化・サービス提供を開始する。サービスの提供によりモデル

プロジェクトで着々と事例を増やしていく。他方で、これらモデルプロジェクトの事例をもと

に中小企業共通 EDI をはじめとした商流 EDI に対して、売掛金の消し込み機能を付加する

ことで、決済・商流情報を連携するプロバイダーの数を増加させる。 

また、実績をもとに大企業や業界標準EDIとの連携協議をはじめ、具体的な行動計画の実

行を開始する普及啓発期である。 

■フェーズ3 普及拡大期 （2023-2024年度） 

フェーズ3 は、2023年度から ISDNサービスが終了を予定している2024年度までの 1-2

年間、決済・商流情報連携基盤の認知が中小企業を中心に社会的に進んだことを前提として、

実態的な普及を加速度的に実現し、ISDN サービス終了までにそのニーズを取り込みきるこ

とを目指す普及拡大期である。 

（２）普及に向けて求められる体制 

①導入を支援する人材の育成 

ユーザー企業に対し、経営視点に立ち、決済・商流情報連携基盤の専門的知見を生かして、導入効

果を最大化し生産性向上に資する提案・導入支援を行う役割を担う導入支援者を育成し、ユーザーが

導入しやすい体制を構築する。 

②導入支援者紹介の仕組み 

中小企業者（相談者）が、決済・商流情報連携基盤の導入を検討する流れとして、周知や紹介を行

う「周知・紹介者」、中小企業者に身近な一次相談の窓口として「相談窓口」、導入に関するアドバイ

スや導入決定までのサポート、導入決定後の導入支援を行う「導入支援者」などが考えられる。 

 

 

図 13．導入支援者（商流・金流EDIコーディネータ）紹介の仕組み





   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 商流 EDIの現状と国の取り組み
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第２部 商流EDIの現状と国の取り組み 
 

第１部で記載した通り、決済・商流情報連携基盤は、商流EDIと全銀EDIシステム（ZEDI）の

連携によって、受発注から決済までの一連の業務をつなぐことにより相乗的な中小企業の生産性向上

を目指すものである。 

第２部では、その重要な要素である商流EDIの中小企業における課題と、それを解決するために

実施された中小企業庁の平成28年度補正予算「経営力向上・IT基盤整備支援事業(次世代企業間デー

タ連携調査事業)」の内容を紹介するとともに、これによって策定された「中小企業共通EDI標準」

について解説する。 

 

第１章 EDIとは 

１．EDIの定義 

EDIとは「Electronic Data Interchange」の略であり「電子データ交換」と訳され、当時の通商

産業省の「電子計算機相互運用環境整備委員会」（1989年度）において、「異なる企業間で、商取引

のためのデータを、通信回線を介して標準的な規約（可能な限り広く合意された各種規約）を用いて、

コンピュータ（端末を含む）間で交換すること。」と定義されている。 

 

次に、注文業務をEDI化した例を単純化したイメージで示す。 

 

※導入前後の平均処理時間は例であり、実際のケースによって大きく異なる。EDIの構成は、単純化してある。 

 

図 14．EDI化を単純化したイメージ 

 

２．EDIのフレームワーク 

EDIのフレームワークについて、次世代電子商取引推進協議会「業界標準ＥＤＩ整備に関する調査研究報

告書」（平成22年3月）に以下のように示されている。8 

                                                   
8 出所：次世代電子商取引推進協議会「業界標準ＥＤＩ整備に関する調査研究報告書」（平成22年3月） 

http://www.caos-a.co.jp/SIPS/documents/BI_ECOM.pdf 
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企業間の情報交換（EDI）は、企業間で合意した業務連携において、合意された業務情報を、合意され

た情報表現様式にて、合意された運用手順に従い、合意された電文搬送方式の上で行なわれる。 EDI 

のフレームワークを図示する。（図 15） 

 

 
図 15．EDIフレームワーク 

 

当EDIフレームワークは、平成19年度経済産業省「我が国のIT利活用に関する調査研究事業（電子タ

グ・電子商取引を活用した情報共有のあり方に関する調査研究）」において策定されたものである。 

 

 業務連携側面では、企業間で合意した事業目的を遂行する手順（プロセス）と、企業間で交換

する業務文書を規定する。 

 業務情報側面では、業務連携側面で定義された業務文書につき、当該文書を構成する全ての

情報項目を定義する。 

 情報表現側面では、業務情報側面で定義された情報項目を、コンピュータで処理可能な構文規

則によって記述表記する。 

 電文搬送側面では、物理的なネットワーク上で、企業間で合意した電文搬送サービスを選定し、

サービスを規定する緒元を設定する。 

 運用手順側面では、電文搬送が、業務連携で定義された情報交換の順序とタイミングに従い、

企業間で取り決めた信頼性とセキュリティレベルに従って運用されるための緒元を規定する。 

 

       また、業界標準 EDIについて以下のように定義されている。 

 

業界標準 EDI は、業界を代表する業界団体が策定している企業間情報交換（EDI）仕様である。業

界標準 EDI 仕様には、企業間業務プロセス（業務連携）との関係において EDI メッセージおよび 

EDI メッセージを構成する情報項目（業務情報）が定義され、その EDI メッセージは特定の構文規則

によりコンピュータで読み取れる形式（情報表現）に変換できる。業界標準 EDI 仕様には、EDI メッ

セージを送受信する通信方式（電文搬送）の定義、EDI 運用上の取り決め（運用手順）、標準帳票など

の規定を含むこともある。なお、業界標準 EDI は、その仕様の公開・保守管理を行う責任組織が必要

である。 
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３．EDIの種類 

   EDIには、様々な形態が存在する。以下に、主な例を示す。 

（１）個別（専用）EDI 

特定の企業同士が個別に定めた仕様を使う形態。主に発注者の主導で仕様を決める場合が多く、

受注者は発注者毎にそれぞれの仕様に対応する必要がある。 

（２）標準EDI 

業界団体等の中立的な機関によって標準化された規格を使う形態。同じ規格に対応する複数の企

業とEDIでの取引が可能。 

（３）業界VAN 

「業界VAN」と呼ばれるネットワークサービスを介してEDIを実現する標準EDIの形態。商品

コードや各企業のコードを管理するデータベースなどが組み込まれ、効率的な取引が可能となる。

自社のシステムを業界VANにつなぐことで、業界VAN内の企業同士であれば、受注・発注ともに

利用が可能。 

（４）Web-EDI 

発注者側が自社にて購買（発注）Web サイトを構築し、それを受注企業が利用して注文データを

取得する個別EDIの形態。個別EDI同様、発注者毎にシステムが異なるため、受注者は発注者毎の

Web-EDIシステムにアクセスする必要がある。 

（５）EDIとEOSとの違い 

EOSとは「Electronic Ordering System：電子発注システム」の略であり、電子的に発注するシ

ステム。対してEDIは、発注のみならず出荷、検収、請求、決済までを対象とする。EOSは、EDI

の機能の一部と考えられる。 

（６）EDIとECとの違い 

広義のEC は、EDI を含む電子商取引全般を指す。狭義のEC は、基本的に販売側（受注者）が

Web により購入サイトを提供し、不特定多数の発注者が画面操作により注文・購入を行う。これに

対してEDIは、事前に取り決めた企業同士が通信回線を通して、それぞれの業務アプリケーション

間（Web-EDI等、例外あり）で取引データの交換を行う。 

４．EDIの通信プロトコル（伝送手順等） 

EDIに利用される通信プロトコル（伝送手順等、主にEDIのフレームワークの「電文搬送」に関

する手順・規約等）には、国際的標準機関によって定められたもの、日本国内で定められたもの、EDI

用に開発・策定されたもの、汎用的な既存のファイル転送プロトコル等、様々なものが存在する。以

下に、主なものを示す。 

（１）従来型EDI通信プロトコル（ISDN等を使用した伝送手順） 

ISDN等を使用した従来型のEDI通信プロトコルである。インターネットが普及した現在でも多
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くの企業に使用されている。しかし、2024 年にNTT の ISDN「ディジタル通信モード」がサービ

ス提供を終了することにより、大きな影響が懸念され、インターネットを利用した次世代EDI通信

プロトコルに移行することが推奨されている。 

①JCA手順 

日本チェーンストア協会が制定したデータ交換手順。流通業界を中心に広く普及した。 

②全銀手順（ベーシック手順） 

全国銀行協会（全銀協）が制定した通信プロトコル。銀行間、企業と銀行間、企業間において、オ

ンラインデータの交換に用いられる。全銀協より、サポートを 2023 年 12 月 31 日で終了すると発

表されている。 

③全銀TCP/IP手順（拡張Z手順） 

全銀手順をTCP/IP用に拡張した通信プロトコル。回線は公衆回線、ISDN回線を使用する。全銀

協よりサポートを 2023 年 12 月 31 日で終了すると発表されている。対策として、2017 年 5 月 16

日に全銀手順（TCP/IP手順・広域 IP網）の仕様が公開された。 

（２）次世代EDI通信プロトコル（インターネットを使用した伝送手順） 

インターネットを使用した EDI 通信プロトコルである。従来型 EDI 通信プロトコルと比較して

性能面に優れ、新たなEDI標準等への採用が進んでいる。 

①EDIINT AS2 

インターネット技術の標準化団体 IETFが策定した国際標準規格。Amazonやウォルマート、カ

ルフールなど、多くのグローバル企業が採用している。 

②OFTP2 

欧州の自動車標準化団体 Odette が開発した通信プロトコル。欧州の自動車業界を中心に利用さ

れ、日本の自動車業界でも利用が進みつつある。 

③ebXML MS 

 サービス国際標準化組織OASISと国連CEFACTが策定した国際標準規格。アジア圏を中心に普

及が進んでおり、日本でもバージョン2とバー ジョン3が様々な業界で利用されている。 

➃JX手順 

日本独自の規格で、SOAP-RPCをベースとした、JCA手順の後継プロトコル。中小企業向けに、

低コストでの運用を実現するプル型データ交換を可能にしている。小売、流通業をはじめ複数の業

界で採用されている。 

⑤SFTP／FSTP 

FTPに暗号化等でセキュリティを強化したファイル転送プロトコル。 

５．EDI化のメリット 

企業間取引において、取引先から紙などのアナログな形で情報を受けた場合、それを自社のシス

テムに取り込むためにデータの入力作業が必要になる。それが企業の大きな負担になっている。ま

た、業務の遅延や入力ミスによる新たな問題を生み出し、更に負担を大きくしている。 

  つまり、社内では IT化（デジタル化）を進めているにも関わらず、デジタル化されているデータ

を一旦紙に印刷（アナログ化）して相手側に送り、受領した側でそれを ITシステムに手入力（再度

デジタル化）するといった、非常に非効率な行為を行っていることになる。これは、社会全体でみる

と莫大な損失と言える。 
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発注企業・受注企業が、相互に社内業務システムと連携したEDIを導入することによってこの問

題を解決することができる。 

 

次に、一般的なEDI化前の課題・問題の例とEDI化後の改善点・メリットの例を示す。 

 

■EDI化前の課題・問題点（例） 

 業務アプリ等へのデータ入力や書類の管理などの業務に手間と時間がかかる。 

 入力ミス、書類の紛失等のトラブルの発生頻度が高い。 

 取引先や他部門からの問合せ対応のための業務負荷が高い。 

 取引先毎に手続きが異なり、受発注業務が煩雑になりやすい。 

 業務の標準化が進まず、属人化しやすいため、担当者不在による業務停止リスクが高い。 

  

 ■EDI化後の改善点・メリット（例） 

 EDIから業務アプリにデータを直接取り込むため、データ入力の負荷が大幅に削減され

る。 

 人手作業が大幅に削減されるため、ミスが減って業務品質（正確性）が向上する。 

 業務の自動化が進み、業務スピードの向上と情報のリアルタイムな活用が可能になる。 

 取引先とデータが共有できるため、問合せ対応、チェック業務等の時間が大幅に削減さ

れる。 

 ペーパーレス化が進み印刷代・用紙代・保管コストが削減される。 

 サプライチェーン（取引先グループ）としての取引データが蓄積され、戦略的活用が可

能となる。 

 業務の標準化が促進され、属人化による問題が改善される。 
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第２章 商流EDIの現状と課題 

１．中小企業における商流EDIの現状 

（１）中小企業におけるEDIの利活用状況 

      中小企業の EDI の導入状況については、対象とする企業の規模（個人事業主を対象とするかや、

規模毎のサンプル数の割合等）、業種・業界、利用者の立場（発注者／受注者）、Web-EDIを含むか、

アンケート調査の場合の回答者のEDIの解釈の違い等もあり、条件や調査の範囲等の設定によって

結果に大きく差が出るため、単純に示すことは困難である。以下はあくまでもひとつの傾向として示

すものである。 

 

      次のデータは、中小企業（個人事業主を除く）における、IT ツール毎の利活用状況（導入数では

なく、ITツール毎に「十分に活用している」と回答された割合）である。 

 

図 16．ITツール毎の利活用状況9 

                                                   
9 出所：公益財団法人 全国中小企業取引振興協会 
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企業規模が小さいほどEDIの活用ができておらず、最も大規模な企業群においても、十分に活

用できている企業は3割に満たない結果となっている。 

（２）業種・業界毎のEDIの状況 

企業間の取引プロセスは、業種・業界によって異なり、EDIの導入状況にも差があると考えられ

る。次は、前項の ITツール毎の利活用状況を業種別に分類・集計したものである。（導入数ではな

く、ITツール毎に「十分に活用している」と回答された割合であり、企業規模は考慮されていない。） 

 

 

図 17．業種別の ITツール毎の利活用状況10 

 

業種毎に利活用の状況に大きな差があることが分かる。このような差が出る原因のひとつとし

て、業種毎の業態の違い（BtoBと BtoCの違い）が考えられる。例えば、基本的にEDIはBtoB

を前提しているが、消費者を主な顧客（BtoC）としている小売業や飲食業等は、受注にEDIを利

用することは少なく、仕入れのための発注に限定される。また、特に小規模な企業ほど発注に自ら

EDI を使用するケースは少なく、大手の発注者からの要請により受注側として利用しているケー

スが多い。 

 

また、業種毎の取引の複雑さや、業界毎の EDI 標準化の状況も影響すると考えられる。次に、

参考として、主な業界のEDI標準および管理・運営団体を示す。 

                                                   
2016年7月「規模別・業種別の中小企業の経営課題に関する調査（要旨）」 

     http://www.zenkyo.or.jp/it/pdf/houkoku_h27.pdf 

 
10 出所：公益財団法人 全国中小企業取引振興協会 

2016年7月「規模別・業種別の中小企業の経営課題に関する調査（要旨）」を再編加工 

     http://www.zenkyo.or.jp/it/pdf/houkoku_h27.pdf 
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図 18．各産業界の主要な標準EDIの纏め11 

 

上図（図 18）の右側の枠内は、流通関連の業界の状況を示している。 

 

流通関連の業界においては、各業界団体が、食品種別毎に存在し、また、小売の形態も大手デパー

ト・スーパーからコンビニ・個人商店まで様々であり、対応が他の産業界と比べ時間を要している状

況である。そこで、（一財）流通システム開発センターが中心となり、標準 EDI として流通 BMS 

を策定し、各企業へ各業界団体を通じ利用を推進している。12 

２．中小企業における商流EDIの課題 

これまで述べてきた通り、中小企業においてEDIの利活用が進んでいるとは言えない状況である。

その原因として、中小企業の受発注取引では大きく次の 3 つの取引層があり、それぞれ次のような

問題を抱えていることが挙げられる。（図 19）。 

尚、我が国の商習慣は業種差をはじめ様々であり、共通的なモデル化は困難である。ここでは、問

題を示すために、代表的と考えられる状況を模式化している。 

  

                                                   
11 出所：平成30年4月経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 

平成 29 年度 我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備 （電子商取引に関する市場調査）報告書 

http://www.meti.go.jp/press/2018/04/20180425001/20180425001-2.pdf 
12 出所：平成30年4月経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 

平成 29 年度 我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備 （電子商取引に関する市場調査）報告書 

http://www.meti.go.jp/press/2018/04/20180425001/20180425001-2.pdf 
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図 19．我が国の中小企業取引の層別特徴と課題 

 

（１）業界標準EDI取引層における問題 

取引形態毎に新たなシステム投資が必要となる。 

業界にて定められた標準EDI仕様や、個別の大企業の取引システムの仕様は、基本的に他の仕様

との相互の連携を前提としていない。また、それぞれのシステムは中小企業にとって高価である。仕

様の異なる企業と取引を行う際、自社のシステムに対応するために新たな投資が発生し、中小企業の

負担となる。 

（２）Web-EDI取引層における問題 

発注者毎にシステムが異なるため、受注者は多画面（多システム）を使用しなければならず手間が

かかる。 

インターネットが普及すると、受注者である中小企業のシステム投資負担を軽減するため、比較的

大規模の企業が自社にて購買（発注）Web サイトを構築し、それを受注企業が利用して注文データ

を取得するWeb-EDIの導入が進んだ。しかし、これらのWeb-EDIシステムは発注者毎にそれぞれ

異なるシステムであり、受注者は、発注者毎のWeb-EDIシステムの画面を開く必要があり、業務の

負担となる。これは「多画面問題（多画面現象）」と呼ばれている。 

また、Web-EDIではデータのダウンロード機能が提供されていない場合や、ダウンロードできて

も自社システムのフォーマットに変換する仕組みの構築コストがかかることから、一度印刷してか

ら入力するといったことも行われている。これも中小企業の大きな負担となっている。 

基本的には、受注者側が、同一の仕組みを使用して発注することはできない。 
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図 20．多画面問題（多画面現象）のイメージ 

 

（３）紙注文取引層における問題 

企業が、（1）（2）の状況により、EDIの導入が進まずFAX取引等から脱せないことで、生産性向

上の機会を逸し、人為的なミスも発生し易い。 

 

前述（1）（2）の状況により、EDIの導入が進まずFAXをはじめとした紙取引から脱却できてい

ない中小企業が多く存在する。新規のシステム投資は発生せず、業務を変更する負荷もないが、手作

業であるが故に記入ミス、送信ミスなどの人為的なミスが発生し易い。冒頭に掲げた人手不足の問題

に対し、対策を打つべき状況であるが、その機会を逸している状況にある。 

 

      また、社内はある程度の IT化（デジタル化）を進めていても、企業間取引においては、それを一

旦紙に印刷（アナログ化）して FAX で送信し、受領した側でそれを IT システムに手入力（再度デ

ジタル化）するといった、非常に非効率的な行為を行っていることになる。これは、社会全体でみる

と莫大な損失である。 

 

更には、これらの結果として、例えば受発注業務において、銀行口座への送受金の情報と受発注の

情報が別のシステムで動いていて連携できないため、これを手動でひも付ける作業をしなければな

らない上に、過去の受発注の情報が散逸してデータが蓄積されず当該ビッグデータを経営に利活用

できていない問題など、国際的にデータの重要性が注目される中、これも大きな社会的な損失であ

る。 

 

これらの問題を解決し中小企業の生産性を向上するために、前述（1）（2）の問題に対応可能なEDI

が求められている。 
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第３章．中小企業における商流EDIの課題解決に向けた国の取り組み 

   

中小企業における商流EDIの課題解決に向けた、これまでの国の取り組みを示す。 

１．「IT 新改革戦略」(2006年度～2010年度) 

政府は、第2期「e-Japan戦略」として「IT新改革戦略」を2006年に発表し、「いつでも、どこで

も、誰でも ITの恩恵を実感できる社会の実現」を主題にして新たな取組みテーマが提示された。 

EDI に関連しては、「汎用的な共通基盤（例えばEDI プラットフォーム）の構築」の必要性が明示

されるとともに、中小企業に対しては、「中小企業の電子商取引を実施企業割合50％以上」が目標とし

て掲げられた。 

 

＜「IT新改革戦略」に提示された企業競争力強化テーマ＞ 

『IT経営の確立による企業の競争力強化－世界トップクラスのＩＴ経営を実現－』 

●目標 

① 2010 年度までに、企業の部門間・企業間の壁を越えて企業経営を ITによって最適化する企業の

割合を大企業・中小企業ともに世界トップクラスの水準に引き上げる。 

② 2010 年度までに、基幹業務に ITを活用する中規模中小企業（年間売上高５億～20 億円を想定）

の割合を60％以上とする。 

③ 企業が電子商取引に共通して利用できる国際的にも調和した汎用的な共通基盤（例えば EDI プ

ラットフォーム）を構築し、2010 年度までに、電子商取引を実施する企業のうち汎用的な共通基

盤を利用する企業の割合を60％以上とする。 

④ 2010 年度までに、中小企業の取引先のうち電子商取引を実施する企業の割合を50％以上とする。 

２．中小企業戦略的 IT化促進事業（2006年度、2007年度・中小企業庁） 

これを受け、2006年度（平成18年度）および2007年度（平成19年度）に、中小企業のEDI普及

推進に関連した事業として、中小企業庁により中小企業戦略的 IT化促進事業が実施された。 

当該事業では、平成 18 年度 13 件、平成 19 年度 16 件のEDI の調査事業および開発・導入事業が

採択・実施されたが、当該事業は補助事業ということもあり、中小企業者でも電子商取引に共通で使用

できる汎用的な共通基盤（EDIプラットフォーム）の創出には至らなかった。 

３．中小企業 IT経営革新支援事業（2008年度・中小企業庁） 

中小企業のEDI普及推進に関連した事業として、中小企業庁により2008年度（平成20年度）中小

企業 IT経営革新支援事業が実施された。 

補助事業ではなく、全額国費負担による委託事業として実施され、事業内容として「中小企業者が共

通で使用できる汎用ＥＤＩシステム」、「仕様が異なる複数の EDI（独自システムによるｗｅｂ接続、

業界標準、国際標準と様々）との連携が図れるインターフェースソフト（ＥＤＩ変換システム）の開発・

実証が明示的に盛り込まれた。 

 当該事業では、60件の応募があり、そのうち5件が採択・実施され、その幾つかの成果は後に引き

継がれることとなった。 

４．ビジネスインフラ事業（2009年度～2011年度・経済産業省） 

2008 年度（平成 20 年度）に経済産業省により「ビジネスインフラ研究会」が設置され、これによ

る最終報告書（2009年6月）において、アクションプランとして以下が記された。 
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「新しい情報連携を推進するためには多端末問題や多画面問題に悩まされてきた中小企業やサプラ

イヤーを中心に、ビジネスインフラの構築を進めていく必要がある。そこで３年間に１万社が参加する

ビジネスインフラを構築するという目標の実現に向けてビジネスインフラの構築のための取り組みを

進める。」 

 

これを受け、経済産業省により、2009 年度（平成 21 年度）に「ビジネスインフラ事業（業界標準

EDI 整備に関する調査研究）」と「ビジネスインフラ事業（ビジネスインフラの実現に向けた実証）」

が開始された。以下に概要を示す。 

 

（事業の目的） 

・独自仕様のWeb-EDIによる中小企業の負担の解消 

・中小企業が取引先と企業間で活用するためのビジネスインフラとなる業界 EDI 標準の定義の明確

化 

・上記の課題を解決し、中小企業のビジネス改革を支援するためのEDIの仕組みを開発して実証 

 

（事業の内容） 

・業界間でデータ変換ができる共通辞書の構築：自動車業界、電機業界間、及び関係する中小企業

の間で、簡単に受発注情報などのデータ変換ができる共通辞書を構築。 

・変換テーブルや共通辞書のメンテナンス強化のための調査：製造業を中心とし、コード変換テーブ

ルや共通辞書のメンテナンスを継続的に行うための在り方について調査実施。 

・データ変換システムの構築と実証：共通辞書を活用して、バイヤー（主に大企業）とサプライヤー

（主に中小企業）の間で自動的にデータ変換ができる システムを構築するとともに実証を推進。 

 

この事業では、大企業と中小企業の双方が、業界や系列を超えて自由自在に情報交換や情報共有が

できる「望ましい業界標準 EDI」構築のために「業界横断 EDI 仕様」が策定された。「望ましい業

界標準EDI」の要件は、「業際性」「国際性」「健全性」であるとされた。それぞれの定義を以下に示

す。 

 

「業際性」ある企業が複数の業界標準に準拠したEDIに対応する際に要する労力を縮減できること。 

「健全性」中小企業等 IT 化が遅れている企業・部門が EDI を導入する際に取引先の都合で過度の

負担を強いられないこと。 

「国際性」国際標準に準拠することであり、具体的には国連CEFACT標準に準拠すること。 

（共通辞書として国連CEFACTが公開している国際EDI共通辞書（CCL）の利用を推奨） 

 

2009年度のビジネスインフラ事業は次世代電子商取引協議会(ECOM：事務局JIPDEC)にビジネ

スインフラ整備委員会を設けて調査研究を行い、上記の成果が得られた。実証事業は 4 プロジェク

トが採択され、実証検証を実施した。 

2010年度にはビジネスインフラ事業の成果を引き継ぐために、次世代EDI推進協議会(JEDIC：

事務局JIPDEC)にビジネスインフラ推進会議を新設し、ビジネスインフラ推進事業の活動計画立案

とビジネスインフラに関わるEDI標準の策定・管理を行なった。 

これらの活動の成果物は「業界横断EDI 仕様V1.1 ビジネスインフラガイドブック」として取り

まとめ、2012 年 3 月に公開された。この仕様は国連 CEFACT 標準共通辞書(CCL)を活用して企業

間取引に共通する最小の情報項目を抽出して策定された。しかし各業界取引に必要な業界固有の情

報項目は含まれていないので、参照仕様と位置付けられている。 

次世代EDI 推進協議会(JEDIC)は 2012 年 3 月に解散すこととなり、以降の活動は民間が主体的

に取り組むこととされた。 
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５．ビジネスインフラ事業終了後の取り組み（民間） 

（１）一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会（SIPS）による取り組み 

ビジネスインフラ事業後の活動については民間主導で取り組むこととされたので、国連

CEFACT日本委員会の傘下に一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会（以下、「SIPS」と

いう。）が有志企業・団体をメンバーとして発足し、実用化に向けての検討が進められた。その後、

業界横断EDI仕様およびビジネスインフラガイドブックは改定が重ねられている。 

業界横断EDI 仕様は、業界共通仕様と業界固有仕様を併存できる仕組み（フレームワーク）を

ベースに、「業界横断データ辞書」と「メッセージ辞書」により構成される。「業界横断データ辞書」

は、国連CEFACT標準辞書(CCL)の日本語翻訳版サブセットであり、業界共通仕様と業界固有仕

様の両方の情報項目をカバーしている。「メッセージ辞書」は固有の業務領域(ドメイン)毎に、「業

界横断データ辞書」に登録されている情報項目を使って定義された業務プロセス毎のEDI メッセ

ージを収録する。 

（２）特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会による取り組み 

ビジネスインフラ事業において、中小企業間のFAX 取引をEDI に置換えるための中小企業固有

取引EDI仕様については中小企業業界として別途取り纏めるべきとされた。このため、中小企業者

が共通で使用できる汎用的な共通EDI基盤の仕様はSIPSと連携してITコーディネータ協会(SIPS

賛助会員)により継続して検討が進められ、「業界横断EDI 仕様」を参照し、国連CEFACT 共通辞

書(CCL)を活用した中小企業ドメイン向け EDI メッセージ仕様である「中小企業共通 EDI メッセ

ージ仕様」が策定され、実用化が進められた。 

６．次世代企業間データ連携調査事業（2016年度～2017年度） 

少子高齢化の影響による人手不足を解消するための生産性向上の必要性や、2024 年（平成 36 年）

の ISDNサービスの終了、2018年（平成30年）の全銀EDIシステム（ZEDI）稼動に伴う金融EDI

連携に向けた商流EDI普及の必要性など、企業間データ連携の実現が以前にも増して求められている。 

また、近年の技術的進展の中で、特にクラウドサービスが実用的に普及したことは、導入負荷やイニ

シャルコストの面で、中小企業にとっての大きな選択肢となり、企業間データ連携においても強い追

い風になっており、機が熟したと言える。 

これらの状況を踏まえると、「業種の垣根を越えた企業間データ連携」の実現は必然であり、その普

及に向けて確実に取り組むべき状況にある。このような経緯を受け、中小企業庁の平成28年度補正予

算「経営力向上・IT基盤整備支援事業(次世代企業間データ連携調査事業)」が実施され、前述の「中小

企業共通EDI メッセージ仕様」を実装した 12 のプロジェクトによる、実証検証が実施され、この結

果を反映して「中小企業共通EDI標準」（初版）が策定された。 

詳細は次章に示す。 

７．中小企業・小規模事者決済情報管理支援事業（2017年度～2018年度） 

商流情報と決済情報の連動による受発注から資金決済までの過程を電子的に自動で行うSTP（Straight-

Through Processing）化が有効であるが、個別の中小企業がこのようなアプリケーションを独自に開発するこ

とは容易ではない。また、自社だけではなく、大手を含めた取引先や業界の商流EDIとの連携も必要となる

ため、中小企業が独自に進めることは困難である。 

第１部に記した通り、これを解決するために、2018年12月 25日に全銀EDI システム（ZEDI）

が稼働することを受け、中小企業庁の2017年度（平成29年度）補正予算「中小企業・小規模事者

決済情報管理支援事業」が実施され、商流EDIと全銀EDIシステム（ZEDI）の連携によって、受
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発注から決済までの一連の業務をつなぐための金融EDI連携の基盤である「決済・商流情報連携基

盤」が整備された。 

 

第４章 次世代企業間データ連携調査事業 

 

これまで示した経緯のとおり、「業種の垣根を越えた企業間データ連携システム」の必要性は明白で

あり、中小企業庁の平成 28 年度補正予算「経営力向上・IT 基盤整備支援事業(次世代企業間データ連

携調査事業)」（以下、「平成 28 年度実証事業」という。）13において、その整備と実証検証を含む調査

が実施された。以下に事業の概要を示す。 

１．事業の目的 

  事業の主な目的を示す。 

・FAX 利用が続く中小企業の非効率な受発注業務を、業種の垣根を越えた企業間取引データ連携シ

ステムの整備により、中小企業の生産性向上の底上げを行う。 

・中小企業が第４次産業革命の一翼を担い新しいビジネスモデル構築へ取り組めるようにする。 

・複数の企業間取引コンソーシアムで「国連 CEFACT 標準共通辞書」に準拠した「中小企業共通

EDI 仕様」に基づく企業間取引データ連携の実証実験を行い、効果的につながること、及びその

生産性向上効果を検証する。 

２．事業の成果 

    事業の実施の結果、以下の成果が得られた。 

 

 
 

図 21．次世代企業間データ連携調査事業の成果 

３．導入効果実証 

定量的な効果として中小企業共通EDIの導入による業務時間の変化を計測し、業務時間削減率

を算出することで、生産性向上効果が計られた。 

                                                   
13 中小企業庁の平成28年度補正予算「経営力向上・IT基盤整備支援事業(次世代企業間データ連携調査事業)」の詳細は、委託先である特定

非営利活動法人ITコーディネータ協会の専用サイトで公開されている。 

https://www.itc.or.jp/datarenkei/ 
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また、システム連携実証検証に参加した企業に対しアンケートを行い、定性的に効果・課題を集

計することで、定量的な結果の実感としての裏付けや、定量的に現れにくい効果や課題についても

整理が行われた。 

（１）生産性向上効果（定量分析） 

モデルプロジェクトのデータ連携実証検証の結果から、業種の垣根を越えたデータ連携システム

の活用による生産性向上効果についてまとめられた。ここでは、生産性向上の指標として、業務時

間削減効果を扱うこととされた。 

業務時間削減効果は、全モデルプロジェクト（67社 ）の平均で53.3%となり、業務時間がほぼ

半減する結果となった。また、全てのモデルプロジェクトにおいて、各全体の業務時間が削減方向

にあったことから、生産性向上効果が認められたと言える。 

 

各モデルプロジェクトにおける、発注企業・受注企業別の業務時間削減効果を示す。 

 

 

図 22．発注企業・受注企業別の業務時間削減効果 

 

全てのモデルプロジェクトにおいて、業務時間削減率にばらつきはあるものの、それぞれのプロ

ジェクトにおいて業務時間は削減される結果となった。 

また、発注企業、受注企業毎の業務時間の削減率については、全体を平均した場合大きな差異は

見られず、それぞれ50%程度となったことから、共に生産性向上効果が認められたと言える。 

（２）その他の効果および課題（定性分析） 

定性的な効果・課題を抽出するために、各モデルプロジェクトに対しアンケート（ユーザー企業42

社）が実施された。 

①効果 

効果として、ユーザー企業から最も多く挙げられたのは、生産性向上効果として定量的に実証され

たように、業務効率の向上であった。これらは業種の垣根を越えるデータ連携システムとして中小企

業共通EDIが目指す姿であり、実証検証に参加した各企業は、それらを実感できていることが分か

った。 



   

38 

  

 

共通的な認識となっている内容や、特徴的な内容について次に示す。 

 

 

 その他効果 

その他効果として、主だった内容を示す。 

- EDI導入によって社内のペーパーレス化が進み、情報管理が容易になる 

- EDI導入によって取引先との情報共有が進み、円滑な取引につながる 

- 受発注データを蓄積し、今後、経営情報として活用することが期待できる 

 

これらの効果は、単に EDI 化するだけでは難しく、アプリケーション側での対応や業務プロセ

ス面での改善も合わせて実施することで、EDI導入の効果を最大化する必要がある。 

②課題 

課題としてユーザー企業から最も多く挙げられたのは、社内連携の難しさ、取引先との調整で

あった。 

共通的な認識となっている内容や、特徴的な内容について次に示す。 

 

 

 社内システムとの連携 [10件] 

 取引先との調整 [10件] 

 その他課題 

- 導入に向けた社内準備の負担が大きい 

- EDIとアナログ手順の混在によりかえって業務が煩雑化する 

その他、導入したシステムとして、 

- 画面表示の分かりにくさ 

- 必要な機能の一部（承認フローなど）が実装されていない 
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- 十分な費用対効果が得られるかが疑問 

 

これらの問題・課題の発生を回避するためには、事前の現状分析による課題設定と EDI 化と

合わせた業務の最適化を進めるなど対応が必要である。 

４．中小企業共通EDI標準（初版）の策定 

実証検証に際し、ITコーディネータ協会が管理する「中小企業共通EDI仕様v3.1」を実証用参照資料と

定めた。 

「中小企業共通EDI仕様v3.1」は、中小企業が共通して利用できるEDIについて、ITコーディネータ協

会が仕様化・実用化を進め、その長年の取組み結果をまとめたものであり、国連CEFACTに準拠した内

容となっている。 

この背景から、平成28年度実証事業における業種の垣根を越えたデータ連携システムの仕様策定に

向けた仮説の仕様として相応しいと判断し「中小企業共通EDI仕様v3.1」を実証検証の仕様案として提示

し、検証を通してその適切性についても調査が行われ、その結果を反映することで「中小企業共通EDI標

準（初版）」が策定された。 

（１）中小企業共通EDI標準（初版）の仕様の構成 

中小企業共通EDI標準（初版）は次の三つの文書で構成される。 

① 中小企業共通EDI標準仕様書 

② 中小企業共通EDIメッセージガイドライン（参考資料） 

③ 中小企業共通EDI実装ガイドライン（参考資料） 

 

 
図 23．中小企業共通EDI標準の構成 

 

（２）中小企業共通EDI標準仕様書 

「中小企業共通EDI標準仕様書」に定めた標準仕様は、事業の成果である業種の垣根を越えたデ
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ータ連携システムの要件となる。 

 

①標準化の観点 

業種の垣根を越えた企業間データ連携を行うためには、業種差に影響されない共通の情報項目の

定義が必要である。また、中小企業にとってのEDIの導入負荷を下げるため、取引先とのデータ連

携項目の交渉などの負荷を低減する、プリセットされた共通情報項目の定義が必要となる。 

この概念を、メッセージに関する相互連携性と呼び、中小企業共通EDI標準仕様書にて具体的に

定めた。 

②標準の概要 

当実証検証においては、主に注文プロセスを中心に検証が行われたことから、「注文メッセージ」

のみを標準化の範囲としており、注文回答および注文以外の取引プロセスのメッセージについては、

参考資料であるメッセージガイドラインに記載されている。 

 

 

図 24．標準にて定めるプロセスの範囲と必須実装情報項目の仕様 

 

中小企業共通EDI対応業務アプリケーション（クラウドサービスを含む）同士が相互にデータ

連携を行う際に、注文メッセージにおいて必須で交換可能とすべき情報項目として13項目を抽出

し、中小企業共通EDI標準仕様書にて標準と定めた。 

各業界における商取引には業界固有の情報項目が必要であり、これについては業界毎の検討が

不可欠であるため、中小企業共通 EDI 標準(初版)としては、業界を横断して殆どの取引に必要な

最小限の情報項目を実証検証や委員会による議論・意見公募の結果を踏まえて定めた。 

 

詳細については、「第３部 中小企業共通EDIの導入の進め方」にて解説する。 

（３）中小企業共通EDIメッセージガイドライン 

「中小企業共通EDIメッセージガイドライン」は、「中小企業共通EDI標準仕様書」にて定めた

注文メッセージを含め、見積から支払通知までの全てのプロセスのメッセージについて記載されて

おり、また当該メッセージを利用して中小企業の紙取引をデジタル取引へ置き換える手順の解説を

含む参考文書である。 

 

詳細については、「第３部 中小企業共通EDIの導入の進め方」にて解説する。 
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（４）中小企業共通EDI実装ガイドライン 

「中小企業共通EDI実装ガイドライン」は、業務アプリケーションや共通EDIプロバイダーに求

められる機能や、システムのインターフェースおよび中小企業共通EDIメッセージ仕様の実装に関

わる仕様が記載されている参考文書である。 

標準化には至らなかったが、事業にて得られた知見として、共通EDIプロバイダー間連携のため

の次世代型EDI通信プロトコルである「未来EDIプロトコル(仮称)」の実証検証結果等の記載がさ

れており、これまでの検討が可視化された資料である。 

 

詳細については、「第３部 中小企業共通EDIの導入の進め方」にて解説する。 

５．普及計画（案）の策定 

事業の成果として、「普及計画案」を策定した。 

普及計画案は、普及推進協議会（仮称）が立ち上がった後、速やかに普及計画を策定することがで

きるよう、そのインプットとなるべく事業終了後の普及に向けた調査を行いまとめたものである。 

事業終了後の2018年度より、ISDNサービスの終了が予定されている2024年度までの7年間の

普及の進め方について整理し、ロードマップ案を作成した。 

外部環境のタイミングとの兼ね合いや、中小企業共通EDIの普及進度を想定し、ISDNサービス

終了までを3つのフェーズに分け、それぞれの普及の進め方を次のように想定した。 

 

 
図 25．普及ロードマップ案 
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IT導入補助金、ものづくり補助金を活用
し、普及を促進

対応製品の拡大に伴い、各モデルにて、今まで課題解決が
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第５章 事業終了後の組織的活動 

１．中小企業共通EDI標準の維持管理 

平成28年度実証事業終了後、仕様の維持管理は ITコーディネータ協会が担当することとされ、

中小企業共通EDI標準（初版）をベースに継続的に仕様・ガイドラインのバージョンアップの検

討が進められている。また、それと並行して、中小企業共通EDI対応製品・サービス（プロバイ

ダーサービスや業務アプリケーション等）の認定制度等も検討されている。 

２．つなぐ ITコンソーシアムの設立 

    平成28年度実証事業の実証検証に参加した ITベンダーを中心に、2018年4月19日に「つなぐ

ITコンソーシアム」14が結成され、中小企業共通EDIの普及推進を目的に活動が行われている。 

    会員企業の多くの IT ベンダーが中小企業共通EDI および ZEDI との連携に対応したアプリケー

ション・サービスの開発に取り組んでおり、中小企業の生産性向上に有効なソリューションが豊富に

提供されることが期待されている。 

 

    

 

■会員企業（五十音順・2019年2月1日現在）

アアル株式会社 

株式会社アイル  

株式会社アクロスソリューションズ 

株式会社アプストウェブ 

株式会社イークラフトマン 

株式会社インフォマート 

株式会社エクス 

株式会社NTTデータ 

株式会社オービックビジネスコンサルタント 

株式会社グローバルワイズ 

小島プレス工業株式会社 

株式会社サンアドバンス 

                                                   
14 出所：「つなぐITコンソーシアム」ホームページ（事務局：特定非営利活動法人ITコーディネータ協会） 

https://tsunagu-it.com/cons/ 

GMOペイメントゲートウェイ株式会社 

株式会社スマイルワークス        

株式会社DTS  

トピックス株式会社 

一般社団法人トヨタWG共通EDI推進協会 

Tranzax株式会社 

ピー・シー・エー株式会社 

碧南商工会議所 

渡敬情報システム株式会社 

一般社団法人クラウドサービス推進機構 

特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 

 

実証検証に参加したITベンダーを中心に、 

中小企業共通EDIの普及推進を目的とした 

「つなぐITコンソーシアム」を結成 

中小企業共通EDIで生産性向上を目指す皆様を協力にサポート！ 

つなぐITコンソーシアム 事務局 
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-17-8 

浜町平和ビル7階 
特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 内 

TEL 03-3527-2185 

つなぐITコンソーシアム 事務局 

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-17-8 浜町平和ビル7階 

特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 内 

TEL 03-3527-2185 
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３．つなぐ ITコンソーシアム「金融EDI連携委員会」の設置 

「つなぐ ITコンソーシアム」内に、ZEDIとの連携・普及等を目的として「金融EDI連携委員

会」が2019年8月31日に設置された。 

 

 

図 26．つなぐ ITコンソーシアム「金融EDI連携委員会」15 

  

                                                   
15 出所：一般社団法人全国銀行資金決済ネットワーク 

全銀EDIシステム（ZEDI）について平成30年９月版 再編加工 

https://www.zengin-net.jp/zedi/pdf/zedi_info.pdf 





   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３部 中小企業共通 EDIの導入の進め方 
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第３部 中小企業共通EDIの導入の進め方 
 

EDIの導入には、一般的な企業内の基幹システム等の導入と違い、個別の企業のみならず複数企業

による連携した取り組みが必要である。また、業界や企業間での仕様の共通化や標準への準拠が必要

なため、それに対応できる専門的な知識が求められる。第３部では、第２部で取り上げた、平成28

年度実証事業で策定され、中小企業庁が普及を進めている「中小企業共通EDI」を例に、EDIの導入

の進め方やポイントを「商流・金流EDIコーディネータ」が企業に支援する視点で解説する。 

 

第１章 概要 

１．一般的な企業内の基幹システム等の導入支援との違い 

EDIの導入支援を進めるにあたっては、まず、一般的な企業の基幹システム等の導入支援との違い

を理解しておく必要がある。次に主な違いを示す。 

（１）複数企業による連携した取り組みが必要 

EDI は、発注企業と受注企業のシステムを相互に連携する仕組みが必要となるため、個社単独のシ

ステム化の取組みではなく、サプライチェーン（受発注企業のグループ）が連携して取り組む必要がある。 

また、単にITシステムのみならず、取引ルールや各社の業務プロセスの変更も発生し、その対応

時期も同期する必要がある。これに加え、EDI の導入の効果を高めるには、一社でも多くの取引先

とEDI連携し、そのメリットを共有する必要があることから、ステークホルダーも多くなり、導入

支援者も複数人体制で取り組むケースも少なくない。そのため、より高い調整能力とプロジェクト

マネジメント力が求められる。 

（２）業界や企業間の標準・共通仕様への準拠が必要 

EDI は、業界や企業間で取り決められた標準や共通仕様に準拠することが前提となる。標準や共

通仕様毎にその内容は勿論、情報の入手先や運用ルールなども異なるため、導入支援者には対象の

EDIのそれらに関する専門的な知識が求められる。 

また、標準や共通仕様は、改定により同一の標準であっても複数バージョンが存在する場合もあ

るため、それぞれの互換性などにも留意するとともに、改定の予定なども含め、常に最新の情報を

把握しておく等、専門性が求められる。 

（３）企業間で共同で利用するシステムやサービスが必要 

EDI は、企業間で通信回線を経由してデータ連携を行う。そのためEDIによっては、共同で利用

するサーバやVAN・ASP・EDIプロバイダー等と呼ばれるサービスが必要になる場合があり、これら

の管理の責任分界点や利用ルール、コスト負担などの事前の取り決めが発生するため、各サービス

の特性や契約面の知識と高い調整能力が必要になる。 

また、個別の企業だけでは管理できない面も多く、企業間を跨ったセキュリティやBCP等の対策

も重要な要素となるため、より広いIT活用に関する知識が求められる。 

（４）各企業の異なるアプリケーション間のデータ交換が必要 

EDI は、各企業の異なるアプリケーション間でのデータ交換が必要である。相互に連携を行うために

は、業務アプリ毎に異なるデータ属性の共通仕様への変換や、接続するためのインターフェース等の

様々な取り決めを行い、アプリケーションに実装する必要がある。これらをベンダーと調整する技術的なス
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キルも求められる。 

また、イレギュラーなケース等、すべてのケースに対応できない場合もあるため、その際の事前の

取り決めが必要である。これに加え、業務パッケージソフトのバージョンアップやリプレイスなどに

際してのEDIの対応も必要になるため、事前に考慮した対応が必要になる。 

２．EDI導入による生産性向上を支える人材と役割 

EDIの導入を進めるには、経営者、現場部門が参加して全社規模で進める必要がある。また、ITベ

ンダー等の外部との調整も必要である。その中で、キーパーソンとなるのは、EDIによる生産性向上

を推進する「EDI導入推進者」である。 

これは取引先企業各社においても同様であり、その数が増えるほど、プロジェクトのステークホル

ダーは多くなり、これらをまとめるのは容易ではない。 

 

EDI は一般的に発注者主導で進めるケースが多く、発注者の EDI 導入推進者の役割は非常に大き

い。しかし、このようなスキルを持った人材を中小企業が社内で用意することは多くの場合困難であ

る。そこで、商流・金流EDIコーディネータが、 EDI導入推進者を支援・代行・育成しながら、導

入プロジェクトを推進（伴走支援）する体制を代表的な導入体制とする。 

 

本書が前提とする代表的なEDIの導入体制のイメージを以下に示す。 

 

 

図 27．本書が前提とする代表的なEDI導入体制イメージ 

 

本書におけるEDIの導入推進体制の前提を以下の通り定義した。 

 

・EDIの導入は、主に発注企業が中心となって推進するケースが一般的である。 

・発注企業側に、導入に関わるステークホルダーとの調整・交渉を行いながら、プロジェクトをリー

ドするEDI導入推進者が必要である。 

・中小企業において、IT 経営とEDI に精通したスキルを持ったEDI 導入推進者を用意することは

困難な場合が多いため、商流・金流EDIコーディネータが、 支援・代行・育成しながら、導入プ

ロジェクトを推進（伴走支援）する体制を代表的な導入体制とする。 

・EDIの導入には、IT経営の広いスキルと業種毎に異なる業務知識が必要になることに加え、多数

の企業に対しての対応が必要になるため、複数の商流・金流EDIコーディネータが連携して支援

するケースも想定する。 

 

EDI の導入は、多くのステークホルダーが連携・協力して進められる。以下に主なステークホルダーとそ

の役割を示す。 
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表 7．ステークホルダー 

プロジェクト参加者 想定対象者 役割等 

ユーザー企業の経営者 
EDI導入（見込みを含む）企業の代表

者、役員、決裁権者等 

EDI導入について社内にコミットメントする

とともに、取引先との経営者レベルでの調整

役となる。 

EDI導入推進者 
主にバイヤー側の調達・購買部門の管

理者、情報システム担当者等 

EDI導入に際して、社内を指揮すると共に、

取引先との詳細な調整を行い、プロジェクト

を推進する。 

ユーザー企業部門担当

者 

調達・購買部門・受注部門等の担当者

等。受注企業の場合、社内の各関連業

務部署の推進担当となる。 

EDI導入に際して、EDI導入推進者の指揮の

元、導入に必要な対応を行う。 

中小企業商流・金融 

EDIコーディネータ 

地域のITコーディネータ、ITコンサ

ルタント等 

ユーザー企業ならびに取引先企業に対する

EDIの導入に伴う支援（導入に際しての業務

プロセス等の変更・改善等の支援を含む）を

行う。 

EDIプロバイダー等 
EDIプロバイダーサービスを提供する

ベンダーの担当者（営業・SE等） 

EDIプロバイダーとして、サービスの提供、

運用を行う。 

EDI対応業務パッケージ

ソフト開発・提供者 

EDI対応業務パッケージソフトを開

発・提供するベンダーの担当者（営

業・SE等） 

EDIアプリケーションのサービス開発・提供

者として、アプリケーションの提供、導入支

援・保守を行う。 

連携アプリベンダー 

企業の既存アプリをカスタマイズして

EDIと連携するベンダーの担当者（営

業・SE等） 

企業の既存アプリをカスタマイズしてEDIと

連携する。 

 

 

EDI導入を成功するための、主要なステークホルダーの位置づけを示す。商流・金流EDI コーディネータ

は、自身の認識も含め、当該ステークホルダーに対して意識付けすることが重要となる。 

 

（１）EDI導入による生産性向上をリードするのは経営者 

EDI導入による生産性向上実現のためには、ＩＴの導入だけではなく、ＩＴ利活用の成果を享受するステ

ークホルダー（従業員、取引先など）が「自分事」としてEDI導入による生産性向上に参画してくれるかどう

かが鍵となる。そのために、経営者は、リーダーシップを発揮して、EDI導入による生産性向上の方向性を

示し、ステークホルダーにEDI導入の動機付けをしなければならない。EDI導入による生産性向上の指針

や目標を具体化し、経営者自らが推進することを明言しない限り、EDI導入による生産性向上の実現はあり

えない。 

EDI導入による生産性向上を目指す経営者は、「ＩＴは難しい」と避けたり、担当者任せにしたりしないこと

が基本姿勢として大切となる。 

（２）EDI導入のキーパーソンは発注企業のEDI導入推進者 

EDI導入による生産性向上の実践は、経営者だけではできない。経営者からの命を受けた社内の推進者

が実務を担当する場合が多い。本書では、EDI導入による生産性向上を進める人材または組織（チーム）を

「EDI導入推進者」と定義している。 

商流・金流EDIコーディネータは、EDI導入を目指す企業内に経営者の意思を実践する実務者（共通EDI
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導入推進者）の設置を要請し、その企業内担当者と協力して同社が可能な計画に基づいた取組みを推進

することが重要となる。この社内推進者の設置は、EDIを導入する受発注全ての企業において必要であり、

各社の推進者と協調した取組みを行うことが成功のカギとなる。 

EDI導入推進者の基本的なミッションは、EDI導入による生産性向上を推進し、実現させることである。企

業によって様々な職位や立場の人が担当することになるが、部署や、役職に関係なく、EDI導入による生産

性向上に対する深い理解と、その実現に向けての熱意と積極的な姿勢が必要となる。そのために、経営者

に代わり、社内外のステークホルダーにEDI導入による生産性向上の方向性や活動の内容を伝え、協力を

得ていく。また、経営に対し提言できる権限も持つ。 

（３）EDI導入の成功は中小企業商流・金流EDIコーディネータの役割が重要 

これまで記してきた通り、EDIの導入を推進するためには、高度な専門知識と広い範囲のスキルが

必要になる。しかし、このようなスキルを持った人材を中小企業が社内で用意することは多くの場合

困難であるため、商流・金流EDIコーディネータが、 EDI導入推進者を支援・代行・育成しながら、

導入プロジェクトを推進（伴走支援）する必要がある。また、EDI化の相談対応から、導入検討・シ

ステムの調達・運用・評価、現場の業務プロセスの改善支援まで、多岐に亘り伴走支援することとな

る。 

このように、商流・金流 EDI コーディネータの役割は非常に重要であり、EDI 導入の成功のカギ

を握っているといえる。 
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第２章 中小企業共通EDIとは 

 

前章に記した通り、EDIを導入する際は、「業界や企業間の標準・共通仕様への準拠」が重要な要素

となる。従って、EDIの標準による違いを意識する必要があるため、第２部で取り上げた、平成28年

度実証事業により策定された「中小企業共通EDI」（略称「共通EDI」）を例に解説する。 

 １．中小企業共通EDIの定義 

    中小企業共通EDIは、平成28年度実証事業により策定された、「中小企業共通EDI標準」（初版）

を拠り所としている。従って、中小企業共通EDIの定義は、「中小企業共通EDI標準」に準拠して

いるEDIと言うことができる。 

 

中小企業共通EDI標準（初版）は次の３つの文書より構成される。 

① 中小企業共通EDI標準仕様書 

② 中小企業共通EDIメッセージガイドライン（参考資料） 

③ 中小企業共通EDI実装ガイドライン（参考資料） 

 

この内、仕様にあたるものは「中小企業共通EDI標準仕様書」とされており、「中小企業共通EDI

メッセージガイドライン」および「中小企業共通EDI実装ガイドライン」は参考資料として位置付

けられている。 

 

 

図 28．「中小企業共通EDI標準（初版）」を構成する３つの文書 
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以下に、中小企業共通EDI標準（初版）とEDIフレームワークの対応を示す。 

 

 

図 29．EDIフレームワークにおける中小企業共通EDI標準（初版）の適用範囲 

 

中小企業共通EDIでは、EDIフレームワークで定義された用語を次のような用語に対応付けている。 

業務連携 → 取引プロセス 

業務情報 → 情報種、EDIメッセージ、またはメッセージ 

情報表現 → メッセージフォーマット 

電文搬送 → EDI通信プロトコル 

運用手順 → ビジネスルール、または取引ルール 

 

企業間の情報交換（EDI）は、企業間で合意した業務連携（取引プロセス）において、合意された業務情

報（EDIメッセージ）を、合意された情報表現様式（メッセージフォーマット）にて、合意された運用手順（ビ

ジネスルール）に従い、合意された電文搬送方式（EDI通信プロトコル）の上で行なわれる。 

 

中小企業共通EDI 標準仕様書は、EDI フレームワークのうち「業務連携」(取引プロセス)や「業

務情報」(EDI メッセージ）の一部を対象としており、異なる IT ベンダーの業務アプリケーション

間の取引データ交換を保証するための相互連携性仕様として以下を規定している。 

 

（中小企業共通EDI標準仕様書（初版）より抜粋） 

 

２．２．相互連携性仕様の前提条件 

（１）対象ドメイン 

業務アプリは、業種毎に多様な仕様で開発されており、実装されている情報項目も多様で

ある。そこで、相互連携性は、対応するドメインに属する業務アプリ間で確保することとす

る。対象ドメインの詳細は「中小企業共通EDIメッセージガイドライン」を参照されたい。 

（２）対象取引プロセス 

国連 CEFACT 標準に準拠した取引プロセスとする。取引プロセスの詳細は「中小企業共

通EDIメッセージガイドライン」を参照されたい。 

（３）業務アプリ 

業務アプリは、相互連携性仕様を実装した業務アプリとする。当該業務アプリは、相互連

① 中小企業共通EDI標準仕様書

② 中小企業共通EDI
メッセージガイドライン(参考資料)

③ 中小企業共通EDI
実装ガイドライン(参考資料)
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携性仕様に規定する業務アプリの必須情報項目のデータ交換を可能としなければならない。 

（４）共通EDIプロバイダー 

共通 EDI プロバイダーは、相互連携性仕様を実装した中小企業共通 EDI プロバイダーと

する。当該プロバイダーは、相互連携性仕様に規定する全ての情報項目のデータ交換を可能

としなければならない。 

 

３．相互連携性仕様 

３．１．対象ドメイン 

中小企業ドメインとする。 

 

３．２．対象取引プロセス 

中小企業取引プロセスにおける注文プロセスを対象とする。 

 

３．３．相互連携性仕様の対象情報項目 

中小企業共通EDIメッセージにおける注文メッセージを対象とし、業務アプリの必須実装情

報項目ならびに、プロバイダーの必須実装情報項目を規定する。 

本仕様書では、注文メッセージの業務アプリに係る必須情報項目を１３情報項目、プロバイ

ダーに係る必須情報項目を１３５項目と規定する。 

 

 

 以上のとおり、中小企業共通EDI標準仕様書には、中小企業共通EDI対応業務アプリケーショ

ン（クラウドサービスを含む）同士が、共通EDIプロバイダーを通してデータ連携を行う際に、相

互連携性を確保するために必要な注文メッセージにおける情報項目を定めている。 

 

しかし、相互連携性を確保するには、注文メッセージ以外にも、注文回答メッセージや注文以外の

取引プロセスに対応したメッセージの仕様が必要である。また、EDI フレームワークにおける「情

報表現」(メッセージフォーマット)、「電文搬送」(EDI通信プロトコル)、「運用手順」(ビジネスルー

ル)に対応した仕様も必要である。 

これらについては、中小企業共通 EDI 標準（初版）では標準化には至らなかったが、平成 28 年

度実証事業において策定された「中小企業共通EDIメッセージガイドライン」および「中小企業共

通EDI実装ガイドライン」に記載され、参考資料として公開されている。 

  

平成 28 年度実証事業終了後、仕様の維持管理は IT コーディネータ協会で行われており、改正消

費税に対応するため中小企業共通EDI標準のバージョンアップが計画されている。このバージョン

アップでは見積から支払通知までのすべての取引プロセスのメッセージへの拡張が予定されている。 

また、それと並行して、中小企業共通EDI対応製品・サービス（共通EDIプロバイダーサービス

や業務アプリケーション等）の認定制度等の検討も行われている。共通EDIの導入を支援する際は、

これらの動向や最新の情報を把握しておく必要がある。 

２．中小企業共通EDIの構成要素と特徴 

（１）中小企業のEDIに必要な要件 

中小企業においてEDIが普及するには、以下のような要件を満たす必要がある。 

①中小企業でも導入できる低コストで費用対効果が高いこと 

いくらメリットがあっても、初期費用、運用費用が高額では中小企業が導入することは難しい。低

コストで費用対効果が高いEDIが必要である。 
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②中小企業でも発注を含め多くの取引先と連携が可能なこと 

既にEDIを導入している多くの中小企業は、発注者の要請により受注者として導入しているケー

スが多い。これは、企業規模が小さくなるほど顕著である。EDIのメリットを最大限享受するには、

中小企業でも、発注、受注の両方に利用可能で、多くの取引先と連携可能なEDIが必要である。 

③中小企業でも短期間で容易に導入が可能なこと 

EDI導入検討から稼働までの期間は、一般的に半年以上、最短でも３~４カ月程度、特に発注者側

として主導して検討を進める場合は長期間を要する傾向にある。導入期間が長期化するほど現場へ

の負担も大きくなるため、特に人手が不足している中小企業では短期間で容易に導入できるEDIが

必要である。 

（２）中小企業共通EDIの構成要素と特徴 

中小企業共通EDIは、これらの要件を満たすために次に様な構成要素毎の特徴を持っている。 

①（特徴１）中小企業に最適化された共通EDIメッセージ仕様 

EDI の国際標準である国連 CEFACT に準拠し、企業間で交換する取引データの項目・フォーマ

ットを中小企業に最適化した「共通EDIメッセージ仕様」を提供。これによりEDI化に必要な企業

間の調整にかかる負荷と期間を最小化することに加え、業務アプリケーションに必要な改修を最小

限に抑え、EDIの導入の手間・コストを大幅に削減可能である。 

②（特徴２）クラウドで提供される共通EDIプロバイダーサービス 

企業間で取引情報をインターネット経由で交換するための仕組み・サービスである「中小企業共

通EDI プロバイダー」の仕様を策定。共通EDI プロバイダーは、第１部の「４．EDI の種類」で

示した、「業界VAN」に類似した形態であるが、共通EDIプロバイダーのサービスはクラウドで提

供され、企業は EDI サーバを保持することなく EDI 化が可能である。これにより導入および運用

の手間・コストを大幅に削減が可能である。 

また、共通EDI プロバイダーが提供する機能として、業務アプリケーションがCSV ファイルに

よりEDIデータを交換するためのフォーマット変換機能・通信機能を備えたエージェント型連携共

通 I/Fを仕様化しており、これにより業務アプリケーションがEDIに対応するために必要な改修を

最小限に抑え、EDIの導入コストの削減が可能である。 

 更に、平成28年度実証事業、平成29年度実証事業において異なる共通EDIプロバイダー間連携

の実証検証が行われており、他の共通EDIプロバイダーを利用する企業とも連携できることが検証

された。 

③（特徴３）相互連携可能な共通EDI対応業務アプリケーション 

異なる ITベンダー製の業務アプリケーション（クラウドサービスを含む）間でも取引データの交

換を保証するための相互連携性仕様を策定。この仕様に準拠した業務アプリケーション（中小企業

共通EDI対応業務アプリ）を導入すれば、短期間でEDI化が可能となり、導入の手間・コスト、現

場の負担を大幅に軽減することが可能である。 

更に、中小企業共通 EDI 対応業務アプリには、EDI の特徴である「企業間の連携」を生かした、

付加価値が高い機能が用意されている場合もあり、EDI導入の効果を一層高めることが可能となる。 
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図 30．中小企業共通EDIの特徴（イメージ） 

３．中小企業共通EDIの導入のメリット 

中小企業共通EDIは、最小限の手間とコストで第2部の冒頭にも示した、以下の課題・問題の解

決とEDI化のメリットを得ることが可能である。 

 

■EDI化前の課題・問題点（例） 

 業務アプリ等へのデータ入力や書類の管理などの業務に手間と時間がかかる。 

 入力ミス、書類の紛失等のトラブルの発生頻度が高い。 

 取引先や他部門からの問合せ対応のための業務負荷が高い。 

 取引先毎に手続きが異なり、受発注業務が煩雑になりやすい。 

 業務の標準化が進まず、属人化しやすいため、担当者不在による業務停止リスクが高い。 

  

■EDI化後の改善点・メリット（例） 

 EDIから業務アプリにデータを直接取り込むため、データ入力の負荷が大幅に削減される。 

 人手作業が大幅に削減されるため、ミスが減って業務品質（正確性）が向上する。 

 業務の自動化が進み、業務スピードの向上と情報のリアルタイムな活用が可能になる。 

 取引先とデータが共有できるため、問合せ対応やチェック等の時間が大幅に削減される。 

 ペーパーレス化が進み印刷代・用紙代・保管コストが削減される。 

 サプライチェーン（取引先グループ）として取引データが蓄積され、戦略的活用が可能と

なる。 

 業務の標準化が促進され、属人化による問題が改善される。 

 

更に、EDI データを業務アプリケーション（例えば中小企業向け ERP など）で有効活用するこ

とにより、様々なメリットを得ることができる。以下は一例である。 

 

 発注企業において、注文情報と入荷情報の消込、検収情報と請求情報の消込等の自動処理

が可能となる。 

 受注企業において、在庫情報との連携、過去の受注情報検索への活用等により顧客への迅

速な対応が可能となる。また、請求情報と支払通知情報の消込等の自動処理が可能となる。 



   

  56  

  

第３章 中小企業共通EDI標準（初版）ドキュメントの活用 

１．中小企業共通EDI標準（初版）ドキュメントの活用の考え方 

中小企業にとってEDIの導入負荷を下げるためには、取引先とのデータ連携項目の交渉や業務ア

プリケーションベンダーおよびEDIプロバイダーとの仕様の調整・カスタマイズ等の負荷を低減す

ることが重要となる。 

前述のとおり、中小企業共通EDI標準（初版）では、そのための仕様やガイドラインをドキュメ

ントとして提供しており、商流・金流EDIコーディネータはこれらを有効に活用することが求めら

れる。 

２．中小企業共通EDI標準（初版）ドキュメントの想定する用途 

中小企業共通EDI標準（初版）の各ドキュメントの想定する用途を次に示す。 

 

表 8．中小企業共通EDIドキュメント一覧 

  

支援者 ユーザー ベンダー

中小企業共通ED I標準仕様書 （初版）

相互連携性仕様の考え方、業務アプリケーションおよ

び共通ED Iプロバイダーがそれぞれに実装すべき「注

文メッセージ」の必須情報項目を規定

仕様の理解 前提知識 ◎必須
△必要に応

じて
◎必須知識

＜付表＞中小企業共通ED I標準 相互連携性情報項

目表

「注文メッセージ」における、業務アプリケーション

の必須情報項目（１３項目）、プロバイダーの必須情

報項目（１３５項目）の項目名および項目の定義等の

一覧

仕様 要件定義 ◎必須
△必要に応

じて
◎必須知識

中小企業共通ED Iのメッセージ仕様、および当該メッ

セージを利用して中小企業の紙取引をデジタル取引へ

置き換える手順の解説

ー ー ー ー ー

第Ⅰ編　中小企業共通ED I標準メッセージ仕様
中小企業共通ED Iのメッセージの成り立ち、および仕

様（取引プロセス定義、データモデルなど）

仕様の理解

仕様

導入検討

要件定義

△必要に応

じて

△必要に応

じて
◎必須

第Ⅱ編　中小企業共通ED Iメッセージ運用ガイドラ

イン

中小企業共通ED Iメッセージの利用法や紙取引をED I

によるデジタル取引へ切り替えるための手順
導入時の参考

前提知識

および

全般

◎必須
△必要に応

じて
◎必須

<付表１－１>中小企業共通ED I メッセージ辞書・

B IE 表

中小企業共通ED Iメッセージ（中小企業ドメイン）を

構成する情報項目（B IE：B usinessInform ation

Entity）に関する、日本語の項目名、項目の定義（説

明）、繰り返しやデータ型に関する情報等を記載した

表

仕様 要件定義
△必要に応

じて

△必要に応

じて
◎必須

<付表１－２>貿易ドメインED I メッセージ辞書・

B IE 表

貿易ドメインのED Iメッセージを構成する情報項目

（B IE：B usinessInform ation Entity）に関する、日本

語の項目名、項目の定義（説明）、繰り返しやデータ

型に関する情報等を記載した表

仕様 要件定義
△必要に応

じて

△必要に応

じて

△必要に応

じて

<付表２>中小企業共通ED I コード定義表
中小企業共通ED Iメッセージで使用する各種コードの

定義（名称、凡例等）
仕様 要件定義 ◎必須

△必要に応

じて
◎必須

<付表３>中小企業共通ED I 簡易マッピング表

中小企業共通ED Iメッセージ辞書・B IE表を簡略化（構

造化や制御等に関するB IEの記載を省略）したもの

で、企業間で交換している帳票等の項目と中小企業共

通ED Iメッセージの情報項目（B IE）とのマッピング

（情報項目の名称は異なるが、その意味が同じである

情報項目の対応付け）を行う際に使用

マッピング 要件定義 ◎必須 ◎必須 ◎必須

中小企業共通 ED I実装 ガイドラン V 1.0
業務アプリケーションや共通ED Iプロバイダに求めら

れる機能やシステムのインターフェースの実装仕様

仕様の理解

仕様

前提知識

および

要件定義・調

達・導入

◎必須
△必要に応

じて
◎必須

＜付表＞中小企業共通 ED I 実装ガイドランチェッ

クリスト v1.0

業務アプリケーションや共通ED Iプロバイダに対する

実装に関する要求事項のリスト。要求事項には重要度

（必須、推奨、任意）が設定されている。

業務アプリ・

共通ED Iプロバ

イダの選定

要件定義・調達 ◎必須
△必要に応

じて
◎必須

中小企業共通ED Iメッセージガイドライン Ver1.0

主な対象者（読者）
ドキュメント名 記載内容 用途 活用フェーズ
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３．中小企業共通EDI標準仕様書の概要と活用のポイント 

「中小企業共通EDI標準仕様書」の概要および活用に際してのポイントを示す。 

（１）標準化の観点 

業種の垣根を越えた企業間データ連携を行うためには、業種に影響されない共通の情報項目

の定義が必要である。また、中小企業にとってのEDIの導入負荷を下げるため、取引先とのデ

ータ連携項目の交渉などの負荷を低減する、プリセットされた共通情報項目の定義が必要とな

る。 

この概念をメッセージに関する相互連携性と呼び、中小企業共通EDI標準仕様は、これを具

体的に定めたものである。 

（２）標準の範囲と構成 

中小企業共通EDI標準仕様は、EDIフレームワークのうち「業務連携」(取引プロセス)や「業

務情報」(EDIメッセージ)の一部を対象としており、異なる ITベンダーの業務アプリケーショ

ン間の取引データ交換を保証するための相互連携性仕様を規定する。 

当仕様書の初版においては、「注文メッセージ」のみを標準化の範囲としており、注文回答お

よび注文以外の取引プロセスに対応したメッセージについては、参考資料であるメッセージガ

イドラインに記載されている。 

 

中小企業共通EDI標準仕様の構成 

本編 

＜付表＞中小企業共通EDI標準相互連携性仕様情報項目表 

（３）標準の概要 

中小企業共通EDI対応業務アプリケーション（クラウドサービスを含む）同士が相互にデー

タ連携を行う際に、注文メッセージにおいて必須で交換可能とすべき情報項目として13項目を

抽出し、中小企業共通EDI標準仕様書にて標準と定めた。 

各業界における商取引には業界固有の情報項目が必要であり、これについては業界毎の検討

が不可欠であるため、中小企業共通 EDI 標準(初版)としては、業界を横断して殆どの取引に必

要な最小限の情報項目を実証検証や委員会による議論・意見公募の結果を踏まえて定めた。 

また、中小企業共通EDIでは、業務アプリケーション（クラウドサービスを含む）は、原則

として中小企業共通EDIプロバイダーを経由して、相手側の業務アプリケーションとデータ連

携を行うことを想定しており、中小企業共通EDIプロバイダーが中継可能とすべき情報項目は、

注文メッセージの全ての情報項目である135項目を対象としている。 

これは、業務アプリケーションの必須実装13項目を含め、注文メッセージのいずれの情報項

目が中小企業共通EDI対応業務アプリケーション（クラウドサービスを含む）からデータ連携

されてきた場合においても、中小企業共通EDIプロバイダーは、中継が可能であることを保証

する仕様となっているためである。 

 

以下に、中小企業共通EDI標準仕様書にて標準化されているメッセージの範囲を示す。 
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図 31．中小企業共通EDI標準仕様書にて標準化されているメッセージの範囲 

 

以下に、中小企業共通EDI対応業務アプリケーション（クラウドサービスを含む）同士が

相互にデータ連携を行う際に、必須で交換可能とすべき注文メッセージにおける情報項目（13

項目）を示す。 

 

表 9．標準に定めた業務アプリケーションの必須実装項目（13項目） 

行番号 項目名 項目定義 

1 注文書番号 発注者が注文書を特定するために付番する管理番号 

4 注文書発行日 発注者が注文を行った日付，または注文書の書面上の発行日付 

10 受注者コード 
注文を受ける企業／工場・事務所・事業部門等を表す発注者が付与した企

業コード 

12 受注者名称 注文を受ける企業／工場・事務所・事業部門等を表す名称 

21 発注者コード 
注文を行う企業／工場・事務所・事業部門等を表す発注者が付与した企業

コード 

23 発注者名称 注文を行う企業／工場・事務所・事業部門等を表す名称 

73 注文明細行番号 
複数明細発注の行番号。明細発注を特定するためには注文書番号と複合キ

ーで特定する 

85 注文単価 発注者が提示した明細発注品の１単位あたりの取引単価（税抜き） 

87 注文数量 発注者が提示した明細発注品の数量 

88 数量単位名 注文数量の単位名称 

101 要求納入日 発注者から受注者に提示した、明細発注品の納入期日、または納入希望日 

106 消費税率 明細発注品の消費税率 

115 品目摘要 この取引品目を文字で説明したもの 

※ データ連携サービスプロバイダーの必須実装項目（135項目）については、中小企業共通EDI標準仕様

書の「＜付表＞中小企業共通EDI 標準 相互連携性情報項目表」に示されている。本表の行番号は、情

報項目表の行番号に対応している 
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（４）活用のポイント 

メッセージ設計の際には、中小企業共通 EDI 標準仕様書と中小企業共通 EDI メッセージガイド

ラインを参考に、企業間で交換するメッセージにおける情報項目を適切に設定する必要がある。 

以下に、メッセージを設計する際の必須実装情報項目に関する留意点を示す。 

 

①前述のとおり共通 EDI 標準に対応した業務アプリケーションは必須 13 項目を実装している。必

須13項目は、業種に関わらず、発注に際して最低限必要な項目である。 

 

②必須13項目以外の情報項目の実装については、業務アプリケーションによって様々である。送信

側、受信側の双方が共通的に実装している情報項目以外は、共通EDIプロバイダーが受けること

はできても、ぞれぞれのアプリケーション同士が相互に連携することはできない。次に、そのイメ

ージを示す。 

 

 
図 32．情報項目の実装に違いがある場合のデータ連携（イメージ） 

 
そのため、13 項目以外の情報項目を連携する際は、メッセージ設計の際や業務アプリケーション

の選定の際に、当該項目を双方の業務アプリケーションが実装していることを確認する必要がある。 

４．中小企業共通EDIメッセージガイドラインの概要と活用のポイント 

「中小企業共通EDIメッセージガイドライン」の概要および活用に際してのポイントを示す。 

（１）対象範囲と構成 

中小企業共通EDIメッセージガイドラインは、EDIフレームワークのうち「業務連携」(取引プロ

セス）と「業務情報」(EDI メッセージ)の全般、および「運用管理」（ビジネスルール）の一部を対

象としており、中小企業共通EDI標準仕様書」にて定めた注文メッセージを含め、見積から支払通

知までの全ての取引プロセスのメッセージ仕様について記載されている。 

また、当該メッセージを利用して中小企業の紙による取引をデジタル取引へ置き換える手順の解

説を含む参考文書である。 

 

中小企業共通EDIメッセージガイドラインの構成 

第Ⅰ編 中小企業共通EDI標準メッセージ仕様 

第Ⅱ編 中小企業共通EDIメッセージ運用ガイドライン 

＜付表１－１＞中小企業共通EDI メッセージ辞書・BIE 表 

＜付表１－２＞貿易ドメインEDI メッセージ辞書・BIE 表 

＜付表２＞中小企業共通EDI コード定義表 

＜付表３＞中小企業共通EDI 簡易マッピング表 
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（２）国連CEFACTおよび業界横断EDI 仕様との関係 

中小企業共通EDIメッセージ仕様を理解する上で、国連CEFACT標準および業界横断EDI 仕

様との関係は重要であり、前提知識として押さえておく必要がある。 

 

国連CEFACT標準は、国際取引の世界的な簡素化を行うために手続き、および情報の流れの簡

素化、統一化を推進している国際標準である。国連CEFACTのわが国の窓口組織は、国連CEFACT

日本委員会であり国連CEFACT -EDI標準の保守管理については同委員会の傘下にある一般社団

法人サプライチェーン情報基盤研究会（以下、「SIPS」という。）が参画している。 

 

SIPS はEDI メッセージ仕様を業種別のドメインに分割し、ドメイン毎の管理組織が策定し登

録申請したEDI メッセージ仕様を審査し、平成 28 年度実証事業によって開発された、レジスト

リ管理システムにて、登録・公開している。 

 

「中小企業共通EDIメッセージ仕様」は、SIPS業界横断EDI 参照メッセージを拡張し、国連

CEFACT 共通辞書(CCL)を活用して策定した中小企業ドメインの EDI メッセージ仕様であり、

国連CEFACT -EDI標準に準拠している。中小企業共通EDIメッセージ仕様に準拠すれば、必然

的に国連CEFACT -EDI標準に準拠することになるため、利用者は基本的に国連CEFACT -EDI

標準への準拠を意識する必要はない。 

 

 

 
図 33．国連CEFACTとSIPS業界横断EDI／業務領域（ドメイン）固有メッセージの関係 

 

中小企業共通EDIメッセージ仕様は、SIPS の中小企業共通EDI ドメインに属し、「中小企

業共通EDI標準仕様書」にて定めた注文プロセスを含め、中小企業の「通常取引プロセス」で

ある、見積から支払通知プロセスに対応したメッセージが策定されている。 

平成28年度実証事業では、これに加え中小企業ドメインに「カンバン取引プロセス」のメ

ッセージが新たに策定された。この取引プロセスは、中小企業の通常取引プロセスとは大きく

異なっている。従って、本書では「通常取引プロセス」メッセージを中心に解説する。 
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図 34．平成28年度実証事業で開発されたメッセージとドメイン 

 

尚、中小企業共通EDIメッセージ仕様の利用に際して、不足する情報項目がある場合は、仕

様の維持管理団体である ITコーディネータ協会に相談することとしている。 

 

（３）中小企業共通EDIの対象取引プロセスとメッセージ体系 

商取引には業界毎に固有の取引プロセスの流れが存在するが、その基本的なパターンは共通して

いる。中小企業共通EDIメッセージを理解する上で、取引プロセスとメッセージ体系は基本となる

考え方であり、前提知識として押さえておく必要がある。 

 

中小企業共通EDIでは、取引プロセスとメッセージの関係を以下のように階層化して定義してい

る。 

・取引プロセス大分類は、すべての業界の取引において共通する取引プロセスと考えられる。 

・取引プロセス中分類は、取引プロセス大分類をブレークダウンした取引プロセスである。取引プ

ロセス中分類は業界毎に異なっており、取引プロセス中分類を共通化することは難しい。しか

し、取引プロセス中分類の注文や出荷、請求などの要素取引プロセスの組み合わせは業界・業種

毎に異なっているものの、要素取引プロセス自体は共通するものが多い。 

なお、以下の取引プロセス中分類は、通常取引の範囲内で検討されたものであり、今後必要に

応じて追加・修正されていくものとされている。 

・情報種は、取引プロセス中分類を構成するEDIメッセージ（注文情報のような企業間でやり取

りされる情報項目の集合体）である。 

 

次に、中小企業共通EDIの「通常取引」における取引プロセスとメッセージの体系を示す。 
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図 35．中小企業共通EDIの取引プロセスとメッセージ体系 

 

（４）活用のポイント 

中小企業共通EDIメッセージガイドラインの対象とする範囲は、メッセージ仕様とその解説、中

小企業共通EDIの策定の背景と考え方、中小企業共通EDIの導入手順や留意点等、実装仕様を除く

共通EDIの全般に渡って記述されている。 

 

次に、中小企業共通EDIメッセージガイドラインの各記載項目についての記載概要、活用フェー

ズ、用途、参照必要性を示すので、活用の際の参考にされたい。 

尚、「活用フェーズ」が「前提知識」の項目については、導入支援に先立ち本書と合わせて参照し、

理解しておく必要がある。 

 

表 10．中小企業共通EDIメッセージガイドライン活用法 

記載項目 記載概要 活用フェーズ 用途 参照必要性 

第Ⅰ編 中小企業共通EDI標準メッセージ仕様 

１．中小企業共通EDI仕様の標準化について 共通EDIの位置づけ、仕様の全体概要 前提知識 
全体概要および仕様の

理解 
必須 

２．通常取引メッセージ仕様解説 

中小企業の通常取引における、取引プロ

セス毎のメッセージ仕様の解説およびデ

ータモデル図 

要件定義 

仕様の理解 

業務設計およびメッセ

ージマッピング時のリ

ファレンス 

必要に応じて 

３．中小カンバン取引メッセージ仕様解説 

中小企業のカンバン取引における、取引

プロセス毎のメッセージ仕様の解説およ

びデータモデル図 

要件定義 

仕様の理解 

業務設計およびメッセ

ージマッピング時のリ

ファレンス 

必要に応じて 

４．貿易手続きメッセージ仕様解説 

貿易（輸出）手続きプロセスにおけるメ

ッセージ仕様の解説およびデータモデル

図 

参考資料 
参考資料 

 

参考資料 

 

第Ⅱ編 中小企業共通EDIメッセージ運用ガイドライン 

１．中小企業共通EDI策定の考え方 

中小企業共通EDIが必要になる背景と中

小企業共通EDI策定の狙いおよび開発コ

ンセプト 

前提知識 全体概要の理解 必須 

２．中小企業共通EDI標準制定に至る経過 
既存のEDIの課題と中小企業共通EDIの

考え方および全体概要 
前提知識 全体概要の理解 必須 

３．国連CEFACT-EDI国際標準と中小企業共通

EDIメッセージ仕様解説 

国連CEFACTと中小企業共通EDIメッセー

ジの関連 
前提知識 

全体概要および仕様の

理解 
必須 
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４．中小企業共通EDIメッセージ仕様概説 中小企業共通EDIメッセージ全体構成 前提知識 
全体概要および仕様の

理解 
必須 

５．中小企業共通EDIメッセージの活用ガイ

ド 
中小企業共通EDIの導入手順の解説 

前提知識 

導入検討 

要件定義 

導入手順の理解 

導入検討および要件定

義時のリファレンス 

必須 

６．発注企業と受注企業の取引ルール摺合せ

の留意点 

中小企業共通EDIの導入にメッセージ設

計および業務プロセス設計おける留意事

項の解説 

要件定義 

仕様の理解 

要件定義時のリファレ

ンス 

業務設計およびメッセ

ージマッピング時のリ

ファレンス 

必須 

７．EDIデータについての留意点 
連携共通I/F実装時のCSVフォーマット

に関する留意事項の解説 

要件定義 

調達・導入 

仕様の理解 

要件定義および調達・

導入時のリファレンス 

必要に応じて 

８．大手企業と中小企業の企業間取引 
大手企業と中小企業の企業間取引に関す

る現状と検討課題についての解説 
導入検討 

導入検討時のリファレ

ンス 
必要に応じて 

<付表１－１>中小企業共通EDI メッセージ辞

書・BIE 表 

共通EDI メッセージ仕様・情報項目の定

義表（通常取引・中小カンバン） 
要件定義 

業務設計およびメッセ

ージマッピング時のリ

ファレンス 

必要に応じて 

<付表１－２>貿易ドメインEDI メッセージ辞

書・BIE 表 

共通EDI メッセージ仕様・情報項目の定

義表（貿易ドメイン） 
参考資料 

参考資料 

 

参考資料 

 

<付表２>中小企業共通EDI コード定義表 

共通EDIメッセージで仕様される、識別

子、区分・コードの凡例および対象情報

種等の定義表 

要件定義 

業務設計およびメッセ

ージマッピング時のリ

ファレンス 

必須 

<付表３>中小企業共通EDI 簡易マッピング表 

EDI化対象の帳票等の項目と共通EDIメ

ッセージの情報項目（BIE）とのマッピン

グ（対応付け）結果の記入表。共通EDI

メッセージ辞書・BIE 表の簡略版 

要件定義 

業務設計およびメッセ

ージマッピング時のリ

ファレンス 

必須 

 

５．中小企業共通EDI実装ガイドラインの概要と活用のポイント 

「中小企業共通EDI実装ガイドライン」の概要および活用に際してのポイントを示す。 

（１）対象範囲と構成 

中小企業共通EDI実装ガイドラインは、EDIフレームワークのうち「情報表現」(メッセージフ

ォーマット)と「電文搬送」(EDI通信プロトコル)の全般、および「運用管理」(ビジネスルール)の

一部を対象としており、主に業務アプリケーションや共通EDIプロバイダーに求められる機能や

システムのインターフェースの実装仕様が記載されている。 

 

中小企業共通EDIメッセージガイドラインの構成 

本編 

＜付表＞中小企業共通 EDI 実装ガイドランチェックリスト 

 

中小企業共通EDI標準（初版）において本書は参考資料であり、また、EDIの通信プロトコル

（伝送手順等）やシステムのインターフェース等については、アプリベンダーおよび共通EDIプ

ロバイダーに委ねられているため、ユーザー企業および商流・金流EDIコーディネータは、以下
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に示す中小企業共通EDIのインターフェースおよび連携共通 I/Fの概要を押さえておけばよい。 

（２）中小企業共通EDIのインターフェースの概要 

中小企業共通EDIは、共通EDIプロバイダー経由で業務アプリ等を相互に接続する。共通EDI

プロバイダーは、この機能を実現するために4つのインターフェース機能を実装する。 

次に、共通EDIにおけるインターフェースの全体イメージを示す。 

  

 

図 36．共通EDIプロバイダーが提供するインターフェース機能 

 

①オンプレミス業務アプリとの接続インターフェース 

オンプレミス業務アプリと共通EDIプロバイダーを接続するためのインターフェースである。オ

ンプレミス型の業務パッケージソフトの多くはCSVでデータをエクスポート、インポートする機能

を備えている。また、ユーザー企業独自で開発された業務アプリについても、CSV でデータをエク

スポート、インポートする機能は比較的容易に開発できると想定される。 

共通 EDI プロバイダーはオンプレミス業務アプリの CSV ファイルを受け渡し、通信機能を備え

たエージェント型連携共通 I/F（以下、連携共通 I/F）を標準機能としてサービス提供することが求

められている。 

②クラウド業務サービスとの接続インターフェース 

  クラウド業務サービスと共通 EDI プロバイダーを接続し、中小企業共通 EDI メッセージを交換

するインターフェースである。近年、クラウド業務サービスが中小企業に普及し始めているが、これ

らのクラウド業務サービスが相互に接続するにはAPIを利用することになる。 

③共通EDIプロバイダー同士の接続インターフェース 

異なる共通 EDI プロバイダー同士を接続し、中小企業共通 EDI メッセージを交換するインター

フェースである。中小企業共通EDIの基本コンセプトは、ユーザーはひとつの共通EDIプロバイダ

ーと接続すれば、どの共通EDIユーザーとも接続できる環境の実現を目指している。 
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インターフェースとしては、現在開発中の「未来 EDI プロトコル(仮称)」で接続することを予定

しているが、当面は共通EDI プロバイダー間の協議により相互接続用のAPI を選択して接続する。 

④業界EDIとの接続インターフェース（ゲートウェイ） 

既存業界標準EDIとの接続用EDI通信ゲートウェイ（以下、通信ゲートウェイ）である。大手業

界EDI標準はそれぞれのEDI通信プロトコルを規定している。共通EDIプロバイダーは、市販の

プロトコル変換の仕組みを導入することで、業界EDIと通信が可能となる。 

但し、業界標準 EDI と中小企業共通 EDI の相互連携性を実現するには通信レベルの接続だけで

なく、メッセージ交換を可能とするための対策が必要であり、具体的には業界EDI標準のメッセー

ジ仕様と中小企業共通EDIメッセージ仕様の整合が必要となる。 

（３）連携共通I/Fの概要 

前述のとおり、オンプレミス型の業務パッケージソフトおよびユーザー企業独自で開発された業

務アプリは、共通EDIプロバイダーが提供する連携共通 I/Fを使用し、CSVファイルを受け渡すこ

とにより、共通EDIプロバイダーとの連携が可能となる。 

ユーザー企業は、共通EDIプロバイダーおよび業務アプリベンダーと相談し、業務アプリを連

携共通 I/Fと連携するための改修が可能か検討することとなる。 

以下に、連携共通 I/Fの構成、送信時および受信時の動作の概要を示す。 

 

 

図 37．連携共通 I/Fの動作（発信時） 

 

連携エージェントと共通EDIプロバイダーの通信プロトコルは、プロバイダーに任されている。 

 

「③CSV ファイルを送受信フォーマットに自動変換」については、便宜的に連携エージェント

で行う記述としているが、実際は共通EDIプロバイダー内で実施される場合もある。 

 

 

図 38．連携共通 I/Fの動作（受信時） 

 

「③EDIファイルをCSVフォーマットに自動変換」については、便宜的に連携エージェントで

行う記述としているが、実際は共通EDIプロバイダー内で実施される場合もある。 
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詳細は、メッセージガイドライン「５．２．（８）中小企業共通EDIプロバイダーとオンプレミ

ス業務アプリ連携の検討」および実装ガイドライン「５．連携共通 I/Fについて」を参照されたい。 

（４）活用のポイント 

①中小企業共通EDI実装ガイドラインには、EDI通信プロトコルやAPI等に関する記載もある

が、基本的にユーザー企業（商流・金流EDIコーディネータを含む）は、それらを意識する

必要はない。それは、次の理由による。 

・中小企業共通EDI対応業務アプリと共通EDIプロバイダーとの接続・通信については、各

ベンダー間の取り決めによるため、ユーザー企業は、導入を検討している共通EDI対応業

務アプリと共通EDIプロバイダーが相互に連携できることをベンダーに確認すればよい。

（EDI通信プロトコルやAPI等を意識する必要はない） 

・ユーザー企業の独自の業務システムや中小企業共通EDIに対応していない業務パッケージ

ソフトについては、共通EDIプロバイダーより提供される連携共通 I/Fを使用することにな

る。連携共通 I/Fを構成する連携エージェントとプロバイダー間の通信はプロバイダーの責

任において行うため、ユーザー企業がEDIの通信プロトコルを意識する必要はない。 

 

但し、共通EDIプロバイダーやクラウドサービス等、社外のネットワークへの接続に際し

ては、ネットワークの設定やセキュリティポリシーの変更・見直し等が発生する場合があるた

め、関係者およびベンダーと事前の調整が必要である。 

 

②中小企業共通EDI対応業務アプリケーションや共通EDIプロバイダーに対し、実装している

機能等を確認するには、「＜付表＞中小企業共通 EDI 実装ガイドランチェックリスト」を活

用することが有効である。 
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第４章 中小企業共通EDI活用支援ツール 

 

平成 28 年度実証事業により、３つの中小企業共通 EDI 活用支援ツールが作成され提供（提供検討中

を含む）されている。中小企業共通EDIの導入支援を進めるにあたって活用頂きたい。活用方法等につ

いては、次章以降に記載する。 

１．業界横断EDI仕様活用ツール 

業界横断EDI仕様活用ツールは、「レジストリ管理システム」「メッセージ設計支援ツール」の2種

類のツールからなる。 

（１）レジストリ管理システム 

レジストリ管理システムは、業界横断EDI仕様を構成する各種文書、メッセージ辞書、コード表

およびXMLスキーマ情報の管理（登録／更新／削除／検索）、および一般への公開をウェブサイト

上にて実現する 

サイトは、国連CEFACTに準拠している国際性を踏まえ、日本語／英語の二言語対応とした。 

中小企業共通EDI標準（初版）についても、この仕組みを用いて登録・公開が行われている。 

http://www.caos-a.co.jp/SIPS/itctools/topmenu.html 

（２）メッセージ設計支援ツール 

メッセージ設計支援ツールは、登録されたメッセージ辞書・BIE 表から国連 CEFACT 標準に準

拠するXMLスキーマ並びにデータモデルの生成を行う機能を有する、国連CEFACT標準に準拠し

たXMLスキーマ作成の支援ツールである。 

XMLスキーマは、共通EDIプロバイダー、およびクラウド業務サービスに実装し、XMLフォー

マットの中小企業共通EDIメッセージを生成するために利用する。 

SIPSの次のサイトより提供されている。 

http://www.caos-a.co.jp/SIPS/itctools/registryApplication.html 

 

尚、当ツールは、標準・仕様の管理機関等がメッセージ情報項目（BIE）自体の設計・定義を行

う場合や、アプリベンダーおよびEDIプロバイダーがXMLスキーマを作成する際に使用するも

のであるため、基本的にユーザー企業（商流・金流EDIコーディネータを含む）が意識する必要

はない。    

２．データ連携 ITツール 

データ連携 IT ツールは、中小企業共通 EDI 実装ガイドラインに記述されている、中小企業共通

EDIプロバイダーとしての機能を有し、平成28年度実証事業の実証検証においては、業務アプリケ

ーションと中小企業共通EDIプロバイダーの接続テストのために用いられた。 

また、既存の業界標準EDIと連携するためのゲートウェイとしての通信プロトコルとして、業界

標準EDI等既存のデータ連携の仕組みにて用いられる頻度の高いJX手順、ebMS2.0、ebMS3.0を

利用できる仕様としており、平成28年度実証事業において、中小企業共通EDIと他の業界標準EDI

との連携実証の際にも、中小企業共通EDIプロバイダーとして用いた。 

ツールの情報は、ITコーディネータ協会のWEBサイトで提供されている。 

https://datarenkei.tsunagu-it.com/itcaedi/page/ja/index.html 

  

http://www.caos-a.co.jp/SIPS/itctools/registryApplication.html
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第５章 中小企業共通EDI導入におけるフェーズ 

 

本章からは、実際に中小企業共通EDIの導入を進める手順を解説する。 

決済・商流情報連携基盤の普及を進めるには、ユーザーの行動変容を促す必要がある。それには、

周知・啓発から導入決定に至るまでの各フェーズ間の壁を突破するための相談員および支援者の役割

が重要となる。 

フェーズの設定と支援者の役割以下のように想定した。 

 

 

図 39．EDIの導入における支援フェーズの全体概要 

 

１．各導入フェーズの目的 

 商流・金流EDIコーディネータの支援範囲である、導入検討以降のフェーズ毎の目的を以下に示す。 

（１）導入検討フェーズ 

「導入検討」フェーズでは、支援機関等の相談員からの紹介やユーザー企業からの直接の相談に

対して、EDI化による課題解決策の有効性の評価を支援する。企業の経営者に対してEDI化実施の判

断を促す。 

（２）要件定義フェーズ 

「要件定義」フェーズでは、EDI化に際して必要な要件の定義を支援する。取引先も含め支援することで、

取引先グループの全体最適化を実現する。 
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（3）調達・導入フェーズ 

「調達・導入」フェーズでは、要件定義に適合するシステム・サービスの調達と開発・構築および検証・稼働

におけるプロジェクトのマネジメントを支援する。費用対効果が高いシステムの調達とスムーズな本稼働を実

現する。 

（4）運用・評価・改善フェーズ 

「運用・評価・改善」フェーズでは、構築したシステムの運用管理、モニタリングおよび結果の評

価分析、分析結果に基づく改善を支援する。これにより、EDI化の効果の最大化を図る。 

２．各導入フェーズの主要プロセス 

各導入フェーズにおける、主要な支援プロセスを示す。 

 

表 11．導入フェーズの主要プロセス 

 

 

 

※次章以降の引用ドキュメントの記述について 

MGL：「中小企業共通EDIメッセージガイドライン」 

IGL：「中小企業共通EDI実装ガイドライン」 

 

（記述例） 

メッセージガイドライン第Ⅰ編2.1.1.取引の範囲 

   ↓ 

【MGL-Ⅰ.2.1.1.取引の範囲】 

 

メッセージガイドライン第Ⅱ編5.1.(1)本ガイドラインが対象とする発注企業、受注企業 

   ↓ 

【MGL-Ⅱ.5.1.(1)本ガイドラインが対象とする発注企業、受注企業】 
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第６章 導入検討フェーズ 

１．概要 

「導入検討」フェーズでは、支援機関等の相談員からの紹介やユーザー企業からの直接の相談に対

して、EDI化による課題解決策の有効性の評価を支援する。企業の経営者に対してEDI化実施の判断を

促す。 

 

当フェーズの支援プロセスは次のように分類される。 

（１）相談対応 

相談企業の課題を聞き取り理解し、共通EDIの導入による課題解決の可能性を判断する。 

（２）現状分析・目的設定 

相談企業の現状分析を行い、課題の整理とEDI導入の目的を明確化する。 

（３）基本計画・実施決定 

EDI化の有効性を評価し、基本計画の策定およびEDI化取組みの実施決定を行う。 

２．導入支援の進め方 

当フェーズにおける支援の進め方を方に以下に示す。 

 

（１）相談対応 

支援プロセス（１） 相談企業の共通EDIの理解 

実施概要 企業の共通EDIに対する理解を深めるために、共通EDIの概要の説明および質問に対

する回答を行う。 

活用可能ツール等 活用ガイドブック（ユーザー編） 

ポイント 

共通EDIの概要説明および質問に対する回答の際のポイント 

・単に説明・質問に回答するのではなく、共通 EDI に対するニーズの掘り起こしを行

い、導入検討に向かわせるのが一番の目的となる。 

・支援者自身が、活用ガイドブック（ユーザー編）を熟読し、共通EDIの概要・メリッ

トなどを理解しておくこと。 

・説明・回答の際は、活用ガイドブック（ユーザー編）の記述箇所を示しながら説明す

る。また、相談企業の課題やニーズも聞きながら、共通EDIのメリットや効果が相談

企業の自分事に感じるように留意する。 

・単に質問に回答するのではなく、質問の意図やその根本となる課題などを必要に応じ

てヒアリングしながら、アドバイスを行う。 

 

支援プロセス（２） 相談内容と共通EDIの適合性確認 

実施概要 企業の課題（相談の目的）が共通EDIにより解決することが適切であるか確認する。 

活用可能ツール等 活用ガイドブック（ユーザー編）、メッセージガイドライン 

ポイント 
相談内容に対する共通EDIへの適合性確認のポイント 

①相談内容（企業の課題）が共通EDIで想定する企業間取引のデータ連携であること。 
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・発注企業と受注側企業の定義は、【MGL-Ⅱ.5.1(1) 本ガイドラインが対象とする発注

企業、受注企業】を参照。 

・共通EDIが想定する取引プロセスは、「見積」「注文」「出荷」「検収」「請求」「支

払通知」であり、詳細は【MGL-Ⅰ.2.1.1取引の範囲】を参照。 

 

②相談内容だけでは判断できず、詳しい調査が必要な場合は、判断を急がず次のプロセ

スに引き継ぐこと。また、相談内容が直接EDIの導入ではない場合でも、相談企業に

とってEDIの導入が有効と思われる場合は、共通EDIに対するニーズの掘り起こし、

および提案を行うこと。 

・【活用ガイドブック（ユーザー編）】には、中小企業共通EDIの概要、共通EDIおよ

び ZEDI導入のためのチェックリスト、FAQ等が掲載されているので、ヒアリングに

際してユーザーに説明が必要な場合は、これを活用すること。 

 

 

（２）現状分析・目的設定 

支援プロセス（１） 企業の現状把握 

実施概要 企業の概要、取引先の概要、システム化の状況、課題などを把握する。 

活用可能ツール等 発注企業用ヒアリングシート※１ 

ポイント 

・ヒアリング項目を的確に設定（聞く目的を明確に）し、必要最小限の項目を設

定する。 

・アンケート形式のヒアリングシート等を作成して活用する。 

・発注側企業の内情を理解し、課題解決策やEDI化後のメリット、業務優先度な

どを考慮するなど発注側企業と協議して進める点に留意するほか、取引先

（数・量）の状況を把握することにより、EDI導入の有効性を確認し、相談企

業と共有する。 

 

支援プロセス（２） 課題整理とEDI導入目的の明確化 

実施概要 課題を整理し、EDI導入の目的を明確にする 

活用可能ツール等 活用ガイドブック（ユーザー編） 

ポイント 

・EDI化による企業間連携が、課題解決に必須または効果的となるかを見極め、

EDI化の目的を具体的に定義する。 

・整理のポイントは、「EDI（企業間連携）で解決できる課題か」「業務アプリの

機能で解決可能か」「IT以外の方法で解決すべきか」である。 
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※１ 発注企業用ヒアリングシート 

発注側企業の企業概要、業種・業態、取引先数・取引数、

EDI導入のための体制やITリテラシなど、相談企業の実態を

把握し、相談企業も納得する情報を共有するために、ヒアリ

ングに用いる資料。 

 

 

 

 

（３）基本計画・実施決定 

支援プロセス（１） EDI化の範囲の検討 

実施概要 ここでは、主にEDI化の対象とする取引プロセスの範囲を検討する。 

 

活用可能ツール等 メッセージガイドライン、実装ガイドライン 

ポイント 

対象取引プロセスの検討、現状の取引プロセスの整理、（必要に応じて）業務フロ

ーの整理を行う。 

・見積、注文、出荷、検収、請求、支払通知のプロセスが対象で、中小企業共通EDI

で定義するプロセスは、【MGL-Ⅱ.4.3業種拡張版の取引プロセス/情報種】、【MGL-

Ⅱ.5.2「発注企業の導入手順詳細」(1)業種拡張版の選択】【同(2)取引プロセス

の選択と対応する業務アプリ選択】【同(3)回答プロセスの扱い】、【MGL-Ⅱ.6.1(2)

共通 EDIメッセージに対応する業務アプリのセット】を参照のこと。 

 

支援プロセス（２） 導入形態の検討 

実施概要 ここでは、共通EDIの導入形態※１を検討する。 

＊導入形態とは、共通EDIプロバイダーと業務アプリの構成要素の組合せであり、

例えば、業務アプリを既存のまま連携I/Fアプリを活用するのか改造するか、ま

たは新規に対応業務アプリやクラウドアプリを導入するのかなどの実現方法。 

①共通EDIは、次の２種の組合せで構成される。 

・共通プロバイダー 

・業務アプリケーション（クラウドサービスを含む） 

②EDI化の方法は、主に次の方法であり、何れかを選択する。 

・既存の業務アプリケーションを改修しEDI化する。 

・新規に中小企業共通EDI対応業務アプリケーションを導入しEDI化する。 

※EDI化の初期段階では、既存アプリの改造を最小限に留め、既存の業務パッケ

ージソフト等が備えてない注文回答等のEDI特有の機能については、共通EDIプ

ロバイダーが提供するオプション機能等を利用することも検討するなど、段階的

な計画とすることを推奨する。 

活用可能ツール等 メッセージガイドライン、実装ガイドライン 

ポイント 新規に対応業務アプリ（パッケージ/クラウド）を導入するのか、もしくは既存の

業務アプリを残す場合、改造するのか連携I/Fアプリを活用するのかなど、共通

EDIプロバイダーを含めた企業間の相互連携性を考慮した上で、システム形態を

決定する。 
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・【MGL-Ⅱ.1.4中小企業共通 EDI連携基盤の概念図】を参照のこと。 

 

支援プロセス（３） 連携取引先（候補）の調査 

実施概要 自社の業務改善効果に基づく取引先別効果の推計を行うため、ヒアリング等によ

り取引先の状況を把握する。 

活用可能ツール等 受注企業用ヒアリングシート※２ 

ポイント 

・EDIの導入には取引先の協力が不可欠である。また自社の業務改善効果を最大

化するには、なるべく多くの取引先とEDI化することを目指す。しかしなが

ら、全ての取引先と同じタイミングでEDI化することは現実的には難しい。こ

のため、自社がEDI化する時点を第１段階として、その時にEDI化する取引先

の抽出・選定を行う。この場合、現状の取引数（処理回数）をもとに、取引先

に EDI化への移行を要請する。 

・取引先に対しEDI化取組みの理解を促進させるには、取引先に集合頂き説明会

を開催する方法も効果的である。取引先は、何故自社が選ばれたのか、他には

どの様な取引先が含まれているのかなど気掛かりであり、発注側企業は、その

様なことにも丁寧な説明が求められる。一同に会する事で、この様な不安・疑

問も、自然と解消する効果が期待される。なお、説明会は共通EDIプロバイダ

ーからの説明を加えるなど段階毎に異なる内容を数回実施する場合もある。 

・連携取引先（候補）に賛同して貰うには、その企業にとってのメリットが必要

となる。このため、発注側企業はアンケート形式のヒアリングシート等を作成

してヒアリングを行い、その結果を各社毎に分析し、自社とそれぞれの会社と

の取引に関わる内容とともに、共通EDIを導入する事で得られるであろうメリ

ットを説明し、EDI化取組みへの賛同を促す努力を行う。また、説明会後や実

際に連携取引先がEDIを導入する際には、発注側企業が支援することも不安を

軽減させるために重要な取組みとなる。 

支援プロセス（４） 基本計画策定とEDI化決定 

実施概要 効果、おおよそのコスト、実現性を確認し、EDI化のロードマップを策定すると

ともに、EDI化の実施を決定する。 

活用可能ツール等 測定結果まとめシート※３、つなぐITコンソーシアム公開サイト 

ポイント 

①この段階のEDI化の効果試算は、現状の受発注業務処理を作業プロセス単位で

時間計測し、不要となるプロセスを差し引いて、新プロセスの概算処理時間を

試算する。 

＊（参考）【測定結果まとめシート※３】 

②この段階でのコスト試算は、調達項目の抽出の観点であり、概算で構わない。 

③費用対効果についても、メリットがある事は確認しておく。 

④業務アプリを新規に導入（対応業務アプリ/クラウド）する場合と、既存システ

ムを改造する場合では、要する時間や技術的負荷などが異なる。自社として、

どの様な形態をとるかによって、EDI化のロードマップを作成し、EDI化決定判

断の情報（指標の一つ）とする。 

＊共通EDIプロバイダーや対応業務アプリ等の製品情報は、【つなぐITコンソー

シアム公開サイト】で最新情報が得られる。 
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EDI化の範囲と導入形態の検討、共通 EDI取引先依頼対象企業の選定を踏まえ、基本計画の策定と

EDI化を決定する。 

相談案件の内容を聞き取るとともに共通EDIの導入効果を説明し、相談企業に共通EDIを理解頂く。

また相談内容と共通EDIの適合性を確認する。 

 

※１：導入形態について 

社内システムとして稼働している社内業務アプリケーションはオンプレミスの場合や業務パッケ

ージソフトの場合など、多種多様なケースが想定され、現行システムもしくは新たに導入・構築す

る社内業務アプリケーションの方式により、EDIプロバイダーとの接続方式も異なる。下表に社内業務

アプリケーションの違いによる、EDIの導入対応方法の違いを整理した。 

 

表 12．社内業務アプリケーションのタイプによるEDI導入対応方法の違い 

＊注記：連携共通 I/F アプリは、既に複数の共通 EDI プロバイダー機能の一部として提供さ

れている。共通EDI対応製品は各社から順次発売予定（一部、現在販売されている各

社の業務パッケージソフトが共通EDI対応業務アプリとしてバージョンUPされる方

式も想定される）。 

 

社内業務アプリケーションが自社独自開発（No.1）の場合、社内業務アプリケーションを改修して共通

EDIプロバイダーとの受発注情報の受け渡しは、連携共通I/Fアプリを介してCSVデータで実現する（共通仕

様は、実装ガイドラインを参照）。その様な場合のシステム構成を下図に示す。 

 
図 40．連携共通 I/Fの動作手順（発信者手順） 

  

No. 社内システムのタイプ EDI導入の対応方法 

１ 自社独自開発 システム改造（データ送受I/F、発注/受注機能対応、プロバイダー契約） 

２ 
業務パッケージソフト

（オンプレミス）導入 

①連携共通I/Fアプリ導入（CSV渡し）、プロバイダー契約 

②業務パッケージソフトの機能UP
(＊注)

、プロバイダー契約 

３ 
業務クラウドサービス

利用 

（リッチクライアントの場合）：連携共通I/Fアプリ導入（CSV渡し）、

プロバイダー契約 

（クラウドシステムの場合）： 

①プロバイダー機能を統合した製品の利用契約、 

②共通EDIプロバイダーとAPI接続可能な業務クラウドサービスの利用契

約、プロバイダー契約 

４ 
未使用（エクセル・

紙、メール・FAX等） 

①共通EDI対応業務アプリ導入（プロバイダー契約込み） 

②簡易ERP導入、プロバイダー契約 
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受信者の動作手順は発信者手順の②③④が逆になる。受信者動作手順を下図に示す。 

 

 
図 41．連携共通 I/Fの動作手順（受信者手順） 

 

EDIプロバイダーは、社内業務アプリケーションとのCSVデータの受け渡しを、専用の連携エージェ

ントと呼ばれるアプリケーションを介して実現する仕組みを提供することで、発注側・受注側双方

のユーザー企業間の受発注情報の受け渡しを実現するサービスを提供する仕組みとなっている。 

調達の際は、先ず共通EDIプロバイダーを選定してから、既存システムの改修仕様を決めることに

なる。 

 

上表で示したうち、新たに共通EDI対応業務アプリを導入してEDI化を実現する（No.2/3/4）場合、

以下のいずれかの方法を選択し、共通EDIプロバイダーとも契約する（業務アプリケーションベンダ

ーによっては、共通EDIプロバイダーを含むサービスもある）こととなる。 

・共通EDI対応業務パッケージソフトを導入 

・共通EDI対応クラウドサービスを利用 

調達の際は、先ずアプリケーションまたはクラウドサービスを選定し、それと連携可能な共通EDI

プロバイダーを選定することになる。 

 

※２：受注企業用ヒアリングシートについて 

受注側企業の企業概要、業種・業態、取引先数・取引数、

EDI導入のための体制やITリテラシなどと、発注側企業から

の要請に呼応・協力し、共通EDIの導入に前向きであるかな

どを評価・理解する。発注側企業にとって、自社が共通EDI

を導入する際、全取引先企業も共通EDIを導入し、以降の取

引を電子化したい。しかしながら、取引先企業各社には個

別の事情などもあり、当初は一部企業と先行的にEDI化する

ことが想定される。その場合、発注側企業にとってなるべ

く取引数の多い相手であれば、発注側企業のEDI導入効果は

比較的高くなる。 

 

※３：測定結果まとめシートについて 

EDI化の効果試算は、現状の受発注業務処理を作業プロセス単位で時間計測し、As-IsとTo-Beで

最終効果を評価する。「測定結果まとめシート」のイメージを以下に示す。 
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図 42．測定結果まとめシート（参考） 

  

測定結果まとめシート　記入サンプル

対象ケース：　取引ケース（１） 測定件数：　　　　6　件 測定件数：　　　　8　件

タスクN o. タスク内容 使用ツール タスクN o. タスク内容 使用ツール

ＩＴＣＡ商事 注文 1 注文書作成 Excel 38 〇 1 注文内容入力＆送信 ED I 90

2 注文書印刷 プリンタ 65 〇 - 　

3 注文書送信 FA X 32 〇 -

4 注文書ファイリング バインダ 70 〇 -

A B C（株）注文受領 1 注文書受信 FA X 32 〇 1 注文内容受信 ED I 12

2 社内システムへの手入力 社内システム 180 2 社内システムへの手入力 社内システム 150

A B C（株）注文回答 1 注文請け内容入力 - 120 〇 1 注文請け内容入力＆送信 ED I 60

2 注文書請け送信 FA X 30 〇 -

3 注文書請けファイリング バインダ 60 〇 -

ＩＴＣＡ商事 注文回答受領 1 社内システムへの手入力 社内システム 210 1 社内システムへの手入力 社内システム 180

- 〇 2 注文請け回答印刷 プリンタ 30

2 注文書請け回答ファイリング バインダ 60 3 注文書請け回答ファイリング バインダ 60

所要時間合計 897 897 所要時間合計 582 582

↑ ↑

ED I利用(B )業務

番号
対象企業 業務名

現行業務(A ) 変更

有無平均時間(秒） 平均時間(秒）

270 270

①

②

③

④

205 90

212 162

210 60

タスクの内容が左右で異なる

ものに○をつけてく ださい。

各タスク、 業務の所要時間は

秒単位で平均値を記入してく ださい。

別紙４ 測定結果記録シート

に記載したタスク No.を記入し

てく ださい。

何件の測定をし たかを記入し てく ださい。

左右で同じ位置づけのタスクが同じ行になるよう に記入してく ださい。 一方では実施しないタスク（ EDI導入によって

なく なるタスクなど） は、 実施する側のみ記入し 、 実施しない側は空欄とし てく ださい。
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第７章 要件定義フェーズ 

１．概要 

「要件定義」フェーズでは、EDI化に際して必要な要件の定義を支援する。取引先も含め支援することで、

取引先グループの全体最適化を実現する。 

 

当フェーズの支援プロセスは次のように分類される。 

（１）EDI主要要件定義 

EDI 化に関する主要な要件を定義する。基本的には、全ての共通EDI案件についての共通の

要件定義項目である。 

（２）一般要件・個別要件定義 

EDIに特定されない一般的要件や、企業個別の要件を定義する。 

２．導入支援の進め方 

当フェーズにおける支援の進め方を方に以下に示す。 

 

（１）EDI主要要件定義 

支援プロセス（１） 業務要件・取引ルールの定義 

実施概要 ・EDI化後の企業間の取引プロセスやルールを整理するとともに、それに合わせて

自社の業務プロセスを見直す。既存の取引で利用している情報（紙帳票等）と共

通 EDIメッセージとのマッピングを行う。 

・上記の検討を受発注の両社それぞれで行い、両社間の取引ルールを必要に応じて

見直し、EDI メッセージとして適用させる（各社マッピングの設定を完了させ

る）。 

活用可能ツール等 メッセージガイドライン 

ポイント 

・企業間の取引はプロセス、手順、必要な帳票と帳票に掲載される各種の情報項目

で構成される。EDI化では、これらすべてをメッセージとして両者間のやり取り

を実現する。 

・企業間の取引には、注文に対する回答の有無や注文情報変更時の手続き方法、条

件付き受注時の方法など個別に様々なルールが存在し、これらの多くは両社の担

当者が運用で対応していることが多い。EDI化に向けては、これら企業間取引に

おけるイレギュラーな処理時についても、EDI化後の取引企業間の業務アプリ同

士の処理ルールを取り決めておく。 

・既存の取引においては、発注企業による指定納品書等の EDI化しても紙の帳票と

して残さなくてはならないもの存在することを留意必要がある。 

・参照する資料は、MGL-Ⅱ.5.2「発注企業の導入手順詳細」(9)取引ルールの中小

企業共通EDIメッセージへの適用のほか、6.3区分コードについて～6.14請求情

報と支払通知情報の全項目。 

支援プロセス（２） メッセージ要件の定義 
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実施概要 ・「業務・取引ルール要件の定義」の内容を基に、EDI化後の情報項目と共通 EDI

メッセージのマッピングを行う。合わせて、区分・コードの確認および定義を行

う。 

活用可能ツール等 簡易マッピング表（メッセージガイドライン） 

ポイント 

・従来の紙帳票の項目をもとにEDIメッセージの情報項目に割り当てるには、【MGLの

簡易マッピング表】を用いる。（＊注記：簡易マッピング表を用いたメッセージ情報

項目の割り当て方は、本票欄外の詳述を参照のこと。） 

・情報種のメッセージすべてをマッピングするのではなく、EDI化後の取引で利用する

情報項目だけをマッピングすれば良い。 

・仕様上、相互連携性の標準項目は13項目であるが、両者間で仕様以外の情報項目を

受け渡す場合は、双方の業務アプリが対応できる必要がある。 

・【MGL-Ⅱ.5.2「発注企業の導入手順詳細」(4)紙取引帳票の情報項目マッピングと相

互連携性の確認】、【(5)マッピングできない情報項目の扱い】、【(6)帳票印刷の扱

い】のほか、【6.3区分コードについて】～【6.14請求情報と支払通知情報】の全項

目を参照する。 

支援プロセス（３） 機能要件・システム構成の定義 

実施概要 ・これまでの検討内容および要件を基に、以下のEDI化に必要なシステム構成要素

を洗い出し、各要素の要件を定義する。 

・業務アプリケーション（業務クラウドサービスを含む） 

・EDIプロバイダーの機能および形態等 

・システム環境（ハードウェア、クラウドサービス、ネットワーク等）の機能およ

びスペック等 

・その他、必要な構成要素 

※それぞれについて、取引先のシステムとの相互連携性を確保する必要がある。 

活用可能ツール等 メッセージガイドライン、実装ガイドライン 

ポイント 

・取引先との受発注プロセスとして、両者間でどの様な情報をどの様な手順で取交すの

かを規定する。情報を受け渡すメッセージを取り決めるに次の観点で検討を行う。 

「業種拡張・取引プロセスに対応する業務アプリの要件定義」、「回答メッセージ処

理を満たす業務アプリの要件定義」 

・受発注両社の業務アプリ同士でメッセージを受け渡す上で、両者それぞれの業務アプ

リでの相互連携性を担保する。また、帳票印刷機能についても両社で取り決める。 

・【MGL-Ⅱ.5.2「発注企業の導入手順詳細」(7)中小企業共通EDIプロバイダーの選択】、

【(8)中小企業共通EDIプロバイダーとオンプレミス業務アプリ連携の検討】、【MGL-

Ⅱ.6.1業務アプリの相互連携性について】、【MGL-Ⅱ.6.2既存業務アプリとEDIプロ

バイダーへの接続】、【MGL-Ⅱ.７EDI データについての注意点】、ならびに【IGL.2.2

「相互連携性の標準化について」】を参照する。 

＊注記：企業間で交換する情報項目と共通EDIメッセージ情報項目（BIE)のマッピング（対応付け）の

方法について 

共通EDIを使用するには、取引で使用する情報項目と共通EDIメッセージ情報項目の突き合わせ（マ

ッピング）を行い、取引で使用する情報項目と、それを設定する共通EDIメッセージの情報項目を定義

する。 

①簡易マッピング表は、共通EDIの標準仕様（メッセージガイドライン）で提供されている。 

②取引で使用する情報項目とは、それまでプロセス毎に使用している紙帳票に記載される情報の項目

である。 
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③紙帳票に記載されていた全ての情報をメッセージに割り当てるのではなく、EDI化してプロセス毎

に送受信（企業間でやり取り）する情報のみを抽出する。 

④受発注両社間で合議したEDI化してやり取りする情報項目を、簡易マッピング表の項目より意味合

いの相応しい項目に割り当てる（プロセス毎に行う）。 

 

下図に、紙帳票の項目を簡易マッピング表の項目に割り当てる手順をイメージで示す。 

ⅰ．マッピング対象の情報（注文書等の帳票等）の各情報項目に連番を振る（下図の例では丸数字）。 

ⅱ．共通EDIメッセージ情報項目（BIE）のマッピング表の中で、マッピング対象の情報と意味合

いの相応しいメッセージをマッピング表の「項目定義」から選び出す。 

ⅲ．対象の情報項目をマッピング表の「利用情報項目」（マッピング・項目名）欄に該当する丸数字

を割り当てる（マッピングする）。 

ⅳ．マッピング対象の情報項目（下図の例では19項目）を、全て割り当てる。 

 

 

図 43．紙帳票で扱っていた取引情報項目のEDIメッセージ情報項目へのマッピング方法（注文書の例） 

 

（２）一般要件・個別要件定義 

支援プロセス（１） システムや業務アプリに必要な要件の定義 

実施概要 ・EDIに関する個別要件（業界 EDIや個別 EDIの接続等）を定義 

・EDI以外のシステムや業務アプリケーションの機能等に関する要件を定義 

ポイント ・一般的なITシステムの調達要件を参考とする 

支援プロセス（２） 非機能要件 

実施概要 SLA、応答性、セキュリティ、保守等に関する要件を定義 

ポイント ・一般的なITシステム調達時の非機能要件を参考とする 
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第８章 調達・導入フェーズ 

１．概要 

「調達・導入」フェーズでは、要件定義に適合するシステム・サービスの調達と開発・構築および

検証・稼働におけるプロジェクトのマネジメントを支援する。費用対効果が高いシステムの調達とス

ムーズな本稼働を実現する。 

 

当フェーズの支援プロセスは次のように分類される。 

（１）調達 

要件定義の内容に基づきRFPを発行し、予め設定した評価項目に基づき最適なシステム・サー

ビスの調達を行う。 

（２）導入 

調達したシステムの開発・構築、検証・本稼働が計画通りに進むようにマネジメントを行う。 

２．導入支援の進め方 

当フェーズにおける支援の進め方を以下に示す。 

 

（１）調達 

支援プロセス（１） 調達対象システムの確定 

実施概要 調達対象支援プロセスで実施する対象ソフトウェア・機能を確定する 

活用可能ツール等 中小企業共通EDI標準仕様書、つなぐITコンソーシアムの公開関連情報等 

ポイント 

・中小企業共通EDIプロバイダーの種類や特徴、拡張メッセージの対応等の情報は、つな

ぐITコンソーシアムの公開情報を参照し、最新の情報をもとに判断を行うこと。 

 

支援プロセス（２） 調達先の選定 

実施概要 
上記の各社別共通EDI対応システム構築概要書に基づき調達ソフトウェアのRFPを作成

し、選定・調達（購買契約）を支援する 

活用可能ツール等 

中小企業共通EDI導入ガイドブック、ITCAプロセスガイドライン、中小企業共通EDI標

準仕様書、つなぐITコンソーシアムの公開関連情報 

 

ポイント 

・各社の受発注業務アプリケーションの改造は、費用・コスト・対応時期など、様々な中

小企業共通EDIプロバイダーの種類や特徴、拡張メッセージの対応等の情報は、つなぐ

ITコンソーシアムの公開情報を参照し、最新の情報をもとに判断を行うこと。 

・費用見積に際して、共通EDIプロバイダーとの接続のため、別途インターネット接続可

能な環境の用意が必要となることを条件として明示すること。 

 

 

①調達対象システム 

調達対象となるソフトウェア機能は、参加する全ての企業・事業所別に下表に示すシステムを指

す。 
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表 13．調達対象システムと調達方法 

No. 調達対象 調達方法 備考 

１ 中小企業共通EDIプロバイダー 月額利用契約 共通EDI対応認定プロバイダー（注） 

２ 受発注業務アプリ 既存の改修、または新規導入 新規導入は共通EDI対応アプリが発

売された以降 

３ 連携I/Fアプリ 月額利用料契約 調達は必要に応じて 

注）：共通EDI対応認定プロバイダーの最新情報は、共通EDIベンダーコンソーシアムに確認するこ

と。 

 

②調達対象システムの確定の支援業務 

上表中項番１の中小企業共通EDIプロバイダーの選定は、前工程でマッピングした情報項目を何

れかの業種別拡張メッセージとして送受信可能なプロバイダーを選定する作業となる。複数のプロ

バイダーが候補となる場合の選定に際しては、料金やサービスの違いなどについても、導入する事

業者に説明し事業者の意向に沿って進めること。 

 

項番２の各社の受発注業務アプリケーションは前述の通り多種多様であり、それぞれの形式で対

応方法が異なるほか、各社の意向次第では業務アプリケーションそのものを変更するケースも生じ

るなど、ステークホルダーに確認して進めることが必要である。 

この様に業務アプリケーションの取引情報をEDIプロバイダー経由で相手先企業とやり取りするために、

データの受け渡しならびに取引データ項目の共通仕様対応の改造などの方式が定まったら、要件定義

やRFPの作成支援を行い、共通EDI対応アプリ・サービス開発・提供者の選定・導入を支援する。 

 

項番３の連携I/Fアプリを活用するケースとは、業務アプリケーションがCSV形式のファイル経由

でデータの受け渡しが可能な場合、現行システムの改修をせずに共通EDIプロバイダーとの間のメ

ッセージの受け渡しを司る役割として導入することが可能となっている。現行の業務アプリケーシ

ョンの改修が困難な場合などは、この様な方法を採用することで共通EDIのシステム構築を支援す

る。 

 

上記の支援を実施し調達対象システムのRFP作成を支援する。業務アプリケーションベンダーに

RFPを提示し、コスト・納期などの条件を総合的に評価し、候補ベンダーの絞り込み選定を支援する。 

 

（２）導入 

支援プロセス（１） 開発・構築 

実施概要 

自社のみならず取引先も含めた、開発・構築を担当するベンダー間の調整、進捗確

認、全体管理を行いプロジェクトを推進する。 

 

ポイント 

開発・構築におけるプロジェクト管理のポイント 

・企業毎の計画と全体計画の擦り合わせ・進捗確認 

 自社の開発・構築が順調に進んでいても、連携取引先の進捗が遅延するとプロジェ

クトは停滞する。また、その逆も想定される。その場合、余計なコストや更なるプ

ロジェクト遅延が発生する可能性もあるため、全体のマネジメントが重要である。 

・取引先も含めたベンダー間の調整 
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企業内の個別システムの導入では、基本的にベンダーから提示される計画と報告の

確認となるが、EDIの場合は、業務アプリベンダーと EDIプロバイダー間、複数の

取引先企業の業務アプリベンダーとの調整など、多くのベンダー間の調整を主導的

に行う必要があることに留意する。 

 

支援プロセス（２） 接続試験・運用試験 

実施概要 

自社のみならず取引先も含めた、接続試験・運用試験の計画・全体管理を行いプロ

ジェクトを推進する。 

 

ポイント 

接続試験・運用試験の実施におけるポイント 

・システム的な試験をベンダー任せで行うのではなく、業務部門を巻き込んだ実際の

運用を想定した試験を行うことは勿論、EDIでは、特に取引先との共同による実際

の取引業務を想定した運用試験が重要である。 

・取引先を含めた現場部門を巻き込んだ作業となるため、自社のみならず取引先の業

務の都合等も考慮した実施計画が必要である。 

・ベンダーが異なるアプリケーション間の連携には、想定外の問題が発生する可能性

が高いため、対応できないイレギュラーなケースや、オペレーションミスや障害発

生時の挙動も確認しておく必要がある。 

・負荷試験に際しては、自社の単独部門と特定の取引先との連携の場合はデータ量の

想定も容易であるが、連携する部門が多い場合や複数の取引先と連携する場合は、

意図せぬ取引の集中等により、想定以上の負荷がかかる場合があるので注意が必要

である。また、ネットワーク障害等の自動再送等による輻輳の発生も想定されるた

め、アプリ間およびプロバイダーでの再送制御の調整も必要である。 

・複数のベンダー間の試験では、問題発生時の原因の特定・切り分けが困難なケース

も多いため、調査の手順・責任分界点・対応ルールなどを予め関係者で合意してお

くことが望ましい。 

 

支援プロセス（３） 稼働・本番移行 

実施概要 

自社のみならず取引先も含めた、稼働・本番移行計画・全体管理を行い、プロジェ

クトを推進する。 

 

ポイント 

本番移行におけるポイント 

・移行スケジュールについては、全ての取引先および業務を一気に移行するのか、段

階的に移行するのか等、現場の負荷やリスクも考慮した設定が必要である。 

・リスクヘッジの観点からは並行運用期間を十分に確保することが望ましいが、現場

部門の負荷が高くなるため、適切な期間設定が必要である。 

・障害発生時の既存業務への切り戻しルール・手順の設定が重要である。 

・自社のみならず連携取引先との十分な調整が必要である。 
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第９章 運用・評価・改善フェーズ 

１．概要 

「運用・評価・改善」フェーズでは、構築したシステムの運用管理、モニタリングおよび結果の評

価分析、分析結果に基づく改善を支援する。これにより、EDI化の効果の最大化を図る。 

 

当フェーズの支援プロセスは次のように分類される。 

（１）運用 

EDI化の範囲（対象取引プロセス等）の拡大、連携する取引先の拡大、諸々の変化に対する

対応、障害対策による安定稼働等、EDI化の効果の最大化を図る。 

（２）評価・改善 

運用の状況などをモニタリングし、その結果を評価・分析することで改善を行い、EDI化の

効果の最大化を図る。 

２．導入支援の進め方 

当フェーズにおける支援の進め方を方に以下に示す。 

 

（１）運用 

支援プロセス（１） 運用管理 

実施概要 
新たな連携取引先の追加対応および諸々の変化に対する対応を行う。 

 

ポイント 

運用管理におけるポイント 

・EDIの効果を高めるには、より多くの取引先を紙による取引から EDIへの取引に切

り替える必要がある。基本的には、前述の手順の繰り返しとなるが、自社のシステ

ムは整備されているため、主に取引先に対する支援が中心となる。 

・システムが問題なく稼働していても、外部環境の変化や各種システムの変更に対す

る様々な対応が必要になる。対応が遅れると障害の発生や業務が停滞する危険があ

るため、連携取引先も含めた対応が必要である。 

 EDI標準や共通仕様の改定対応 

 自社および連携取引先のアプリケーションのバージョンアップ・リプレイス対

応 

 電子証明書等の更新、アプリ等のライセンス等の更新 

 各種法制度改正等への対応 

 取引先量の増減等によるシステムリーソース、回線、プロバイダーサービス等

の契約等の見直し 

 

支援プロセス（２） 障害対応 

実施概要 自社のみならず取引先も含めた、障害対応計画・発生時の対応を行う。 

ポイント 障害対応におけるポイント 
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・障害の発生に備え、データのバックアップ、対応ルール・緊急連絡先・対応体制の

整備、発生時の予行練習などを連携取引先を含めて実施する。 

・障害発生時には、被害を最小限にするため、取引先とも連携した対応が必要である。 

 

 

（２）評価・改善 

支援プロセス（１） モニタリングおよび評価・分析 

実施概要 

基本計画・要件定義時に設定した各種KPIに対してモニタリングを行い、その結果

を評価・分析する。 

 

ポイント 

モニタリングおよび評価・分析におけるポイント 

・連携取引先も含めたモニタリング方法設定し、確実に実施すること。 

・EDIは、自社のメリットだけでは維持できないため、取引先が EDIのメリットを享

受できているか、新たな問題・課題が発生していないか等、必要に応じてヒアリン

グ等を実施する。 

・連携取引先を含めた効果データは、新たな連携取引先の開拓に有効活用する。 

 

支援プロセス（２） 改善計画・実施 

実施概要 モニタリングの評価・分析結果を基に改善計画の策定および改善の実施を行う。 

ポイント 

改善計画および実施におけるポイント 

・EDI は、自社のみでは対応できないことも多いため、連携取引先と連携して改善を

進める。 

・連携取引先に対しても改善の支援を行う。 

・仕様や取引ルール・業務ルール等の変更を行う場合は、連携取引先全体に影響があ

る場合も多いため、十分な影響の調査と事前の調整を行う。 
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第１０章 中小企業共通EDIの活用事例 

 

中小企業共通EDIの活用事例として、平成28年度実証事業のモデルプロジェクトの一部を紹介する。 

実証事例１16 

 

                                                   
16 出所：平成28年度補正予算「経営力向上・IT基盤整備支援事業(次世代企業間データ連携調査事業)」（事務局：ITコーディネータ協会） 

 各PJの調査報告書「⑧中小サービス業界におけるクラウド型共通 EDI 連携」を基に作成 https://www.itc.or.jp/datarenkei/dlfiles/edi/08.pdf 

第6回整備委員会 資料3 https://www.itc.or.jp/datarenkei/j_maintenancecommittee/ 
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実証事例２17 

 

 

 

                                                   
17 出所：平成28年度補正予算「経営力向上・IT基盤整備支援事業(次世代企業間データ連携調査事業)」（事務局：ITコーディネータ協会） 

 各PJの調査報告書「⑨自動車業界における共通EDI連携」を基に作成 https://www.itc.or.jp/datarenkei/dlfiles/edi/09.pdf 

第6回整備委員会 資料3 https://www.itc.or.jp/datarenkei/j_maintenancecommittee/ 
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第４部 金融 EDI（ZEDI）連携 
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第４部 金融EDI（ZEDI）連携 
 

第４部では、決済・商流情報連携基盤の構成要素である全銀EDIシステム（ZEDI）の概要と、平

成29年度実証事業のモデルプロジェクトにおける実証検証の実施内容の紹介を通して、商流EDIと

全銀EDIシステム（ZEDI）の連携について解説する。 

 

第１章 全銀EDIシステム（ZEDI）とは 

 

決済・商流情報連携基盤の重要な構成要素である全銀EDIシステム（以下、「ZEDI」という。）が

2018年12月25日より稼動を開始した。 

 

以下に、ZEDIの概要を示す。 

 

本章に記載の内容は、以下のサイトの資料より抜粋・引用し、補足を加えたものである。 

サイトの内容は追加・更新される可能性もあるため、常に最新の情報を参照されたい。 

 

■参照サイト 

一般社団法人全国銀行資金決済ネットワーク 

https://www.zengin-net.jp/zedi/ 

 

■参照資料（2019/2/1現在） 

１．ZEDIとは？ 

全銀EDIシステム（ZEDI）について（平成30年９月版） 

https://www.zengin-net.jp/zedi/pdf/zedi_info.pdf 

 

全銀EDIシステムの紹介 

https://www.zengin-net.jp/zedi/pdf/zedi_introduction.pdf 

 

 

尚、当サイトには、これ以外に以下のような導入を支援するにあたり有用な情報も記載されてい

るため参照されたい。 

 

 

 

１．ZEDIの全体概要 

【構築決定までの背景】 

・ 安倍内閣で2015年６月に閣議決定されました「日本再興戦略・改訂2015」には「未来への投

資・生産性革命」が“新三本の矢”のひとつとして掲げられています。現在、政府は、2020年

２．全銀EDIシステムに接続する金融機関は？ 

３．ZEDIを利用するためのお手続き 

４．簡易なかたちでご利用いただくために 

５．金融EDI情報標準登録制度について 

６．統計情報について 
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度までの３年間を「生産性革命集中投資期間」と位置づけ、中小、小規模事業も含め、生産性の

向上に向けて、企業による設備や人材への投資を促し、税制や予算、規制改革を大胆に実施して

いく、と表明しております。 

・ また、2016年６月に閣議決定されました「日本再興戦略2016」では、「活力ある金融・資本市

場の実現」として、決済事務合理化に向けてXML電文への移行（拡張EDI交換）の実現に向け

た取組みを進めることが、政府方針として示されました。なお、この方針は「未来投資戦略

2017」 「未来投資戦略2018」に引き継がれています。 

 

全国銀行協会(全銀協)および全国銀行資金決済ネットワーク(全銀ネット)は、この政府方針にもと

づき、2016年12月に全銀EDIシステムの構築を決定いたしました。 

日本再興戦略2016（抜粋） 

金融高度化を推進するため、企業間の銀行送金電文を、2020年までを目途に国際標準である

XML電文に移行し、送金電文に商流情報の添付を可能とする金融EDIの実現に向けた取組を進

める。 

 

【出所】日本経済再生本部 「日本再興戦略2016（第二部 具体的施策 P158））（2016年6月2日）」 

 

■金・商流連携等に向けたインフラの整備 

・本年 12 月の全銀 EDI システムの稼働、平成 32 年までの送金電文の全面的 XML 化を着実

に実現するため、全国銀行協会、商工会議所等の金融界・産業界や関係省庁が連携し、周知活動

や当該システムの活用事例の共有などの取組を推進する。 

・企業間の受発注の電子化（商流 EDI）の共通化を引き続き推進するとともに、金融界・産業界・

関係省庁が連携して、全銀 EDI システムを用いた送金情報と商流EDI の接続に係る実証実験

を本年度中に実施するなど、金融 EDI と商流 EDI の連携を推進する。 

 

【ねらい】 

・企業様の決済事務の効率化、生産性の向上に向けて、企業間の銀行送金電文に取引明細情報や、

請求書情報、担当者連絡先等の情報（以下、「金融EDI情報」という。）を電子的に交換可能とす

るため、2018年12月稼動を目標に、新たなプラットフォームとして『全銀EDIシステム』を

構築します。 

・本システムは、売掛金、リベート等の自動消込等による企業様の決済事務の効率化、生産性向上

を目指し、将来的には金融機関による新たな決済サービスの提供、イノベーションの推進をサポ

ートすることを目的としています。 
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２．ZEDI導入の効果 

商流EDIとZEDIの連携（金融EDI連携）により、以下のような課題の解決が図れる。 
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また、以下のような効果が期待されている。 
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３．ZEDIの技術的概要 

   ZEDI の技術的な概要を記す。商流・金流情報連携基盤においては、主に共通EDI プロバイダー等

のEDIサービス経由での接続が検討されているが、商流・金流EDIコーディネータも一定のZEDI技

術概要は押さえておく必要がある。 
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   平成29年度実証事業においては、ZEDIとの接続はEDIサービス経由で接続することを前提

としたため、上図の何れの接続方法とも異なる。 
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第２章 商流EDIと金融EDIの連携の仕組み 

 

 決済・商流情報連携基盤は、中小企業共通EDIや他の業界標準EDI等を用いた商流情報連携の仕組み

と ZEDI を連携させ、中小企業の商取引における受発注から決済（消込等含む）までの一連の業務情報

全体をデータ連携させる仕組み（以下、「決済・商流情報連携基盤」という。）であり、売掛金等の効率的

な消し込みその他取引データの活用による中小企業の生産性向上を目指すものである。 

１．平成29年度実証事業の実証検証で実施されたデータ連携イメージ 

   平成 29 年度実証事業では、商流 EDI により企業間で連携される「受発注情報」、「出荷・検収情

報」、「請求情報」等を利活用して発注企業側が作成した支払明細情報（金融EDI情報）を送金指図

データに埋め込み、受注企業側にZEDIを利用して送信することで連携を行った。 

 

  

図 44．平成29年度実証事業の実証検証で実施されたデータ連携イメージ 

２．平成29年度実証事業の実証検証におけるシステム構成イメージ 

中小企業共通 EDI や他の業界標準 EDI 等を用いた商流情報連携基盤と ZEDI との連携（接続）は

様々な方法が想定される。平成29年度実証事業では、以下の２つのパターンの仕組みで実証検証が行

われた。 

 

 

図 45．実証検証におけるシステム構成イメージ 
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（１）１つの決済・商流情報連携基盤で連携するケース 

当ケースは、１つの決済・商流情報連携基盤で連携を行うため、交換される商流EDI情報および

金融EDI情報は同一のフォーマットであり、連携に際して基本的に変換等が不要となる方式である。 

（２）２つの決済・商流情報連携基盤で連携するケース 

当ケースは、２つの決済・商流情報連携基盤で連携を行うため、交換される商流EDI情報および

金融EDI情報が異なるフォーマットである場合があり、連携するためには相手側のフォーマットに

変換する必要がある。 

平成29年度実証事業では、この変換の仕組みを多数の決済・商流情報連携基盤が共同して利用す

る「共同利用システム」と呼ばれるシステムを開発して実現している。 

尚、（１）のケースも「共同利用システム」を使用しているが、これは両ケースで決済・商流情報

連携基盤とZEDIの接続方法を統一するためであり、変換は行っていない。 

 

以下に、「共同利用システム」を利用した決済・商流情報連携基盤間連携のイメージを示す。 

 

 

図 46．決済・商流情報連携基盤間連携のイメージ 
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第３章 金融EDIの導入の進め方 

 

本章では、決済・商流情報連携基盤による商流EDIと金融EDIの連携の進め方を解説する。尚、連携

対象となる受発注企業は、既に商流EDIにて連携済みであることを前提とする。 

   

１．導入実施体制等 

決済・商流情報連携基盤による金融EDIの導入には、以下の関係者の連携による体制が必要となる。

商流・金流EDIコーディネータは、これらの関係者と調整しながら支援を進める必要がある。  

（１）ユーザー企業グループ 

決済情報を交換する発注企業、受注企業。本章では、予め商流EDIにより取引情報を連携してい

ることを前提とする。 

（２）全銀EDIシステム（ZEDI）に接続する金融機関 

以下に該当する金融機関 

・発注企業からの送金元金融機関（仕向け金融機関）で、発注企業が使用する決済・商流情報連携

基盤サービスで対応可能な接続形態（FBまたは IB）にて、ZEDIとの接続サービスを提供して

いること。 

・受注企業への送金先金融機関（被仕向け金融機関）で、受注企業が使用する決済・商流情報連携

基盤サービスで対応可能な接続形態（FBまたは IB）にて、ZEDIとの接続サービスを提供して

いること。 

（３）決済・商流情報連携基盤サービス提供ベンダー 

決済・商流情報連携基盤サービス提供ベンダー（EDI・アプリケーションサービスプロバイダー）

は、以下の機能を提供することを想定している。 

・決済・商流情報連携基盤を活用しようとする発注企業・受注企業に対して、受発注から決済（消込

等含む）までのデータを連携する機能および発注企業・受注企業間の電子データ交換機能。なお、

複数ベンダーで受発注から決済までの業務機能を提供する場合もある。 

・決済・商流情報連携基盤サービス同士が連携している場合は、それぞれの決済・商流情報連携基盤

サービスを利用している取引先との金融EDI連携も可能となる。 

２．導入の進め方の手順とポイント 

進め方の基本的な考え方は、「第３部 中小企業共通EDIの導入の進め方」が活用可能だが、特に

異なる点はZEDIおよびZEDIとの連携に関する知識が必要な点である。 

（１）進め方の基本的な考え方 

  決済・商流情報連携基盤を活用する場合は、決済・商流情報連携基盤サービスを経由してZEDI

に接続することになるが、決済・商流情報連携基盤の提供ベンダーによって接続方法や各種条件が

異なる。そのため、実際の導入にあたっては、各ベンダーに確認・相談しながら進めることにな

る。 



   

103 

  

しかし、商流・金流EDIコーディネータは、決済・商流情報連携基盤の提供ベンダーの選定を

含めて支援することもあるため、ZEDIおよびZEDIの導入に関する基本的な事項を把握したうえ

で、支援に臨むことが求められる。 

（２）ZEDIおよびZEDIの導入の進め方に関する情報の入手 

ZEDIおよびZEDIの導入に関する基本的な事項は、前述の「一般社団法人全国銀行資金決済

ネットワーク」のサイトに公開されている。 

 

■公開サイト 

一般社団法人全国銀行資金決済ネットワーク 

https://www.zengin-net.jp/zedi/ 

 

■公開情報（2019/2/1現在） 

１．ZEDIとは？ 

２．全銀EDIシステムに接続する金融機関は？ 

３．ZEDIを利用するためのお手続き 

４．簡易なかたちでご利用いただくために 

５．金融EDI情報標準登録制度について 

６．統計情報について 

 

前述のとおり、まず、「１．ZEDIとは？」でZEDIの概要を押さえたうえで、「３．ZEDIを

利用するためのお手続き」を参照することを推奨する。 

凡その進め方の流れは、「３．ZEDIを利用するためのお手続き」中の「表 ３.1-1 企業様の準

備事項」にまとめられているので、こちらを参照すると良い。 

（３）導入の進め方のポイント 

以下に、前述の「３．ZEDIを利用するためのお手続き」中の「表 ３.1-1 企業様の準備事

項」を転載するとともに、決済・商流情報連携基盤を活用する際の補足・留意事項を示す。 
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「表 ３.1-1 企業様の準備事項」における、決済・商流情報連携基盤を活用する際の補足・留意

事項 

 

１ 取引先金融機関に相談 

 （補足・留意事項） 

ZEDIに対応している金融機関は、一般社団法人全国銀行資金決済ネットワークの以

下のページで公開している。 

 

https://www.zengin-net.jp/zedi/ 

「２．全銀EDIシステムに接続する金融機関は？」 

 

２ 接続方法の検討 

 （補足・留意事項） 
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ZEDIへの接続形態には、FB接続と IB接続があり、金融機関によって提供している

接続形態が異なる。 

また、利用する決済・商流情報連携基盤サービスによっても、対応可能な接続形態が

異なる場合がある。 

 

３ 現在使用している会計・販売管理ソフトおよび通信パッケージ、FBソフト等への影響確認 

 （補足・留意事項） 

決済・商流情報連携基盤の製品やサービスの提供形態によっては、提供する ITベン

ダーが電子決済等代行業者登録であり、取引銀行と契約している必要がある。 

 

（参考） 

  電子決済等代行業者登録一覧が金融庁より公開されている。 

https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/dendai.pdf 

 

（参考） 

ZEDIの対応製品サービスについては、一般社団法人全国銀行資金決済ネットワ

ークのホームページの以下のページで公開している。（但し、必ずしも、商流EDI

を含む、決済・商流情報連携基盤未対応の製品・サービスも含まれる） 

https://www.zengin-net.jp/zedi/ 

 

 

また、つなぐ ITコンソーシアムのホームページでも掲載していく予定とされている。 

 

４ 接続環境の準備 

 （補足・留意事項） 

基本的には、決済・商流情報連携基盤サービスを経由してZEDIに接続するため、提供

ベンダーと相談することになる。 

 

５ 取引先との調整 

 （補足・留意事項） 

決済・商流情報連携基盤サービスを使用してZEDIに連携するには、自社のみならず

取引先の金融機関もZEDIに対応している必要がある 

また、勿論であるが取引先も、自社が利用している（使用を予定している）決済・商

流情報連携基盤サービス（もしくは、それと基盤間連携が可能な決済・商流情報連携基

盤サービス）を利用可能である必要がある。 

 

（その他の補足・留意事項） 

実際のZEDIへの接続に際しては、「個別金融機関を利用する場合」と「当初から複数金

融機関を利用する場合」の違い、クライアント証明書の取得等についても検討・対応が必要

である。こちらについても、利用する決済・商流情報連携基盤サービスによって異なる場合

があるので、提供ベンダーへの事前の確認と密な連携を行いながら進めることとなる。 

 

これらの条件を満たす必要があるため、決済・商流情報連携基盤の提供ベンダーを新たに

選定する際は、ZEDIへの対応状況を予め確認することが重要である。  

３．ZEDIを利用するためのお手続き 

【ZEDI接続ガイダンス・対応製品サービス一覧】 

全銀EDIシステム（ZEDI）に対応した製品・サービス一覧 
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第４章 決済・商流情報連携基盤の活用事例 

 

決済・商流情報連携基盤の活用の参考として、平成29年度実証事業のモデルプロジェクトの実施概要を紹

介する。 

 

表1 モデルプロジェクト参加企業一覧 

 

 

  

# 通称 プロジェクト幹事法人 発注企業 受注企業 金融機関

1 北海道PJ (株)イークラフトマン
（株）辻野商店
（株）田西会館

（有）浅野農場 北洋銀行

2 豊田・静岡PJ (株)グローバルワイズ

小島プレス工業（株）
矢崎総業（株）（もの
づくりセンター）
伊豆技研工業（株）

（株）眞栄
伊豆技研工業（株）
（株）ケイエスワイ

三菱UFJ銀行
静岡銀行

3 ERPPJ (株)スマイルワークス
（株）柳田織物
（株）イーシーセン
ター

（株）イーシーセン
ター
（株）柳田織物

みずほ銀行

4 岐阜PJ
(株)ミライコミュニケー
ションネットワーク

（株）デリカスイト
（株）飼沼
（株）烏骨鶏本舗

大垣共立銀行
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１．北海道の地域企業間における電子決済の実証検証（北海道PJ） 

北海道の地域企業間における電子決済の実証検証における実証検証概要を以下に記載する。詳細

は「別添①北海道の地域企業間における電子決済の実証検証 実証検証報告書」を参照のこと。 

（１）背景と目的 

ＩＴ活用が進んでいない地方の中小企業・小規模事業者においても決済・商流取引のデジタル化

が経営革新に有効であることを実証し、ＺＥＤＩを含めた決済・商流情報連携基盤の普及につなげ

る。 
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（2）現状と課題 

 情報管理システムは、３社ともに市販で安価な仕入・販売管理パッケージに留まり、大半のデ

ジタル情報管理はエクセルで行っている。その為紙媒体での情報管理が中心となり情報の再

利用や検索に労力を要している。 

 支払いや入金確認は、取引銀行のインターネットサービス（ＩＢサービス）を使用しているが、

仕入・販売管理パッケージとのデータ連携が無い為、支払い処理の手入力による負担や入力ミ

ス、入金処理の目視と手入力による販売管理パッケージへの入金消込みに時間と労力を要し

ている。 

 

 

 

（3）解決策の提案 

 手作業が中心で、取引情報が社内部署間も取引企業間も分断された現況を、決済・商流情報連

携基盤の活用により、決済までの情報がデジタル化され適切にデータ連携交換が実現するこ

とで、入金消込等事務処理の生産性の飛躍的な向上が期待できる。 
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（4）実証検証概要 

 決済・商流情報連携基盤は、中小企業共通ＥＤＩ（商流基盤）に決済機能を追加したシステム 

 プロジェクト内の受発注双方に、上記連携基盤と親和性の高い業務管理ソフトを配置 

 決済情報は、上記連携基盤が共同利用システム経由でＺＥＤＩに受け渡す 

 受注企業が使用している市販の販売管理パッケージへ、上記業務管理ソフトより売上と入金

情報を渡す 

 共同利用システム＋ＺＥＤＩ経由で、他の情報連携基盤との決済・商流業務処理を可能にする 

 

 

 

（5）効果および課題 

 注文から消込までの合計で、約３３％の時間短縮となり、決済業務に絞ると約４７％の時間短

縮が実証された 

 異なる情報連携基盤を使用する企業間で、注文から決済（消込）までの業務が円滑に出来るこ

とが実証された。 
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２．豊田・静岡連携プロジェクト（豊田・静岡PJ） 

豊田・静岡連携プロジェクトにおける実証検証概要を以下に記載する。詳細は「別添②豊田・静

岡連携プロジェクト 実証検証報告書」を参照のこと。 

（1）背景と目的 

 日本は少子高齢化が進み、労働人口が大幅に減少している。そして、その打撃を受けるのは中

小企業であり、業務のＩＴ化による生産性向上・企業間連携のＩＴ化・金流スピードＵＰ及び

消込等業務のＩＴによる自動化への対応が必須となっている。 

 平成 28年度実証事業において「豊田商工会議所における商工会議所モデル共通ＥＤＩ連携」

（小島プレス工業）・「静岡発エンジニアリングチェーンにおける共通 EDI連携」（矢崎総業株

式会社）を実施した。今回この２つの中小企業共通ＥＤＩコンソーシアムで豊田（Ｇｒｅｅｎ

ＥＤＩ）、静岡（ＥｃｏＣｈａｎｇｅ）を連携し、金融ＥＤＩ連携の実証検証を行い、更なる

生産性の向上と業務の効率化、利便性、多様性への対応を目指し、普及拡大への取組みを行う。 
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（2）現状と課題 

 中小・小規模事業者にとって、検収の『月ズレ』発生による支払・入金の遅れは資金繰りを圧

迫させる非常にクリティカルな課題となる。 

 月締めでの請求確定では、違算が発生した場合の精算が翌月以降に遅れることもあり得る。 

 支払・消込機能を各社が個別に実装することは非常に非効率。 

 

 
 

（3）解決策の提案 

 納品単位での請求・支払を可能とし、決済の早期化・中小・小規模事業者の資金繰り改善に寄

与する仕組みづくりを実現する。 

 検収データを活用し、日々の売上・仕入金額を確定することで月締めの一括請求確定での違算

発生を防ぐ。 

 共同利用型システムの提供、および個別業務アプリと接続可能な共通EDI基盤上で支払・消込

機能を提供。 
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（4）実証検証概要 

 商流情報は、２モデル共に「中小企業共通EDI」を使用する。 

豊田商工会議所モデルでは、「GREEN-EDI」を用いた受発注企業間の取引を行い、静岡県IoT活

用研究会モデルでは、「個別業務アプリケーション」＋「EcoChange」を用いて受発注企業間の

取引を行う。 

 共同利用システムとの連携は、いずれのモデルも「 EcoChange」を介して実証を行う。 

 

 

 

（5）効果および課題 

 両方モデルにおいて出荷・検収プロセス以降の業務改善効果が見られた。特に入金消込におい

ては、80％以上の大幅な改善効果が得られた。 

 入金消込で大幅な改善効果が得られる最大の要因は、注文でデータ化された情報が、検収、請

求、支払いまで一気通貫に流れることによるEDIデータの再利用化である。 
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３．クラウドERP＋EDI+ZEDI連携プロジェクト（ERPPJ） 

クラウド ERP＋EDI+ZEDI連携プロジェクトにおける実証検証概要を以下に記載する。詳細は「別

添③クラウドERP＋EDI+ZEDI連携プロジェクト 実証検証報告書」を参照のこと。 

（1）背景と目的 

 「紙と手作業」「データ連携されない手続き」の撤廃 

 自動データ連携により「ローデータ（現場の情報）」を「リアルタイム」に「必要な形式」で

提供され中小企業の生産性向上に大きく貢献できることを示す 
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（2）現状と課題 

 ①決済におけるメッセージ規格(データ連携)と確実な支払消込と入金消込の実現 

 ②クラウドERPと他ESP間とのEDI(メッセージ規格準拠とデータ連携) 

 

 

 

（3）解決策の提案 

 ZEDIを介して決済向け「支払通知メッセージ」を送受信し、EDI情報連携し入金消込 

 共同利用システムを介して「中小企業共通EDIメッセージ」および決済向け「支払通知メッセ

ージ」をESP間で送受信 
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（4）実証検証概要 

 ①商流～決済の全プロセスを通し、シミュレータ上で時間計測し効果測定 

 ②商流～決済の全プロセスを通し、ZEDI本番を利用し時間計測 

 ③商流～決済の全プロセスを通し、異なるESP間において連携し消込実現を確認 

 

 

 

（5）効果および課題 

 異なるESP間の商流～決済までの連携確認 

 ZEDIを介して実口座へ振込、入金消込確認 

 ZEDI連携と自動入金消込による効果測定 
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４．大垣惣菜EDIプロジェクト（岐阜PJ） 

大垣惣菜EDIプロジェクトにおける実証検証概要を以下に記載する。詳細は「別添④大垣惣菜EDI

プロジェクト 実証検証報告書」を参照のこと。 

（1）背景と目的 

 事務管理業務の生産性向上 

 廃棄ロスの低減 

 地域企業や取引先にEDIを広めたい 
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（2）現状と課題 

 取引はFAXや書類のやりとりがほとんどで本社業務を圧迫している。 

 EDIシステムはあるが、取引先での導入が進まない。 

 60ほどある店舗の発注は、本社でとりまとめ処理している 

 

 
 

（3）解決策の提案 

 取引先が導入しやすいWeb-EDIで容易に利用できるようにする 

 受発注および請求入金処理を電子化し、金融EDIと接続し自動化を行う 

 店舗発注を促進するため、タブレットを導入する 
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（4）実証検証概要 

 全ての工程で実取引にて実証をおこなった。（システムテストを除く） 

 タブレットによる店舗からの発注業務を実施 

 ZEDIを利用した振込・入金確認業務を実施 

 

 
 

（5）効果および課題 

 Web-EDI活用により受発注にかかる時間が約３５%減 

 ZEDI連携により、請求・入金消込にかかる時間が約７１％減 

 全体の業務を通して約４８%減 
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参考情報掲載先・連絡先等の情報 
 

※以下の情報は、本書の作成時点での情報であり、掲載先・掲載内容の変更や掲載終了となる場合があり

ます。 

 

●平成28年度補正予算「経営力向上・IT基盤整備支援事業(次世代企業間データ連携調査事業)」 

（事務局：ITコーディネータ協会） 

https://www.itc.or.jp/datarenkei/index.html 

  ・中小企業共通EDI標準（初版） 

https://www.itc.or.jp/datarenkei/j_edi/firstedition.html 

  ・調査報告書 

https://www.itc.or.jp/datarenkei/dlfiles/20180405datarenkei_houkoku.pdf 

   

●平成29年度補正予算「中小企業・小規模事業者決済情報管理支援事業」 

（事務局：NTTデータ経営研究所） 

http://www.keieiken.co.jp/h29chushokigyo/  

 

●つなぐITコンソーシアム 

平成28年度実証事業の実証検証の参加ベンダーが中心となって立ち上げた、中小企業共通EDIの普及

推進を目的とした組織 

（事務局：ITコーディネータ協会） 

https://tsunagu-it.com/cons/ 

   

●中小企業共通ＥＤＩの仕様等に関する情報 

（仕様管理機関：ITコーディネータ協会） 

   https://tsunagu-it.com/trade/ 

 

●全銀EDIシステム（ZEDI）に関する情報 

（金融庁） 

  https://www.fsa.go.jp/policy/zedi/zenginedi.html 

（全国銀行協会（全銀協）） 

https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/efforts/smooth/xml/ 

（全国銀行資金決済ネットワーク（全銀ネット）） 

https://www.zengin-net.jp/zedi/ 

  



   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決済・商流情報連携基盤 

システム活用ガイドブック（支援者編） 

Ver. 1.0 

 

発行日： 2019年3月15日  

著作者： 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-17-8  浜町平和ビル7F 

TEL 03-3527-2177 FAX 03-3527-2178   http://www.itc.or.jp/ 

 

 

http://www.itc.or.jp/

